
 
 

様式２－１－２ 国立研究開発法人 年度評価 総合評定様式 

 
１．全体の評定 
評定 
（Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ，

Ｄ） 

Ｂ：国立研究開発法人の目的・業務、中長期目標等に照らし、法人の活動による成果、取組

等について諸事情を踏まえて総合的に勘案した結果、「研究開発成果の最大化」に向けて成果

の創出や将来的な成果の創出の期待等が認められ、着実な業務運営がなされている。 

２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度 

Ａ Ａ Ａ Ａ Ｂ   

評定に至った理由 項目別評定のとおり、技術開発マネジメントの機能強化等、技術分野ごとの目標において顕著な成果を得ており、業務運営の効率化、財務内容の改善についても着実な業務運

営がなされていることから、法人の目的・業務、中長期目標等に照らし、「研究開発成果の最大化」に向けて成果の創出や将来的な成果の創出の期待等が認められ、着実な業務

運営がなされていることから、Ｂ評定とした。 
 
２．法人全体に対する評価 
・「Ⅰ．研究開発の成果の最大化その他業務の質の向上に関する事項」のうち「技術開発マネジメントの機能強化等」については、平成２９年度は１１分野の技術戦略に基づき、新規ナショナルプロジ

ェクト９事業を立案、既存の７事業に活用したほか、非連続ナショナルプロジェクトを新たに４件選定するなど、技術戦略及びそのプロジェクト構想に基づくプロセス（技術戦略～プロジェクトマ

ネージャー（ＰＭ）選定～内部・外部事前評価～予算要求～基本計画策定～プロジェクト開始）を実践。事後評価における合格・優良基準、ナショナルプロジェクト及び実用化促進事業の実用化達

成率については、それぞれ目標値を上回り達成。 
ベンチャー企業等の振興については、ベンチャーを支援する人材育成事業を新たに開始したほか、「研究開発型ベンチャー支援事業」の実施を通じて、シーズ発掘から民間リスクマネーの獲得、事

業化の支援に至るまでのシームレスな支援環境の構築と強化を実現。また、オープンイノベーションの推進に向けて、セミナー、ピッチイベント等を積極的に開催し、具体的な事業提携事例を創出。

さらに、標準化の推進や金融機関とのマッチング等による事業化支援の推進などの取組についても顕著な成果を上げている。以上からＡ評価とした。 
・「技術分野ごとの目標」については、各種太陽光電池で世界最高変換効率の達成、世界に先駆けて水素サプライチェーンの構築を目指した技術開発の実施、世界初となる水中浮遊式海流発電システム

の実証試験の実施、オール熱可塑性ＣＦＲＰ製の自動車シャシーの開発成功、レアアースフリーの省ネオジム耐熱磁石の開発に世界で初めて成功するなど、顕著な成果を上げている。以上からＡ評

価とした。 
・「Ⅱ．業務運営の効率化に関する事項」については、機動的な組織体制の構築や業務改善の推進、機構のＣＯ₂排出量削減に向けた取組で成果を上げており、新プロジェクトマネジメントシステムの

開発に向けた取組や情報セキュリティマネジメントシステムの国際規格ＩＳＯ／ＩＥＣ２７００１（ＩＳＭＳ）の認証範囲の拡大などの取組についても着実な業務運営を行っている。以上からＢ評

価とした。 
・「Ⅲ．財務内容の改善」については、効率的な執行による運営費交付金債務の削減、リスク管理債権の適正化などの取組について、着実な業務運営を行っている。以上からＢ評価とした。 
・外部有識者からは、技術戦略に基づくナショナルプロジェクトの立案など企画・実施段階での活動、技術開発型ベンチャー企業等の振興における新たな試みの実行、オープンイノベーションの推進

に向けたマッチングイベントやワークショップの開催などを評価する、というコメントを得ている。さらに、各技術分野については、水素、海洋、蓄電池関連、高効率石炭火力発電、製鉄プロセス

など、多様な成果を上げていることを評価する、というコメントを得ている。また、研究費の不正使用事案については、再発防止策の策定を望むとのコメントがあった。 
・以上を踏まえ、全体の評定をＢ評価とした。 

 
３．項目別評価の主な課題、改善事項等 
・第４期中長期計画に基づき、さらなる技術開発マネジメントの機能強化を通じて研究開発成果の最大化を図るとともに、研究成果を速やかに社会実装につなげるための取組を推進する。 
なお、平成２９年度に発覚した研究費の不正使用事案については、再発防止策を含む取組を徹底して実行し、外部からの通報への的確な対応を含め、機構自身が研究費不正使用事案を発見するよう努

めていく。 
 

 
４．その他事項 
研究開発に関する審議

会の主な意見 
（研究開発に関する審議会の主な意見などについて記載） 
 

監事の主な意見 （監事の意見で特に記載が必要な事項があれば記載） 
 



 
 

様式２－１－３ 国立研究開発法人 年度評価 項目別評定総括表様式 

中長期目標（中長期計画） 年度評価 項目別調

書№ 
備考 

 中長期目標（中長期計画） 年度評価 項 目 別

調書№ 
備考 

 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度   ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 

Ⅰ．研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項（７５％）  Ⅱ．業務運営の効率化に関する事項（１７．５％）  

 ＜技術開発マネジメントの機能強化等＞   （１）機動的・効率的な組織・人

員体制 
Ａ Ａ Ａ Ａ Ｂ Ⅱ 

 

（ア）技術開発マネジメント

の機能強化 
Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ⅰ－１ 

   
（２）自己改革と外部評価の徹底 Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ｂ Ⅱ 

 

（イ）技術開発型ベンチャー

企業等の振興 
Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ⅰ－１    

（３）職員の意欲向上と能力開発 Ａ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ⅱ 
 

（ウ）オープンイノベーショ

ンの推進 
  Ａ Ａ Ａ Ⅰ－１    

（４）業務・システムの最適化 Ａ Ａ Ｂ Ｂ Ｂ Ⅱ 
 

（エ）国際共同事業の推進 Ａ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ⅰ－１    
（５）外部能力の活用 Ａ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ⅱ 

 

 （オ）技術開発成果の事業化

支援 
  Ａ Ａ Ａ Ⅰ－１    （６）省エネルギー及び省資源の

推進と環境への配慮 
Ａ Ａ Ａ Ａ Ｂ Ⅱ 

 

（カ）情報発信等の推進 Ａ Ａ Ａ Ｂ Ｂ Ⅰ－１    （７）業務の効率化、役職員の給

与等の水準の適正化 
Ａ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ⅱ 

 

（キ）人材の流動化、育成 Ａ Ａ Ａ Ａ Ｂ Ⅰ－１ 

   （８）随意契約の見直しに関する

事項、入札・契約の適正化、官

民競争入札等の活用、公益法人

等に対する支出の適正化 

Ａ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ⅱ 

 

研究開発成果を活用しよう 

とする者への出資による実 

用化支援 

 Ｂ     
平成２７年
度から（オ）
に含める。 

  

（９）コンプライアンスの推進 Ａ Ｂ Ｂ Ｂ Ｃ Ⅱ 
 

＜技術分野ごとの目標＞   

業務運営の効率化（１７．５％） Ａ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ  
 

（ク）技術分野ごとの目標

（エネルギー分野） 
Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ⅰ－２ 

   

（ク）技術分野ごとの目標

（産業技術分野） 
Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ⅰ－２ 

  
Ⅲ.財務内容の改善に関する事項（７．５％） 

 （ク）技術分野ごとの目標

（国際展開支援） 
Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ⅰ－２ 

   
（１）繰越欠損金の増加の抑制 Ａ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ⅲ 

 

 
＜クレジット取得関連業務＞ 

  （２）自己収入の増加へ向けた取

組、資産の売却等 
Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ⅲ 

 

   
クレジット取得関連業務 Ａ Ｂ Ｂ   

 平成２８年
度からⅢ．

（５）に含
める。 

  
（３）運営費交付金の効率的活用

の推進 
Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ⅲ 

 

技術開発マネジメント関連業

務（７０％） 
Ａ Ａ Ａ   

    
（４）剰余金の適正化 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ⅲ 

 

技術開発マネジメントの機能

強化等（５０％） 
   Ａ Ａ 

    （５）債務保証経過業務、貸付経

過業務、リスク管理債権適正化 
Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ⅲ 

 

技術分野ごとの目標（２５％）    Ａ Ａ 
    （６）年金、基金、共済等の事業

運営のための資金運用の適正化 
Ａ Ｂ     

 

クレジット取得関連業務

（５％） 
Ａ Ｂ Ｂ   

    
（７）関係法人等への支出の適正化 Ｂ Ｂ     

 

  
     

    
財務内容の改善（７．５％） Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ  

 

          Ⅳ．その他の事項（－）        
           －        
※重要度を「高」と設定している項目については各評語の横に「○」を付す 

難易度を「高」と設定している項目については各評語に下線  



Ⅰ－1－1 

様式２－１－４－１ 国立研究開発法人 年度評価 項目別評価調書（研究開発成果の最大化その他業務の質の向上に関する事項）様式 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ－１ 技術開発マネジメントの機能強化等 

関連する政策・施策 － 当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第１５条 

当該項目の重要度、難易

度 

－ 関連する研究開発評価、政策

評価・行政事業レビュー 

０３９７国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構一般管理費 

０４０４国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構一般管理費

（エネルギー需給勘定） 

 

２．主要な経年データ 

 ① 主な参考指標情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

  基準値等 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度   ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 

 

ナショナルプロジ
ェクトの実用化達
成率 

5年経過時点
で 25％以上 

27.5％ 34.5％ 28.3％ 23.0％ 36.1％  

 

予算額（千円）  123,907,032

の内数 

 153,598,478

の内数 

 136,594,901

の内数 

 133,326,650

の内数 

 141,659,778

の内数 

 

実用化促進事業の
実用化達成率 

3年経過時点
で 30％以上 

36.0％ 31.8％ 25.8％ 39.5％ 30.2％  

 

決算額（千円）   98,011,031

の内数 

 136,812,173

の内数 

153,744,124 

の内数 

 156,143,614

の内数 

 168,641,949

の内数 

 

事後評価対象のナ
ショナルプロジェ
クトの評価が「合
格」の件数 

中期目標期
間終了時に
おいて 8 割
以上。 

100％ 100％ 100％ 90.9％ 100％ 

 

 
経常費用（千円） 

  98,259,557

の内数 

 136,858,535

の内数 

 153,670,307

の内数 

 156,028,110

の内数 

 168,564,376

の内数 

 

事後評価対象のナ
ショナルプロジェ
クトの評価が「優
良」の件数 

中期目標期
間終了時に
おいて 6 割
以上。 

84.2％ 93.3％ 92.3％ 81.8％ 100％ 

 

 
経常利益（千円） 

  3,624,169

の内数 

  3,786,034

の内数 

  2,226,767

の内数 

  1,630,556

の内数 

  16,636,133

の内数 

 

イノベーションの
実現に資する事業
の事後評価が「順
調」の割合 

中期目標期
間終了時に
おいて 6 割
以上 

74.1％ 64.5％ 77.4％ － 73.2％ 

 

 

行政サービス実

施コスト（千円） 

  93,996,323

の内数 

 134,568,343

の内数 

 148,504,321

の内数 

 156,427,389

の内数 

 163,145,855

の内数 

 
新規採択額に占め
る中堅・中小企業等
の採択額の割合 

20％以上 － － 29.0％ 24.8％ 24.3％ 
 

 従事人員数 774 の内数 832 の内数 887 の内数 923 の内数 931 の内数 

注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 

 

  



Ⅰ－1－2 

様式２－１－４－１ 国立研究開発法人 年度評価 項目別評価調書（研究開発成果の最大化その他業務の質の向上に関する事項）様式 

Ⅰ（ア）技術開発マネジメントの機能強化 

３．中長期目標、中長期計画、年度計画、主な評価軸、業務実績等、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標 中長期計画 年度計画 主な評価軸（評価の

視点）、指標等 

法人の業務実績等・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 
      ＜自己評価＞ Ａ 評定  

 （１）技術開発マネジメン
ト関連業務 
 ＮＥＤＯは、エネルギー
分野をはじめとする産業技
術分野全般に関する最新の
技術動向や政策動向を的確
に把握し、政策当局と密接
に連携しつつ、産業技術政
策などの実施機関として適
切に技術開発マネジメント
関連業務を行うことによ
り、我が国の産業競争力の
強化及び国民経済の発展並
びに内外のエネルギー・環
境問題の解決に貢献するも
のとする。その際、民間企
業、大学、公的研究機関、
技術研究組合等との適切な
連携により、事業を効率
的・効果的に実施すること
とする。 
 また、費用対効果等の不
確実性が高くとも、将来の
産業・社会に大きな影響を
もたらし得る技術開発に
は、マネジメント全体の中
で、公的資金の活用も含め
たリスクの軽減など、リス
クマネジメントの高度化も
図りながら、果敢に取り組
むことが必要である。加え
て、イノベーションの担い
手として重要な技術集約型
の中堅・中小・ベンチャー
企業の積極的な活用を図る
ものとする。 
 技術開発マネジメント関
連業務については、事業終
了段階での事後評価結果
（ⅱ）ｂ．に後述）ととも
に、追跡評価によって把握
される以下の結果により評
価し、それを公表するもの
とする。 
 

（１）技術開発マネジメン
ト関連業務 
 機構が、エネルギー分野
をはじめとする産業技術
分野全般に関する技術開
発関連業務を推進するに
当たっては、我が国の産業
競争力強化並びにエネル
ギー、環境問題の解決に貢
献すべく、政府の基本的な
政策に基づく分野に重点
をおいて、日本の産業競争
力強化へ繋がる技術開発
を実施する。その際、政府
と産業界とのインターフ
ェース機能や海外政府と
の調整を始め公的な政策
実施機関である機構の機
能を最大限発揮するとと
もに、これまでの業績を明
確に意識、検証しつつ、実
施する。また、費用対効果
等の不確実性が高くとも、
将来の産業・社会に大きな
影響をもたらし得る技術
開発には、マネジメント全
体の中で、公的資金の活用
も含めたリスクの軽減な
ど、リスクマネジメントの
高度化も図りながら、果敢
に取り組むことが必要で
ある。加えて、イノベーシ
ョンの担い手として重要
な技術集約型の中堅・中
小・ベンチャー企業の積極
的な活用を図るものとす
る。 
 こうした観点を踏まえ、
技術開発マネジメントに
ついては、事業終了段階で
の事後評価（１.(１)ア
(ii) b. に後述）の結果と
ともに、追跡評価（１.(１)
ア（ii）c. に後述）によ
って把握される以下の結
果により評価し、それを公
表するものとする。 

（１）技術開発マネジメント
関連業務 
 機構が、エネルギー分野を
はじめとする産業技術分野全
般に関する技術開発関連業務
を推進するに当たっては、我
が国の産業競争力強化並びに
エネルギー、環境問題の解決
に貢献すべく、政府の基本的
な政策に基づく分野に重点を
おいて、日本の産業競争力強
化へ繋がる技術開発を実施す
る。その際、政府と産業界と
のインターフェース機能や海
外政府との調整を始め公的な
政策実施機関である機構の機
能を最大限発揮するととも
に、これまでの業績を明確に
意識、検証しつつ、実施する。
また、費用対効果等の不確実
性が高くとも、将来の産業・
社会に大きな影響をもたらし
得る技術開発には、マネジメ
ント全体の中で、公的資金の
活用も含めたリスクの軽減な
ど、リスクマネジメントの高
度化も図りながら、果敢に取
り組むことが必要である。加
えて、イノベーションの担い
手として重要な技術集約型の
中堅・中小・ベンチャー企業
の積極的な活用を図るものと
する。 
こうした観点を踏まえ、技

術開発マネジメントについて
は、事業終了段階での事後評
価（１．（１）（ア）（ⅱ）（ｂ）
に後述）の結果とともに、追
跡評価（１．（１）（ア）（ⅱ）
（ｃ）に後述）によって把握
される以下の結果により評価
し、それを公表するものとす
る。 

－ （１）技術開発マネジメント関連業務 
 機構が、エネルギー分野をはじめとする
産業技術分野全般に関する技術開発関連
業務を推進するに当たっては、我が国の産
業競争力強化並びにエネルギー、環境問題
の解決に貢献すべく、政府の基本的な政策
に基づく分野に重点をおいて、日本の産業
競争力強化へ繋がる技術開発を実施した。
その際、政府と産業界とのインターフェー
ス機能や海外政府との調整を始め公的な
政策実施機関である機構の機能を最大限
発揮するとともに、これまでの業績を明確
に意識、検証しつつ、実施した。また、費
用対効果等の不確実性が高くとも、将来の
産業・社会に大きな影響をもたらし得る技
術開発には、マネジメント全体の中で、公
的資金の活用も含めたリスクの軽減など、
リスクマネジメントの高度化も図りなが
ら、果敢に取り組んだ。加えて、イノベー
ションの担い手として重要な技術集約型
の中堅・中小・ベンチャー企業の積極的な
活用を図った。 
 
（参考：実施プロジェクト数） 
平成２９年度においては、７０件のプロジ
ェクトを実施中。 
うち、ナショナルプロジェクト関連 ６５件 
うち、実用化促進事業関連 ２件 
うち、技術シーズの発掘  ２件 
うち、地球温暖化対策   １件 

＜自己評価の根拠＞ 
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 １）「ナショナルプロジェク
ト」（民間企業等のみでは取
り組むことが困難な、実用
化・事業化までに中長期の
期間を要し、かつリスクの
高い技術開発関連事業）で
あって、２）以外のものに
ついては、その特徴・性格
を踏まえ、技術開発期間の
短期化やリスク回避に決し
て繋がることがないよう十
分留意した上で、事業終了
後、５年経過後の時点での
実用化達成率（製品化又は
上市段階の比率。以下同
じ。）を２５％以上とするこ
とを目標とし、その達成状
況を評価する。 
 

１）「ナショナルプロジェ
クト」（民間企業等のみで
は取り組むことが困難な、
実用化・事業化までに中長
期の期間を要し、かつリス
クの高い技術開発関連事
業）であって、２）以外の
ものについては、その特
徴・性格を踏まえ、技術開
発期間の短期化やリスク
回避に決して繋がること
がないよう十分留意した
上で、事業終了後、５年経
過後の時点での実用化達
成率（製品化又は上市段階
の比率。以下同じ。）を２
５％以上とすることを目
標とし、その達成状況を評
価する。 

１）「ナショナルプロジェク
ト」（民間企業等のみでは取
り組むことが困難な、実用
化・事業化までに中長期の期
間を要し、かつリスクの高い
技術開発関連事業）であって、
２）以外のものについては、
その特徴・性格を踏まえ、技
術開発期間の短期化やリスク
回避に決して繋がることがな
いよう十分留意した上で、事
業終了後、５年経過後の時点
での実用化達成率（製品化又
は上市段階の比率。以下同
じ。）を２５％以上とすると
いう中長期計画の達成に向け
て取り組み、また、その達成
状況を評価する。 

－  ナショナルプロジェクトについては、平
成２３年度に事業を終了した１５８事業
者のうち、５７事業者（３６．１％）が実
用化を達成した。 

●第３期中長期計画期間中のナショナルプ
ロジェクトの実用化達成率は２８．４％と
なり、目標値（２５％）を達成。 

 

 ２）「ナショナルプロジェク
ト」のうち、非連続なイノ
ベーションの創出を目的と
して行われる技術開発関連
事業であって、特にリスク
の高いもの（以下「非連続
ナショナルプロジェクト」
という。）については、実用
化・事業化の見通し、獲得
された知見の他の技術や用
途への波及効果等の観点か
ら多面的に評価する。 

２）「ナショナルプロジェ
クト」のうち、非連続なイ
ノベーションの創出を目
的として行われる技術開
発関連事業であって、特に
リスクの高いもの（以下
「非連続ナショナルプロ
ジェクト」という。）につ
いては、実用化・事業化の
見通し、獲得された知見の
他の技術や用途への波及
効果等の観点から多面的
に評価する。 

２）「ナショナルプロジェク
ト」のうち、非連続なイノベ
ーションの創出を目的として
行われる技術開発関連事業で
あって、特にリスクの高いも
の（以下「非連続ナショナル
プロジェクト」という。）につ
いては、実用化・事業化の見
通し、獲得された知見の他の
技術や用途への波及効果等の
観点から多面的に評価する。 

－  非連続ナショナルプロジェクトの評価
項目・基準に基づき、該当案件の中間評価
を 1件実施した。 

●平成２８年度に選定基準や選定手順を決
定し、平成２７年度開始プロジェクトから
１件、平成２８年度開始プロジェクトから
２件、平成２９年度開始プロジェクトから
１件、平成３０年度開始プロジェクトから
４件の非連続ナショナルプロジェクトを
選定。 

 

 ３）「実用化促進事業」（実
用化・事業化に比較的近い
技術の実用化促進を目的と
する民間企業等によるテー
マ公募型の技術開発関連事
業）については、技術開発
成果の達成とともに実用
化・事業化を一層重視する
との観点から、事業終了後、
３年経過後の時点での実用
化達成率を３０％以上とす
ることを目標とし、その達
成状況を評価する。 
 

３）「実用化促進事業」（実
用化・事業化に比較的近い
技術の実用化促進を目的
とする民間企業等による
テーマ公募型の技術開発
関連事業）については、技
術開発成果の達成ととも
に実用化・事業化を一層重
視するとの観点から、事業
終了後、３年経過後の時点
での実用化達成率を３
０％以上とすることを目
標とし、その達成状況を評
価する。なお、今後、本事
業の対象は中堅・中小・ベ
ンチャー企業に限定する
こととする。 
 

３）「実用化促進事業」（実用
化・事業化に比較的近い技術
の実用化促進を目的とする民
間企業等によるテーマ公募型
の技術開発関連事業）につい
ては、対象を中堅・中小・ベ
ンチャー企業に限定し、技術
開発成果の達成とともに実用
化・事業化を一層重視すると
の観点から、事業終了後、３
年経過後の時点での実用化達
成率を３０％以上とするとい
う中長期計画の達成に向けて
取り組み、また、その達成状
況を評価する。なお、平成２
９年度は、以下を実施する。 
①中堅・中小企業への橋渡し

研究開発促進事業 
②課題解決型福祉用具実用化

開発支援事業 

－ 実用化促進事業については、対象を中
堅・中小・ベンチャー企業に限定した上で、
平成２５年度に終了した１３９件のうち、
４２件(３０．２％)が実用化した。 
平成２９年度は中堅・中小・ベンチャー

企業を対象とした以下の事業を実施した。 
①中堅・中小企業への橋渡し研究開発促進
事業 

②課題解決型福祉用具実用化開発支援事 

●第３期中長期計画期間中の実用化促進事
業の実用化達成率は３１．３％となり、目
標値（３０％）を達成。 

 

 加えて、イノベーション
の担い手として重要な技術
集約型の中堅・中小・ベン
チャー企業の育成・支援に
意識的に取り組む観点か
ら、新規採択額に占める中
堅・中小・ベンチャー企業
の採択額の割合を２０％以
上とすることを目標とし、

 加えて、イノベーション
の担い手として重要な技
術集約型の中堅・中小・ベ
ンチャー企業の育成・支援
に意識的に取り組む観点
から、新規採択額に占める
中堅・中小・ベンチャー企
業の採択額の割合の目標
を２０％以上として設定

加えて、イノベーションの
担い手として重要な技術集約
型の中堅・中小・ベンチャー
企業の育成・支援に意識的に
取り組む観点から、中堅・中
小企業への橋渡し研究開発促
進事業の推進等により、中
堅・中小・ベンチャー企業の
新規採択額の割合の目標を２

－ イノベーションの担い手として重要な
技術集約型の中堅・中小・ベンチャー企業
の育成・支援への取組として、新規採択額
に占める中堅・中小・ベンチャー企業の採
択額の割合２０％以上を目指し、中小企業
への機構の事業の浸透を目的としたセミ
ナー（地域版ＮＥＤＯフォーラム）や出張
説明会（キャラバン活動）の開催等、中堅・
中小・ベンチャー企業に対する地道なＮＥ

●平成２９年度の新規採択額に占める中
堅・中小企業等の採択額の割合は２４．
３％となり、目標を上回る実績を達成。 
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その達成状況を評価し、そ
れを公表するものとする。 
 
※中堅企業：従業員１，０
００人未満又は売上１，０
００億円未満の企業であっ
て中小企業を除く。 
 

する。その上で、中堅・中
小・ベンチャー企業への各
種事業の周知、応募に関す
る個別相談等を積極的に
行うとともに、必要に応じ
て中堅・中小・ベンチャー
企業向けの応募枠を設け
るなどにより目標の達成
を目指し、達成状況を公表
するものとする。 

０％以上とする中長期計画の
達成に向けて取り組む。その
上で、中堅・中小・ベンチャ
ー企業への各種事業の周知、
応募に関する個別相談等を積
極的に行うとともに、必要に
応じて中堅・中小・ベンチャ
ー企業向けの応募枠を設ける
などにより目標の達成を目指
し、達成状況を公表するもの
とする。 

ＤＯの認知度向上の取組を実施。平成２９
年度の実績は２４．３％（新規採択額２８
９．３億円のうち中堅・中小企業等の採択
額７０．４億円）であり、目標を上回る実
績を達成。 
（参考：平成２９年度は補正予算による新
規採択無し） 

  また、ナショナルプロジ
ェクト及び実用化促進事
業を、技術分野ごとの特性
や、技術開発を取り巻く環
境の変化を踏まえて適切
に組み合わせて実施する
とともに、各事業で得られ
た成果を相互に活用する
等、事業間連携に取り組
み、分野連携、融合を促進
し、成果の最大化を図る。
また、制度においては各制
度を連携して実施すると
ともに、必要に応じて複数
制度を大括り化する等、機
動的な運用を行う。 
 類似する技術開発テー
マが同時に引き続き進行
したり同種の技術内容が
複数の技術開発事業で行
われることにより、今後、
効率的かつ効果的な技術
開発業務の実施に問題が
生じることがないよう、既
往の政府決定等に基づき、
業務の枠組みを含めた事
業の再編整理、技術開発テ
ーマの重点化等を行い、必
要な実施体制の見直しを
行うものとする。 

また、ナショナルプロジェ
クト及び実用化促進事業を、
技術分野ごとの特性や、技術
開発を取り巻く環境の変化を
踏まえて適切に組み合わせて
実施するとともに、各事業で
得られた成果を相互に活用す
る等、事業間連携に取り組み、
分野連携、融合を促進し、成
果の最大化を図る。また、制
度においては各制度を連携し
て実施するとともに、必要に
応じて複数制度を大括り化す
る等、機動的な運用を行う。 
類似する技術開発テーマや

同種の技術内容が複数の技術
開発事業で行われることによ
り、今後、効率的かつ効果的
な技術開発業務の実施に問題
が生じることがないよう、技
術戦略及び既往の政府決定等
に基づき、業務の枠組みを含
めた事業の再編整理、技術開
発テーマの重点化等を行い、
必要な実施体制の見直しを行
うものとする。 

－ また、ナショナルプロジェクト及び実用
化促進事業を、技術分野ごとの特性や、技
術開発を取り巻く環境の変化を踏まえて
適切に組み合わせて実施するとともに、各
事業で得られた成果を相互に活用する等、
事業間連携に取り組み、分野連携、融合を
促進し、成果の最大化を図った。 
具体的には、内閣府の戦略的イノベーシ

ョン推進プログラム（ＳＩＰ）のうちＮＥ
ＤＯが実施している次世代パワーエレク
トロニクス」と文部科学省が実施している
「省エネルギー社会の実現に資する次世
代半導体研究開発」の次世代パワーエレク
トロニクス分野について、実施者を含む連
携会議を行い相補的な研究開発内容につ
いてそれぞれ開発状況を共有・連携等を推
進した。 

  

 ① 技術開発マネジメント
の機能強化 
 ＮＥＤＯは、ナショナル
プロジェクト及び実用化促
進事業について、事業の企
画（Ｐｌａｎ）、実施（Ｄｏ）、
評価（Ｃｈｅｃｋ）、更にそ
の結果を反映・実行（Ａｃ
ｔｉｏｎ）させた次の計画、
実施及び評価へとつなげる
ＰＤＣＡ（企画－実施－評
価－反映・実行）サイクル
を深化させ、それら各段階
におけるより高度な技術開
発マネジメントを実践する
ものとする。 

（ア）技術開発マネジメン
トの機能強化 
 機構がナショナルプロ
ジェクト及び実用化・事業
化促進事業を推進するに
当たっては、事業の企画
（Ｐｌａｎ）・実施（Ｄ
ｏ）・評価（Ｃｈｅｃｋ）、
更にその結果を反映（Ａｃ
ｔｉｏｎ）させた次の計画
（Ｐｌａｎ）及び実施（Ｄ
ｏ）へと繋げるいわゆるＰ
ＤＣＡ（企画－実施－評価
－反映・実行）サイクルを
深化させ、高度な技術開発
マネジメントを実践する。 

（ア）技術開発マネジメント
の機能強化 
機構がナショナルプロジェ

クト及び実用化・事業化促進
事業を推進するに当たって
は、事業の企画（Ｐｌａｎ）、
実施（Ｄｏ）、評価（Ｃｈｅｃ
ｋ）、更にその結果を反映（Ａ
ｃｔｉｏｎ）させた次の計画
（Ｐｌａｎ）及び実施（Ｄｏ）
へと繋げるいわゆるＰＤＣＡ
（企画－実施－評価－反映・
実行）サイクルを深化させ、
高度な技術開発マネジメント
を実践する。 

－ （ア）技術開発マネジメントの機能強化 
 機構がナショナルプロジェクト及び実
用化・事業化促進事業を推進するに当たっ
ては、事業の企画（Ｐｌａｎ）、実施（Ｄ
ｏ）、評価（Ｃｈｅｃｋ）、更にその結果を
反映（Ａｃｔｉｏｎ）させた次の計画（Ｐ
ｌａｎ）及び実施（Ｄｏ）へと繋げるいわ
ゆるＰＤＣＡ（企画－実施－評価－反映・
実行）サイクルを深化させ、高度な技術開
発マネジメントを実践した。ナショナルプ
ロジェクトについては、企画、実施段階で
は、技術戦略及びそのプロジェクト構想に
基づくプロセス（ＰＭ選定、事前評価の実
施、基本計画の策定、プロジェクトの開始
等）を実施するとともに、評価段階では、
事後評価、追跡調査を実施するなどＰＤＣ
Ａサイクルを実践した。具体的には以下の
とおり。 
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 （ⅰ）企画（Ｐｌａｎ）／
実施（Ｄｏ） 
（ⅰ）－１ ナショナルプ
ロジェクト（実証事業を除
く。） 
 ナショナルプロジェクト
（実証事業を除く。）につい
ては、以下の方針の下で実
施する。ただし、平成２６
年度までに開始され、平成
２７年度以降、大幅な見直
しを行わないものについて
は、ⅰ）－２の実証事業と
同様に取り扱うものとす
る。 

（ⅰ）企画、実施段階 
（ⅰ）－１ ナショナルプ
ロジェクト（実証事業を除
く。） 
 ナショナルプロジェク
ト（実証事業を除く。）に
ついては、以下の方針の下
で実施する。ただし、平成
２６年度までに開始され、
平成２７年度以降、大幅な
見直しを行わないものに
ついては、（ⅰ）－２の実
証事業と同様に取り扱う
ものとする。 

（ⅰ）企画、実施段階 
（ⅰ）－１ ナショナルプロ
ジェクト（実証事業を除く。） 
 ナショナルプロジェクト
（実証事業を除く。）について
は、以下の方針の下で実施す
る。ただし、平成２６年度ま
でに開始され、平成２７年度
以降、大幅な見直しを行わな
いものについては、（ⅰ）－２
の実証事業と同様に取り扱う
ものとする。 

－ （ⅰ）企画、実施段階 
（ⅰ）－１ ナショナルプロジェクト（実
証事業を除く。） 
 ナショナルプロジェクト（実証事業を除
く。）については、以下の通り実施した。
ただし、平成２６年度までに開始され、平
成２７年度以降、大幅な見直しを行わない
ものについては、（ⅰ）－２の実証事業と
同様に取り扱うものとした。 

  

 (a）技術戦略及びプロジェ
クト構想の策定 
 技術戦略及びプロジェク
ト構想を策定する専門部署
を設け、政府及び公的シン
クタンク等他機関とも連携
し、グローバルな視点で技
術戦略を策定・改定すると
ともに、この技術戦略を基
盤として、プロジェクト構
想を策定する。 

(a)技術戦略及びプロジェ
クト構想の策定 
 技術戦略研究センター
は、政府及び公的シンクタ
ンク等他機関とも連携し
産学官の英知を集め、将来
の社会ニーズや国際的な
研究動向及び国内の研究
水準から見て実施すべき
技術に係るテーマに重点
分野化・骨太化を図りつ
つ、技術の開発や普及に係
る道筋を踏まえた技術戦
略を策定するとともに、継
続的に改定する。 
 また、技術戦略研究セン
ターは、策定した技術戦略
を基盤として、今後研究す
べき領域を特定するとと
もに、これを担い得る実施
者を探索し、並行してリソ
ースや緊急性を考慮の上、
プロジェクト構想を策定
する。 
 このため、機構は、国内
外における、学会発表の内
容、論文動向・特許動向、
産業界の研究開発動向等
を把握する仕組みを強化
するとともに、積極的に技
術分野毎の有識者をフェ
ローとして採用すること
等により、技術戦略研究セ
ンターの情報収集分析や
戦略策定の体制・機能の強
化を進める。 
 技術戦略及びプロジェ
クト構想の策定に当たっ
ては、必要に応じて、方法
論募集（注１）、ワークシ
ョップ（注２）、先導調査
（注３）及び先導研究（注
４）の結果を活用する。 

(a)技術戦略及びプロジェク
ト構想の策定 
技術戦略研究センターは、

政府及び公的シンクタンク等
他機関とも連携し産学官の英
知を集め、将来の社会ニーズ
や国際的な研究動向及び国内
外の研究水準から見て実施す
べき技術に係るテーマに重点
分野化・骨太化を図りつつ、
技術の開発や普及に係る道筋
を踏まえた技術戦略を策定す
るとともに、継続的に改定す
る。また、農商工分野におけ
る新たなプロジェクト創出に
つなげるため、農林水産省、
経済産業省、関係機関と連携
し、ワークショップ等を通じ
て、関連する技術戦略の策定
を行う。 
 また、技術戦略研究セン

ターは、策定した技術戦略を
基盤として、今後研究すべき
領域を特定するとともに、こ
れを担い得る実施者を探索
し、並行してリソースや緊急
性を考慮の上、プロジェクト
構想を策定する。 
このため、機構は、国内外

における、学会発表の内容、
論文動向・特許動向、産業界
の研究開発動向等を把握する
仕組みを強化するとともに、
積極的に技術分野毎の有識者
をフェローとして採用するこ
と等により、技術戦略研究セ
ンターの情報収集分析や戦略
策定の体制・機能の強化を進
める。特に、海外の研究開発
動向について、海外公的機関
の最新情報の概要を取りまと
めたＮＥＤＯ海外技術情報を
３００件以上発信する。 
技術戦略及びプロジェクト

構想の策定において、必要に
応じて、方法論募集（注１）、

－ (a)技術戦略及びプロジェクト構想の策定 
 技術戦略研究センターは、経済産業省及
びＪＳＴ等の公的他機関とも連携し産学
官の英知を集め、将来の社会ニーズや国際
的な研究動向及び国内外の研究水準から
見て実施すべき技術に係るテーマに重点
分野化・骨太化を図りつつ、技術の開発や
普及に係る道筋を踏まえて策定した１１
分野の技術戦略に基づき、プロジェクト構
想を策定し、新規ナショナルプロジェクト
９事業（次世代人工知能・ロボットの中核
となるインテグレート技術開発、人工知能
技術適用によるスマート社会の実現、省エ
ネ製品開発の加速化に向けた複合計測分
析システム研究開発、ＡＩチップ開発加速
のためのイノベーション推進事業、先進・
革新蓄電池材料評価技術開発（第２期）、
超高圧水素インフラ本格普及技術研究開
発事業、海洋エネルギー発電実証等研究開
発事業、省エネ化・低温室効果を達成でき
る次世代冷凍空調技術の最適化及び評価
手法の開発、超臨界地熱発電技術研究開
発）を立案するとともに、既存のナショナ
ルプロジェクト７事業（風力発電等技術研
究開発、高効率・高速処理を可能とするＡ
Ｉチップ・次世代コンピューティングの技
術開発事業、水素利用等先導研究開発事
業、次世代火力発電等技術開発、地熱発電
技術研究開発、高性能・高信頼性太陽光発
電の発電コスト低減技術開発、太陽光発電
システム効率向上・維持管理技術開発プロ
ジェクト）に活用。また、経済産業省関連
のＰＪへ活用の他、農商工連携を含む他府
省関連ＰＪにも活用。 
 ＮＥＤＯは内閣府が実施する戦略的イ
ノベーション創造プログラム（ＳＩＰ）に
ついて、第１期は５課題、第２期は４課題
の管理法人となり、両期ともに管理法人
中、最多の課題を担当。既存のＮＥＤＯ事
業と相互に有効な情報・成果の共有等を行
うなど、連携を推進。  
 機構は、国内外における、学会発表の内
容、論文動向・特許動向、産業界の研究開
発動向等を把握する仕組みを強化すると
ともに、技術分野毎の有識者をフェローと
して３名採用し、技術戦略研究センターの

●平成２９年度は、１１分野の技術戦略に基
づき、新規ナショナルプロジェクト９事業
を立案するとともに、既存のナショナルプ
ロジェクト７事業に活用。 

 
●策定した技術戦略は、経済産業省関連のプ
ロジェクトへ活用の他、農商工連携を含む
他府省関連プロジェクトにも活用。 

 



Ⅰ－1－6 

ワークショップ（注２）、先導
調査（注３）及び先導研究（注
４）の結果を活用する。 

情報収集分析や戦略策定の体制・機能の強
化を進めた。また、海外の研究開発動向に
ついて、海外公的機関の最新情報の概要を
取りまとめたＮＥＤＯ海外技術情報を３
９１件発信した。 
 技術戦略及びプロジェクト構想の策定
に当たっては、２４件のワークショップを
開催した。方法論募集については、ナショ
ナルプロジェクトの立ち上げを目指した
「エネルギー環境新技術先導プログラム」
において新規設定のためのＲＦＩ
（Request for Information：方法論募集）
を実施した。 

  （注１）方法論募集（ＲＦ
Ｉ：Request for 
Information） 
 産学官におけるアイデ
アや研究状況を把握する
ため、技術開発の様々な方
法論を広く募集する。 
（注２）ワークショップ 
 技術開発の対象技術や
実施者の候補・水準・可能
性等の把握や発掘のため、
産学官の関係者を一同に
集め、大学や公的研究機関
と産業界とが基礎研究も
含め具体的技術課題等に
ついて双方向で話し合い、
議論を行う。 
（注３）先導調査 
 国内外における、①学会
発表の内容、②論文動向・
特許動向、③産業界の研究
開発動向、④当該技術によ
る経済・社会インパクト、
⑤当該技術普及のための
方策等を把握するため、技
術戦略及びプロジェクト
構想の策定の際に調査を
行う。 
（注４）先導研究 
 候補となる技術課題の
現状水準、今後の発展可能
性及び限界を確認すると
ともに、競合技術・代替技
術の把握のため、研究者等
への委託により予備的な
研究を行う。 

（注１）方法論募集（ＲＦＩ：
Request for Information） 
産学官におけるアイデアや研
究状況を把握するため、技術
開発の様々な方法論を広く募
集する。 
（注２）ワークショップ 
  技術開発の対象技術や実
施者の候補・水準・可能性等
の把握や発掘のため、産学官
の関係者を一同に集め、大学
や公的研究機関と産業界とが
基礎研究も含め具体的技術課
題等について双方向で話し合
い、議論を行う。 
（注３）先導調査 
国内外における、①学会発表
の内容、②論文動向・特許動
向、③産業界の研究開発動向、
④当該技術による経済・社会
インパクト、⑤当該技術普及
のための方策等を把握するた
め、技術戦略及びプロジェク
ト構想の策定の際に調査を行
う。 
（注４）先導研究 
候補となる技術課題の現状水
準、今後の発展可能性及び限
界を確認するとともに、競合
技術・代替技術の把握のため、
研究者等への委託により予備
的な研究を行う。 

    

   これらの取組を通じ、産
業界、学術界等との情報交
換等により構築した外部
の専門家・有識者とのネッ
トワークを深化、拡大し、
機構の技術開発マネジメ
ントに活用する。 

 これらの取組を通じ、産業
界、学術界等との情報交換な
どにより構築した外部の専門
家・有識者とのネットワーク
を深化・拡大し、機構の技術
開発マネジメントに活用す
る。特に、ワークショップに
ついては２０回以上開催す
る。 

－ これらの取組を通じ、産業界、学術界等
との情報交換などにより構築した外部の
専門家・有識者とのネットワークを深化・
拡大し、機構の技術開発マネジメントに活
用した。特に、ワークショップについては
２４回開催した。 
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    また、我が国が、２０５０
年にエネルギーを起源とする
温室効果ガスの半減等、エネ
ルギー・環境分野の中長期的
な課題を解決していくために
必要な、省エネルギー・新エ
ネルギー・ＣＯ２削減等のエネ
ルギー・環境分野における、
２０３０年から２０５０年頃
を見据えた従来の発想によら
ない革新的な技術の開発や新
しいシステムの原石を発掘
し、将来の国家プロジェクト
化への道筋をつけることを目
指す「エネルギー・環境新技
術先導プログラム」を実施す
る。実施に当たっては、本事
業の対象となる研究開発領
域・課題を設定のうえ、新規
性・独創性・革新性があり、
将来的な波及効果が期待でき
る研究開発テーマの公募を行
い、その中で優れた研究開発
テーマについて、産学連携の
体制で国家プロジェクトに向
けた先導研究を実施する。 
 なお、平成２９年度は、新
たに研究開発を開始するテー
マを採択し、実施するととも
に、継続分のテーマの研究開
発を実施する。 
 また、同プログラムのうち
「未踏チャレンジ２０５０」
については、エネルギー・環
境イノベーション戦略に基づ
き、２０５０年頃を見据えた
先導研究を行い、その実施に
当たっては、国立研究開発法
人科学技術振興機構と連携を
図っていく。 

  「エネルギー・環境新技術先導プログラ
ム」については、２０３０年以降の省エネ
ルギー・新エネルギー・ＣＯ２削減等を見
据えて、平成２９年度に先導研究として採
択するテーマに関して外部有識者による
厳正な審査を実施し、応募１１０件の研究
開発テーマの中から優れた３２件を採択
し、先導研究を実施した。また、平成３０
年度採択テーマの公募に向けて、外部から
技術情報を収集（ＲＦＩ）・評価し、独創
性・革新性があり、将来的な波及効果が期
待できる課題を設定して、平成３０年２月
に公募を開始するとともに全国５か所で
公募説明会を開催して本プログラムの周
知・利用促進を図った。前年度から継続分
の先導研究については、２６件を実施する
とともに、そのうち１３件を対象にステー
ジゲート審査を行い、１２件の先導研究が
２年目研究を開始した。 
 国の『エネルギー・環境イノベーション
戦略』を踏まえ、平成２９年度から新たに、
２０５０年頃を見据えた温室効果ガスの
排出削減を目指す「未踏チャレンジ２０５
０」を開始した。５月に同戦略に基づく４
技術分野を設定して公募を行うとともに、
全国４か所での公募説明会、学会での説明
会等を通じて周知・利用促進を図り、応募
３２件の中から２０５０年頃を見据えた
優れた研究開発テーマ８件を採択し実施
した。また、国立研究開発法人科学技術振
興機構と連携して国費による研究の重複
排除等のため、技術分野の設定や採択審査
に関する情報共有を図った。 
 加えて、『未来投資戦略』等を踏まえて
平成３０年度からは先端技術により中長
期的な成長を実現するための「新産業創出
新技術先導プログラム」を開始するにあた
り、平成２９年度より技術情報を収集・評
価し、経済的効果等が期待できる課題を設
定して、平成３０年３月に公募を開始する
とともに全国４か所での公募説明会、大学
等での説明会等を通じて周知・利用促進を
図った。 

●「エネルギー・環境イノベーション戦略」
を踏まえ、２０５０年頃を見据えた温室効
果ガスの抜本的な排出削減を実現するた
め、革新的な技術・システムを対象とした
「未踏チャレンジ２０５０」を新たに開始。 

 
●「未来投資戦略２０１７」等を踏まえ、新
産業創出につながる産業技術分野を対象
とした「新産業創出新技術先導研究プログ
ラム」を平成３０年度から迅速に実施する
ため、技術情報収集、公募等を開始。 
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 (b)ＰＭの選定 
 ＮＥＤＯは、プロジェク
ト構想が策定された段階
で、プロジェクト毎にＰＭ
を選定する。 
 ＰＭは、基本計画の策定
（下記ｃ.）、実施体制の構
築（下記ｄ.）、プロジェク
トの実施（下記ｅ.）等、プ
ロジェクトの進行全体を企
画・管理するものとし、そ
の任務の実施に当たって必
要となる資金配分や技術開
発内容の見直し、実施体制
の変更の権限と裁量を有す
るものとする。 
 このため、ＮＥＤＯは、
ＰＭの任務・責任・権限等
に係る規程を整備するとと
もに、ＰＭの評価やガバナ
ンスに関する仕組みを整備
するものとする。 

(b)ＰＭの選定 
 機構は、プロジェクト構
想が策定された段階で、プ
ロジェクト毎にＰＭを選
定する。その際、プロジェ
クトの規模や特性に応じ
て、以下に示す資質やこれ
らを活用したマネジメン
トの経験を有する人材を
企業・大学や機構内から選
定する。 
・高い技術的知見 
・産学官の専門家との幅広

いネットワーク 
・プロジェクト関係者との

十分なコミュニケーシ
ョン能力 

・目標達成に導く意欲及び
リーダーシップ 

 また、機構は、各ＰＭに
個別プロジェクトの内容
に対応した任務・責任を指
示する。 
 ＰＭは、基本計画の策定
（下記(c)）、実施体制の構
築（下記(d)）、プロジェク
トの実施（下記(e)）等、
プロジェクトの進行全体
を企画・管理し、そのプロ
ジェクトに求められる技
術的成果及び政策的効果
を最大化することを念頭
に任務を遂行する。 
 ＰＭは、その任務の遂行
に当たって必要となる資
金配分や技術開発内容の
見直し、実施体制の変更の
権限と裁量を有するもの
とする。 
 このため、機構は、ＰＭ
の任務・責任・権限等に係
る規程、行動規範等を整備
するとともに、ＰＭの評価
やガバナンスに関する仕
組みを整備する。 

(b)ＰＭの選定 
機構は、プロジェクト構想

が策定された段階で、プロジ
ェクト毎にプロジェクト・マ
ネジャー（以下「ＰＭ」とい
う。）を選定する。その際、プ
ロジェクトの規模や特性に応
じて、以下に示す資質やこれ
らを活用したマネジメントの
経験を有する人材を企業・大
学や機構内から選定する。 
・高い技術的知見 
・産学官の専門家との幅広い
ネットワーク 

・プロジェクト関係者との十分
なコミュニケーション能力 

・目標達成に導く意欲及びリ
ーダーシップ 
また、機構は、各ＰＭに個

別プロジェクトの内容に対応
した任務・責任を指示する。 
ＰＭは、基本計画の策定（下

記（ｃ））、実施体制の構築（下
記（ｄ））、プロジェクトの実
施（下記（ｅ））等、プロジェ
クトの進行全体を企画・管理
し、そのプロジェクトに求め
られる技術的成果及び政策的
効果を最大化することを念頭
に任務を遂行する。 
ＰＭは、その任務の遂行に

当たって必要となる資金配分
や技術開発内容の見直し、実
施体制の変更の権限と裁量を
有するものとする。 
このため、機構は、整備し

たＰＭの任務・責任・権限等
に係る規程、行動規範、ＰＭ
の評価やガバナンスの仕組み
及び研究開発プロジェクト・
マネジメントガイドラインの
普及、啓発を図る。 

－ (b)ＰＭの選定 
平成２９年度３月末現在のＰＭの内訳

は、民間出向が２５名、プロパーが２２名
（うち中途採用１０名）、官庁出向が２名
となっている。 
また、平成２９年度には、平成２８年度

にリリースした「ＮＥＤＯ研究開発マネジ
メントガイドライン新訂第１版」の啓蒙活
動として、新規着任者研修やＰＭ育成講座
等の場で２１回実施した。さらに、内閣府、
総務省及び農林水産省等の他省庁とのデ
ィスカッションに活用。 
Ｐ Ｍ 育 成 講 座 の 一 部 は 、 NEDO 

Technology Startup Supporters Academy
（ＳＳＡ）と連携し、初めて外部からの受
講生受け入れを実施。 

●平成２９年度末現在のＰＭの内訳は、民間
出向が２５名、プロパーが２２名（うち中
途採用１０名）、官庁出向が２名。 

 

 (c)基本計画の策定 
 ＰＭは、技術戦略及びプ
ロジェクト構想を踏まえ、
実施者の発掘等を行い、プ
ロジェクト終了時や途中時
点での達成目標を明確に示
した基本計画を策定するも
のとする。達成目標につい
ては、実用化・事業化に伴
う市場創出効果や雇用創造
効果のみならず、広範な産
業への波及効果、新産業の
創出も含めた中長期的視点
からの我が国産業競争力強
化への貢献、内外のエネル
ギー・環境問題を始めとす
る社会的課題の解決への貢

(c)基本計画の策定 
 ＰＭは、技術戦略及びプ
ロジェクト構想を踏まえ、
①技術開発の目標、②実施
期間、想定される金額規
模、③求められるフォーメ
ーション（実施体制）の概
要、④出口シナリオ及び⑤
ステージゲート（注５）の
概要を明確にしたプロジ
ェクトの基本計画（原案）
を作成する。 
 また、この基本計画（原
案）を基に、実施者の発掘
等を行うとともに、必要に
応じて、方法論募集、ワー
クショップ、先導調査及び

(c)基本計画の策定 
 ＰＭは、技術戦略及びプロ
ジェクト構想を踏まえ、①技
術開発の目標、②実施期間、
想定される金額規模、③求め
られるフォーメーション（実
施体制）の概要、④出口シナ
リオ及び⑤ステージゲート
（注５）の概要を明確にした
プロジェクトの基本計画（原
案）を作成する。 
 また、この基本計画（原案）
を基に、実施者の発掘等を行
うとともに、必要に応じて、
方法論募集、ワークショップ、
先導調査及び先導研究も併せ
て行い、プロジェクト終了時

－ (c)基本計画の策定 
ＰＭは、技術戦略及びプロジェクト構想

を踏まえ、①技術開発の目標、②実施期間、
想定される金額規模、③求められるフォー
メーション（実施体制）の概要、④出口シ
ナリオ及び⑤ステージゲートの概要を明
確にしたプロジェクトの基本計画（原案）
を作成した。 
また、この基本計画（原案）を基に、実

施者の発掘等を行うとともに、必要に応じ
て、方法論募集、ワークショップ、先導調
査及び先導研究も併せて行い、プロジェク
ト終了時や途中時点での達成目標を明確
に示した基本計画を策定した。その際、達
成目標については、実用化・事業化に伴う
市場創出効果や雇用創造効果のみならず、
広範な産業への波及効果、新産業の創出も
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献等の面からインパクトの
大きいチャレンジングなも
のを設定する。 
 その際、産業界・学術界
等の外部の専門家の知見や
国民からの意見を幅広く収
集するとともに、技術・市
場動向調査や知財・標準化
戦略策定等の準備の綿密さ
に、より重点を置き、事前
評価を行うこととする。 

先導研究も併せて行い、プ
ロジェクト終了時や途中
時点での達成目標を明確
に示した基本計画を策定
する。その際、達成目標に
ついては、実用化・事業化
に伴う市場創出効果や雇
用創造効果のみならず、広
範な産業への波及効果、新
産業の創出も含めた中長
期的視点からの我が国産
業競争力強化への貢献、内
外のエネルギー・環境問題
を始めとする社会的課題
の解決への貢献等の面か
らインパクトの大きいチ
ャレンジングなものを設
定する。なお、達成目標に
ついては、終了時には極力
定量的なものとするが、特
に途中時点のものについ
ては、むしろ、その時点で
の定量的目標の達成度を
単に評価するのではなく
技術の潜在的可能性を含
め評価することが適切な
場合もあることに留意し
て、設定する。 
 また、産業界・学術界等
の外部の専門家の知見や
国民からの意見を幅広く
収集するとともに、技術・
市場動向調査や知財・標準
化戦略策定等の準備の綿
密さに、より重点を置き、
事前評価を行うこととす
る。 
 
（注５）ステージゲート 
 プロジェクト期間を複
数のステージに分割し、採
用するべき技術が確定で
きない初期のステージで
は複数の選択肢を並行的
に試み、次のステージに移
行する際、評価を行うゲー
トを設け、技術の取捨選択
や技術の融合、必要な実施
体制の見直し等を柔軟に
図る手法。 

や途中時点での達成目標を明
確に示した基本計画を策定す
る。その際、達成目標につい
ては、実用化・事業化に伴う
市場創出効果や雇用創造効果
のみならず、広範な産業への
波及効果、新産業の創出も含
めた中長期的視点からの我が
国産業競争力強化への貢献、
内外のエネルギー・環境問題
を始めとする社会的課題の解
決への貢献等の面からインパ
クトの大きいチャレンジング
なものを設定する。なお、達
成目標については、終了時に
は極力定量的なものとする
が、特に途中時点のものにつ
いては、むしろ、その時点で
の定量的目標の達成度を単に
評価するのではなく技術の潜
在的可能性を含め評価するこ
とが適切な場合もあることに
留意して、設定する。 
 また、産業界・学術界等の
外部の専門家の知見や国民か
らの意見を幅広く収集すると
ともに、技術・市場動向調査
や知財・標準化戦略策定等の
準備の綿密さに、より重点を
置き、予算プロセスに合わせ
て事前評価を行うこととす
る。 
 
（注５）ステージゲート 
 プロジェクト期間を複数の
ステージに分割し、採用する
べき技術が確定できない初期
のステージでは複数の選択肢
を並行的に試み、次のステー
ジに移行する際、評価を行う
ゲートを設け、技術の取捨選
択や技術の融合、必要な実施
体制の見直し等を柔軟に図る
手法。 

含めた中長期的視点からの我が国産業競
争力強化への貢献、内外のエネルギー・環
境問題を始めとする社会的課題の解決へ
の貢献等の面からインパクトの大きいチ
ャレンジングなものを設定した。 
また、産業界・学術界等の外部の専門家

の知見や国民からの意見を幅広く収集す
るとともに、技術・市場動向調査や知財・
標準化戦略策定等の準備の綿密さにより
重点を置き、予算プロセス開始前に合わせ
て事前評価を実施した。 

 (d)実施体制の構築 
 ＰＭは、策定した基本計
画を公表し、事業実施者を
早期に公募する。 
 ＰＭは、公募に対する応
募内容を踏まえながら、実
施体制（案）を策定する。 
 ＰＭは、策定した実施体
制（案）について、ＮＥＤ
Ｏ外部の専門家・有識者等
からなる検討委員会の意見
を踏まえ、実施体制を決定

(d)実施体制の構築 
 ＰＭは、策定した基本計
画を公表し、事業実施者を
早期に公募する。 
 ＰＭは、公募に対する応
募内容を踏まえながら、実
施体制（案）を策定する。 
 ＰＭは、策定した実施体
制（案）について、機構外
部の専門家・有識者等から
なる検討委員会の意見を
踏まえ、実施体制を決定す

(d)実施体制の構築 
 ＰＭは、策定した基本計画
を公表し、事業実施者を早期
に公募する。その際、新規事
業のうち９割以上の事業につ
いて、政府予算の成立を条件
として、実施年度の前年度の
３月までに公募を開始する。
公募は、ホームページ等のメ
ディアの最大限の活用等によ
り採択基準を公表しつつ実施
する。また、公募に際しては、

－ (d)実施体制の構築 
 ＰＭは、策定した基本計画を公表し、事
業実施者を早期に公募を行った。公募は、
ホームページ等のメディアの最大限の活
用等により採択基準を公表しつつ実施し
た。また、公募に際しては、機構のホーム
ページ上に、公募開始の１ヶ月前（緊急的
に必要なものであって事前の周知が不可
能なものを除く。）には公募に係る事前の
周知を行った。 
ＰＭは、公募に対する応募内容を踏まえ

ながら、実施体制（案）を策定し、策定し
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する。 
 その際、決定した実施体
制の公表や実施体制に含ま
れなかった者に対する理由
の通知を行う等、実施体制
の決定過程の透明性を確保
することとする。また、公
募から事業開始までの期間
を事業毎に設定し、事務の
合理化・迅速化を図ること
とする。 

る。その際、ＰＭの判断に
より、数多くの提案の一次
スクリーニングなどに部
分的にピア・レビュー方式
（注６）を活用する。 
 なお、特定の実施者の採
択による利益相反を未然
に防止するため、必要に応
じ上記の検討委員会等に
よる確認体制を設ける。 
 また、決定した実施体制
の公表や実施体制に含ま
れなかった者に対する理
由の通知を行う等、実施体
制の決定過程の透明性を
確保することとする。さら
に、十分な審査期間と体制
構築に必要な期間を適切
に確保することを最大限
留意することを前提に、応
募総数が多い場合等、特段
の事情がある場合を除き、
公募から事業開始までの
期間を事業毎に設定し、事
務の合理化・迅速化を図る
こととする。また、事業毎
に公募から採択決定まで
の期間を公募要領に明記
し公募を行う。ステージゲ
ート方式等により、途中段
階での実施内容の見直し
や中止がある旨を公募要
領に明記し公募を行う。 
 プロジェクト内の各実
施主体間が競争関係にあ
る場合のように、設置が適
切でない場合を除き、指導
力と先見性を有するプロ
ジェクトリーダーを実施
主体の中から選定、設置
し、プロジェクトリーダー
が、ＰＭを含めた機構内部
との明確な役割分担に基
づき、機構と連携してプロ
ジェクトを推進する。 
 
（注６）ピア・レビュー方
式 
 産業界、学術界等の外部
の専門家・有識者を活用し
た提案書の審査方式。 

機構のホームページ上に、公
募開始の１ヶ月前（緊急的に
必要なものであって事前の周
知が不可能なものを除く。）に
は公募に係る事前の周知を行
う。 
 ＰＭは、公募に対する応募
内容を踏まえながら、実施体
制（案）を策定する。 
 ＰＭは、策定した実施体制
（案）について、機構外部の
専門家・有識者等からなる検
討委員会の意見を踏まえ、実
施体制を決定する。その際、
ＰＭの判断により、数多くの
提案の一次スクリーニングな
どに部分的にピア・レビュー
方式（注６）を活用する。 
 なお、特定の実施者の採択
による利益相反を未然に防止
するため、必要に応じ上記の
検討委員会等による確認体制
を設ける。 
 また、決定した実施体制の
公表や実施体制に含まれなか
った者に対する理由の通知を
行う等、実施体制の決定過程
の透明性を確保することとす
る。さらに、十分な審査期間
と体制構築に必要な期間を適
切に確保することを最大限留
意することを前提に、応募総
数が多い場合等、特段の事情
がある場合を除き、公募から
事業開始までの期間を事業毎
に設定し、事務の合理化・迅
速化を図ることとする。また、
事業毎に公募から採択決定ま
での期間を公募要領に明記し
公募を行う。ステージゲート
方式等により、途中段階での
実施内容の見直しや中止があ
る旨を公募要領に明記し公募
を行う。 
 プロジェクト内の各実施主
体間が競争関係にある場合の
ように、設置が適切でない場
合を除き、指導力と先見性を
有するプロジェクトリーダー
を実施主体の中から選定、設
置し、プロジェクトリーダー
が、ＰＭを含めた機構内部と
の明確な役割分担に基づき、
機構と連携してプロジェクト
を推進する。 
 
（注６）ピア・レビュー方式 
 産業界、学術界等の外部の
専門家・有識者を活用した提
案書の審査方式。 
 

た実施体制（案）について、機構外部の専
門家・有識者等からなる検討委員会の意見
を踏まえ、実施体制を決定した。 
 また、決定した実施体制の公表や実施体
制に含まれなかった者に対する理由の通
知を行う等、実施体制の決定過程の透明性
を確保した。さらに、十分な審査期間と体
制構築に必要な期間を適切に確保するこ
とを最大限留意することを前提に、応募総
数が多い場合等、特段の事情がある場合を
除き、公募から事業開始までの期間を事業
毎に設定し、公募要領に明記し公募を行っ
た。また、ステージゲート方式等により、
途中段階での実施内容の見直しや中止が
ある旨を公募要領に明記した。 
 プロジェクト内の各実施主体間が競争
関係にある場合のように、設置が適切でな
い場合を除き、指導力と先見性を有するプ
ロジェクトリーダーを実施主体の中から
選定、設置し、プロジェクトリーダーが、
ＰＭを含めた機構内部との明確な役割分
担に基づき、機構と連携してプロジェクト
を推進した。 
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 (e)プロジェクトの実施 
 ＰＭは、事業全体の進捗
を把握・管理し、その進捗
状況を踏まえて、資金配分
や技術開発内容の見直し、
実施体制の変更を検討・実
施するものとする。 

(e)プロジェクトの実施 
 ＰＭは、プロジェクトの
実施期間中、技術戦略研究
センターの知見を活用し
つつ国内外の関連技術動
向を把握するとともに、プ
ロジェクト全体の進捗を
把握・管理し、その進捗状
況を踏まえて、資金配分や
技術開発内容の見直し、実
施体制の変更を検討・実施
する。 
 ＰＭは、プロジェクト成
果の円滑な権利化及びそ
の実用化・事業化を図るた
め、実施者間の知的財産権
の調整や標準化に関する
事項を主導する。 
 なお、これらの詳細につ
いて、機構は、業務マニュ
アルを整備する。 

(e)プロジェクトの実施 
ＰＭは、プロジェクトの実

施期間中、技術戦略研究セン
ターの知見を活用しつつ国内
外の関連技術動向を把握する
とともに、プロジェクト全体
の進捗を把握・管理し、その
進捗状況を踏まえて、資金配
分や技術開発内容の見直し、
実施体制の変更を検討・実施
する。 
ＰＭは、プロジェクト成果

の円滑な権利化及びその実用
化・事業化を図るため、実施
者間の知的財産権の調整や標
準化に関する事項を主導す
る。 
なお、これらの詳細につい

て整備した業務マニュアル等
についての啓発を図る。 

－ (e)プロジェクトの実施 
平成２９年度は、新規着任者研修やＰＭ

育成講座等の場において「ＮＥＤＯ研究開
発マネジメントガイドライン新訂第１版」
についての説明やＰＭに必要な知識やス
キル等についての啓蒙活動を２１回実施
した。 

●新規着任者研修やＰＭ育成講座等におい
て「マインドセット」としての啓蒙活動を
年間２１回実施。加えて、内閣府、総務省、
農林水産省等の他省庁とのディスカッショ
ンにも「ＮＥＤＯ研究開発マネジメントガ
イドライン新訂第１版」を活用。 

 

 (f)ステージゲート方式の
導入 
 ナショナルプロジェクト
の実施段階において、プロ
ジェクト期間を複数のステ
ージに分割し、採用するべ
き技術が確定できない初期
のステージでは複数の選択
肢を並行的に試み、次のス
テージに移行する際、評価
を行うゲートを設け、技術
の取捨選択や技術の融合、
必要な実施体制の見直し等
を柔軟に図る「ステージゲ
ート方式」を原則として活
用するものとする。 

(f)ステージゲート方式の
導入 
 ナショナルプロジェク
トの実施段階において、
「ステージゲート方式」を
原則として活用するもの
とする。 

(f)ステージゲート方式の導
入 
 ナショナルプロジェクトの
実施段階において、「ステージ
ゲート方式」を原則として活
用するものとする。 

－ (f)ステージゲート方式の導入 
平成２９年度から開始した研究開発ナ

ショナルプロジェクト３件においてはス
テージゲート方式を活用しないこととし
た。 

  

 (g)アワード方式の導入 
 ナショナルプロジェクト
の企画段階又は実施段階に
おいて、挑戦的なテーマに
対し広い範囲から技術やア
イデアを取り込んでいく観
点から、優れた成果を上げ
た案件に対して懸賞金を支
払うコンテストを設けるこ
とでイノベーションを加速
する「アワード方式」をナ
ショナルプロジェクトの特
性に応じて活用することが
できるものとする。 

(g)アワード方式の導入 
 ナショナルプロジェク
トの企画段階又は実施段
階において、挑戦的なテー
マに対し広い範囲から技
術やアイデアを取り込ん
でいく観点から、優れた成
果を上げた案件に対して
懸賞金を支払うコンテス
トを設けることでイノベ
ーションを加速する「アワ
ード方式」をナショナルプ
ロジェクトの特性に応じ
て活用することができる
ものとする。 

(g)アワード方式の導入 
 ナショナルプロジェクトの
企画段階又は実施段階におい
て、挑戦的なテーマに対し広
い範囲から技術やアイデアを
取り込んでいく観点から、優
れた成果やアイデアに対して
懸賞金を支払うコンテストを
設けることでイノベーション
を加速する「アワード方式」
をナショナルプロジェクトの
特性に応じて活用することが
できるものとする。 

－ (g)アワード方式の導入 
ナショナルプロジェクトの企画段階又

は実施段階において、挑戦的なテーマに対
し広い範囲から技術やアイデアを取り込
んでいく観点から、優れた成果やアイデア
に対して懸賞金を支払うコンテストを設
けることでイノベーションを加速する「ア
ワード方式」をナショナルプロジェクトの
特性に応じて活用するため、「次世代人工
知能・ロボット中核技術開発」において、
書面審査と試作品などのデモンストレー
ションによるコンテストにより、研究テー
マを選定した。 

  

 （ⅰ）－２ 実証事業及び
実用化促進事業 
 実証事業及び実用化促進
事業については、以下の方
針の下で実施する。 

（ⅰ）－２ 実証事業及び
実用化促進事業 
 実証事業及び実用化促
進事業については、以下の
方針の下で実施する。 
※平成２６年度までに開
始され、平成２７年度以
降、大幅な見直しを行わな
いナショナルプロジェク

（ⅰ）－２ 実証事業及び実
用化促進事業 
 実証事業及び実用化促進事
業については、以下の方針の
下で実施する。 
※平成２６年度までに開始さ
れ、平成２７年度以降、大幅
な見直しを行わないナショナ
ルプロジェクトも同様に取り

－ （ⅰ）－２ 実証事業及び実用化促進事業 
 実証事業及び実用化促進事業について
は、以下のとおり実施した。 
なお、平成２６年度までに開始され、平

成２７年度以降、大幅な見直しを行わない
ナショナルプロジェクトも同様に取り扱
うものとした。 
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トも同様に取り扱うもの
とする。 

扱うものとする。 

 (a)実証事業に係る基本計
画の策定等 
 実証事業については、国
際的な競争水準から見て遜
色ない技術に係るテーマを
中心に推進するとともに、
新エネルギー関連の技術分
野など、重点分野化・骨太
化を図るものとする。 
 その際、上記の実用化達
成率に係る目標達成のため
にも、ＮＥＤＯは政府と一
層の連携の下、一体となっ
て事業の企画立案等に参画
することとする。 
 また、事業毎に、事業終
了時や中間時点での達成目
標を定量的かつ明確に示し
た基本計画を策定するもの
とする。 

(a)実証事業に係る基本計
画の策定等 
 国際的な技術開発動向、
我が国産業界の当該技術
分野への取組状況や国際
競争力の状況、エネルギー
需給の動向、当該技術によ
り実現される新市場、新商
品による我が国国民経済
への貢献の程度、産業技術
政策やエネルギー、環境政
策の動向、国際貢献の可能
性等を十分に踏まえつつ、
適切な事業の企画立案、実
施体制の構築を図るもの
とする。 
 具体的には、実証事業に
ついては、国際的競争水準
から見て遜色のない技術
に係るテーマを中心に推
進するとともに、新エネル
ギー関連の技術分野など、
重点分野化・骨太化を図る
ものとする。その際、上記
の実用化達成率に係る目
標達成のためにも、機構は
政府と一層の連携の下、一
体となって事業の企画立
案等に参画する。また、広
範な視点から社会、産業界
のニーズに対応するため、
大学、公的研究機関の研究
者等が有する有望な技術
シーズの発掘も行う。 

(a)実証事業に係る基本計画
の策定等 
 国際的な技術開発動向、我
が国産業界の当該技術分野へ
の取組状況や国際競争力の状
況、エネルギー需給の動向、
当該技術により実現される新
市場、新商品による我が国国
民経済への貢献の程度、産業
技術政策やエネルギー、環境
政策の動向、国際貢献の可能
性等を十分に踏まえつつ、適
切な事業の企画立案、実施体
制の構築を図るものとする。 
 具体的には、実証事業につ
いては、国際的競争水準から
見て遜色のない技術に係るテ
ーマを中心に推進するととも
に、新エネルギー関連の技術
分野など、重点分野化・骨太
化を図るものとする。その際、
上記の実用化達成率に係る目
標達成のためにも、機構は政
府と一層の連携の下、一体と
なって事業の企画立案等に参
画する。また、広範な視点か
ら社会、産業界のニーズに対
応するため、大学、公的研究
機関の研究者等が有する有望
な技術シーズの発掘も行う。 

－ (a)実証事業に係る基本計画の策定等 
 国際的な技術開発動向、我が国産業界の
当該技術分野への取組状況や国際競争力
の状況、エネルギー需給の動向、当該技術
により実現される新市場、新商品による我
が国国民経済への貢献の程度、産業技術政
策やエネルギー、環境政策の動向、国際貢
献の可能性等を十分に踏まえつつ、適切な
事業の企画立案、実施体制の構築を図っ
た。 
 具体的には、実証事業については、国際
的競争水準から見て遜色のない技術に係
るテーマを中心に推進するとともに、新エ
ネルギー関連の技術分野等、重点分野化・
骨太化を図った。その際、上記の実用化達
成率に係る目標達成のためにも、機構は政
府と一層の連携の下、一体となって事業の
企画立案等に参画した。また、広範な視点
から社会、産業界のニーズに対応するた
め、大学、公的研究機関の研究者等が有す
る有望な技術シーズの発掘も行った。 

  

  その際、本目標が一層合
理的なものとなるよう、産
業界・学術界等の外部の専
門家の知見や国民からの意
見を幅広く収集するととも
に、市場創出効果、雇用創
造効果、広範な産業への波
及効果、中長期的視点から
の我が国産業競争力強化へ
の貢献、内外のエネルギ
ー・環境問題を始めとする
社会的課題の解決への貢献
（いわゆる「社会実装」の
程度）、費用対効果などの観
点から、事前評価を行うこ
ととする。 

 事業の立ち上げに当た
っては、産業界、学術界等
の外部の専門家・有識者を
活用して、市場創出効果、
雇用創造効果等が大きく、
広範な産業への高い波及
効果を有し、中長期的視点
から我が国の産業競争力
の強化に資することや内
外のエネルギー、環境問題
を始めとする社会的課題
の解決への貢献（いわゆる
「社会実装」の程度）、投
入費用を上回る効果が見
込まれるかどうかの費用
対効果等の観点も含めた
事前評価を実施する。 

 事業の立ち上げに当たって
は、産業界、学術界等の外部
の専門家・有識者を活用して、
市場創出効果、雇用創造効果
等が大きく、広範な産業への
高い波及効果を有し、中長期
的視点から我が国の産業競争
力の強化に資することや内外
のエネルギー、環境問題を始
めとする社会的課題の解決へ
の貢献（いわゆる「社会実装」
の程度）、投入費用を上回る効
果が見込まれるかどうかの費
用対効果等の観点も含めた事
前評価を実施する。 

－ 平成３０年度新規事業について平成２
９年６月２６日及び７月３日に開催した
研究評価委員会において外部事前評価を
実施し、９件についてその結果を公表し
た。また、評価結果は、新規基本計画策定
に反映した。 
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   事前評価の結果実施す
ることとなった事業につ
いて、国の政策に沿って、
内外の技術動向調査等か
ら得られた知見や産業界、
学術界等の外部の専門
家・有識者との意見交換及
び広く国民から収集した
意見（パブリックコメント
を１回以上実施）を反映さ
せ、事業の目的や目標及び
内容等を規定する基本計
画を策定する。 
 基本計画には、事業終了
時点での最終目標を定量
的かつ明確に記述し、出口
イメージを明確に記述す
るものとする。 
 基本計画で定める技術
開発期間については、中長
期的な視点から、必要に応
じ、第３期中期目標期間に
とらわれず柔軟かつ適切
に策定する。５年間以上の
期間を要する事業につい
ては、基本計画上、３年目
を目途とした中間時点で
の中間目標を定量的かつ
明確に記述する。 

 事前評価の結果実施するこ
ととなった事業及び重要な計
画変更を行う事業について、
国の政策に沿って、内外の技
術動向調査等から得られた知
見や産業界、学術界等の外部
の専門家・有識者との意見交
換及び広く国民から収集した
意見（パブリックコメントを
１回以上実施）を反映させ、
事業の目的や目標及び内容等
を規定する基本計画を策定す
る。 
基本計画には、事業終了時

点での最終目標を定量的かつ
明確に記述し、出口イメージ
を明確に記述するものとす
る。 
基本計画で定める技術開発

期間については、中長期的な
視点から、必要に応じ、第３
期中長期目標期間にとらわれ
ず柔軟かつ適切に策定する。
５年間以上の期間を要する事
業については、基本計画上、
３年目を目途とした中間時点
での中間目標を定量的かつ明
確に記述する。 

－ 事前評価の後、実施することとなった４
件全てについて、外部の専門家・有識者等
との意見交換結果やパブリックコメント
で寄せられた意見を反映し、プロジェクト
の目的や目標及び内容等を規定したプロ
ジェクト基本計画を策定した。 
なお、パブリックコメントで寄せられた

意見及びやその反映結果を、全て機構のホ
ームページで公開した。 

  
 

 (b)公募 
 円滑かつ迅速な事業実施
を図るため、客観的な採択
基準を策定・公表し、早期
に公募を開始することとす
る。 

(b)公募 
 基本計画策定後、円滑か
つ迅速な事業実施、推進を
図るため、極力多くの事業
について、政府予算の成立
を条件として、実施年度の
前年度の３月までに公募
を開始する。公募は、ホー
ムページ等のメディアの
最大限の活用等により採
択基準を公表しつつ実施
する。また、公募に際して
は、機構のホームページ上
に、公募開始の１ヶ月前
（緊急的に必要なもので
あって事前の周知が不可
能なものを除く。）には公
募に係る事前の周知を行
う。 

(b)公募 
 基本計画策定後、円滑かつ
迅速な事業実施、推進を図る
ため、新規事業のうち９割以
上の事業について、政府予算
の成立を条件として、実施年
度の前年度の３月までに公募
を開始する。公募は、ホーム
ページ等のメディアの最大限
の活用等により採択基準を公
表しつつ実施する。また、公
募に際しては、機構のホーム
ページ上に、公募開始の１ヶ
月前（緊急的に必要なもので
あって事前の周知が不可能な
ものを除く。）には公募に係る
事前の周知を行う。 

－ (b)公募 
新規研究開発プロジェクトの基本計画

策定において、技術戦略を策定する過程で
収集した技術・市場動向の情報を活用する
こと等により、昨年度までのプロセスに比
べ、達成目標の設定及び実施方法に関する
検討・検証が深化するとともに、公募を行
った事業については、公募スケジュールの
大幅な前倒し（前年度末までの新規プロジ
ェクトの公募開始率は平成２６年度約４
１％に対し、平成２７～２９年度平均で約
８９％に向上）を実現するなどの効果を創
出した。 
 また、公募を行った全ての事業について
公募開始の１ヶ月前には事前周知を行っ
た。 

●平成２７年度以降、技術戦略策定過程で収
集した情報を活用することにより、ＰＭに
よる基本計画原案の検討・検証が深化する
とともに、公募スケジュールの大幅な前倒
し（前年度末までの新規プロジェクトの公
募開始率：平成２６年度約４１％に対し平
成２７～２９年度平均で約８９％に向上）
を実現するなどの効果を創出。 

 

  特に、実用化促進事業に
ついては、地方の提案者の
利便にも配慮し、地方を含
む公募説明会の一層の充実
を図るとともに、採択件数
の少ない事業を除き、制度
運用状況等を踏まえつつ、
年度の枠にとらわれない随
時の応募相談受付と年間複
数回の採択を行うものとす
る。 

 実用化促進事業におい
ては、地方の提案者の利便
にも配慮し、地方を含む公
募説明会の一層の充実を
図る。また、事業運用の状
況を踏まえつつ、年度の枠
にとらわれない随時の応
募相談受付と年間複数回
の採択を行う。 

 実用化促進事業において
は、地方の提案者の利便にも
配慮し、地方を含む公募説明
会の一層の充実を図る。また、
事業運用の状況や予算状況も
踏まえつつ、年度の枠にとら
われない随時の応募相談受付
と１回以上の採択を行う。 

－ 実用化促進事業においては、地方の提案
者の利便にも配慮し、地方を含む公募説明
会の一層の充実を図った。具体的には、「課
題解決型福祉用具実用化開発支援事業」に
おいては、地方からの提案者も説明会に参
加できるよう川崎、大阪、名古屋、福岡、
仙台で公募説明会を開催し、公募・採択を
実施した。また、日頃より制度説明会の実
施や、福祉展示会の場の活用により、事業
の周知に取り組んだ。 
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 (c)選定・採択 
 事業実施者等の採択に当
たっては、審査・採択基準
に基づき、ＮＥＤＯ外部か
らの専門家・有識者等を活
用した客観的で公正な審査
を行うとともに、採択結果
の公表や不採択者に対する
不採択理由の通知を行う
等、審査過程の透明性を確
保することとする。また、
公募から採択までの標準処
理期間を設定し、事務の合
理化・迅速化を図ることと
する。 
 実証事業については、こ
れまでの実用化に係る実績
を十分踏まえた参加企業の
選定・採択を行うものとす
る。また、事業に参加する
企業が複数である場合は、
当該企業間の競争・協調関
係に基づく、適切な役割分
担を明確に認識した上で、
事業実施体制を構築するこ
ととする。他方、費用対効
果等の不確実性が高くと
も、将来の産業・社会に大
きな影響をもたらし得る技
術開発についても、その点
を一定程度評価することと
する。 

(c)選定、採択 
 実証事業については、企
画競争や公募の過程で形
成された産業界、学術界等
の外部の専門家・有識者と
の関係も活用しつつ、客観
的な審査、採択基準に基づ
く公正な選定、採択審査を
行う。選定、採択に当たっ
ては、事業の性格や目標に
応じ、これまでの実用化・
事業化に係る実績を十分
踏まえた参加企業の選
定・採択を行うものとし、
企業間の競争関係や協調
関係に基づく、適切な役割
分担を明確に認識した上
で、企画競争、公募を通じ
て、最高の英知を集めつ
つ、適切な技術開発体制の
構築を行う。特に、機構と
実施者との間にマネジメ
ント機能の重複がないよ
うにするとともに、真に技
術力と実用化・事業化能力
を有する企業を実施者と
して選定し、成果を最大化
するための最適な技術開
発体制の構築に努める等、
安易な業界横並び体制に
陥ることのないよう留意
する。なお、費用対効果等
の不確実性が高くとも、将
来の産業・社会に大きな影
響をもたらし得る技術開
発についても、その点を一
定程度評価する。 

(c)選定、採択 
 実証事業については、企画
競争や公募の過程で形成され
た産業界、学術界等の外部の
専門家・有識者との関係も活
用しつつ、客観的な審査、採
択基準に基づく公正な選定、
採択審査を行う。選定、採択
に当たっては、事業の性格や
目標に応じ、これまでの実用
化・事業化に係る実績を十分
踏まえた参加企業の選定・採
択を行うものとし、企業間の
競争関係や協調関係に基づ
く、適切な役割分担を明確に
認識した上で、企画競争、公
募を通じて、最高の英知を集
めつつ、適切な技術開発体制
の構築を行う。特に、機構と
実施者との間にマネジメント
機能の重複がないようにする
とともに、真に技術力と実用
化・事業化能力を有する企業
を実施者として選定し、成果
を最大化するための最適な技
術開発体制の構築に努める
等、安易な業界横並び体制に
陥ることのないよう留意す
る。なお、費用対効果等の不
確実性が高くとも、将来の産
業・社会に大きな影響をもた
らし得る技術開発について
も、その点を一定程度評価す
る。 

－ (c)選定、採択 
 実証事業については、産業界・学術界等
の外部の専門家・有識者から構成される委
員会を開催し、客観的な審査・採択基準に
基づく公正な選定、採択審査を実施した。 
 選定、採択にあたっては、プロジェクト
終了後の追跡調査を通じて得られたデー
タを用いて、これまでの実用化・事業化に
係る実績を十分踏まえた参加企業の選
定・採択を行い、適切な技術開発体制の構
築を行うべく実施者の決定を行った。 
 

  

  また、実用化促進事業に
ついては、事業実施者の経
営能力を審査過程で重視す
るとともに、比較的短時間
で成果が得られ、早期に高
い市場創出・経済活性化の
効果を有し得るものを重視
して採択するものとする。 
 さらに、採択された事業
実施者に対しては、技術の
早期実用化・事業化を図る
ため、技術開発面のみなら
ず、経営面における支援等
を必要に応じ、行うことと
する。 

 実用化促進事業は、比較
的短期間で技術の実用
化・事業化を行うことを目
的とし、比較的短期間で成
果が得られ、即効的な市場
創出、経済活性化に高い効
果を有し得るものである
ことに鑑み、事業実施者の
経営能力を審査過程で重
視するとともに、達成すべ
き技術目標及び実現すべ
き新製品等の出口イメー
ジが明確で、我が国の経済
活性化やエネルギー・環境
問題の解決により直接的
で、かつ大きな効果を有す
る案件を重視して選定、採
択する。公的機関のニーズ
等を踏まえた技術開発課
題の解決への取組を行う
事業については、その有効
性等を検証しつつ実施す
る。必要に応じ大学等の基
礎基盤の科学技術の知見
も活用し、実用化・事業化

 実証事業については、企画
競争や公募の過程で形成され
た産業界、学術界等の外部の
専門家・有識者との関係も活
用しつつ、客観的な審査、採
択基準に基づく公正な選定、
採択審査を行う。選定、採択
に当たっては、事業の性格や
目標に応じ、これまでの実用
化・事業化に係る実績を十分
踏まえた参加企業の選定・採
択を行うものとし、企業間の
競争関係や協調関係に基づ
く、適切な役割分担を明確に
認識した上で、企画競争、公
募を通じて、最高の英知を集
めつつ、適切な技術開発体制
の構築を行う。特に、機構と
実施者との間にマネジメント
機能の重複がないようにする
とともに、真に技術力と実用
化・事業化能力を有する企業
を実施者として選定し、成果
を最大化するための最適な技
術開発体制の構築に努める

－ 実用化促進事業は、比較的短期間で技術
の実用化・事業化を行うことを目的とし、
比較的短期間で成果が得られ、即効的な市
場創出、経済活性化に高い効果を有し得る
ものであることに鑑み、事業実施者の経営
能力を審査過程で重視するとともに、達成
すべき技術目標及び実現すべき新製品等
の出口イメージが明確で、我が国の経済活
性化やエネルギー・環境問題の解決により
直接的で、かつ大きな効果を有する案件を
重視して選定、採択した。経営能力の審査
としては、採択候補実施者との代表者面談
や外部機関の経営基盤審査ツール、外部機
関の調査報告書を活用し、審査を実施し
た。 
このほか、課題解決型福祉用具実用化開

発支援事業の採択審査において、今まで項
目分類のない評価方法だったところ、費用
対効果や優位性など、技術開発面と事業化
面それぞれの状況に関して評価したこと
で、事業実施効果の確保及び事業費の有効
活用を図った。 
また、採択事業者へのカタライザー紹

介・活用による支援を実施している。 
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を後押しするとともに、採
択された事業実施者に対
しては、技術の早期実用
化・事業化を図るため、技
術開発面のみならず、経営
面における支援等を必要
に応じ行うこととする。さ
らに、事業実施効果の確保
及び事業費の有効活用を
図るため、案件採択時にお
いては、費用対効果分析の
実施を徹底するよう努め
る。 

等、安易な業界横並び体制に
陥ることのないよう留意す
る。なお、費用対効果等の不
確実性が高くとも、将来の産
業・社会に大きな影響をもた
らし得る技術開発について
も、その点を一定程度評価す
る。 

    選定結果は公開し、不採
択案件応募者に対する明
確な理由の通知を行う。十
分な審査期間を確保する
ことに最大限留意の上、応
募総数が多い場合等、特段
の事情がある場合を除き、
公募締切から採択決定ま
での期間をそれぞれ以下
の日数とすることにより、
事務の合理化、迅速化を図
る。 
・実証事業：原則４５日以内 
（ただし、エネルギー等関

連業務の実証業務等：原
則６０日以内） 

・実用化促進事業 
：原則７０日以内 

 選定結果は公開し、不採択
案件応募者に対する明確な理
由の通知を行う。十分な審査
期間を確保することに最大限
留意の上、応募総数が多い場
合等、特段の事情がある場合
を除き、公募締切から採択決
定までの期間をそれぞれ以下
の日数とすることにより、事
務の合理化、迅速化を図る。 
・実証事業：原則４５日以内 
（ただし、エネルギー等関連
業務の実証業務等：原則６
０日以内） 

・実用化促進事業 
：原則７０日以内 

－ 平成２９年度に行った公募に対し選定
結果を機構のホームページ上で公開した。
また、不採択案件応募者に対しては、明確
な理由を附して、結果の通知を行った。 
平成２９年度の研究開発プロジェクト

等の受託者・交付先の採択（全６３件）に
ついては、条件付き採択等を受けた企業側
との実施内容・技術要件・研究体制等の調
整、確認に時間を要した案件（７件）を除
き、事業区分毎に掲げる公募締切から採択
決定までの目標期間以内で採択決定を行
った。（以下内訳） 
・ナショナルプロジェクトについては、期

間内で採択決定を行った事業は４３件
中４０件（９３．０％） 

・エネルギー等関連業務の実証業務等につ
いては、期間内で採択決定を行った事業
は８件中７件（８７．５％） 

・実用化促進事業については、期間内で採
択決定を行った事業は１２件中１２件
（１００％） 

  

 （ⅱ）評価（Ｃｈｅｃｋ）／
反映・実行（Ａｃｔｉｏｎ） 
 個々の事業に係る各種評
価（中間評価、事後評価及
び追跡評価）については、
外部の専門家・有識者を活
用し厳格に行うものとす
る。 
 また、これらの評価結果
から得られた、技術開発マ
ネジメントに係る多くの知
見・教訓・好事例等を蓄積
することにより、マネジメ
ント機能全体の改善・強化
に反映させることとする。 
 さらに、各評価結果につ
いては、技術情報等の流出
等の観点に配慮しつつ、可
能な範囲で公表するものと
する。 

（ⅱ）評価／反映・実行 
 個々の事業に係る中間
評価、事後評価及び追跡評
価については、産業界、学
術界等の外部の専門家・有
識者を活用し厳格に行う
ものとする。また、これら
の評価結果から得られた、
技術開発マネジメントに
係る多くの知見、教訓、良
好事例等を蓄積すること
により、マネジメント機能
全体の改善・強化に反映さ
せる。さらに、各評価結果
については、技術情報等の
流出等の観点に配慮しつ
つ、可能な範囲で公表する
ものとする。 

（ⅱ）評価／反映・実行 
 個々の事業に係る中間評
価、事後評価及び追跡評価に
ついては、産業界、学術界等
の外部の専門家・有識者を活
用し厳格に行うものとする。
また、これらの評価結果から
得られた、技術開発マネジメ
ントに係る多くの知見、教訓、
良好事例等を蓄積することに
より、マネジメント機能全体
の改善・強化に反映させる。
さらに、各評価結果について
は、技術情報等の流出等の観
点に配慮しつつ、可能な範囲
で公表するものとする。 

－ （ⅱ）評価／反映・実行 
 個々の事業に係る中間評価、事後評価及
び追跡評価については、産業界、学術界等
の外部の専門家・有識者を活用し厳格に実
施した。 
 各評価結果については、確定次第、技術
情報等の流出等の観点に配慮しつつ、可能
な範囲で機構ホームページにおいて公表
した。 
平成２９年度はプロジェクト評価につ

いては１４件の中間評価、８件の事後評価
を、制度評価については４件の中間評価、
４件の事後評価を、事業評価については４
件の中間評価、２件の事後評価を実施し
た。特にプロジェクト評価だけでなく制度
評価、事業評価についても、一元的に評価
部が事務局となり外部性を取り入れた厳
格な評価について、平成２８年度から本格
的に実施した。それにより、評価確定後に、
事業改善に向けたフィードバックや機構
のマネジメント機能全体の更なる改善・強
化に向けて取り組んだ。 

  

 (a)中間評価等 
 事業実施期間を５年以上
とするナショナルプロジェ
クトについては、数値化さ
れた指標を用いて中間評価

(a)中間評価等 
 産業界、学術界等の外部
の専門家・有識者を活用
し、数値化された指標を用
いて中間評価を、厳格に適

(a)中間評価等 
 産業界、学術界等の外部の
専門家・有識者を活用し、数
値化された指標を用いて中間
評価を、厳格に適切な手法で

－ (a)中間評価等 
平成２９年度は、実施予定期間が５年以

上のナショナルプロジェクト１４件につ
いて、産業界、学術界等の外部の専門家・
有識者を活用し、数値化された指標を用い
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を厳格に実施し、中間目標
達成度を把握するととも
に、その結果に基づき、事
業の加速化（年度途中にお
ける開発成果創出促進制度
の適用等）・縮小・中止・見
直し等を迅速に行うものと
する。 
 特に、中間目標に対し、
評価結果が一定水準に満た
ない事業については、原則
として中止し、その財源を
加速化すべき事業に充てる
こととする。 
 また、中間評価を行わな
い年度においても、事業の
進捗状況を一層詳細に把握
し、事業の加速化・縮小等
を迅速に行うものとする。 
 ただし、非連続ナショナ
ルプロジェクトについて
は、ステージゲート方式に
おいて次のステージに移行
する毎に、技術の取捨選択
や技術の融合、必要な実施
体制の見直し等を柔軟に図
るものとする。 

切な手法で実施する。特に
５年間程度以上の期間を
要する事業については、３
年目ごとを目途とする中
間評価を必ず行う。中間評
価の実施に当たっては、技
術開発の進捗状況に加え、
プロジェクト・マネジメン
トの適切性について、より
重点を置きつつ、中間目標
達成度を把握するととも
に、社会経済情勢等を踏ま
えた上で、技術開発内容や
マネジメント等の改善、見
直しを的確に行っていく。 
 機構による自主的な点
検等により常に的確に事
業の進捗状況を段階ごと
に一層詳細に把握し管理
するよう努め、中間評価や
随時行われる事業進捗の
把握結果等を基に、開発成
果創出促進制度の活用等
により、プロジェクト内又
はプロジェクト間におい
て、配分予算の調整を行う
等、事業の加速化（開発成
果創出促進制度の適用
等）、縮小、中止、見直し
等を迅速に行うとともに、
以降の事業実施及び予算
要求プロセスに反映する。 
 中間時点での評価結果
が一定水準に満たない事
業については、抜本的な改
善策等がない場合には原
則として中止し、その財源
を加速化すべき事業に充
てることとする。 
 ただし、非連続ナショナ
ルプロジェクトについて
は、ステージゲート方式に
おいて次のステージに移
行する毎に、技術の取捨選
択や技術の融合、必要な実
施体制の見直し等を柔軟
に図るものとする。 

実施する。特に５年間程度以
上の期間を要する事業につい
ては、３年目ごとを目途とす
る中間評価を必ず行う。中間
評価の実施に当たっては、技
術開発の進捗状況に加え、プ
ロジェクト・マネジメントの
適切性について、より重点を
置きつつ、中間目標達成度を
把握するとともに、社会経済
情勢等を踏まえた上で、技術
開発内容やマネジメント等の
改善、見直しを的確に行って
いく。 
 機構による自主的な点検等
により常に的確に事業の進捗
状況を段階ごとに一層詳細に
把握し管理するよう努め、中
間評価や随時行われる事業進
捗の把握結果等を基に、開発
成果創出促進制度の活用等に
より、プロジェクト内又はプ
ロジェクト間において、配分
予算の調整を行う等、事業の
加速化（開発成果創出促進制
度の適用等）、縮小、中止、見
直し等を迅速に行うととも
に、以降の事業実施及び予算
要求プロセスに反映する。 
 中間時点での評価結果が一
定水準に満たない事業につい
ては、抜本的な改善策等がな
い場合には原則として中止
し、その財源を加速化すべき
事業に充てることとする。 
 ただし、非連続ナショナル
プロジェクトについては、ス
テージゲート方式において次
のステージに移行する毎に、
技術の取捨選択や技術の融
合、必要な実施体制の見直し
等を柔軟に図るものとする。 

て厳格に適切な手法で実施し、中間目標達
成度等を評価した。また、中間評価の結果
及び社会経済情勢の変化等を踏まえて、技
術開発内容やマネジメント等の改善、見直
しを的確に行った。機構による自主的な点
検等により常に的確に事業の進捗状況を
段階ごとに一層詳細に把握し管理するよ
う努め、中間評価や随時行われる事業進捗
の把握結果等を基に、開発成果創出促進制
度の活用等により、プロジェクト内又はプ
ロジェクト間において、配分予算の調整を
行う等、事業の加速化又は見直しを迅速に
行うとともに、以降の事業実施及び予算要
求プロセスに反映を行った。 
なお、平成２９年度においては、目覚ま

しい成果を挙げている研究開発テーマ２
３件に対して開発成果創出促進制度の適
用等を行い、事業の加速化、見直し等を迅
速に行った。 
平成２９年度に中間評価を行った１４

件のナショナルプロジェクトにおいて、評
価結果が一定水準に満たない事業に該当
するものは無かった。 

 (b)事後評価 
 ナショナルプロジェクト
及び実用化促進事業につい
ては、各事業の終了後、外
部の専門家・有識者を活用
し、数値化された指標を用
いて、技術的成果、実用化・
事業化の見通し等の観点か
ら、事後評価を実施し、評
価結果を以後のマネジメン
ト業務の改善に反映させる
ものとする。 

(b)事後評価 
 事業終了後、産業界、学
術界等の外部の専門家・有
識者を活用し、数値化され
た指標を用いて、技術的成
果、実用化・事業化の見通
し、マネジメント等を評価
項目とした事後評価を実
施するとともに、その結果
を以後の機構のマネジメ
ントの改善に活用する。 

(b)事後評価 
 事業終了後、産業界、学術
界等の外部の専門家・有識者
を活用し、数値化された指標
を用いて、技術的成果、実用
化・事業化の見通し、マネジ
メント等を評価項目とした事
後評価を実施するとともに、
その結果を以後の機構のマネ
ジメントの改善に活用する。 

－ (b)事後評価 
 平成２９年度においては、平成２８年度
に全部または一部が終了したナショナル
プロジェクト５件の事後評価及び平成２
９年度に終了するナショナルプロジェク
ト３件の前倒し事後評価を、産業界、学術
界等の外部の専門家・有識者を活用し、数
値化された指標を用いて、技術的成果、実
用化・事業化見通し、マネジメント等を評
価項目として実施した。その結果から、機
構のマネジメントの改善に資する点を抽
出して活用を図った。 
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  ただし、非連続ナショナ
ルプロジェクトについて
は、上記の観点に加え、新
たな知見の獲得、獲得され
た知見の他の技術や用途へ
の波及効果等の観点から、
その成果を評価するものと
する。 

 ただし、非連続ナショナ
ルプロジェクトについて
は、上記の評価項目におい
て、技術的成果では、最終
目標の達成度に留まらず、
設定された目標以外の技
術成果、世界初の知見の獲
得、新たな技術領域の開拓
等がある場合は積極的に
評価する。また、実用化・
事業化の見通しでは、計画
に沿った実用化・事業化の
見通しに留まらず、他の技
術や用途への展開、新たな
市場の創造の見通し、社会
的な効果等がある場合は
積極的に評価する。 

 ただし、非連続ナショナル
プロジェクトについては、上
記の評価項目において、技術
的成果では、最終目標の達成
度に留まらず、設定された目
標以外の技術成果、世界初の
知見の獲得、新たな技術領域
の開拓等がある場合は積極的
に評価する。また、実用化・
事業化の見通しでは、計画に
沿った実用化・事業化の見通
しに留まらず、他の技術や用
途への展開、新たな市場の創
造の見通し、社会的な効果等
がある場合は積極的に評価す
る。 

－ 非連続ナショナルプロジェクトの評価
項目・基準に基づき、該当案件の中間評価
を１件実施した。（再掲） 

  

  その際、ＮＥＤＯが策定
した基準において、ナショ
ナルプロジェクトについて
は、８割以上が合格、６割
以上が優良との評価を、ま
た、実用化促進事業につい
ては、６割以上が順調との
評価を得ることとする。 

 ナショナルプロジェク
トにおいては、技術的成
果、実用化・事業化の見通
し、マネジメント等を評価
項目とし、別途公表される
計算式に基づき８割以上
が「合格」、６割以上が「優
良」との評価を得る。 

 平成２９年度に予定する事
後評価対象のナショナルプロ
ジェクトにおいては、技術的
成果、実用化・事業化の見通
し、マネジメント及び事業の
位置付けを評価項目とし、評
点法を用いて「優良」又は「合
格」（＊）との結果を得たプロ
ジェクトがどの程度あるかを
年度内に把握し、速やかに対
外的に公表する。 
（＊）原則として、①事業の
位置付け、②マネジメント、
③技術的成果及び④実用化・
事業化の見通しをそれぞれＡ
（優）＝３点、Ｂ（良）＝２
点、Ｃ（可）＝１点、Ｄ（不
可）＝０点で評価者に評価し
てもらい、それぞれ平均得点
を算出した上で、全ての評価
軸が１．０点以上かつ③と④
の和が４．０点以上であれば
「優良」とし、３．０点以上
であれば「合格」とする。 

－  平成２８年度に終了したプロジェクト
５件の事後評価及び平成２９年度に終了
したプロジェクト３件の前倒し事後評価
を行ったところ、８件（１００％）が合格
かつ優良に該当。本結果については、ホー
ムページ等を通じて対外的に公表した。 

●事後評価を８件実施し、８件（１００％）
が合格、合格のうち８件（１００％）が優
良となり、合格率を８０%以上、優良率を
６０%以上とする第３期中長期計画期間の
目標を上回って達成。 

 

    実用化促進事業におい
ては、特にイノベーション
の実現に資するものとし
て実施する事業について
は、産業界、学術界等の外
部の専門家・有識者を活用
した事後評価において、技
術的成果、実用化・事業化
の見通し等を評価項目と
し、別途公表される計算式
に基づき６割以上が「順
調」との評価を得る。 

 実用化促進事業において
は、産業界、学術界等の外部
の専門家・有識者を活用した
事後評価において、技術的成
果、実用化・事業化の見通し
等を評価項目とし、６割以上
が「順調」（＊）との評価を得
るという中長期計画の達成に
向けてマネジメントを行うと
ともに、同評価により得られ
た知見を基に、技術経営力の
強化に関する助言業務の観点
も踏まえ、事業実施者に対し
てアドバイスを行う。 
（＊）原則として、①技術に
関する評価項目（技術開発の
達成状況等）及び②実用化・
事業化の見通しに関する評価
項目（実用化スケジュール等）
をそれぞれＡ＝４点、Ｂ＝３

－ 実用化促進事業においては、平成２８年
度に事業終了した中堅・中小企業への橋渡
し研究開発促進事業の４１事業者につい
て事後評価を実施し、順調率は、７３．２％
（３０件／４１件）を達成した。 
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点、Ｃ＝２点、Ｄ＝１点、Ｅ
＝０点で評価者に評価しても
らい、それぞれ平均得点を算
出した上で、原則として合計
４．０点以上の場合を「順調」
とする。 

 (c)追跡評価等 
 ナショナルプロジェクト
については、事業終了後も、
参加企業を始めとする事業
実施者に働きかけを行い、
その成果の実用化・事業化
を推進するため、これまで
以上に分野横断的かつ緻密
に、追跡評価（追跡調査及
びその結果分析等）を実施
することとする。 

(c)追跡評価等 
 ナショナルプロジェク
トについては、事業終了後
も、参加企業を始めとする
事業実施者に働きかけを
行い、プロジェクトが及ぼ
した経済的・社会的効果等
をフォローしその成果の
実用化・事業化を推進する
ため、また、機構の技術開
発マネジメントの改善に
反映させるため、既往の政
府決定等を踏まえ、評価に
伴う過重な作業負担の回
避という観点を考慮しつ
つ、これまで以上に分野横
断的かつ緻密に逐次追跡
調査を実施する。その際、
参加企業における実用
化・事業化状況（非継続、
中止、技術開発、製品化、
上市）等を把握するととも
に、本調査から得られた機
構の成果（製品化事例等）
を積極的に情報発信する。 

(c)追跡評価等 
 ナショナルプロジェクトに
ついては、事業終了後も、参
加企業を始めとする事業実施
者に働きかけを行い、プロジ
ェクトが及ぼした経済的・社
会的効果等をフォローしその
成果の実用化・事業化を推進
するため、また、機構の技術
開発マネジメントの改善に反
映させるため、分野横断的な
追跡調査を実施する。その際、
参加企業における実用化・事
業化状況（非継続、中止、技
術開発、製品化、上市）等を
把握するとともに、本調査か
ら得られた機構の成果（製品
化事例等）をＮＥＤＯインサ
イド製品等としてまとめ、ウ
ェブ等を通じて積極的に情報
発信する。また、ＮＥＤＯ事
業に参画した中堅・中小・ベ
ンチャー企業に焦点を当て、
その開発成果が社会にもたら
す効果・便益の可視化及び体
系化を試みる。 

－ (c)追跡評価等 
 ナショナルプロジェクトについては、事
業終了後も、参加企業を始めとする事業実
施者に働きかけを行い、プロジェクトが及
ぼした経済的・社会的効果等をフォロー
し、その成果の実用化・事業化を推進する
とともに、機構の技術開発マネジメントの
改善に反映させるため、分野横断的かつ緻
密な追跡調査を実施した。具体的には、平
成２３、２５、２７、２８年度に終了した
延べ５８プロジェクトに対して、延べ８３
８機関にアンケート調査を実施し、８２４
件の回答（回答率９８．３％）を得るとと
もに、追跡調査が完了となる平成２３年度
終了プロジェクトについては、実用化状況
を機構のホームページで公開した。 
 また、分野横断的な分析・評価手法を国
内外から探索する取組を実施した。国内に
ついては、追跡調査結果の分析研究につい
て大学研究者７チームとの研究活動を実
施し、先行研究・分析手法・分析結果等の
意見交換を１８回実施し、平成２９年度の
アンケート調査票設計や調査・分析への反
映を行った。この取組は、平成２９年度研
究・イノベーション学会において、「「研究
開発プログラム評価における新たなアプ
ローチの開拓」への貢献」として学会賞を
受賞した。海外については、フランス環
境・エネルギー管理庁（ＡＤＥＭＥ）との
意見交換会を２度実施し、プロジェクト評
価に関する相互の情報を交わすとともに、
今後の継続的な協力体制を構築した。ま
た、ドイツのフラウンホーファーＩＭＷ研
究所、欧州委員会研究イノベーション総局
（ＥＣ－ＤＧ ＲＴＤ）等とも意見交換を
実施、評価に関する情報交換の人脈を開拓
しつつ、プロジェクト評価やインパクト評
価に関する欧州の最新情報を多面的に収
集した。 
追跡調査から得られた機構の成果につ

いては、上市した主要１１５製品に関する
売上げや費用対効果について、「ＮＥＤＯ
インサイド製品」として平成２８年度に試
算した結果を、機構ホームページを通じて
情報発信。また、ＮＥＤＯ事業に参画した
中堅・中小・ベンチャー企業に焦点を当て、
その開発成果が社会にもたらす効果・便益
の可視化及び体系化を行い、その結果を公
表した。 
 また、追跡調査から得られた結果につい
ては、機構内部の研修で役職員にフィード
バックするとともに、事後評価及び追跡調
査結果間の関連性分析を新たに実施し、第
４期中長期計画における基幹目標設計に
反映された。機構外部に対しては、従来よ

●平成２９年度のアンケートによる追跡調
査の回答率は前年度（９８．２％）を上回
り、９８．３％を達成。 

 
●第三者的立場の国内研究者による追跡調
査データの分析研究を開始（８チーム・２
７名）。本取組が「オープンデータによる
研究開発評価の先駆的な実践」として「研
究・イノベーション学会」学会賞を受賞。 

 
●事後評価結果及び追跡調査結果間の関連
性分析を行い、第４期中長期目標設計に反
映。 

 
●プロジェクトの費用対効果の分析（ＮＥＤ
Ｏインサイド製品）について、１１５製品
の費用対効果を把握（７，２３６億円の投
入費用に対して、累積売上実績５２．５兆
円の経済効果）。また、中小・ベンチャー
企業にフォーカスした調査を実施し、評価
手法の基盤を確立。  
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り継続的な発表を行っている米国評価学
会（２件発表）、研究・イノベーション学
会（４件発表）に加え、欧州政策評価会議
（１件発表）、産業・組織心理学会（１件
発表）、日本ベンチャー学会（１件発表）
での発表を行い、より多様な分野の専門家
との議論を実施した。 

  ただし、非連続ナショナ
ルプロジェクトについて
は、実用化・事業化の見通
し、獲得された知見の他の
技術や用途への波及効果等
の観点から多面的に評価す
ることとし、専門分野の外
部有識者による評価結果を
活用しつつ、必要な場合に
は上記ナショナルプロジェ
クトよりも長期的に、追跡
評価を実施することとす
る。 

 ただし、非連続ナショナ
ルプロジェクトについて
は、実用化・事業化状況等
の把握に加えて、新たな技
術領域の開拓、他の技術や
用途への展開、新たな市場
の創造の見通し、社会的な
効果等の多面的な観点か
ら、専門分野の外部有識者
を活用しつつ調査・分析を
行い、必要な場合には上記
ナショナルプロジェクト
よりも長期的に追跡評価
を実施することとする。 

 ただし、非連続ナショナル
プロジェクトについては、実
用化・事業化状況等の把握に
加えて、新たな技術領域の開
拓、他の技術や用途への展開、
新たな市場の創造の見通し、
社会的な効果等の多面的な観
点から、専門分野の外部有識
者を活用しつつ調査・分析を
行い、必要な場合には上記ナ
ショナルプロジェクトよりも
長期的に追跡評価を実施する
こととする。 

－  平成２９年度に実施する追跡調査対象
事業に非連続ナショナルプロジェクトは
含まれない。 

  

  (d)技術開発マネジメント
に係る知見、教訓の蓄積 
 ＰＤＣＡサイクルの一
層の深化と確実な定着を
図るべく、中間評価、事後
評価及び追跡評価の各結
果から得られた知見、教訓
を引き続き組織知として
蓄積するとともに、機構内
で知見、教訓がより一層活
用されるよう、毎年度２回
以上の機構内の共有活動
を実施する。 

（d）技術開発マネジメントに
係る知見、教訓の蓄積 
 ＰＤＣＡサイクルの一層の
深化と確実な定着を図るべ
く、中間評価、事後評価及び
追跡評価の各結果から得られ
た知見、教訓を引き続き組織
知として蓄積するとともに、
プロジェクト終了後に開発成
果を実用化・事業化につなげ
るためのプロジェクト・マネ
ジメント方法に関する分析等
を行う。さらに、機構内で知
見、教訓がより一層活用され
るよう５回以上の機構内の共
有活動を実施する。 

－ （d）技術開発マネジメントに係る知見、
教訓の蓄積 
 ＰＤＣＡサイクルの一層の深化と確実
な定着を図るべく、中間評価、事後評価及
び追跡評価の各結果から得られた知見、教
訓を引き続き組織知として蓄積するとと
もに、機構内で知見、教訓がより一層活用
されるよう、新規着任者に対しこれを共有
するための研修を７回実施した。また、定
例会議において、役職員へも共有も実施し
た。 

  

  その際、様々な角度から
の分析を引き続き行うこと
により、新たなプロジェク
ト（非連続ナショナルプロ
ジェクトを除く。）の採択時
には、これまでの実用化に
係る実績（実用化率等）を
十分踏まえた参加企業の選
定を行うものとする。また、
成功事例のみならず、非継
続・中止となった事業の要
因の分析等を行うことも含
め、追跡評価を通じ、これ
までのナショナルプロジェ
クトに係る総合的、定量的
な評価を行うこととする。 

 また、様々な角度からの
データの分析を引き続き
行い、新たなプロジェクト
（非連続ナショナルプロ
ジェクトを除く。）の採択
時等に、これまでの実用
化・事業化に係る実績を十
分踏まえた参加企業の選
定を行う。その際、成功事
例のみならず、非継続、中
止となった事業の要因の
分析等を行うことも含め、
これまでのナショナルプ
ロジェクトに係る総合的、
定量的な評価を行う。 

 また、様々な角度からのデ
ータの分析を引き続き行い、
新たなプロジェクト（非連続
ナショナルプロジェクトを除
く。）の採択時等に、これまで
の実用化・事業化に係る実績
を十分踏まえた参加企業の選
定を行う。その際、成功事例
のみならず、非継続、中止と
なった事業の要因の分析等を
行うことも含め、これまでの
ナショナルプロジェクトに係
る総合的、定量的な評価を行
う。 

－  さらに、新たなプロジェクトの採択時に
は、プロジェクト終了後の追跡調査・評価
を通じて得られたデータを用いて、過去の
実用化・事業化に係る実績を十分踏まえた
上で参加企業の選定を行った。その際、成
功事例のみならず、非継続、中止となった
事業の要因分析等を、産業分野別などで行
うことも含め、これまでのナショナルプロ
ジェクトに係る総合的、定量的な評価を行
った。 

  

  さらに、委託先に帰属す
る特許権等について、委託
先における事業化の状況及
び第三者への実施許諾の状
況等につき引き続き毎年調
査し、適切な形で対外的に
公表することとする。 

 さらに、委託先に帰属す
る特許権等について、委託
先における事業化の状況
及び第三者への実施許諾
の状況等につき引き続き
毎年調査し、適切な形で対
外的に公表することとす
る。 

 さらに、委託先に帰属する
特許権等について、委託先に
おける事業化の状況及び第三
者への実施許諾の状況等につ
き引き続き調査し、適切な形
で対外的に公表することとす
る。 

－  バイ・ドール条項の適用により委託先に
帰属する特許（バイ・ドール特許）につい
て、利活用状況調査を行い、機構のホーム
ページ上で対外的な公表を行った。 
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 ⅲ）その他 
 さらに、事業の予見性を
高めるとともに進捗に応じ
た柔軟な執行を可能とする
ために導入した「複数年度
契約」や、技術開発のニー
ズに迅速に応える「年複数
回採択」等の制度面・手続
き面の改善を引き続き行う
こととする。 
 

（ⅲ）その他 
(a)主な制度運用 
 手続き面では、事業の予
見性を高めるとともに、進
捗に応じた柔軟な執行を
可能とするために導入し
た「複数年度契約」や、技
術開発ニーズに迅速に応
える「年複数回採択」等の
制度面、手続き面の改善を
行うとともに、事業実施者
に対する説明会を毎年度
４回以上行う。 
・国からの運営費交付金を

原資とする事業につい
ては、事業実施者から目
標達成に向けた明確な
コミットメントが得ら
れる場合には、最長３年
間程度の複数年度契約、
交付決定を実施する。国
からの補助金等を原資
とする事業については、
その性格を踏まえつつ
も、制度の趣旨に応じた
柔軟な応募受付、事業実
施システムを構築する
ことにより、年度の切れ
目が事業実施の上での
不必要な障壁となるこ
とのないよう、利用者本
位の制度運用を行う。 

（ⅲ）その他 
(a)主な制度運用 
技術開発については、複数

年度実施の案件が大宗である
ことを踏まえ、複数年度契
約・交付決定を極力実施する。
また、制度面、手続面の改善
を行うとともに、事業実施者
に対する説明会を全国延べ１
５回以上行う。 
国からの運営費交付金を原

資とする事業については、事
業実施者から目標達成に向け
た明確なコミットメントが得
られる場合には、最長３年間
程度の複数年度契約、交付決
定を実施する。平成２９年度
は、産学協同研究を促進する
国の方針及び事業実施者の意
見に鑑み、技術開発プロジェ
クトの研究員の範囲を学生
（大学院後期博士課程）まで
拡大するよう改定を行う。ま
た、研究委託費の効率性・柔
軟性を高め、研究の質の向上
等を促すことを目的に、中小
企業等においては間接経費の
上限を１５％から２０％に、
国立研究開発法人等において
は１０％から最大１５％に拡
大するよう、改定を行う。こ
れらの改定内容については、
事業実施者向け説明会等を通
して、事業者への周知に努め
る。 
さらに、機構と事業実施者

双方における事務の効率化を
目指すため、事業実施者から
の提出物について、ウェブで
の手続きを用いた電子システ
ム化等の検討に着手する等、
制度改善検討に取り組む。 
国からの補助金等を原資と

する事業については、その性
格を踏まえつつも、制度の趣
旨に応じた柔軟な応募受付、
事業実施システムを構築する
ことにより、年度の切れ目が
事業実施の上での不必要な障
壁となることのないよう、利
用者本位の制度運用を行う。 

－ （ⅲ）その他 
(a)主な制度運用 
技術開発については、複数年実施の案件

が大宗であることを踏まえ、複数年度契
約・交付決定を極力実施した。平成２９年
度からの制度改善として、国の方針及び事
業実施者の意見に鑑み、技術開発プロジェ
クトの研究員の範囲を学生（大学院後期博
士課程）まで拡大する改定を行った。また、
間接経費の上限を中小企業等においては
２０％に、国立研究開発法人等においては
１０％から最大１５％に拡大するよう改
定を行った。そして、これらの改定内容に
ついて、事業実施者向け説明会等を通じ
て、事業者への周知に努めた。さらに、機
構と事業実施者双方における事務の効率
化を目指すため、事業実施者からの提出物
について、ウェブでの手続きを用いた電子
システム化等の検討に着手する等、制度の
改善に向けた検討に取り組んだ。 
 事業実施者に対する説明会を全国延べ
２１地域で実施し、合計１，００７人の事
業実施者に対して説明を行った。 

 
●国の研究開発プロジェクトに係るデータ
の利活用促進のため、 ＮＥＤＯプロジェ
クトでデータマネジメントを試行。結果を
経済産業省にフィードバックし、データマ
ネジメントガイドラインの作成に大きく
貢献。また、ＮＥＤＯにおいても「ＮＥＤ
Ｏプロジェクトにおけるデータマネジメ
ントに係る基本方針」を策定、公表。  

 
●約款、マニュアル、文書決裁規程等の改訂
により、ＮＥＤＯ内での実施体制の整備。 

 
●事業者からの要望や国の政策方針等を踏
まえ、学生の研究員登録拡大、中小企業等
に対する間接経費率拡大等、制度改善を実
施。  

 

 

   ・制度面、手続き面の改善
を、変更に伴う事業実施
者の利便性の低下にも
留意しつつ行うととも
に、事業実施者に対する
説明会を毎年度４回以
上行う。また、毎年度、
事業実施者に対してア
ンケートを実施し、制度
面、手続き面の改善点等
について、８割以上の回

 また、事業実施者に対して
アンケートを実施し、制度面、
手続き面の改善点等につい
て、８割以上の回答者から肯
定的な回答を得るという中長
期計画の達成を目指す。 

－  また、平成２９年度の機構の制度改善に
係る全体的な取組についてアンケート調
査を実施したところ、アンケート回答者か
ら「満足している」との回答が約９割得ら
れた。平成２９年度には、中小企業等及び
国立研究開発法人等の間接経費の上限拡
大、１００％子会社等からの調達に係る利
益排除の廃止、技術開発プロジェクトの研
究員登録範囲の拡大（大学院後期博士課程
の学生）等の改善を行った。 
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答者から肯定的な回答
を得る。 

  事業の実施に当たり、引
き続き、交付申請・契約・
検査事務などに係る事業実
施者の事務負担を極力軽減
するとともに、委託事業に
おいては技術開発資産等の
事業終了後の有効活用を図
るものとする。 

・交付申請、契約、検査事
務等に係る事業実施者
の事務負担を極力軽減
するとともに、委託事業
においては技術開発資
産等の事業終了後の有
効活用を図る。 

・第３期中期目標期間中
に、機構が行う業務への
供用を終了した技術開
発資産の翌年度におけ
る売却手続きに要する
期間を平均９ヶ月以内
とすることを目指す。 

交付申請、契約、検査事務
等に係る事業実施者の事務負
担を極力軽減するとともに、
委託事業においては技術開発
資産等の事業終了後の有効活
用を図る。 
業務への共用を終了した技

術開発資産の譲渡手続に要す
る期間を平均３ヶ月以内とす
る。 

－ 平成２９年度における資産の有効活用
については、他の委託事業及び助成事業へ
の転用が３２７件、公共機関や大学等への
無償譲渡は３１４件、委託先等への有償譲
渡は１，１５５件であった。また、事業終
了から有償譲渡が完了するまでの期間に
ついては、事業期間中から手続きを開始す
るなど処分手続きの早期化を図った結果、
平均３ヶ月を下回った(平成３０年３月末
時点）。 

  

  また、プロジェクトの円
滑な推進及び成果の実用
化・事業化を推進するため、
事業実施者間における知的
財産権の取扱いに関するル
ール化（合意文書策定）や、
知的財産権に係わる委員会
設置等の体制整備の取組を
促すこととする。さらに、
ＮＥＤＯにおいて適切な知
的財産マネジメントを実施
するための体制強化を図
り、公募段階から知的財産
マネジメントの方針を提示
するなど、ＮＥＤＯが各プ
ロジェクトにおける知財方
針の策定を主導する。 
 

(b)知的財産権 
 日本版バイドール制度
の導入後、原則としてプロ
ジェクト実施者に知的財
産権を帰属させることに
より、企業等がプロジェク
トに参加するインセンテ
ィブが向上する一方で、技
術開発の成果の事業化が
進んでいない場合も依然
見られ、知的財産権を保有
する者以外への技術開発
成果の展開が十分進んで
いない可能性も懸念され
ている。 
 こうしたことを踏まえ、
機構は、プロジェクト（実
施中のもののみならず終
了後のものも含む。）の成
果を最大限事業化に結び
つけるため、公募段階から
以下の方針を踏まえた知
的財産マネジメントの方
針を提示するほか、機構が
各プロジェクトの趣旨・目
的に応じた知的財産マネ
ジメントを主導する。 
・自ら事業化（成果を第三

者に移転することによ
り事業化を図る場合も
含む。）することに意欲
的な技術開発の受託者
に対しては、優先的に知
的財産権を保有させる。 

・事業化に際し関係する知
的財産権を効率的に活
用できるよう、プロジェ
クト参加者間で保有す
る知的財産権を相互に
合理的な条件で実施許
諾し合えるルールを定
める。 

・長期に亘り未活用な知的
財産権を、国等の求めに
応じ第三者に実施許諾

(b)知的財産権 
 機構は、プロジェクトの成
果を最大限事業化に結びつけ
るため、中長期計画の方針及
び経済産業省が策定した「委
託研究開発における知的財産
マネジメントに関する運用ガ
イドライン」に基づいて機構
が策定した「知的財産マネジ
メントの基本方針」を公募段
階から提示することや、ＰＭ
の主導の下、市場展開を見込
む諸外国での権利化や、権利
化と秘匿化とを適切に組み合
わせるなど、プロジェクト実
施者に対して各プロジェクト
の趣旨・目的に応じた知的財
産マネジメントを推進する。 

－ (b)知的財産権 
プロジェクトを支える効果的な知財マ

ネジメントを実施するため、「ＮＥＤＯプ
ロジェクトにおける知財マネジメント基
本方針」（以下「ＮＥＤＯ知財方針」とい
う。）を５１プロジェクトに適用(新規９、
継続４２)。公募段階から知的財産マネジ
メントの基本方針を提示し、ＰＭの主導の
下、市場展開を見込む諸外国での権利化
や、権利化と秘匿化とを適切に組み合わせ
るなど、プロジェクト実施者に対して各プ
ロジェクトの趣旨・目的に応じた知的財産
マネジメントを推進した。 
また、経済産業省が「委託研究開発にお

ける知的財産マネジメントに関する運用
ガイドライン」の別冊として策定した「委
託研究開発におけるデータマネジメント
に関する運用ガイドライン」を受け、「Ｎ
ＥＤＯプロジェクトにおけるデータマネ
ジメント基本方針」を策定するとともに、
必要なＮＥＤＯ内の運用整備等を行った。 

●平成２９年度は新たに９プロジェクトに
「ＮＥＤＯ知財方針」を適用 
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するために、政府におい
て策定される運用ガイ
ドラインを十分に活用
する。 

・必要に応じ機構へのサブ
ライセンス権の付与等
を通じ、プロジェクトの
成果を第三者に広く実
施許諾する。 

・技術開発の受託者に知的
財産権を帰属させても
成果の事業化が見込ま
れない場合など個別の
事情に応じ、帰属先を柔
軟に選択する。 

・優れた成果は国際的に展
開すべきであることに
鑑み、成果を日本で権利
化する場合は、並行して
市場展開を見込む諸外
国でも権利化すること
を原則とする。 

・権利化と同時に標準化を
図る、権利化と秘匿化と
を適切に組み合わせる
などプロジェクトの計
画段階から戦略を考え
て対応する。 

    特に、機構は、ＰＭの主
導の下、プロジェクト実施
者に対して知的財産権の
取扱いに関する合意文書
の策定を促すとともに、知
的財産権に関する委員会
設置等の体制整備を推進
する。さらに、必要に応じ
特許取得費用に対する支
援を行う。 
 このため、機構は、プロ
ジェクトごとに知的財産
マネジメントを行う機構
の責任者を明確化すると
ともに、プロジェクト実施
者に対して、知的財産権の
取扱いに関する合意文書
の作成・指導や知見共有化
を行う等、適切な知的財産
マネジメントを実施する
ため、機構において外部人
材の活用を含めた体制整
備を図る。 

 特に、機構は、ＰＭの主導
の下、プロジェクト実施者に
対して知的財産権の取扱いに
関する合意文書の策定や知的
財産権に関する委員会設置等
の体制整備の推進を図るとと
もに、必要に応じ国内外の特
許取得費用に対する支援を行
う。 
 加えて、プロジェクトごと
に知的財産マネジメントを行
う責任者を明確化するととも
に、必要に応じて独立行政法
人工業所有権情報・研修館（Ｉ
ＮＰＩＴ）に対して知財プロ
デューサーの派遣を要請する
等、適切な知的財産マネジメ
ントを実施するための体制整
備を図る。 

－ ＰＭの主導の下、プロジェクト実施者に
対して知的財産権の取扱いに関する合意
文書の策定や知的財産権に関する委員会
設置等の体制整備の推進を図るとともに、
必要に応じ国内外の特許取得費用に対す
る支援を実施。 
加えて、プロジェクトごとに知的財産マ

ネジメントを行う機構の責任者を明確化
するとともに、独立行政法人工業所有権情
報・研修館（ＩＮＰＩＴ）知財プロデュー
サーの派遣期間の更新や新規派遣の検討
を行う等、適切な知的財産マネジメントを
実施するための体制整備を図った。 

  

   また、事業実施者の事務負
担を極力軽減することを目的
として開始した機構への知的
財産権に係る通知のオンライ
ン手続について、更なる利用
拡大に努める。 

 事業者向け説明会等で利用拡大に努め
た結果、平成２９年度はＷｅｂからの手続
きが全体申請件数の約８５％となり、大幅
増となった。 
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  また、各年度期末におけ
る運営費交付金債務につい
て、その発生要因等を厳格
に分析し、減少に向けた努
力を行うとともに、不正事
案の発生を抑制するため、
事業者側に不正に関するリ
スク管理等についての啓蒙
の徹底を図るなど、不断の
取組を一層強化するものと
する。 

   －    

  (c)基盤技術研究促進事業 
 基盤技術研究促進事業
については、収益・売上納
付の回収、管理費の低減に
努め、欠損金の減少を進め
る。第３期中期目標期間中
においては、現在実施中の
事業の終了後は、新たな事
業の実施は行わないこと
とする。 

(c)基盤技術研究促進事業 
 基盤技術研究促進事業につ
いては、収益・売上納付の回
収、管理費の低減に努め、欠
損金の減少を進める。また、
新たな事業の実施は行わない
こととする。 

－ (c)基盤技術研究促進事業 
 基盤技術研究促進事業については、研究
成果の事業化の状況や売上等の状況につ
いて５４件の報告書を徴収し、研究委託先
等への現地調査を１８回実施し、売上等の
納付の慫慂を行った。その結果、１０件の
収益実績を確認し、総額約９百万円の収益
納付があった。 

  

  (d) 追加的に措置された
交付金 
 平成２５年度補正予算
（第１号）により追加的に
措置された交付金につい
ては、「好循環実現のため
の経済対策」の競争力強化
策のために措置されたこ
とを認識し、研究開発型ベ
ンチャー企業・新事業の創
出支援のために活用する。 
 平成２６年度補正予算
（第１号）により追加的に
措置された交付金につい
ては、「地方への好循環拡
大に向けた緊急経済対策」
の現下の経済情勢等を踏
まえた生活者・事業者への
支援、地方が直面する構造
的課題等への実効ある取
組を通じた地方の活性化
のために措置されたこと
を認識し、資源・エネルギ
ーの安定供給、中小企業・
小規模事業者等の支援の
ために活用する。 

平成２７年度補正予算
（第１号）により追加的に
措置された交付金につい
ては、「一億総活躍社会の
実現に向けて緊急に実施
すべき対策」の一環として
生産性革命の実現のため
に措置されたことを認識
し、研究開発型ベンチャ
ー、中堅・中小企業への研
究開発促進支援のために
活用する。 

平成２８年度補正予算
（第２号）により追加的に

 －   
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措置された交付金につい
ては、「未来への投資を実
現する経済対策」の２１世
紀型のインフラ整備のた
めに措置されたことを認
識し、研究開発型ベンチャ
ー企業等の支援のために
活用する。 

 
 
 
 
 
 
 以上の内容を踏まえ、顕著な成果が出てい
ることから、本項目の自己評価をＡとした。 
 

     
＜課題と対応＞※独立行政法人通則法第二十八条の四に基づく評価結果の反映状況 

平成２８年度評価における指摘事項 平成３０年度計画等への反映状況 

 
○国からの交付金を原資とするナショナ
ルプロジェクトでは基本的に高い成功
率が求められるが、成功率だけを目標
にするとリスクが高い研究開発が実施
されにくい懸念が生じる。特に、技術
の不確実性を有する非連続ナショナル
プロジェクトについて、目標とする成
功率の適切な設定と研究開発における
リスクを適正に評価するための評価方
法のあり方を検討すべきでないか。 
 

 

（平成２９年度における取組・平成３０年度計画等への反映） 
○非連続ナショナルプロジェクトは、平成２７年度の第３期中長期
目標改定時に追加されたもの。その際、非連続ナショナルプロジ
ェクトについては、成功率を目標として設定すると、目的に合致
したリスクの高い研究開発が実施されにくくなる恐れがあること
から、ナショナルプロジェクトの実用化達成率５年後２５％の対
象外とされた。また、必要な場合は長期的に追跡評価を実施する
こととしており、通常のナショナルプロジェクトより更に長期の
実用化期間を想定している。 
第４期中長期目標では、研究開発の企画・立案段階でその研究

開発目標が達成できないリスクを定量的に評価することは困難で
あるが、技術開発リスクが極めて高い一方で成功した場合の経
済・社会に及ぼす効果が極めて大きい非連続ナショナルプロジェ
クトにつながる技術テーマに積極的に取り組んでいくため、ナシ
ョナルプロジェクト終了５年経過後の実用化達成率２５％以上と
する目標に加え、「ナショナルプロジェクト実施前に行う先導研究
において、外部審査委員会において非連続ナショナルプロジェク
トにつながるものとして分類されるテーマを第４期中長期目標期
間全体で該当する評価単位のそれぞれにおいて、いずれも全体の
４０％以上とする目標を新たに設ける。」という基幹目標が設定さ
れたところ。 

○なお、事前評価においては、非連続ナショナルプロジェクトとし
ての妥当性を評価項目としているとともに、中間評価及び事後評
価時、従来の延長線上になく難易度の高い目標であるか等を評価
するための非連続ナショナルプロジェクト用の評価基準を設定
し、その時点でリスクの高いチャレンジングな目標となっている
か等を見直すことが可能となっており、非連続ナショナルプロジ
ェクトを適正に評価するための評価方法を取り入れている。 

○２０５０年までに８０％の温室効果ガ
ス排出量削減等、長期的な課題を解決
するため、従来の発想によらない革新
的技術の発掘手法を創出するととも
に、ＩＣＥＦ（Innovation for Cool 
Earth Forum）等の国際的な取組への貢
献、先進諸国との連携を着実に進める
べきでないか。 

 
 

○ＮＥＤＯは、「エネルギー・環境イノベーション戦略（ＮＥＳＴＩ
２０５０）」等の戦略策定及びロードマップ策定に貢献するととも
に、平成２９年度から、従来の発想によらない革新的な低炭素技
術シーズを探索・創出する「未踏チャレンジ２０５０」事業を新
たに開始。探索・創出した技術シーズについて将来の国家プロジ
ェクト化や社会普及への道筋を示し、２０５０年頃の温室効果ガ
スの抜本的な排出削減の実現を目指した取組を進めているとこ
ろ。 

○技術戦略研究センターは、各国の政府機関（技術開発支援を行う
ファンディング機関等）とのネットワーク構築や技術開発方針の
議論等を通じて、長期的な課題克服に向けた各国の技術開発支援
を通じた取組の有機的な連携を着実に進めていく。 
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様式２－１－４－１ 国立研究開発法人 年度評価 項目別評価調書（研究開発成果の最大化その他業務の質の向上に関する事項）様式 

Ⅰ（イ）技術開発型ベンチャー企業等の振興 

３．中長期目標、中長期計画、年度計画、主な評価軸、業務実績等、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中長期目標 中長期計画 年度計画 主な評価軸（評価の

視点）、指標等 

法人の業務実績等・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 

      ＜自己評価＞ Ａ 評定  
 ② 技術開発型ベンチャー

企業等の振興 
 経済の活性化や新規産
業・雇用の創出の担い手と
して、新規性・機動性に富
んだ「技術開発型ベンチャ
ー企業」等の振興が一層重
要になってきていることに
も鑑み、ベンチャー企業へ
の実用化助成事業における
取組等を一層推進する。具
体的には、専門家による海
外を含めた技術提携先や顧
客の紹介、知財戦略の策定
など、ＮＥＤＯによる技
術・経営両面での支援機能
を強化し、実用化・事業化
を一層推進することとす
る。 

上記事業の実施に当たっ
ては、我が国におけるベン
チャー・エコシステムの構
築が重要であることに鑑
み、諸外国の先進的な取組
も参考にしつつ、海外から
のベンチャーキャピタルや
起業前後のスタートアップ
への投資・指導等を行うシ
ード・アクセラレーター等
の誘致を行うとともに、我
が国のベンチャーキャピタ
ルやシード・アクセラレー
ター等の育成につながるよ
うな形で、技術開発型ベン
チャー企業等への支援を行
うものとする。 

（イ）技術開発型ベンチャ
ー企業等の振興 
 経済の活性化や新規産
業、雇用の創出の担い手と
して、新規性、機動性に富
んだ技術開発型ベンチャ
ーの振興が一層重要にな
ってきていることにも鑑
み、ベンチャー企業への実
用化助成事業における取
組等を一層推進し、必要な
者に対する専門家による
海外を含めた技術提携先
や顧客の紹介、知財戦略の
策定等、機構による技術、
経営両面での支援機能を
強化するとともに、事業者
と政府系金融機関や民間
ベンチャーキャピタル等
との一層の連携を通じて、
資金面での支援も図り、実
用化・事業化を一層推進す
る。 

上記事業の実施に当た
っては、我が国におけるベ
ンチャー・エコシステムの
構築が重要であることに
鑑み、諸外国の先進的な取
組も参考にしつつ、海外か
らのベンチャーキャピタ
ルや起業前後のスタート
アップへの投資・指導等を
行うシード・アクセラレー
ター等の誘致を行うとと
もに、我が国のベンチャー
キャピタルやシード・アク
セラレーター等の育成に
つながるような形で、技術
開発型ベンチャー企業等
への支援を行うものとす
る。 
 具体的には、創業期の技
術開発型ベンチャー企業
を支援する国内外のベン
チャーキャピタル、シー
ド・アクセラレーター等を
認定し、それらによる出資
を条件とした技術開発型
ベンチャー企業への助成
事業を実施する。これによ
り、我が国において、国内
外のベンチャーキャピタ

（イ）技術開発型ベンチャー
企業等の振興 
経済の活性化や新規産業、

雇用の創出の担い手として、
新規性、機動性に富んだ技術
開発型ベンチャーの振興が一
層重要になってきていること
にも鑑み、ベンチャー企業へ
の実用化助成事業における取
組等を一層推進し、必要な者
に対する専門家による海外を
含めた技術提携先や顧客の紹
介、知財戦略の策定等、機構
による技術、経営両面での支
援機能を強化する。さらに、
事業実施者と政府系金融機
関、民間ベンチャーキャピタ
ルとの連携を通じて資金面で
の支援を図るとともに、事業
を営む会社（以下「事業会社」
という。）との連携に対する支
援事業を開始することにより
実用化・事業化を一層推進す
る。 
 上記事業の実施に当たって
は、我が国におけるベンチャ
ー・エコシステムの構築が重
要であることに鑑み、諸外国
の先進的な取組も参考にしつ
つ、海外からのベンチャーキ
ャピタルや起業前後のスター
トアップへの投資・指導等を
行うシード・アクセラレータ
ー等の誘致を行うとともに、
我が国のベンチャーキャピタ
ルやシード・アクセラレータ
ー等の育成及び事業会社との
連携を図る。 
 具体的には、「研究開発型ベ
ンチャー支援事業」において
創業期の技術開発型ベンチャ
ー企業を支援する国内外のベ
ンチャーキャピタル、シー
ド・アクセラレーター等を認
定し、それらによる出資を条
件とした技術開発型ベンチャ
ー企業への助成事業を実施す
るとともに、事業会社と共同
研究等を実施する技術開発型
ベンチャー企業への助成事業
を実施する。これにより、我
が国において、国内外のベン

－ （イ）技術開発型ベンチャー企業等の振興 
我が国におけるベンチャー・エコシステ

ムの発展を後押しするため「研究開発型ベ
ンチャー支援事業」の中で以下の４事業を
実施中。 
①「NEDO Technology Commercialization 
Program(ＴＣＰ)」（平成２６年度～） 
大学・企業等の研究者を対象としたビジ

ネスプラン構築支援とマッチング機会の
提供を組み合わせた研修プログラムとし
て実施。地域イベント等との連携を通じ延
べ１７０件の応募があり、書面審査等を通
過した３３件についてビジネスプラン構
築に関する研修や個別のメンタリング等
を実施、ピッチ形式でビジネスプランを発
表（二次審査会を川崎及び大阪、最終審査
会を東京で実施）。 
 

②「起業家候補（ＳＵＩ）支援事業」（平
成２６年度～） 
事業化の専門家（起業家やＶＣ等）であ

る事業カタライザーがビジネスプラン構
築に係る支援を行いつつ、研究開発に係る
資金的な支援を実施。平成２８年度に採択
した７件に対して支援を実施。 
 

③「シード期の研究開発型ベンチャー（Ｓ
ＴＳ）に対する事業化支援」（平成２７年
度～） 
機構が認定した民間ベンチャーキャピ

タル等（認定ＶＣ）からの出資を条件とし
て、機構からの研究開発に係る資金的な支
援と認定ＶＣによる出資・ハンズオンとの
連携による協調支援を実施。平成２９年度
は公募を２回実施し、計３８件の応募があ
り２２件を採択・交付決定し、平成２８年
度に交付決定した１３件と合わせて計３
５件について支援を実施。 
 

④「企業間連携スタートアップ（ＳＣＡ）
に対する事業化支援」（平成２８年度～） 
事業会社と共同研究等を行う研究開発

型ベンチャーに対する支援事業として創
設。平成２８年度交付決定１２件の支援を
実施。 
前年度に引き続き「研究開発型ベンチャ

ー支援事業」として、シーズ発掘から民間
リスクマネーの獲得、事業化の支援に至る
までのシームレスな支援環境の構築と強
化を実現するとともに、ベンチャー支援人
材の育成プログラムも新たな取組として
開始し、ベンチャー・エコシステムの強化

＜自己評価の根拠＞ 
●高度専門支援人材の育成プログラム（ＳＳ
Ａ）や「Ｊ－Ｓｔａｒｔｕｐ事業」を新規
に開始。加えてＡＩベンチャーを対象とす
る支援事業を開始等、ベンチャー・エコシ
ステムの更なる強化を推進。 
 

●上場した２０社の、平成３０年３月時点で
の時価総額は１兆３，６８５億円を達成。 
 

●平成２９年度の新規採択額に占める中
堅・中小企業等の採択額の割合は２４．
３％（新規採択額 ２８９．３億円のうち
中堅・中小企業等の採択額７０．４億円）
となり、目標を上回る実績を達成。 
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ル、シード・アクセラレー
ター等が活発に活動する
状況を作り出し、それによ
り技術シーズを基にした
ベンチャー企業が創出さ
れ、その状況が更なる投資
や事業化を促進するとい
う好循環を生み出すこと
を目指す。 

チャーキャピタル、シード・
アクセラレーター、ベンチャ
ー企業と連携する事業会社等
が活発に活動する状況を作り
出し、それにより技術シーズ
を基にしたベンチャー企業が
創出され、その状況が更なる
投資や事業化を促進するとい
う好循環を生み出すことを目
指す。 
 加えて、日本経済再生本部
で決定された「ベンチャー・
チャンレンジ2020」について、
政府関係機関コンソーシアム
に参加し、ベンチャー支援の
ための共通プラットフォーム
構築に向けた調査を開始す
る。 

を行った。 
 
加えて、平成２９年度補正予算事業とし

て以下の事業を新規に開始。 
①「ＡＩシステム共同開発支援事業」 
Connected Industries重点取組５分野

において、事業会社からリアルデータや実
証フィールドの提供を受け、ＡＩシステム
を開発するＡＩベンチャーに対する支援
事業を開始。平成３０年度からの事業実施
に向け、平成３０年３月に公募を開始。 
 
個別ベンチャーへの支援に加え、ベンチ

ャー・エコシステムの構築の重要性に鑑み
以下の事業を実施。 
①「Ｊ－Ｓｔａｒｔｕｐ事業」 
民間の有識者（ベンチャーキャピタルや

アクセラレーター、事業会社等）からの推
薦を基に、優良ベンチャーを選定し、官民
の関連施策に繋げることで成長の加速及
びベンチャー・エコシステムの構築等を目
指す「Ｊ－Ｓｔａｒｔｕｐ事業」を開始。
平成３０年度の選定ベンチャーの公開に
向け、ベンチャーの選定等を実施中。 
 

②「高度専門産業支援人材育成プログラム
（ＳＳＡ）」 
研究開発型ベンチャーの成長を伴走支

援出来る人材の育成プログラムを新たに
開始。７２人の応募があり、研修等へのオ
ブザーバー参加を含め５２人が参加、２８
人がプログラムを修了。さらに、これまで
のＮＥＤＯの支援を受けた事業者が新た
に１社上場（累計２０社）。 
 
さらに、地域のイノベーション促進を担

う大学やベンチャー支援・育成を行う関係
機関等と幅広く連携し、地域の技術シーズ
の発掘や地域におけるベンチャー企業等
の育成を推進した。具体的には、「NEDO 
Technology Commercialization program
（ＴＣＰ）」の予選を地域イベントと連携
して実施した他、ニュービジネス協議会等
の関係機関と連携しイベントを実施。ま
た、地方の大学（北海道大学ほか４大学）
や地方自治体（川崎市、平成３０年５月予
定）と協定・覚書を締結し、起業家及びベ
ンチャー企業育成に係る連携を促進。平成
２９年度においては、地域発の技術シーズ
を１１件発掘した。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
以上の内容を踏まえ、顕著な成果が出てい

ることから、本項目の自己評価をＡとした。 
 

     
＜課題と対応＞※独立行政法人通則法第二十八条の四に基づく評価結果の反映状況 

平成２８年度評価における指摘事項 平成３０年度計画等への反映状況 

 

○経済の活性化や新規産業・雇用創出の
担い手となるベンチャー企業の振興の
ため、人材育成視点、特許戦略等の観
点を含め総合的な各種支援策を整備・
実施していくべきではないか。 

（平成２９年度における取組・平成３０年度計画等への反映） 

○研究開発型ベンチャー企業の振興については、投資環境や支援人
材の育成・教育等も踏まえたエコシステムの構築が求められてい
ると認識。こうした観点を踏まえ、ＮＥＤＯは平成２６年度から
「研究開発型ベンチャー支援事業」を実施。具体的には、NEDO 
Technology Commercialization Program（ＴＣＰ）においては、
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ベンチャー企業の教育的支援として、ビジネスプランの作成研修
を実施し、技術だけでなく経営の面での支援を実施している。ま
た、起業家候補支援事業（ＳＵＩ）においては、カタライザー（事
業化の専門家及び弁理士等）を寄り添わせることでベンチャーに
必要とされる支援（特許等）について経営面の支援を実施してい
る。さらに、平成２９年度から、ベンチャー企業に対する支援人
材の育成プログラムとしてNEDO Technology Startup Supporters 
Academy（ＳＳＡ）事業を新たに開始。平成３０年度からは、カタ
ライザーの伴走を伴う起業家支援としてNEDO Entrepreneurs 
Program（ＮＥＰ）も開始するなど、これらの取組を通じて、引き
続き研究開発型ベンチャー企業に対する総合的な支援策を実施し
ていく。 

○このような地域のイノベーションの促
進に貢献する取組について、地方の大
学、公設試験所等との連携の一層の活
性化方策を検討すべきでないか。 

○各地域におけるベンチャーの創出を促進するため、文部科学省が
実施する「次世代アントレプレナー育成事業（ＥＤＧＥ－ＮＥＸ
Ｔ）」参加の全国各地の大学プログラムとの連携を予定しており、
平成２９年度に実施された北海道大学とのプログラム連携を始め
として拡大していく予定。また、公益財団法人日本ニュービジネ
ス協議会連合会と連携し、地方での大企業、ＶＣ、地元企業との
出会いの場を提供する Connect!（徳島：平成 29年 10 月開催、名
古屋：平成 30年 7 月開催予定）の共催等、地域のイノベーション
促進に引き続き貢献していく。また、平成 30 年度 5月には九州大
学とも起業家支援に係る相互協力の覚書きを締結した。 

○NEDO Technology Commercialization Program（ＴＣＰ）では、平
成２８年度の北海道のＮｏ Ｍａｐｓとの連携を初めとして、平
成２９年度から広島大学や信州大学等の大学、山梨県や大阪府等
の自治体でのビジネスプランコンテストと連携を拡大しており、
後援及び審査員派遣等によりＴＣＰ予選として位置付けるなど、
地域案件の発掘等の連携を行っている。 
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様式２－１－４－１ 国立研究開発法人 年度評価 項目別評価調書（研究開発成果の最大化その他業務の質の向上に関する事項）様式 

Ⅰ（ウ）オープンイノベーションの推進 

３．中長期目標、中長期計画、年度計画、主な評価軸、業務実績等、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中長期目標 中長期計画 年度計画 主な評価軸（評価の

視点）、指標等 

法人の業務実績等・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 

      ＜自己評価＞ Ａ 評定  
 ③ オープンイノベーショ

ンの推進 
 製品サイクルの短期化や
技術知識の高度化に伴い、
コア技術は自社で磨きつつ
も外部の技術・知識等を活
用する「オープンイノベー
ション」の取組が世界的に
進展し、企業の国際競争力
上、重要となってきている。
このため、我が国企業のオ
ープンイノベーションの取
組を推進すべく、産業界の
取組への関与・支援、技術
ニーズと技術シーズのマッ
チングの推進、中堅・中小・
ベンチャー企業と革新的な
技術シーズを事業化に結び
つける「橋渡し」機能の能
力を有する機関との共同研
究への支援を行うものとす
る。 

（ウ）オープンイノベーシ
ョンの推進 
 製品サイクルの短期化
や技術知識の高度化に伴
い、コア技術は自社で磨き
つつも外部の技術・知識等
を活用する「オープンイノ
ベーション」の取組が世界
的に進展し、企業の国際競
争力上、重要となってきて
いる。このため、我が国企
業のオープンイノベーシ
ョンの取組を推進すべく、
産業界の取組への関与・支
援、技術ニーズとシーズの
マッチングの推進、中堅・
中小・ベンチャー企業と革
新的な技術シーズを事業
化に結びつける「橋渡し」
機能の能力を有する機関
との共同研究への支援を
行うものとする。 
 具体的には、上記のほ
か、オープンイノベーショ
ンに関する成功事例の共
有・啓蒙普及活動等を行う
場（オープンイノベーショ
ン協議会）の構築を行い、
その事務局機能を担うと
ともに、技術ニーズとシー
ズのマッチングを行うた
めの情報交流の仕組みの
構築を行う。 

（ウ）オープンイノベーショ
ンの推進 
 我が国企業のオープンイノ
ベーションの取組を推進すべ
く、産業界の取組への関与・
支援、技術ニーズとシーズの
マッチングの推進、中堅・中
小・ベンチャー企業と革新的
な技術シーズを事業化に結び
つける「橋渡し」機能を有す
る機関との共同研究を支援す
る「中堅・中小企業への橋渡
し研究開発促進事業」を引き
続き実施する。 
 オープンイノベーションに
関する成功事例の共有・啓蒙
普及活動等を行うオープンイ
ノベーション協議会について
は、昨年度に、経済産業省が
事務局を務めるベンチャー創
造協議会と合併し、一体的に
取組を推進することとなっ
た。この趣旨を踏まえ、オー
プンイノベーション・ベンチ
ャー創造協議会事務局とし
て、マッチングイベントやワ
ークショップ等の取組を年間
２０回以上行い、技術ニーズ
とシーズのマッチングを行う
ための情報交流を促進する。
また、我が国全体でのオープ
ンイノベーションの取組の活
性化につなげるため、オープ
ンイノベーション白書を取り
まとめるとともに、日本ベン
チャー大賞や付随するイベン
ト等を経済産業省と連携して
実施・運営する。 
 

－ 

 

（ウ）オープンイノベーションの推進 
企業と公設試験研究機関等との連携に

より、技術シーズに係る研究だけでなく、
ニーズとのマッチングによる実用化に係
る取組を推進した橋渡し機能を有する機
関（以下「橋渡し研究機関」という。）と
の共同研究を支援する制度として、「中
堅・中小企業への橋渡し研究開発促進事
業」を実施。平成２９年度においては、平
成２８年度計２回公募し、採択した４０件
（第１回公募：２３件、第２回公募：１７
件）及び平成２７年度に採択し継続して実
施している２件の合計４２件の事業を実
施。なお、平成２９年度末時点において、
これまでに確認した橋渡し研究機関は合
併等により１９０機関となっている。 
 
オープンイノベーションに関する成功

事例の共有・啓蒙普及活動等を行うオープ
ンイノベーション・ベンチャー創造協議会
（ＪＯＩＣ）事務局として、マッチングイ
ベントやワークショップ等の取組を２４
回行い、技術ニーズとシーズのマッチング
を行うための情報交流を促進した。また、
我が国全体でのオープンイノベーション
の取組の活性化につなげるため、オープン
イノベーション白書を取りまとめるため
の調査を実施した（平成３０年度に第二版
を発行予定。）。経済産業省及びＪＯＩＣ等
と連携して「新事業創造カンファレンス＆
Ｃｏｎｎｅｃｔ！」及び日本ベンチャー受
賞セレモニーを実施・運営した。 

＜自己評価の根拠＞ 
●マッチングイベントやワークショップ等
を、前年度を上回る２４回（平成２９年度
目標：２０回）開催。成果としてはＮＥＤ
Ｏピッチ登壇をきっかけとして、具体的な
事業提携に向けたＮＤＡ締結案件が１０
件あり、具体的な事業提携事例を３件創出
する等、オープンイノベーションの推進に
大きく寄与。 

 
●平成２９年度中にオープンイノベーショ
ン白書第二版の原稿のとりまとめを実施。 

 
●イベント開催や広報活動の強化等により、
平成３０年３月３１日時点の会員数は１，
１３５者となり、設立当時（２１８者）比
５２０％となる大幅増加。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
以上の内容を踏まえ、顕著な成果が出てい

ることから、本項目の自己評価をＡとした。 

 

     
＜課題と対応＞※独立行政法人通則法第二十八条の四に基づく評価結果の反映状況 

平成２８年度評価における指摘事項 平成３０年度計画等への反映状況 

 
○また、オープンイノベーションについ
て、その理解向上・効果的な取組方法
等に関する共有・啓発等を一層推進す
べきでないか。その際、シームレスな
支援を行うため、ＮＥＤＯ単独ではな
くベンチャー育成・支援を行う政府機
関や他の独立行政法人との連携のあり
方について検討すべきでないか。 

 

（平成２９年度における取組・平成３０年度計画等への反映） 
○オープンイノベーションに対する理解向上・効果的な取組等を共
有・啓発を推進すべく、オープンイノベーション・ベンチャー創
造協議会での取組を強化。具体的には、平成２８年度に発行した
オープンイノベーション白書を改訂し、大企業連携に係る事例を
追加する予定（平成３０年６月改訂版発行予定）。 

○ＮＥＤＯピッチイベントにおいては、ＪＡＸＡや農研機構等と連
携した分野ごとのピッチ開催、産総研ベンチャーへの登壇機会の
提供、総務省／ＮＩＣＴと連携した「"No Maps NEDO Dream Pitch" 
with 北海道起業家万博」など、他独法との相互連携によるベンチ
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 ャー企業への積極的な支援を平成２９年度内に実施。平成３０年
度はこれらに加え、内閣府等との連携も予定している。 

○平成２９年度中にベンチャー支援独法の連絡会をＪＥＴＲＯとと
もに立ち上げ、各支援機関間の支援ツールの連携を促進する役割
を果たしていく。 

○平成３０年度からは、他の政府機関や独法支援の有望ベンチャー
をＮＥＤＯ事業につなげることで関係省庁等と連携したベンチャ
ー支援を実施する「Ｊ－Ｓｔａｒｔｕｐ事業」の事務局をＪＥＴ
ＲＯと運営。具体的には、提案時に他法人の有望シーズに対する
推薦を受ける等、ＮＥＤＯ外も含めたシームレスな支援を推進し
ていく（平成２９年度は有望ベンチャーの選定等を開始）。 

 
○このような地域のイノベーションの促
進に貢献する取組について、地方の大
学、公設試験所等との連携の一層の活
性化方策を検討すべきでないか。 

 

○地方大学等での有望シーズ発掘への取組として、ＮＥＤＯは公設
試や大学を橋渡し機関としてこれまでに１９０機関を確認した。
中小企業等と橋渡し研究機関が連携して実用化に向けた事業支援
を行うとともに、公設試での制度説明会を実施するなど連携を行
う。また、地方の公設試や大学等での制度紹介、個別相談を行う
キャラバン活動を通じ、地域の有望シーズ発掘に努める。 
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様式２－１－４－１ 国立研究開発法人 年度評価 項目別評価調書（研究開発成果の最大化その他業務の質の向上に関する事項）様式 

Ⅰ（エ）国際共同事業の推進 

３．中長期目標、中長期計画、年度計画、主な評価軸、業務実績等、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中長期目標 中長期計画 年度計画 主な評価軸（評価の

視点）、指標等 

法人の業務実績等・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 

      ＜自己評価＞ Ｂ 評定  
 ④ 国際共同事業の推進 

 我が国発の優れた技術の
発展や、海外市場を開拓す
る事業者の支援をより積極
的に行うため、最先端の技
術を持つ内外の企業による
国際共同研究プロジェクト
等に対し、ＮＥＤＯが外国
の技術開発マネジメント機
関等とともに「コファンド
形式」等により資金支援を
行うことなどの試みを、毎
年度積極的に推進すること
とする。これにより、我が
国企業の国際展開や海外企
業も含めたオープンイノベ
ーションの進展を支援し、
これに対応したグローバル
な技術開発マネジメントに
係る事業を、一層推進する
ものとする。 

（エ）国際共同事業の推進 
 我が国産業技術の向上
及び海外市場の開拓、さら
には、機構のグローバルな
技術開発マネジメント能
力向上のため、また、国内
のみならず海外の企業や
機関と共同で技術開発を
実施する必要性が高まっ
ていることを踏まえ、最先
端の技術を持つ内外の企
業による国際共同研究プ
ロジェクト等に対し、機構
が海外の技術開発マネジ
メント機関等とともに「コ
ファンド形式」等により資
金支援を行うことなどの
試みを、毎年度積極的に推
進する。これにより、我が
国企業の国際展開や海外
企業も含めたオープンイ
ノベーションの進展を支
援し、これに対応したグロ
ーバルな技術開発マネジ
メントに係る事業を一層
推進する。 

（エ）国際共同事業の推進 
 我が国産業技術の向上及び
海外市場の開拓、更には、機
構のグローバルな技術開発マ
ネジメント能力向上のため、
また、国内のみならず海外の
企業や機関と共同で技術開発
を実施する必要性が高まって
いることを踏まえ、最先端の
技術を持つ内外の企業による
国際共同研究プロジェクト等
に対し、機構が海外の技術開
発マネジメント機関等ととも
に「コファンド形式」等によ
る資金支援の実施等につい
て、対象国の拡大を図るとと
もに、積極的な推進を図る。
これにより、我が国企業の国
際展開や海外企業も含めたオ
ープンイノベーションの進展
を支援し、これに対応したグ
ローバルな技術開発マネジメ
ントに係る事業を一層推進す
る。 

－ （エ）国際共同事業の推進 
コファンド形式で実施する国際共同研

究開発事業について、我が国企業の国際展
開や海外企業も含めたオープンイノベー
ションの進展をめざし、フランス公的投資
銀行（Ｂｐｉｆｒａｎｃｅ）と実施中の２
件のテーマ、イスラエルイノベーションオ
ーソリティ（ＩＩＡ、旧ＭＡＴＩＭＯＰ）
と実施中の 4件のテーマについて、順調に
研究開発を進展させ、平成 29年度末で事
業が完了した。なお、フランス２件、イス
ラエル２件のテーマについては、前倒し事
後評価を行った。 
 また、インダストリー４．０を国家戦略
プロジェクトとし、技術革新に注力してい
るドイツとの協力関係構築に向けて、平成
２９年３月にドイツ連邦経済エネルギー
省（ＢＭＷｉ）と「研究・開発及びイノベ
ーションに関わる相互協力に係る共同声
明」に調印。これに基づき平成２９年度か
らはフランス、イスラエルにドイツも加え
た３ヶ国に対象国を拡大するとともに、公
募を開始し、計４件のテーマを採択した。 

＜自己評価の根拠＞ 
●国際共同事業（コファンド事業）について、
イスラエル、フランス、ドイツで計４件採
択し、日本企業と海外企業のオープンイノ
ベーションを推進。 

 

  また、海外機関との国際
連携を図り、双方にとって
のＷｉｎ－Ｗｉｎの関係
を構築するため、我が国と
相手国双方の利益に結び
付く可能性のある技術等
について、その有効性を十
分検証した上で、情報交換
協定などの協力関係を構
築する。その際、意図せざ
る技術流出の防止の強化
を図る観点から、機構の事
業の実施者の成果の取扱
いについての仕組みの整
備等に努めるものとする。 

 － 平成２９年度においては、事業に係る協
力協定を８件、情報交換等の包括的な協力
協定を５件締結した。 
 ブリヤート共和国政府とは、日露首脳会
談で議論されている８項目の協力プラン
の｢都市作り｣に沿った先進的環境適合廃
棄物処理システムにおける協力の促進に
係る意向表明書を締結し、サハ共和国政府
とは、平成２９年９月に風力発電システム
を含むエネルギーインフラ実証の実現に
向けた意向表明書を締結した。平成３０年
２月には事業の具体的な実施合意書に署
名し、ロシア連邦との関係構築と、着実に
実証事業を推進した。 
 中国の国家発展改革委員会と平成２９
年１２月にエネルギー・環境分野の協力の
深化に向けた協定を締結し、人的交流の促
進など双方Ｗｉｎ－Ｗｉｎとなるよう
な取組を進めることで合意した。 
 平成２９年１２月にはウルグアイとロ
ボット技術を中心とした技術協力協定を
締結し、今後情報交換などを行っていくこ
とで合意した。 
 平成３０年１月には米国の代表的な研
究機関である国立標準技術研究所(ＮＩＳ
Ｔ)と災害対応のロボット技術を中心とし

●事業系に係る協力協定を８件、情報交換等
の包括的な協力協定を５件締結。 

 
●米国の代表的な研究機関である国立標準
技術研究所(ＮＩＳＴ)と災害対応のロボ
ット技術を中心とした技術協力協定を締
結。 
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た技術協力協定を締結した。 
 また、オーストリアのウィーンで開催さ
れた「Vienna Energy Forum（ＶＥＦ）2017」
に参加し、国際連合工業開発機関（ＵＮＩ
ＤＯ）とサイドイベントを共催、昨年協力
関係を構築したチェコ技術庁(ＴＡＣＲ)
が開催する年次イベントにおいて基調講
演を行う等、国際的な場においてエネルギ
ー問題の解決に向けたＮＥＤＯの取組を
発信すると共に、海外機関との協力関係構
築に努めた。 

 
 
 
 
 
 
 
以上の内容を踏まえ、着実な業務運営がな

されていることから、本項目の自己評価をＢ
とした。 
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様式２－１－４－１ 国立研究開発法人 年度評価 項目別評価調書（研究開発成果の最大化その他業務の質の向上に関する事項）様式 

Ⅰ（オ）技術開発成果の事業化支援 

３．中長期目標、中長期計画、年度計画、主な評価軸、業務実績等、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標 中長期計画 年度計画 主な評価軸（評価の視

点）、指標等 

法人の業務実績等・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 

      ＜自己評価＞ Ａ 評定  

 ⑤ 技術開発成果の事業化
支援 
研究開発の成果の実用

化及びこれによるイノベ
ーションの創出を図るた
め、ＮＥＤＯの研究開発の
成果を事業活動において
活用しようとする者に対
する出資（金銭の出資を除
く。）並びに人的及び技術
的援助を行う。加えて、産
業革新機構など事業化促
進に資する機能を有する
外部機関と積極的に提携
することにより、技術開発
の成果の事業化を促進す
るものとする。 

（オ）技術開発成果の事業
化支援 
 研究開発の成果の実用
化及びこれによるイノベ
ーションの創出を図るた
め、機構の研究開発の成果
を事業活動において活用
しようとする者に対する
出資（金銭の出資を除く。）
並びに人的及び技術的援
助を行う。加えて、産業革
新機構など事業化促進に
資する機能を有する外部
機関と積極的に提携する
ことにより、技術開発の成
果の事業化を促進する。 

（オ）技術開発成果の事業化
支援 
研究開発の成果の実用化及

びこれによるイノベーション
の創出を図るため、機構の研
究開発の成果を事業活動にお
いて活用しようとする者の要
請を踏まえ出資（金銭の出資
を除く。）並びに人的及び技
術的援助に向けた取組を推進
する。加えて、産業革新機構
など事業化促進に資する機能
を有する外部機関と積極的に
提携することにより、技術開
発の成果の事業化を促進す
る。 

－ （オ）技術開発成果の事業化支援 
中堅・中小・ベンチャー企業に対する事

業化支援の一環として、金融機関への仲立
ちを行うことによる連携支援を実施した。
具体的には、資金需要のあるＮＥＤＯ事業
者を（株）産業革新機構（ＩＮＣＪ）や（株）
日本政策金融公庫（ＪＦＣ）への推薦を行
うことで、出資や融資の実行につなげビジ
ネス展開を後押し。平成２９年度はＩＮＣ
Ｊへピッチの実施を通して出資案件を１
１件、ＪＦＣへ融資案件を５件推薦。これ
までに推薦した案件のうち、平成２９年度
においてはＩＮＣＪから２件の出資、ＪＦ
Ｃから１件の融資が決定した。 

＜自己評価の根拠＞ 
●ＩＮＣＪへピッチの実施を通して出資案
件を１１件、ＪＦＣへ融資案件を５件推
薦。これまでに推薦した案件のうち、平成
２９年度においてはＩＮＣＪから２件の
出資、ＪＦＣから１件の融資が決定した。 

 

 技術開発の成果が速や
かに実用化・事業化につな
がるよう、ＮＥＤＯとして
事業者に対し、技術開発成
果を経営において有効に
活用するための効果的方
策（技術開発マネジメン
ト、テーマ選定、提携先の
選定、経営における活用に
向けた他の経営資源との
組み合わせ等）を提案する
など、技術経営力の強化に
関する助言を積極的に行
うものとする。 

技術開発の成果が速や
かに実用化・事業化につな
がるよう、機構として事業
者に対し、技術開発成果を
経営において有効に活用
するための効果的方策（技
術開発マネジメント、テー
マ選定、提携先の選定、経
営における活用に向けた
他の経営資源との組み合
わせ等）を提案するなど、
技術経営力の強化に関す
る助言を積極的に行う。 

 技術開発の成果が速やかに
実用化・事業化につながるよ
う、機構として事業者に対し、
技術開発成果を経営において
有効に活用するための効果的
方策を提案するなど、技術経
営力の強化に関する助言を積
極的に行う。また、中堅・中
小・ベンチャー企業が積極的
に海外市場に挑戦していくこ
とを支援するべく、「新輸出
大国コンソーシアム」の枠組
みを活用し独立行政法人日本
貿易振興機構（ＪＥＴＲＯ）
等との連携により採択した案
件について、海外への事業展
開を希望する事業者に対し海
外展示会への出展支援を行
う。 

－  技術開発の成果を速やかに実用化・事業
化につなげられるよう、提携先とのマッチ
ングが重要であることから、採択時には事
業者の代表との面談により事業終了後の
成果の事業化に向けた方向性を確認する
とともに、中間評価での有識者からの技術
面、事業化面での助言により、事業の方向
性を修正するなど、引き続き、実用化・事
業化に向けた取組を推進した。 
また、新輸出大国コンソーシアムの関連

施策として、ＪＥＴＲＯ等との連携におい
て、「平成２８年度中堅・中小企業への橋
渡し研究開発促進事業」にてコンソーシア
ム推薦案件として採択した計１７件の事
業を実施した。 

  

  実用化促進事業におい
て、特にイノベーションの
実現に資するものとして
実施する事業については、
事後評価等により得られ
た知見を基に、技術経営力
の強化に関する助言業務
の観点も踏まえ、事業実施
者に対して必要なアドバ
イスを行う。 

実用化促進事業において、
特にイノベーションの実現に
資するものとして実施する事
業については、事後評価等に
より得られた知見を基に、技
術経営力の強化に関する助言
業務の観点も踏まえ、事業実
施者に対して必要なアドバイ
スを行う。 

－ また、事業者の技術経営力の強化に向け
た業務の一環としての観点も踏まえつつ、
良質な技術シーズを発掘するため、機構の
事業に対する応募に係る相談対応を１０
回(１２８組)以上実施し、全国の公設試験
研究機関等での出張説明会（キャラバン活
動）を積極的に行った。 

  

   また、事業者の技術経営
力の強化に向けた業務の
一環としての観点も踏ま
えつつ、良質な技術シーズ
を発掘するため、機構の事
業に対する応募に係る相

 また、事業者の技術経営力
の強化に向けた業務の一環と
しての観点も踏まえつつ、良
質な技術シーズを発掘するた
め、機構の事業に対する応募
に係る相談対応を６回以上実

－    
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談対応を毎年度２回以上
実施する。 

施するとともに、全国の公設
試験研究機関等での出張説明
会（キャラバン活動）を積極
的に行う。 

 「標準化官民戦略」（平
成２６年５月１５日標準
化官民戦略会議決定）に基
づく「新市場創造型標準化
制度」の活用も含めた標準
化の推進により、市場や技
術の特性を踏まえ、技術開
発成果のＩＳＯ・ＩＥＣ等
の国際標準化やＪＩＳ化
を図るものとする。 

「標準化官民戦略」（平
成２６年５月１５日標準
化官民戦略会議決定）に基
づく「新市場創造型標準化
制度」の活用も含めた標準
化の推進により、市場や技
術の特性を踏まえ、技術開
発成果のＩＳＯ・ＩＥＣ等
の国際標準化やＪＩＳ化
を図る。 
具体的には、毎年度、年

度計画に以下の項目に関
する数値目標を設定し、そ
の達成を図る。 
・技術開発プロジェクトに

おける標準化に係る取
組を含んだ基本計画数 

・機構の事業におけるＩＳ
Ｏ・ＩＥＣ・ＪＩＳ等の
国内審議団体又はＩＳ
Ｏ・ＩＥＣ・ＪＩＳ等へ
の標準化に関する提案
件数 

「標準化官民戦略」（平成２６
年５月１５日標準化官民戦略
会議決定）に基づく「新市場
創造型標準化制度」の活用も
含めた技術開発実施中からの
標準化の推進により、市場や
技術の特性を踏まえ、技術開
発成果のＩＳＯ・ＩＥＣ等の
国際標準化やＪＩＳ化を図
る。 
具体的には、以下の項目に 

関する数値目標を設定し、そ
の達成を図る。 
・技術開発プロジェクトにお
ける標準化に係る取組を含ん
だ基本計画数：２５件程度 
・機構の事業におけるＩＳ
Ｏ・ＩＥＣ・ＪＩＳ等の国内
審議団体又はＩＳＯ・ＩＥ
Ｃ・ＪＩＳ等への標準化に関
する提案件数：５件程度 

－ ・技術開発プロジェクトにおける標準化に
係る取組を含んだ基本計画数：２９件 

・機構の事業におけるＩＳＯ・ＩＥＣ・Ｊ
ＩＳ等の国内審議団体又はＩＳＯ・ＩＥ
Ｃ・ＪＩＳ等への標準化に関する提案件
数：５件 

●「新市場創造型標準化制度」に採択された
プロジェクトの成果２件を含む、プロジェ
クトの成果に係る標準案を５件提案。 

 

 技術開発の成果をユー
ザーにサンプル提供し、そ
の評価結果から課題を抽
出するサンプルマッチン
グを行う等、技術開発の成
果のユーザー・市場・用途
の開拓に係る支援を行う
ものとする。 

技術開発期間中のみな
らず終了後も、技術開発の
成果のユーザー・市場・用
途の開拓に向けて、技術開
発の実施者を始め幅広く
産業界等に働きかけを行
うとともに、技術開発成果
をより多く、迅速に社会に
繋げるための成果普及事
業として、技術開発の成果
をユーザーにサンプル提
供し、その評価結果から課
題を抽出するサンプルマ
ッチング事業、プロジェク
ト成果を実使用に近い環
境で実証する成果実証事
業等を実施する。また、制
度面で技術開発成果の実
用化・事業化を阻害する課
題があれば、積極的に関係
機関に働きかける。事業で
得られた技術開発成果と
企業とのマッチングの場
を設け、成果の普及促進を
図る。 

技術開発期間中のみならず
終了後も、事業で得られた技
術開発の成果のユーザー・市
場・用途の開拓に向けて、オ
ープンイノベーション・ベン
チャー創造協議会等でのピッ
チイベントの機会を通じて技
術開発の実施者を始め幅広く
産業界等に働きかけを行うと
ともに、技術開発成果をより
多く、迅速に社会につなげる
ため展示会やマッチング会で
の成果発表機会を設け、製品
化に向けた連携が事業者と提
供企業間で実施できるよう努
める。また、制度面で技術開
発成果の実用化・事業化を阻
害する課題があれば、積極的
に関係機関に働きかける。 

－ 平成２９年度はオープンイノベーショ
ン・ベンチャー創造協議会でのピッチイベ
ント（９回実施、８８８名参加）等、マッ
チング会・ピッチイベントにおいて合計１
２４社が技術開発成果を発表し、合計１３
６件のマッチングを創出した。さらに、イ
ノベーション・ジャパンでは２４７件のマ
ッチングをアレンジした。また、海外事務
所と連携し、シリコンバレー及びバンコク
においてピッチイベントを開催する等、中
小・ベンチャー企業等の海外展開支援を行
った。 

●マッチングを目的とした展示会に合計で
３２５社が出展。共同研究への発展やサン
プル提供、情報交換など計１，８４０件の
マッチングをアレンジ。 

 



Ⅰ－1－34 

   ２０１５年に策定された
「ロボット新戦略」に基づき、
ロボットの研究開発及び社会
実装を加速させる機会とする
こと等を目的として、２０１
８年に「World Robot Summit」
（ロボット国際大会）のプレ
大会、２０２０年に同本大会
を開催すべく、開催に向けた
準備活動を展開する。具体的
には、大会に関する意思決定
を行うための実行委員会及び
その諮問会議を開催する。ま
た、競技大会の４つのカテゴ
リー（ものづくり、サービス、
インフラ・災害対応、ジュニ
ア）ごとに競技委員会を運営
して競技の詳細設計を進め、
適時、競技ルール等の周知を
行う。 

 ＷＲＳの開催に向けた準備については、
平成２９年度末までに６回の実行委員会
と１回の諮問会議を開催した。競技大会の
４つのカテゴリー（ものづくり、サービス、
インフラ・災害対応、ジュニア）ごとに競
技委員会を設置し、トライアルテストを運
営して競技の詳細設計を進め、２０１８年
の「World Robot Summit」（ロボット国際
大会）のプレ大会開催のための具体的な開
催形式・競技種目・競技ルールを決定した。
平成３０年１月に世耕経済産業大臣が平
成３０年の競技大会の参加者募集等につ
いて記者会見で発表。 

●平成３０年のＷＲＳの具体的な開催形式
を決定。さらに競技内容として４カテゴリ
ー全９種目を設定し、ルールや使用するプ
ラットフォームロボットを決定。 

 
●平成３０年１月、世耕経済産業大臣が、２
０１８年のＷＲＳの競技大会の参加者募
集等について記者会見で発表。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
以上の内容を踏まえ、顕著な成果が出てい

ることから、本項目の自己評価をＡとした。 
 

 

     
＜課題と対応＞※独立行政法人通則法第二十八条の四に基づく評価結果の反映状況 

平成２８年度評価における指摘事項 平成３０年度計画等への反映状況 

 
○２０２０年に開催されるワールドロボ
ットサミットの成功を期するべく、福
島イノベーション・コースト構想によ
り整備が進むロボットテストフィール
ドとの連携を一層推進すべきでない
か。 

（平成２９年度における取組・平成３０年度計画等への反映） 
○２０２０年に開催されるワールドロボットサミットのインフラ・
災害対応カテゴリーの競技の一部は、福島県南相馬市のロボット
テストフィールドで実施する予定であり、引き続きロボットテス
トフィールドとの連携を推進していく。 

 
 

○このような地域のイノベーションの促
進に貢献する取組について、地方の大
学、公設試験所等との連携の一層の活
性化方策を検討すべきでないか。 

○各地域におけるベンチャーの創出を促進するため、文部科学省が
実施する「次世代アントレプレナー育成事業（ＥＤＧＥ－ＮＥＸ
Ｔ）」参加の全国各地の大学プログラムとの連携を予定しており、
平成２９年度に実施された北海道大学とのプログラム連携を始め
として拡大していく予定。また、公益財団法人日本ニュービジネ
ス協議会連合会と連携し、地方での大企業、ＶＣ、地元企業との
出会いの場を提供する Connect!（徳島：平成 29年 10 月開催、名
古屋：平成 30年 7 月開催予定）の共催等、地域のイノベーション
促進に引き続き貢献していく。また、平成 30 年度 5月には九州大
学とも起業家支援に係る相互協力の覚書きを締結した。 

○NEDO Technology Commercialization Program（ＴＣＰ）では、平
成２８年度の北海道のＮｏ Ｍａｐｓとの連携を初めとして、平
成２９年度から広島大学や信州大学等の大学、山梨県や大阪府等
の自治体でのビジネスプランコンテストと連携を拡大しており、
後援及び審査員派遣等によりＴＣＰ予選として位置付けるなど、
地域案件の発掘等の連携を行っている。 

○地方大学等での有望シーズ発掘への取組として、ＮＥＤＯは公設
試や大学を橋渡し機関としてこれまでに１９０機関を確認した。
中小企業等と橋渡し研究機関が連携して実用化に向けた事業支援
を行うとともに、公設試での制度説明会を実施するなど連携を行
う。また、地方の公設試や大学等での制度紹介、個別相談を行う
キャラバン活動を通じ、地域の有望シーズ発掘に努める。 
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様式２－１－４－１ 国立研究開発法人 年度評価 項目別評価調書（研究開発成果の最大化その他業務の質の向上に関する事項）様式 

Ⅰ（カ）情報発信等の推進 

３．中長期目標、中長期計画、年度計画、主な評価軸、業務実績等、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中長期目標 中長期計画 年度計画 主な評価軸（評価の

視点）、指標等 

法人の業務実績等・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 

      ＜自己評価＞ Ｂ 評定  
 ⑥ 情報発信等の推進 

ＮＥＤＯがこれまで実施
してきている技術開発マネ
ジメントに係る成功事例を
幅広く選定し、積極的にＰ
Ｒを行うなど、産業界を含
め、国民全般に対し、ＮＥ
ＤＯの事業により得られた
具体的な技術開発成果の見
える化を図り、幅広いソリ
ューションの提供を行うこ
ととする。 
 その際、必要に応じ、英
語版を含む外国語版の媒体
を製作することにより、世
界への情報発信を行うもの
とする。 

（カ）情報発信等の推進 
機構の活動は、広く国

民、社会からの理解及び支
持を得ることが重要であ
ることから、機構の成果を
国民、社会へ還元する観点
から、展示会等において、
事業で得られた技術開発
成果を積極的に発表する
ことにより、また、機構が
これまで実施してきてい
る技術開発マネジメント
に係る成功事例を幅広く
選定し、積極的に情報発信
を行うことにより、産業界
を含め、国民全般に対し、
機構の事業により得られ
た具体的な技術開発成果
の見える化を図り、引き続
きわかりやすい情報の発
信、幅広いソリューション
の提供を行うこととする。
その際、必要に応じ、英語
版を含む外国語版の媒体
を製作することにより、世
界への情報発信を行う。 

（カ）情報発信等の推進 
機構の活動は、広く国民、

社会からの理解及び支持を得
ることが重要であることか
ら、機構の成果を国民、社会
へ還元する観点から、展示会
等において、事業で得られた
技術開発成果を積極的に発表
することにより、また、機構
がこれまで実施してきている
技術開発マネジメントに係る
成功事例を幅広く選定し、積
極的に情報発信を行うことに
より、産業界を含め、国民全
般に対し、機構の事業により
得られた具体的な技術開発成
果の見える化を図り、引き続
きわかりやすい情報の発信、
幅広いソリューションの提供
を行うこととする。その際、
必要に応じ、英語版を含む外
国語版の媒体を製作すること
により、世界への情報発信を
行う。 

－ （カ）情報発信等の推進 
 平成２９年度は、ＮＥＤＯプロジェクト
の成功事例を紹介するＷｅｂコンテンツ
「ＮＥＤＯ実用化ドキュメント」に新たに
７事例程度を選定し、平成３０年度の公開
を予定。加えて、新規掲載７事例の要約及
び過去事例の主題を掲載した冊子版（日本
語、英語）を作成し、総合案内及び展示会
等で配布した。 
 ＮＥＤＯがこれまで実施してきている
技術開発マネジメントに係る成功事例を
幅広く選定し、積極的にＰＲを行うなど、
産業界を含め、国民全般に対し、ＮＥＤＯ
の事業により得られた具体的な技術開発
成果の見える化を図り、幅広いソリューシ
ョンの提供を行うこととする。 
 世界への情報発信については、英語版
「ＦｏｃｕｓＮＥＤＯ」３件、ニュースリ
リース１５５件、「最近の動き」１０３件
の英語版作成を実施し、英語版Ｗｅｂサイ
トのコンテンツ充実を行った。 

＜自己評価の根拠＞ 
●「ＮＥＤＯ実用化ドキュメント」について、
平成２９年度は製品やプロセスだけでな
く、国際標準化・国際規格の発行に貢献し
た案件にも注目し、新たに７件を掲載。 

 

  また、特に産業界との関
係については、ＮＥＤＯの
認識を一層深めてもらうと
ともに、産業界のニーズや
経営方針を反映するため、
最高経営責任者（ＣＥＯ）
をはじめとする企業経営層
との一層の連携強化を図
り、技術開発成果の実用
化・事業化への取組強化へ
の働きかけを行うこととす
る。 

 特に、産業界との関係に
ついては、機構の認識を一
層深めてもらうとともに、
産業界のニーズや経営方
針を反映するため、最高経
営責任者（ＣＥＯ）をはじ
めとする企業経営層との
一層の連携強化を図り、終
了後のプロジェクトを引
き続き経営戦略に位置づ
けるよう技術開発成果の
実用化・事業化への取組強
化への働きかけを行う。 

特に、産業界との関係につ
いては、機構の認識を一層深
めてもらうとともに、産業界
のニーズや経営方針を反映す
るため、最高経営責任者（Ｃ
ＥＯ）をはじめとする企業経
営層との一層の連携強化を図
り、終了後のプロジェクトを
引き続き経営戦略に位置づけ
るよう技術開発成果の実用
化・事業化への取組強化への
働きかけを行う。 

－  可能な限り機構と委託先企業の経営層
が直接会い、組織レベルで事業を継続的に
実施することの確認を行った。また、平成
２９年度においては、機構の認識を一層深
めてもらうとともに、産業界のニーズや経
営方針を反映するため、最高経営責任者
（ＣＥＯ）をはじめとする企業経営層との
意見交換を事業実施中に１，４２１件実施
した。 
 代表者の見識に大きく左右されると考
えられる中小企業等については、事業者の
有益な情報の取得及び事業終了後の技術
開発成果の実用化・事業化の方針を確認す
るため、採択時点で事業所管部長等が当該
企業の代表者の面談を実施した。具体的に
は、平成２９年度の採択案件において計１
４８件の社長面談を実施した上で、採択を
決定するなど事業継続への事業者の取組
方針を確認した。 

  

  （ⅰ）国民へのわかりやす
い成果の情報発信、提供の
ため、対象に応じた、成果
の映像、印刷物、ホームペ
ージ等の媒体の製作、提
供、成果発表会、展示会等
の開催及び出展等を行う。 

（ⅰ）広報誌として、技術開
発成果の最新情報や機構が取
り組む様々な活動の紹介など
をわかりやすく掲載した「Ｆ
ｏｃｕｓＮＥＤＯ」を４回発
行するとともに、英語版につ
いても作成する。 

－ （ⅰ）広報誌として、技術開発成果の最新
情報や機構が取り組む様々な活動の紹介
などをわかりやすく掲載した「Ｆｏｃｕｓ
ＮＥＤＯ」を４回発行した。また、平成２
８年度発行分も含め翻訳作業を行い、英語
版を３回発行した。 
 国民への情報発信及び国内外で実施す

●第２期中期計画最終年度（平成２４年度：
６９件）に比較し、ニュースリリースは
年々増加（平成２５年度：７５件、平成２
６年度：１０１件、平成２７年度：１４５
件、平成２８年度：１５６件、平成２９年
度：１７４件）しており、発信する情報量
を充実させている。 
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 特に、機構の最新の取組
等を紹介する機関誌につ
いては年４回以上発行す
るとともに、分野ごとのパ
ンフレットについては定
期的に更新する。これらの
媒体については、必要に応
じて英語版を含む外国語
版を作成する。 
 国民一般を対象とした
広報、情報発信について
は、特に、記者発表回数や
来場者１万人超の一般向
け展示会出展数を毎年度
現行水準以上とする。 
 我が国の次世代の技術
開発を担う小中学生を対
象とした広報、情報発信に
ついては、特に、科学技術
館の展示内容の充実を図
るとともに、子ども向け啓
発事業を毎年度３回以上
実施する。また、アンケー
ト等を通じてこれらの効
果について検証し、その結
果に応じて内容を見直す。 

国民への情報発信及び国内
外で実施する事業の社会的貢
献、意義を伝えるために、報
道機関に対し積極的アピール
を行うべく、各部門の技術開
発成果についてニュースリリ
ースを実施する。加えて、記
者会見や報道機関に対して実
際の研究内容又は研究現場を
公開して理解を深めてもらう
現場見学会を計１０回以上実
施する（うち３回以上を現場
見学会とする）。また、トップ
広報の一環として理事長等の
出席する記者懇談会を２回以
上実施する。さらに、機構が
取り組んできたエネルギー・
環境技術開発、産業技術開発
の社会への貢献を広く国民に
理解してもらえるよう、各種
成果報告会の開催、セミナ
ー・シンポジウムの開催、来
場者１万人超の展示会を中心
に出展等を行う。また、地域
において事業の成果や事業活
用事例等の紹介を行うため、
全国５か所でＮＥＤＯフォー
ラムを開催する。一般国民へ
の分かりやすく迅速な情報発
信として、ホームページのコ
ンテンツについて、随時アッ
プデートを行う。また、ニュ
ースリリース等の英文での発
信を積極的に実施するなど、
海外向けの英語コンテンツの
充実を図る。 
我が国の次世代の技術開発

を担う小中学生を対象とした
情報発信は、科学技術館等に
おいて積極的に展開するほ
か、小中学生向けのイベント
等、啓発事業を３回以上行う。 
 我が国の次世代の技術開発
を担う小中学生を対象とした
情報発信は、科学技術館等に
おいて積極的に展開するほ
か、小中学生向けのイベント
等、啓発事業を３回以上行う
とともに、新たにウェブ上に
「ＮＥＤＯ Ｃｈａｎｎｅｌ」
を設置し、新規で動画を１０
本以上公開する。 
受け手に分かりやすい情報

発信を行うよう引き続き広報
部から各部への業務支援等を
行い、機構全体での広報活動
の強化を図る。 

る事業の社会的貢献、意義を伝えるため
に、マスメディアに対し積極的アピールを
行うべく、各部門の技術開発成果等に関し
ては１７４件のニュースリリースと、３３
件の記者会見・現地見学会を実施した。ま
た、トップ広報の一環として理事長が出席
する記者懇談会を１回実施した。 
 さらに、機構の成果を国民、社会へ還元
する観点から、１１件の成果報告会、４７
件のセミナー・シンポジウムを開催し、来
場者１万人超の展示会に１６件出展を実
施した。その他にも、中小企業への機構の
事業の浸透を目的としたセミナー（地域版
ＮＥＤＯフォーラム）を全国５か所で開催
し、各地域における企業・大学等にＮＥＤ
Ｏの存在を示した。また、科学技術館での
常設展示については、所期の情報発信を達
成し、展示業務を終了した。 
子ども向け啓発事業としては、「経済産

業省子どもデー」、「さいわい子どもエコフ
ェア」、及び「科学とあそぶ幸せな一日」
においてソーラーカー工作教室を実施し
た。 
また、平成２９年７月に開催されたロシ

ア最大規模の産業総合博覧会「イノプロム
２０１７」に出展し、ＮＥＤＯがロシアで
進める、風力発電システム、交通信号シス
テム、廃棄物処理技術についてパネルで紹
介。電動車いす型ロボットや熱電併給設備
など、国内の最新技術も実物や模型を使っ
て展示した。 

 
●全国紙（日経、読売、朝日、毎日、産経）
への露出件数は前年度比で２４％増加す
るなど、情報発信の強化を実現。 

 
●平成２９年度に「NEDO Channel」を新規開
設し、新たに９０本の事業紹介動画等を作
成し公開するなど、情報発信を強化。 
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  （ⅱ）技術開発の成果を基
礎とした産業技術、エネル
ギー及び環境分野への貢
献（アウトカム）について
は、中長期な視野で様々な
事例とその幅広い波及効
果を収集、把握することに
努め、印刷物、ホームペー
ジ等により、毎年度、広く
情報発信を行う。 

（ⅱ）技術開発の成果を基礎
とした産業技術、エネルギー
及び環境分野への貢献（アウ
トカム）については、中長期
な視野で様々な事例とその幅
広い波及効果（経済的効果、
社会的便益、技術的波及効果
等）について、仮定やデータ
の根拠を明らかにしつつ収
集、把握することに努め、印
刷物、ホームページ等により、
広く情報発信を行う。 

－ （ⅱ）アウトカムについては、上市・製品
化した主要１１５製品に関する経済効果
（売上）や環境・省エネ効果（ＣＯ２排出
量削減効果、一次エネルギー削減効果）に
ついて、平成２８年度に試算した結果を、
機構ホームページを通じて情報発信を実
施。平成２９年度は試算対象となる製品の
精査を行うとともに、効果・便益に関する
新たな表現方法の検討を行い、多面的評価
における課題を抽出した。 
 

  

さらに、展示会等におい
て、技術開発成果を積極的
に発表することにより、企
業とのマッチングの場を設
け、成果の普及促進を図る
ものとする。 

（ⅲ）展示会等の企画、開
催、学会等との連携による
共同イベントの実施等を
通じ、事業で得られた技術
開発成果を積極的に発表
することにより、技術開発
成果と企業とのマッチン
グの場を設け、成果の普及
促進を図る。その際、成果
の公表等については、国民
への情報発信や学界での
建設的情報交換等の視点
と、知的財産の適切な取
得、国際標準化等その成果
の我が国経済活性化への
確実な貢献等の視点とに
留意するものとする。 

（ⅲ）展示会等の企画、開催、
政府の施策、学会等との連携
による共同イベントの実施等
を通じ、事業で得られた技術
開発成果を積極的に発表する
ことにより、技術開発成果と
企業とのマッチングの場を設
け、成果の普及促進を図る。
その際、成果の公表等につい
ては、国民への情報発信や学
界での建設的情報交換等の視
点と、知的財産の適切な取得、
国際標準化等その成果の我が
国経済活性化への確実な貢献
等の視点とに留意するものと
する。 

－ （ⅲ）「イノプロム２０１７」（平成２９年
７月）や「国際ロボット展」（平成２９年
１０月）等、大規模展示会を含め、計２０
件の展示会に出展し、広く取組や成果を紹
介した。また中小・ベンチャー企業等の成
果普及の一貫として、ビジネスマッチング
を目的とした「イノベーション・ジャパン
２０１７」（平成２９年８月）をＪＳＴと
共同で開催した。 

 

  

 （ⅳ）内外の技術開発マネ
ジメント機関との情報交
換を実施するとともに、イ
ノベーション、技術開発マ
ネジメント及びプロジェ
クト・マネジメント関係の
実践的研究発表として、セ
ミナー、学会、シンポジウ
ム、内外の学会誌、専門誌
等に機構自身として第３
期中期目標期間中に１０
０本以上の発表を行う。 

（ⅳ）内外の技術開発マネジ
メント機関との情報交換を実
施するとともに、イノベーシ
ョン、技術開発マネジメント
及びプロジェクト・マネジメ
ント関係の実践的研究発表と
して、セミナー、学会、シン
ポジウム、内外の学会誌、専
門誌等に機構自身として２０
本程度の発表を行う。 

－ （ⅳ）イノベーション、技術開発マネジメ
ント及びプロジェクト・マネジメント関係
の実践的研究発表として、セミナー、学会、
シンポジウム、内外の学会誌、専門誌等に
機構自身として２０本の発表を行った。 

●プロジェクトマネジメント手法や評価手
法、技術動向の把握手法等に関して独自に
分析を行い、その結果を世界的な評価関連
学会であるＡＥＡ（American Evaluation 
Association）での発表を始めとして、研
究開発マネジメント関連学会等において
２０本発表。 

 
●他法人より先駆けて、追跡踏査をはじめと
する一部のデータを大学の研究者と共有
し、マネジメント等に係る研究活動の実施
が認められ、研究・イノベーション学会か
ら学会賞を受賞。 

 

  （ⅴ）これまでに蓄積され
た技術開発プロジェクト
の実施体制等の決定にお
ける採択審査委員会、プロ
ジェクトの途中及び事後
における評価委員会等を
通じた産業界、学術界等の
外部の専門家・有識者との
関係やその他の関係各方
面とのネットワークを活
用し、技術経営力の強化を
テーマとしたシンポジウ
ム等を毎年度１回以上開
催すること等により、その
知見を産業界等に発信す
る。また、技術経営力に関
する産業界、学術界等の外
部の専門家・有識者のネッ
トワークを構築し、このネ

（ⅴ）これまでに蓄積された
技術開発プロジェクトの実施
体制等の決定における採択審
査委員会、プロジェクトの途
中及び事後における評価委員
会等を通じた産業界、学術界
等の外部の専門家・有識者と
の関係やその他の関係各方面
とのネットワークを活用し、
技術経営力の強化をテーマと
したシンポジウム等を１回以
上開催すること等により、そ
の知見を産業界等に発信す
る。また、技術経営力に関す
る産業界、学術界等の外部の
専門家・有識者のネットワー
クを構築し、このネットワー
クを活用しつつ技術経営力に
関する知見を深化させ、その

－ （ⅴ）ＮＥＤＯが主催した展示会「イノベ
ーション・ジャパン２０１７」において、
ＮＥＤＯセミナー「グローバル・ベンチャ
ーへの挑戦」を実施し、オープンイノベー
ション推進の啓発・普及を行った。 
 また、技術戦略研究センターが産業技術
分野やエネルギー・環境技術分野の技術動
向等についてまとめたレポート「ＴＳＣ 
Ｆｏｒｅｓｉｇｈｔ」を刊行した（平成２
９年度は３件をＮＥＤＯウェブサイトで
公開中）。「ＴＳＣ Ｆｏｒｅｓｉｇｈｔ」
の公表に伴い、平成２９年度は「ＩｏＴソ
フトウェア、超分散エネルギーシステム、
電力貯蔵」、「バイオマスからの化学品製
造、次世代バイオ燃料、生物機能を利用し
たデバイス」、「人工知能×食品、構造材料、
計測分析機器」をテーマにした「ＴＳＣ 
Ｆｏｒｅｓｉｇｈｔセミナー」を計３回開
催した（参加者８９２名）。 

●平成２９年度は９分野の「ＴＳＣ Ｆｏｒ
ｅｓｉｇｈｔ」を公表。 各界を代表する
計３３名の有識者を迎えて、「ＴＳＣ Ｆ
ｏｒｅｓｉｇｈｔセミナー」を３回開催
し、約９００名が参加。第３回では、同時
に報道記者への説明会も実施。 
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ットワークを活用しつつ
技術経営力に関する知見
を深化させ、その成果を産
業界に発信する。技術開発
マネジメントのノウハウ
等の成果を、社会人向け公
開講座等を活用して、企業
の技術開発部門や企画部
門の担当者等に発信する。 

成果を産業界に発信する。技
術開発マネジメントのノウハ
ウ等の成果を、社会人向け公
開講座等を活用して、企業の
技術開発部門や企画部門の担
当者等に発信する。 

 これらの取組を通じ、産業界、学術界等
との情報交換等により構築した外部の専
門家・有識者とのネットワークを深化、拡
大し、機構の技術開発マネジメントに活用
した。 
 また、「ＮＥＤＯプロジェクトを核とし
た人材育成、産学連携等の総合的展開」に
おいて、１講座を実施することで、技術開
発マネジメントのノウハウ等の成果を、企
業の技術開発部門や企画部門の担当者等
に発信した。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
以上の内容を踏まえ、着実な業務運営がな

されていることから、本項目の自己評価をＢ
とした。 
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様式２－１－４－１ 国立研究開発法人 年度評価 項目別評価調書（研究開発成果の最大化その他業務の質の向上に関する事項）様式 

Ⅰ（キ）人材の流動化、育成 

３．中長期目標、中長期計画、年度計画、主な評価軸、業務実績等、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中長期目標 中長期計画 年度計画 主な評価軸（評価の

視点）、指標等 

法人の業務実績等・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 

      ＜自己評価＞ Ｂ 評定  
 ⑦ 人材の流動化促進、育成 

技術開発マネジメントに
ついて、内部人材の育成を
図るとともに、プロジェク
ト管理等に係る透明性を十
分に確保した上で、一定の
実務経験を有する優秀な人
材など、外部人材の中途採
用等を毎年度実施し、人材
の流動化を促進することに
より、ＮＥＤＯのマネジメ
ント能力の底上げを図るも
のとする。 

（キ）人材の流動化促進、
育成 

技術開発マネジメント
について、内部人材の育成
を図るとともに、プロジェ
クト管理等に係る透明性
を十分に確保した上で、一
定の実務経験を有する優
秀な人材など、外部人材の
中途採用等を毎年度実施
し、人材の流動化を促進す
ることにより、機構のマネ
ジメント能力の底上げを
図る。 

（キ）人材の流動化促進、育
成 
 技術開発マネジメントにつ
いて、研修等を通じて機構職
員の育成を図るとともに、プ
ロジェクト管理等に係る透明
性を十分に確保した上で、一
定の実務経験を有する外部人
材を中途採用等を通じて確保
する。 

－ （キ）人材の流動化促進、育成 
 技術開発マネジメントに関して、研修等
を通じて内部人材の育成を図るとともに、
企業や大学での実務経験を有する外部人
材を、プロジェクトの企画・運営等を担う
者として、計１０名を中途採用した。 

＜自己評価の根拠＞ 
  

 

 また、民間企業や大学等
の技術開発における中核的
人材として活躍しイノベー
ションの実現に貢献するＰ
Ｍ人材の育成を図るため、
将来のＰＭ人材の候補を採
用して多様な実践経験を積
ませることや、民間企業・
大学・ＮＥＤＯを含む研究
開発法人においてすでに技
術開発マネジメントの実績
を有する人材を積極登用す
るなど、ＰＭ人材のキャリ
アパスの確立に貢献するも
のとする。 

民間企業や大学等の技
術開発において中核的人
材として活躍しイノベー
ションの実現に貢献する
ＰＭ人材の育成を図るた
め、将来のＰＭ人材の候補
を受け入れて多様な実践
経験の場を提供する役割
を果たすことや、民間企
業・大学・ＮＥＤＯ等の研
究開発法人において既に
技術開発マネジメントの
実績を有する人材を積極
登用するなど、そのキャリ
アパスの確立に貢献する。 

具体的には、民間企業、
大学、公的研究機関等の関
係機関とのクロスアポイ
ントメント制度の活用を
含め、広くＰＭ人材及びそ
の候補を募ることを通じ、
積極的に人材登用を進め
る。加えて、ＰＭ人材とし
て、研究開発が事業化され
るまでの一連のプロセス
に含まれる多様な段階で
の経験を積ませるととも
に、当該人材の育成を目的
とした内部研修等の充実
を図ることで、我が国にお
けるＰＭ人材の育成に係
る中核的機関を目指す。 

民間企業や大学等の技術開
発において中核的人材として
活躍しイノベーションの実現
に貢献するＰＭ人材の育成を
図るため、民間企業、大学、
公的研究機関等の関係機関と
のクロスアポイントメント制
度の活用を含め、将来のＰＭ
人材の候補等を登用する。ま
た、当該人材の育成のため、
研修を８回以上実施する。 

－  民間企業や大学等の技術開発において
中核的人材として活躍しイノベーション
の実現に貢献するＰＭ人材の育成を図る
ため、民間企業・大学・研究開発法人等か
ら２９２名（うち、クロスアポイントメン
ト制度適用者３名）を受け入れた。 
 機構と相手先機関の双方で活躍できる
環境を整備することで、新たなイノベーシ
ョンを創出するため、クロスアポイントメ
ント制度を引き続き実施し、３名について
制度を適用した。 
また、プロジェクトマネジメント力強化

のための「プロジェクトマネージャー育成
講座」（１５講座）を実施し、昨年度の実
施を踏まえより効果的なプログラムとな
るように一部を再構成した。これにより、
受講者アンケートにおいても「今後の業務
に役立つ」との回答が上昇し、のべ約５０
０名のＮＥＤＯ職員が参加した。 

●平成２９年度も引き続きＰＭ育成講座を
実施。全１５回の講義を開催し、延べ約５
００名の職員が参加。「ＮＥＤＯ研究開発
マネジメントガイドライン新訂第１版」の
活用も促進。ベンチャー企業を支援する人
材の育成事業とも連携し、初めて外部から
の受講生受入れを実施。外部人材の育成に
も貢献。 
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  また、民間企業や大学等
において中核的人材とし
て活躍し、イノベーション
の実現に貢献する技術者
の養成事業の質的強化を
図る。具体的には、産業技
術の将来を担う創造性豊
かな技術者、研究者を機構
の技術開発プロジェクト
や公的研究機関等の最先
端の研究現場において技
術開発等に携わらせるこ
と及び大学等の研究者へ
の支援をすることにより
人材を育成するとともに、
機構の技術開発プロジェ
クトに併設するＮＥＤＯ
特別講座について効率的、
効果的な実施方法の工夫
を図りつつ実施する。 

これらの活動を通じ、民
間企業や大学等において
中核的人材として活躍す
る技術者を、高齢化の進展
状況、政府予算の状況その
他適当な条件を加味した
上で、第２期中期目標期間
と同等程度養成する。 

また、民間企業や大学等に
おいて中核的人材として活躍
し、イノベーションの実現に
貢献する技術者の養成事業の
質的強化を図る。具体的には、
産業技術の将来を担う創造性
豊かな技術者、研究者を機構
の技術開発プロジェクトや公
的研究機関等の最先端の研究
現場において技術開発等に携
わらせること及び大学等の研
究者への支援をすることによ
り人材を育成する。加えて、
大学等が研究の中核として、
新しい産業技術を生み出しつ
つあるプロジェクトを対象と
し、大学等に拠点を設けて人
材育成、人的交流事業等を展
開する「ＮＥＤＯ特別講座」
について効率的、効果的な実
施方法の工夫を図りつつ実施
する。 
これらの活動を通じ、民間

企業や大学等において中核的
人材として活躍する技術者
を、高齢化の進展状況、政府
予算の状況その他適当な条件
を加味した上で、第２期中期
目標期間と同等程度養成す
る。 

－ ２講座３拠点において「ＮＥＤＯ特別講
座」を実施。うち１講座２拠点は平成２９
年７月から実施（実データで学ぶ人工知能
講座）。社会的関心・人材育成の需要の高
いロボット及びＡＩ分野の講座を開設。延
べ７３回講義し、４０４名が受講し、実技
を取り入れた質の高い授業を行った。 
 民間企業や大学等において中核的人材
として活躍し、イノベーションの実現に貢
献する若手研究者を養成。平成２９年度は
１，５０３人の若手研究者を養成し、第３
期中長期計画における目標（第２期中期計
画と同等程度）を達成。 

●平成２９年度は２講座３拠点において「Ｎ
ＥＤＯ特別講座」を実施。ＡＩ分野の講座
を新規開設し、急務となっている人材育成
に対応。２講座で、延べ７３回講義を行い、
４０４名が受講。実技を取り入れた質の高
い授業を実施。 

 
●平成２９年度は１，５０３人の若手研究者
を養成。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上の内容を踏まえ、着実な業務運営がな
されていることから、本項目の自己評価をＢ
とした。 
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様式２－１－４－１ 国立研究開発法人 年度評価 項目別評価調書（研究開発成果の最大化その他業務の質の向上に関する事項）様式 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ－２ 技術分野ごとの目標 

関連する政策・施策 － 当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第１５条 

当該項目の重要度、難易

度 

－ 関連する研究開発評価、政策

評価・行政事業レビュー 

０３９７国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構一般管理費 

０４０４国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構一般管理費

（エネルギー需給勘定） 

 

２．主要な経年データ 

 ① 主な参考指標情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

  基準値等 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度   ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 

－ － 

      
予算額（千円） 

 123,907,032

の内数 

 153,598,478

の内数 

 136,594,901

の内数 

 133,326,650

の内数 

 141,659,778

の内数 

－ － 

      
決算額（千円） 

  98,011,031

の内数 

 136,812,173

の内数 

 153,744,124

の内数 

 156,143,614

の内数 

 168,641,949

の内数 

－ － 
     

 
経常費用（千円） 

  98,259,557

の内数 

 136,858,535

の内数 

 153,670,307

の内数 

 156,028,110

の内数 

 168,564,376

の内数 

－ － 
     

 
経常利益（千円） 

  3,624,169

の内数 

  3,786,034

の内数 

  2,226,767

の内数 

  1,630,556

の内数 

  16,636,133

の内数 

－ － 
     

 行政サービス実

施コスト（千円） 

  93,996,323

の内数 

 134,568,343

の内数 

 148,504,321

の内数 

 156,427,389

の内数 

 163,145,855

の内数 

 － －       従事人員数 774 の内数 832 の内数 887 の内数 923 の内数 931 の内数 

注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 
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様式２－１－４－１ 国立研究開発法人 年度評価 項目別評価調書（研究開発成果の最大化その他業務の質の向上に関する事項）様式 

Ⅰ（ク）技術分野ごとの計画 （エネルギー分野） 

３．中長期目標、中長期計画、年度計画、主な評価軸、業務実績等、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標 中長期計画 年度計画 主な評価軸（評価の

視点）、指標等 

法人の業務実績等・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 

      ＜自己評価＞ Ａ 評定  

⑦ 技術分野ごとの目標 
ⅰ）新エネルギー分野 

平成２３年３月１１日に
発生した東日本大震災及び
東京電力福島第一原子力発
電所事故を受け、新エネル
ギーへの期待が高まってい
る。一方、大規模な新エネ
ルギーの導入を実現するた
めには、低コスト化、系統
安定化対策、立地制約、 

信頼性向上など様々な技
術的課題があり、これらを
確実に克服していくことが
必要である。また、新エネ
ルギー技術に係るイノベー
ションの促進及び産業競争
力の強化等に向け、以下の
取組を行うこととする。 

さらに、今後再生可能エ
ネルギーの市場の拡大が見
込まれる国々との間でパー
トナーシップの構築に向け
たネットワーク強化を図る
とともに、当該国・地域に
おける技術実証等を行うも
のとする。 

（ク）技術分野ごとの計画 
（ⅰ）新エネルギー分野 
平成２３年３月１１日

に発生した東日本大震災
及び東京電力福島第一原
子力発電所事故を受けて、
我が国のエネルギー政策
の見直しが行われており、
今後の日本のエネルギー
供給を支えるエネルギー
源として、新エネルギーへ
の期待が高まっている。政
府目標に掲げられる大規
模な新エネルギーの導入
を実現するためには、低コ
スト化、系統安定化対策、
立地制約、信頼性向上など
様々な技術的課題があり、
これらを確実に克服して
いくことが必要である。 
エネルギーセキュリテ

ィ、環境制約、経済成長、
安全・安心の全てを両立す
るエネルギーシステムを
構築していくためには、エ
ネルギー技術における更
なるイノベーションの進
展が重要になる。そのため
には、エネルギーシステム
にパラダイム・シフトをも
たらすような革新的なエ
ネルギー技術の開発を進
める必要がある。また、そ
のような技術開発は、我が
国の新エネルギー技術の
産業競争力を強化する上
でも重要である。 
新しいエネルギー技術

の社会への普及を進める
上で、技術開発のみなら
ず、技術の標準化や規制の
適正化についても適切に
取組んでいくことが必要
であり、導入・普及施策と
も相まって着実に社会実
装を進めていくことが重
要である。さらには、我が
国の優れた新エネルギー
技術を広く世界に広めて
いく観点から、戦略的な国
際協力を展開する。 

（ⅰ）新エネルギー分野 
 

－ （ⅰ）新エネルギー分野 
 

＜自己評価の根拠＞ 
 
 

 



Ⅰ－2－3 

 ａ．太陽光発電 
太陽光発電の大量導入に

向け、長期的に太陽光発電
の発電コストを基幹電源 
並みに低減させるため、低
コスト化に係る技術開発及
び太陽光発電の導入拡大の
障害となっている要因を分
析し、導入ポテンシャルの
拡大に貢献する技術開発等
を行うものとする。また、
技術の差別化による競争力
強化、高付加価値化による
用途拡大・新たなビジネス
創出を図るための取組を行
うこととする。さらに、諸
外国の関係機関との間で戦
略的な提携関係を構築し、
人材育成、共同技術開発、
実証事業、情報交換等多様
なツールを活用して支援す
ることとする。 

（ａ）太陽光発電 
太陽光発電は資源ポテ

ンシャルが大きく、また設
置のリードタイムが短い
ことから、今後大量導入が
期待されている。また、我
が国電機・電子産業の技術
的蓄積が活かされる技術
領域である。 
一方、太陽光発電の大量

導入に向けては、高い発電
コスト、立地制約、リサイ
クル等様々な技術的課題
があり、これらを克服して
いくことが必要である。ま
た、海外企業による生産規
模の拡大と、それに伴う市
況の低迷により、国際的な
競争が激化しており、技術
の差別化による競争力強
化、高付加価値化による用
途拡大、新たなビジネス創
出が求められている。今後
は我が国技術の海外市場
への展開が必要となって
いる。 
第３期中期目標期間に

おいては、導入目標の達成
に向けた技術課題の克服
として、長期的に太陽光発
電の発電コストを基幹電
源並みに低減させるため、
システム構成やコスト構
造に留意して、変換効率の
向上を含めた低コスト化
に係る技術開発を行う。ま
た、太陽光発電の導入拡大
の障害となっている要因
を分析し、立地制約を解消
していくため、導入ポテン
シャルの拡大に貢献する
技術開発を行う。 
さらに、太陽光発電の大

量導入に伴い必要となる
太陽電池のリサイクルシ
ステムの確立に向け、必要
な技術開発を行い、また、
高信頼性等に関する標
準・規格の整備に資するデ
ータ取得等を行う。 
太陽光発電産業の競争

力強化については、２０３
０年以降に変換効率４
０％を達成するといった
飛躍的に高い変換効率、新
規用途の開拓など太陽電
池の付加価値を高め、新た
な市場開発につながる技
術開発を行うとともに、発
電事業への展開やサービ
ス産業との連携強化等の
川下展開支援のための技

１．太陽光発電システム効率
向上・維持管理技術開発プロ
ジェクト [平成２６年度～
平成３０年度] 
 太陽電池以外（ＢＯＳ）の
発電コスト低減を目的に、以
下の研究開発を実施する。ま
た、研究開発項目①について
は追加公募を行う。 

－ １．太陽光発電システム効率向上・維持
管理技術開発プロジェクト [平成２６
年度～平成３０年度] 
 太陽電池以外（ＢＯＳ）の発電コスト
低減を目的に、以下の研究開発を実施し
た。 
 

  

研究開発項目① 太陽光発電
システム効率向上技術の開発 
 パワーコンディショナ、架
台等の周辺機器の高機能化、
追尾・反射・冷却等の機能付
加により発電量を増加させる
技術開発、基礎・架台の施工
及び太陽電池モジュール取付
け技術の開発を実施する。 
（１）次世代長寿命・高効率
ＡＣモジュールの開発 
（２）低価格角度可変式架台
の開発による積雪時の発電効
率向上 
（３）高耐久軽量低コスト架
台開発と最適基礎構造適用研
究 
 

－ 研究開発項目① 太陽光発電システム
効率向上技術の開発 
（１）次世代長寿命・高効率ＡＣモジュ
ールの開発 
日陰ができる環境下におけるＡＣモ

ジュールの優位性（発電量の１０％以上
向上）の検証実験を開始した。実証サイ
トにおいて、従来型のＡＣモジュールを
使用した太陽光発電システムと従来型
の発電システムとの発電量の比較を行
った。現状の予備実験段階では、当初の
予想通り、ＡＣモジュールを使用したシ
ステムの方が１割程度発電量が多く得
られることが分かった。ＡＣモジュール
の長寿命化のため、有寿命部品である電
解コンデンサを使用しないアクティブ
バッファ回路を使用したインバータ回
路の検討を行った。また、このインバー
タを適用したＡＣモジュールを試作し、
寿命予測のための動作評価を開始した。 
（２）低価格角度可変式架台の開発によ
る積雪時の発電効率向上 
積雪地域で使われる一般的な角度固

定式架台と比べ、架台コストが１３％低
価格な手動式角度可変架台を開発した。
特に、重要な構成部品であるクランプ治
具では、耐候性樹脂製の固定治具を開発
し、回転軸部分及び連結部分の耐久性を
向上させた。この低価格角度可変式架台
を使用し、北海道及び山形の実証サイト
において年間を通じての発電量の検証
を行い、年３回の手動による角度可変
（１２月から４月は９０度、４月から８
月は１０度、９月から１１月は４０度）
によって、年間発電量が角度固定式に比
べて１０％以上増加することを確認し
た。以上の結果から発電コストを試算し
たところ１４．１円／ｋＷｈとなり、一
般的な積雪地域の架台１９．７円／ｋＷ
ｈと比較して２円／ｋＷｈ以上のコス
ト削減を確認した。本事業は以上の結果
により、ＢＯＳコスト全体の１０％以上
削減の目標を達成し、本年度で完了し
た。 
（３）高耐久軽量低コスト架台開発と最
適基礎構造適用研究 
地質調査による基礎構造と架台設計

の最適化においては、基礎を小口径鋼管
杭とした場合の調査を継続し知見を取
りまとめた。この基礎を使い、昨年度開
発した架台を元に、新しいＪＩＳ基準
（ＪＩＳ Ｃ ８９５５１１：２０１７）
に対応した新架台を開発した。また、施

 
 
●ガイドラインの設計事例の「電技解釈」への

反映により、適切な設計が行われていない例
もあった小規模太陽光発電システムに対し、
設計基準を明確化することで安全の確保を
進めた。また、水没実験等の実証へも取組を
開始し、更なるガイドラインの充実を図っ
た。 
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術開発を行う。 
加えて、我が国の新エネ

ルギー技術の海外展開を
積極的に後押しすべく、諸
外国の関係機関との間で
戦略的な提携関係を構築
し、人材育成、共同研究、
実証事業、情報交換等多様
なツールを活用して支援
する 

工方法も新基準に対応するように変更
し検証を行った。基礎・架台の長寿命化
のための腐食対策技術の開発では、大気
暴露試験に加え遮蔽試験も行うことで、
腐食性物質や流水部の有無等、環境に応
じた表面処理の使い分けが必要なこと
を見出した。また、杭の地際付近の腐食
メカニズムを調査し、一定程度の傾向と
対策を把握した。これらの結果を元に、
小口径鋼管杭基礎工法及び架台設計に
関する試験方法の提案を行った。本事業
は以上の結果により、最終目標を達成
し、本年度で完了した。 
（４）多雪地域用非常電源機能付き太陽
光発電システムの高効率化・低コスト化 
①多接地域の非常用電源機能付き技術
開発において、発熱体をモジュール背
面に取付け融雪（滑雪）する技術開発
を行った。積雪時の融雪（滑雪）状況
の把握と電流、電圧、日射計測、表面
温度、気象データ、発熱体への電流、
電圧などのデータ取得を開始した。融
雪（滑雪）を行う発熱体への使用電力
を抑えるため、スイッチのＯＮ、ＯＦ
Ｆとする基準値の選定を計測データ
から検討した。 

②最適なモジュール設置角度決定技術
において、モジュールの傾斜角度を１
０°、２０°、３０°、４０°に設置
し、各傾斜角度でのデータ取得及び比
較を開始した。 

③エネルギー自給自足マネージメント
技術の開発において、実験用模擬屋根
での発熱体の融雪（滑雪）データの取
得及び比較を開始し、発熱体にかかる
消費電力の算出を行った。 

④実証実験による効果の検証と最適解
の設定において、①～③の実証実験で
得られたデータを基に比較検証を行
い、近接する大町市アメダス観測デー
タを含め、人工知能（ＡＩ）を用いた
機械学習での最適な運転手法の割り
出しを開始した。 

（５）長寿命モジュール対応の低コスト
太陽光発電システムの開発、実証 
住宅屋根設置を志向した長寿命太陽電
池モジュールを利用した最適な低コス
ト架台、最適な低コスト施工技術の開発
において、架台の基本設計を行い、試作
及び施工確認までを実施し、ＢＯＳコス
ト面での目標（１０％以上削減）をクリ
アできる構造に目途をつけた。また、並
行して発電量向上を目指して、モジュー
ルの冷却技術、太陽光の有効利用技術の
検証を開始した。太陽電池モジュールの
温度上昇による発電効率低下を避ける
ため、送風による冷却で１２度下げるた
めには風量（ファン能力）が膨大となる
見込みのため、太陽電池アレイ面の清掃
や洗浄水の気化熱を活用する検討を開
始した。 
（６）内部反射型効率向上・規格化壁面
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設置太陽光発電システムの開発 
①屋内設置背面ガラス押さえ工法によ
る設置コストを削減する技術の開発
において、実証場所候補及び現実の壁
面設置型太陽光発電システムの設置
形態の調査を行い、屋内設置の工法検
討を行った。設置形態の検討のため、
採光型太陽電池モジュールの試作を
実施し、断熱材として機能することを
想定したＵ値評価を含め、建築物とし
て要求される各種性能等に関して評
価を行った。 

②背面ガラス設計による発電量を向上
させる技術の開発において、背面ガラ
スとして各種のＬｏｗ－Ｅガラス等
の光学特性を評価し、背面ガラスとし
て利用した時の発電量向上のための
最適設計について検討を行った。 

③外壁用規格化壁面設置工法による設
置コストを削減する技術の開発にお
いて、採光型太陽電池を建築物の外壁
部に適用した場合のフレーム構造並
びに配線構造を検討した。採光型太陽
電池の強度設計並びにフレーム構造
の強度設計の妥当性検証のためにシ
ミュレーションや荷重試験等での検
討を行った。 

（７）新建材一体型モジュール＋高耐久
化によるＢＯＳコストの削減 
新建材一体型太陽電池モジュールの

候補サイズを主に部材コスト、重量、割
付、周辺屋根材との納まりの観点で検討
し、３種類程度に絞り込み、ガラスサイ
ズの概要設計を完了した。また、サブモ
ジュール（ガラス＋セル封止）の２回の
試作を実施し、意匠評価と重量評価を実
施した。モジュール構造としては、フレ
ーム構造案を３案の概要設計を完了し、
設計、試作を実施し、防火予備試験、施
工評価試験を実施した。また、コストダ
ウンを目的とした部材限界設計のため、
３次元解析関連設備を導入し最適設計
を図り、発電量低下抑制を目的とした温
度測定用機器の導入も完了した。 

  研究開発項目② 太陽光発電
システム維持管理技術の開発 
 発電機器・設備の健全性の
自動診断や故障の回避、自動
修復等、発電システムの劣化
予防や長寿命化、人件費の削
減等に寄与するモニタリング
システム技術やメンテナンス
技術の開発を実施する。 
（１）次世代長寿命・高効率
パワーコンディショナの開発 
（２）ＨＥＭＳを用いたＰＶ
発電電力量の遠隔自動診断と
故障部位把握方法の開発 
 

 研究開発項目② 太陽光発電システム
維持管理技術の開発 
（１）次世代長寿命・高効率パワーコン
ディショナの開発 
設計寿命３０年のＰＣＳ実現に不可

欠な電解コンデンサの長寿命設計技術
を構築し、試作品を製作した。このコン
デンサと、平成２８年度に製作したＰＣ
Ｓ一次試作機の評価から得られた知見
や、これまでの開発で得られた要素技術
を盛り込み、ＰＣＳの二次試作機を設
計・製作した。評価の結果、このＰＣＳ
は最大変換効率９６．５％を達成した。
設計寿命３０年を実証するためのＰＣ
Ｓの長期信頼性評価試験方法として、収
集したさまざまな情報や試作機の評価
結果などを元に、一次案を作成した。妥
当性確認のため、この試験方法に従っ
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て、長期信頼性評価試験を開始した。 
（２）ＨＥＭＳを用いたＰＶ発電電力量
の遠隔自動診断の開発 
実証試験世帯の現場点検により、遠隔

診断システムの正解率を実証した。ま
た、発電性能履歴解析による自動判定ア
ルゴリズムを研究し、遠隔診断システム
へ実装して効果を確認した。「故障部位
把握方法の開発」については、ＩＶ測定
データ群の統計解析によるストリング
診断アルゴリズムを研究し、故障模擬実
験により発電性能２０％劣化モジュー
ルを含むストリングの検出に成功した。
またモジュール診断技術開発を行い、故
障模擬実験により発電性能２０％劣化
モジュールの検出に必要な日射条件を
特定した。 

  研究開発項目③ 太陽光発電
システム技術開発動向調査 
 国内外の技術開発動向、政
策動向、市場動向等について
調査を実施する。 
（１）太陽光発電システムの
コスト低減に関する技術開発
動向調査 
 

 研究開発項目③ 太陽光発電システム
技術開発動向調査 
（１）太陽光発電システムのコスト低減
に関する技術開発動向調査 
国内外における太陽光発電システム

の実態調査、国内外における最先端の太
陽光発電システム技術開発動向調査、海
外諸国の研究開発プログラム及び太陽
光発電システム普及施策、国内外の太陽
光発電関連企業の動向調査、国内外の太
陽光発電産業・市場動向に関する動向調
査等を実施した。また、ＰＶシステムコ
スト調査のため、国内では事業者へのア
ンケート、海外へはＷｅｂ文献及び在日
開発経験者に対するヒアリングを行っ
た。 

  

  研究開発項目④ 太陽光発電
システムの安全確保のための
実証 
 運用期間中の劣化や自然災
害に対しても安全を確保する
評価・設計手法を確立するた
め、太陽光発電システムの構
造安全・電気安全等の課題に
関する調査・研究・実証実験
等を実施し、耐久性等のデー
タを取得する。 
（１）太陽光発電設備の安全
化に関する実証試験及び研究 
（２）耐風安全性及び水害時
感電防止を考慮した合理的設
計手法の開発 
（３）太陽光発電システムの
災害被害の把握と火災防止の
ためのＢＰＤ回路故障調査 
 

 研究開発項目④ 太陽光発電システム
の安全確保のための実証 
（１）太陽光発電設備の安全化に関する
実証試験及び研究 
①太陽光発電設備の安全に関する実態
調査とリスク分析について、雪害及び
雷害を受けたメガソーラー４箇所の
現地調査及びヒヤリハット・インシデ
ント情報収集を実施し、現地点検手順
の素案の作成を行った。また、火災リ
スクを主対象とした確率論的安全評
価ツリーを構築し、発生影響をケース
スタディから定量評価した。 

②太陽光発電設備の積雪荷重に関する
実証試験について、北海道、山形県、
青森県において、積雪時のアレイの勾
配と軒先の沈降荷重との関係につい
て分析を開始した。また、太陽電池モ
ジュール上の積雪の状態と滑雪によ
る荷重の変化、モジュール裏面の温度
データとの相関についての分析を開
始した。 

③太陽電池モジュール内バイパス回路
の長期耐久性の検証について、バイパ
ス回路の屋外故障事例と屋内試験結
果の比較分析を行い、ダイオードの回
路との接点が長期耐久性を阻害する
要因の一つであることを明らかにし
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た。また、開発したバイパス回路の現
地検査技術が屋外で開放故障を検出
できることを実証した。 

④太陽光発電設備の電気安全性（火災危
険、感電危険）に関する研究について、
屋内外で地絡検出保護装置の試験設
備の構築を行った。 

⑤誘導雷が太陽光発電設備の健全性に
及ぼす影響に関する研究について、人
工誘導雷による逆方向電圧試験を行
い、発熱で故障する条件を確認した。
また、誘導雷によるバイパスダイオー
ドの短絡故障を放置すると開放故障
に至ることを明らかにした。 

（２）耐風安全性及び水害時感電防止を
考慮した合理的設計手法の開発 
①太陽光発電システムの耐風安全設計
に関する実証データを得る目的で杭
と架台の実証試験を実施した。実証実
験に関する検討委員会を３回開催し、
２０１８年度の設計ガイドライン改
訂のために結果の内容等を審議した。 

②水害時の太陽光発電システムの電気
安全に係る研究開発について、有識者
ヒアリング及び地元説明会（山梨県北
杜市）の意見等を参考に水没実験の計
画を策定し、１１月に単体実験及びシ
ステム実験により太陽光発電設備が
水没した場合の各機器から漏電状態
等の定量的な測定等を行った。 

（３）太陽光発電システムの災害被害の
把握と火災防止のためのＢＰＤ回路故
障調査 
①バイパスダイオード（ＢＰＤ）故障調
査において、主に住宅用太陽光発電シ
ステムの開放電圧、現地写真、ＢＰＤ
測定結果などのデータの収集を実施
し、これまで収集した故障事例・フィ
ールドデータをもとに、ガイドライン
作成に有効となるデータとしてまと
めた。 

②太陽光発電システムに係る災害時の
被害状況と現場対応状況の実態調査
において、熊本地震の激震地であった
上益城郡益城町４地区ほかにおける
外観及びヒアリングによるパネル被
害状況の確認を行った。本事業は、調
査の結果を踏まえ、太陽光発電ユーザ
ーやメーカー・業界等に対して、接続
箱やパワーコンディショナ、ブレーカ
（感震を含む）及び自立運転機能に関
する提言・提案を報告書としてとりま
とめ、本年度で完了した。 

 
 
 
 
 
 

   ２．太陽光発電リサイクル技
術開発プロジェクト [平成
２６年度～平成３０年度] 
 低コストのリサイクル処理
技術に加え、撤去・回収関連
技術等、使用済み太陽光発電
システムの適正処分を実現す
る技術を開発・実証し、また
使用済みの太陽電池モジュー

 ２．太陽光発電リサイクル技術開発プロ
ジェクト 
低コストのリサイクル処理技術に加

え、撤去・回収関連技術等、使用済み太
陽光発電システムの適正処分を実現す
る技術を開発・実証し、また使用済みの
太陽電池モジュールをリユースするた
めの技術を開発し、リサイクルに関する
社会システム構築に貢献することを目
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ルをリユースするための技術
を開発し、リサイクルに関す
る社会システム構築に貢献す
ることを目的に、以下の研究
開発を実施する 

的に、以下の研究開発を実施した。 

   研究開発項目① 低コスト撤
去・回収・分別技術調査 
平成２６年度終了。 

 研究開発項目① 低コスト撤去・回収・
分別技術調査 
平成２６年度終了。 

  

   研究開発項目② 低コスト分
解処理技術ＦＳ（開発） 
平成２６年度終了。 

 研究開発項目② 低コスト分解処理技
術ＦＳ（開発） 
平成２６年度終了。 

  

   研究開発項目③ 低コスト分
解処理技術実証 
 技術が確立した低コスト分
解処理技術の早期実用化を実
現するために、目標分解処理
コストの達成目処や十分なコ
スト低減効果が確認された技
術については、コスト低減効
果を実証する。 
（１）結晶シリコン太陽電池
モジュールのリサイクル技術
実証 
（２）ウェット法による結晶
系太陽電池モジュールの高度
リサイクル技術実証 
（３）ホットナイフ分離法に
よるガラスと金属の完全リサ
イクル技術開発 
（４）合わせガラス型太陽電
池の低コスト分解処理技術実
証 
（５）ＰＶシステム低コスト
汎用リサイクル処理手法に関
する研究開発 
 

 研究開発項目③ 低コスト分解処理技
術実証 
（１）結晶シリコン太陽電池モジュール
のリサイクル技術実証 
可搬型蛍光Ｘ線分析装置を組み込ん

だ搬送設備を製作した。各装置間を繋ぐ
吸着を用いた搬送機器の設計・製作を行
い、試作プラントのライン化工事を行っ
た。併せて防音壁等の環境対策や安全対
策を行い適切な作業環境を整えた。試作
プラントのライン化を行った後、太陽電
池パネルの処理（２，５００枚程度）を
行い、回収物の評価等も含め稼働評価を
行った。 
（２）ウェット法による結晶系太陽電池
モジュールの高度リサイクル技術実証 
平成２８年度で終了。 

（３）ホットナイフ分離法によるガラス
と金属の完全リサイクル技術開発 
最終目標の処理コストを達成するた

めには、ガラス分離装置の刃物コスト削
減が重要であるため、刃物の材質や形状
を変更し、パネル１，０００枚以上を使
用し、耐久性向上のための評価試験を行
った。また、刃物を２枚刃に改造するこ
とで、ガラス側のＥＶＡ残膜厚０．１ｍ
ｍ以下を目標とし、課題であった継続的
に安定したガラスカレットの売却に向
けて開発を実施した。 
（４）合わせガラス型太陽電池の低コス
ト分解処理技術実証 
コスト設計の観点から、利材の品質と

想定価格を詳細に調査し、実施プロセス
にフィードバックをかけた。基板ガラス
とカバーガラスの解体については、従来
から検討していたプロセスタクト時間
に加え、カバーガラスＥＶＡの残存量を
制御する開発を進め、ガラスカレット業
者が受け入れられる品質を達成すべく
検討した。ＥＶＡ及びＣＩＳの剥離及び
回収プロセスでは、非鉄金属リサイクル
業者と連携を進め、ＣＩＳの回収形態を
見直し、プロセスコストと回収形態のマ
ッチング検討を進めた。また、試作プラ
ントを完成し安定稼働を確認し、上記の
プロセス条件検討及びビーカーレベル
とのスケーリングファクターを検討し
た。 
（５）ＰＶシステム低コスト汎用リサイ
クル処理手法に関する研究開発 

●将来の大量廃棄が懸念される太陽電池モジ
ュールのリサイクル処理技術を確立するこ
とでリサイクルシステム構築に貢献。また、
開発した技術の一つ、低コスト汎用処理プラ
ントは基本計画の目標を前倒して平成３０
年度の実用化を予定。 
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ＣＩＳモジュールを用いた２４時間
体制での連続処理試験を実施し、平成２
９年７月～１１月までに、約１０，００
０枚の処理を完了した。連続処理試験で
判明したＥＶＡ熱処理装置及びＣＩＳ
膜除去装置に耐久性不足箇所について
は、改造を実施し、継続して耐久性を確
認した。また、作業効率向上の為、アル
ミ枠解体工程におけるモジュールのパ
レット積み付け位置ズレの自動補正機
能の追加や、ＥＶＡ熱処理工程における
バックシート回収効率向上対策を実施
した。本事業は以上の結果により、量産
処理時におけるリサイクル処理コスト
の最終目標を達成し、平成２９年度で完
了した。 

   研究開発項目④ 太陽光発電
リサイクル動向調査 
 国内外の技術、普及、政策
等の動向、実施事例等につい
て調査を実施する。 
（１）太陽光発電リサイクル
における国内外動向及び評価
手法に関する調査 
（２）太陽光発電リサイクル
に関する国内動向調査、分析
調査及び排出量予測 
 

 研究開発項目④ 太陽光発電リサイク
ル動向調査 
（１）太陽光発電リサイクルにおける国
内外動向及び評価手法に関する調査 
ＩＥＡ ＰＶＰＳタスク１２専門家会

議や太陽光発電国際会議への参加、専門
家へのヒアリング等を通じ、海外におけ
る太陽電池モジュールリサイクルの動
向について情報を収集し、海外で実施さ
れているモジュールリサイクル技術開
発の動向を整理した。また、ＩＥＡ Ｐ
ＶＰＳタスク１２を通じた情報発信と
し て 「 End-of-Life Management of 
Photovoltaic Panels:Trends in PV 
Module Recycling Technologies」を取
りまとめるとともに、国際会議等におけ
る発表を行った。検討してきた太陽電池
モジュールリサイクル技術の評価手法
に基づき、現在実施されている研究開発
テーマを対象とし、評価に必要となるデ
ータの収集及び一次評価を行い、評価上
の課題を把握した。 
（２）太陽光発電リサイクルに関する国
内動向調査、分析調査及び排出量予測 
国内における技術開発動向・政策動

向・実施事例のフォローアップを実施
し、各動向について俯瞰的な整理を行っ
た。また、災害等で発生した使用済太陽
電池モジュールの排出・処分実態につい
て文献調査等に基づき情報収集・整理を
行った。昨年度に整理した導入量データ
の更新・拡充を行い、都道府県別・モジ
ュール種類別導入量推計について検討
した。また、昨年度に実施した排出量推
計について、パラメータ設定の変更及び
推計結果の説明方法について検討した。
加えて、有識者及び関連事業者等から構
成される委員会の運営支援を行った。 

  

   研究開発項目⑤ 使用済み太
陽電池モジュールの低コスト
リユース技術の開発 
 使用済み太陽電池モジュー
ルを低コストにリユースでき
る技術の開発を行う。 
（１）使用済み太陽電池モジ

 研究開発項目⑤ 使用済み太陽電池モジ
ュールの低コストリユース技術の開発 
（１）使用済み太陽電池モジュールの低
コスト修復技術の開発 
修復技術Ⅰ（故障ＢＰＤの交換）では、

端子ボックスを分解してＢＰＤを交換
する方法を実験によって確立し、６０セ
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ュールの低コスト修復技術の
開発 
（２）On-Site でのリユース
モジュール分別技術の開発 
 

ルモジュールの補修結果が健全である
ことを、ダークＩ－Ｖ測定（ＢＰＤ断線
故障の場合）及びＥＬ検査（ＢＰＤ短絡
故障の場合）によって確認した。修復技
術Ⅱ（バックシート損傷部位の補修）で
は、４セルモジュールを用いて補修を実
施し、ＤＨ１０００及びＴＣ５０の合格
を確認した。修復技術Ⅲ（故障セルの交
換）では、４セルモジュールを用いて、
封止材としてＥＶＡを適用する補修方
法（ＥＶＡ法）を開発した。局所ラミネ
ータを用いて実施したところ、耐候性試
験前のＥＬ検査でセルにマイクロクラ
ックが発生することが判明し、この方法
の適用を断念した。封止材として透明Ｒ
ＴＶを適用する補修方法（ＲＴＶ法）に
ついては、ＤＨ１０００、ＴＣ５０後に
透明ＲＴＶとガラス間に剥離（甚だしい
場合は、これに起因する白濁）が観察さ
れたが、適切なＲＴＶの選定によってこ
の問題を解決し、補修後モジュールのＤ
Ｈ１０００及びＴＣ５０の合格を確認
した。分別ラインの自動化については、
モジュール洗浄工程及びＥＬ検査工程
にオンサイト機器を導入することを主
たるコスト低減策とした設計を推進し
た。本事業は以上の結果により最終目標
を達成し、平成２９年度で完了した。 
（２）Ｏｎ－Ｓｉｔｅでのリユースモジ
ュール分別技術の開発 
中古モジュールの湿潤漏れ電流測定

試験でのＮＧ判定要因を「コネクタ嵌合
部からの水分浸入」と特定した。また、
公表されている各社のモジュールの温
度係数を調査し、１０，７３１件をデー
タベース化した。また、温度係数不明な
モジュールに適用する温度係数の算出
式を決定した。外観判定マニュアルのた
たき台となる事例について、３段階
（Ａ：劣化事象の発生無し、Ｂ：微小・
微細な劣化事象、Ｃ：再販売不可）に分
類整理した。Ｏｎ－Ｓｉｔｅでの分別技
術開発では、現状１３．５分の分別処理
時間を１０分にする目途を付けた。 

   ３．高性能・高信頼性太陽光
発電の発電コスト低減技術開
発 [平成２７年度～平成３
１年度] 
 「太陽光発電開発戦略」で
策定した、発電コスト低減目
標、２０２０年に業務用電力
価格並となる１４円／ｋＷｈ
（グリッドパリティ）、２０３
０年に従来型火力発電の発電
コスト並みあるいはそれ以下
に相当する７円／ｋＷｈ（ジ
ェネレーションパリティ）の
実現に資する高性能と高信頼
性を両立した太陽電池の開発
を目的に、以下の研究開発を
実施する。 

 ３．高性能・高信頼性太陽光発電の発電
コスト低減技術開発 
「太陽光発電開発戦略」で策定した、

発電コスト低減目標、２０２０年に業務
用電力価格並となる１４円／ｋＷｈ（グ
リッドパリティ）、２０３０年に従来型
火力発電の発電コスト並みあるいはそ
れ以下に相当する７円／ｋＷｈ（ジェネ
レーションパリティ）の実現に資する高
性能と高信頼性を両立した太陽電池の
開発を目的に、以下の研究開発を実施し
た。 
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   研究開発項目① 先端複合型
先端複合技術型シリコン太陽
電池、ＣＩＳ太陽電池の技術
開発 
（１）先端複合技術型シリコ
ン太陽電池の開発 
ヘテロ接合とバックコンタ

クトの統合等、先端技術を複
合し、高効率かつ高信頼性を
両立したシリコン太陽電池と
その低コスト製造技術を開発
し、試作モジュールで、発電
コスト１７円／ｋＷｈ相当の
性能を確認する。 
（２）高性能ＣＩＳ太陽電池
の開発 
実用化規模の大面積モジュ

ールの高効率化及び低コスト
製造プロセスの実用化に向け
た開発を実施し、試作モジュ
ールで、発電コスト１７円／
ｋＷｈ相当の性能を確認す
る。 

 研究開発項目① 先端複合型先端複合
技術型シリコン太陽電池、ＣＩＳ太陽電
池の技術開発 
（１）「結晶Ｓｉ太陽電池をベースとし
た複合型太陽電池モジュールの開発」に
おいては、前年度に引き続きヘテロ接合
バックコンタクト結晶シリコン太陽電
池の高効率化技術開発（高品質アモルフ
ァスシリコンを用いたヘテロ接合技術
や、電極の直列抵抗を低減させる技術等
の開発）を進め、結晶シリコン太陽電池
セルの変換効率世界記録を更新する２
６．７％を達成し、昨年達成した記録（２
６．３％）を０．４ポイント更新した。 
（２）これまでに小面積セルにおいて開
発した、①高移動度・高透過率透明電極
成膜技術、②光吸収層バンドプロファイ
ル改善による吸収損失低減技術、③アル
カリ金属処理による光吸収層表面パッ
シベーション技術、及び④高バンドギャ
ップバッファ層材料の適用と最適化に
よる透過損失低減・界面再結合抑制技
術、をサブモジュール構造へ移転するこ
とにより、世界最高変換効率となる１
９．２％と１９．８％の開口部変換効率
を３０ｃｍ角と７ｃｍ角カドミウムフ
リーサブモジュールにおいてそれぞれ
達成した。さらに、高バンドギャップ光
吸収層の品質改善技術と重アルカリ金
属元素を用いた光吸収層表面パッシベ
ーション強化技術の開発を実施し、小面
積セルの変換効率の向上に成功した。ま
た、集積構造における光学及び抵抗損失
低減技術として新表面電極技術の開発
を行い、製品サイズ試作モジュールにお
いて検証を行った。さらに約１ｃｍ２セ
ルにおいて、世界最高変換効率２２．
９％を達成した。 

●結晶シリコン太陽電池セルで世界最高変換
効率２６．７％を達成。 

 
●ＣＩＳ太陽電池セルで世界最高変換効率２

２．９％を達成。 
 
●特に、化合物３接合型太陽電池や結晶シリコ

ン太陽電池については、従来の値に圧倒的な
差をつける成果であり、車載やＺＥＢ等、高
性能太陽電池の新市場創出の可能性を見出
す成果である。 

 
●開発の著しい進捗を踏まえ、結晶シリコン・

ＣＩＳ太陽電池については、開発目標を５年
前倒し 

 

   研究開発項目② 革新的新構
造太陽電池の研究開発 
（１）革新的高効率太陽電池
の研究開発 
 モジュール変換効率３０％
以上、かつ、想定する使用環
境で、システム価格１２５円
／Ｗを実現するセル・モジュ
ール構造と達成手段の明確化
に向け、Ⅲ－Ⅴ族の太陽電池
の製造装置、製造プロセス、
多接合化のための剥離・接合
等の製造コスト低減のための
要素技術開発及びモジュール
化の要素技術開発を実施す
る。 
（２）革新的低製造コスト太
陽電池の研究開発 
 モジュール変換効率は２
０％程度であるが、新材料、
新構造を用いることでモジュ
ール製造コストを１５円／Ｗ
まで革新的に低減することが
できる技術、具体的にはペロ

 研究開発項目② 革新的新構造太陽電
池の研究開発 
（１）革新的高効率太陽電池の研究開発 
中間目標の達成に向けて、以下を実施。 

（ⅰ）効率３０％を達成するための薄膜
Ⅲ－Ⅴ多接合セルの構造最適化とメ
カニカルスタックセルの試作 

（ⅱ）単接合セルで効率２０％（ＧａＡ
ｓ，４０μｍ／ｈ）、１２％（ＩｎＧ
ａＰ，１０μｍ／ｈ）を実現するため
の高速製膜装置の開発 

（ⅲ）Ⅲ－Ⅴ多接合セルで効率２５％を
達成するための２インチ基板のＥＬ
Ｏプロセス及び基板再利用技術・表面
評価技術の開発、ＧａＡｓ系２接合と
ＩｎＰ系２接合、ＧａＡｓ系２接合と
Ｓｉセルのウエハ接合による多接合
セル試作評価 

（ⅳ）薄膜Ⅲ－Ⅴ多接合セルにおいて有
効な光閉じ込め構造を開発し効率３
０％（非集光）、低電流・高電圧型低
倍集光量子ドットセルで効率３０％
の実証 

（ⅴ）非集光Ⅲ－Ⅴ多接合セル・モジュ
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ブスカイト系太陽電池等の研
究開発を実施する。 
 

ール、高許容角の低倍集光モジュール
の効率３０％の実証及び屋外評価、発
電量データの解析 

 
（２）革新的低製造コスト太陽電池の研
究開発 
・「塗布製造技術の開発」では、セル構
造の最適化と陽イオン組成制御によ
り小型セル（面積０．１ｃｍ２）で変
換効率２０．２％を達成した。また、
ホール輸送層のドーパント拡散制御
やペロブスカイト膜の組成制御等に
より、初期効率１９．５％で高温曝露
１，０００時間後の効率維持率９６％
を達成し、高効率かつ高耐久を有する
セル構造を開発した。さらに、モジュ
ール製造技術として、スピン・コート
に代わる大面積塗布が可能なプロセ
スの基礎検討を行った。 

・「超軽量太陽電池モジュール技術の開
発」では、メニスカス塗布技術による
均一成膜、ＰＥＮ基板向けスクライブ
技術の開発、アモルファスＩＴＯの結
晶化技術等を組み合わせ、５ｃｍ×５
ｃｍサイズのＰＥＮフィルム基板ミ
ニモジュールで変換効率１３．７％を
達成した。また、銀電極のヨウ化反応
が劣化原因の一つであることが判明
し、対策を施したセル構造を試作して
耐熱性を向上させた。 

・「低コストＲ２Ｒ太陽電池製造技術の
開発」ではモジュールの封止方法、セ
ル構造、材料開発によりさらなる耐久
性向上を検討し、１ｃｍ角金属箔基板
での変換効率１２％の超軽量セルに
てＪＩＳ規格Ｃ８９３８準拠の耐久
性試験５項目を達成した。また、大面
積化での変換効率ばらつきを改善し、
１０ｃｍ角程度の超軽量基板にて３
σ＜１を達成した。 

・「高性能・高信頼性確保製造技術の開
発」では、フタロシアニン誘導体をホ
ール輸送材に用いドーパント添加の
ない小型セルで１４．４％の変換効率
を確認した。また、精密スプレー工法
にてブロッキングＴｉＯ２層の膜厚
制御を可能にし、ＡＬＤ法にかわる新
工法に目処をつけた。作製した１０ｃ
ｍ角モジュールではセル性能の８割
近い性能を確認した。 

・「高性能材料合成技術の開発」では、
耐湿性低下の原因となるドーパント
を必要としない正孔輸送材料骨格を
見出し、広く用いられているｓｐｉｒ
ｏ－ＭｅＯＴＡＤと同等の導電率を
有するドーパントレスの正孔輸送材
料を開発し、小型セルで変換効率１
４．７％を得た。また、吸収長波長端
７５０ｎｍ以上を満たしつつ、変換効
率の低下なくペロブスカイト膜の耐
湿性が向上するペロブスカイト表面
処理技術を見出した。 
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・「高機能材料・セル製造技術開発」で
は、簡便な化学酸化重合の適用により
材料コスト１２０～１９０円／ｍ２

(中間目標２５０円／ｍ２)を満足する
トリフェニルアミンポリマーＨＴＭ
の合成法を確立し、これを用いて２
０％以上のセル効率を達成した（歩留
りは高く平均効率は１９％）。また微
量の高分子を添加することにより良
質なペロブスカイト粒塊を形成する
ことができ、それをペロブスカイト層
に用いたセルで効率と耐久性が向上
することを見出した。傾斜ヘテロ接合
の新構造逆型セルでは１ｃｍ２セルで
認証値として効率１９．２％を達成
し、ヒステリシス１％以内の測定法を
確立した。特性評価法の開発では、東
大集中研と測定場所間のセル移動や
保管、環境制御した測定設備を導入し
た。 

・「新素材と新構造による高性能化技術
の開発」では、カリウムイオン混合ペ
ロブスカイト系で吸収端長波長化に
向けた組成検討を行なった。ペロブス
カイト結晶中に立方晶と正方晶が混
在していることを見出し、その制御に
着手した。電子輸送材料を改良したセ
ルで、最高変換効率２１．６％が得ら
れた。臭化ペロブスカイト系は、Ｖｏ
ｃ １．４５Ｖまで高電圧化した。高
電流化を狙ったＳｎ／Ｐｂ混合ペロ
ブスカイト系は、Ｊｓｃ ２６．５ｍ
Ａ／ｃｍ２のセルで電圧も０．７７Ｖ
まで改善した。高耐久性低コスト無機
正孔輸送材料を用いたデバイスで効
率１６％が得られた。Ｉ－Ｖヒステリ
シスの要因を解明し、その制御に向け
た方策を得た。 

   研究開発項目③ 共通基盤技
術の開発（太陽電池セル、モジ
ュール開発支援技術の開発） 
（１）先端複合技術型シリコ
ン太陽電池の開発 
太陽電池セル・モジュール

の各製造プロセスにおいて、
評価解析を行い、得られた知
見をもとに、原料、結晶、装
置、セル、モジュールメーカ
ーの高効率化、低コスト化、
高信頼性化に貢献する技術開
発を実施する。 
（２）高性能ＣＩＳ太陽電池
の開発 
小面積セル（１ｃｍ角程度）

で変換効率２２％以上達成に
向け、ＣＩＳ太陽電池モジュ
ールの高効率化及び発電コス
ト低減を可能とする界面制御
技術、再結合パッシベーショ
ン、バンドプロファイル評価
技術等、要素技術の研究開発
を実施する。 

 研究開発項目③ 共通基盤技術の開発
（太陽電池セル、モジュール開発支援技
術の開発） 
（１）「Ｃａｔ－ＣＶＤなど新手法によ
る高性能太陽電池低価格製造技術の開
発」においては、プラズマイオン注入法
を用い、ｐ－ａ－Ｓｉ層をｎ－ａ－Ｓｉ
層に転換することで、従来からのｎ－ａ
－Ｓｉ層を堆積した場合と同程度の特
性を示す太陽電池の試作に成功し、廉価
な量産技術実現の可能性を示した。ま
た、裏面電極パターン形成に障害となら
ず、薄型基盤にも適用可能な新たな微細
凹凸テクスチャー形成法を検討した。
「薄膜セルを用いた高信頼性・高効率モ
ジュール製造技術開発」においては、極
薄ウェハに適合するＳＨＪセルプロセ
スの開発を進め、厚さ５９μｍのセルで
変換効率２１％を達成した。また、温度
サイクル劣化・荷重サイクル劣化の新し
い劣化モードを見出した。リン、ボロン
の拡散層をイオン注入で作製したＮ型
両面受光セルで変換効率２０．４％(面積
２３９ｃｍ２)、Ｎ型ＢＣセルで変換効率
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 ２０．５％(ａｐ)を得た。新たに開発し
た注入マスクを用いてリンの選択注入
を行い、従来法に比べて約半分の幅（１
１５μｍ）の拡散層を面内で均一に形成
することに成功した。「先端複合技術シ
リコン太陽電池プロセス共通基盤に関
する研究開発」の結晶育成技術において
は、ｐ型基板では２ｍｓｅｃ、ｎ型基板
では８ｍｓｅｃのバルクライフタイム
を実現した。また、新規材料・プロセス
評価・解析技術においては、炭素濃度と
酸素析出の関係を調査して成長手法を
改善。発光活性化ＰＬにより従来困難で
あった１，０１４ｃｍ－３以下の極低濃度
炭素の定量化技術を開発した。セル開発
においては、次世代ヘテロ接合技術であ
る、キャリア選択コンタクト技術の開発
を推進し、低ダメージ製膜技術の確立や
新規候補材料による再結合損失低減効
果と太陽電池動作を確認する、などの成
果を得た。 
（２）アルカリ金属元素添加条件の最適
化を行うと共に、熱光照射効果という新
しい変換効率向上技術を開発し、またそ
の変換効率向上メカニズムが、永続的光
伝導現象による正孔濃度の増大である
ことを明らかにした。また、Ｇａ／（Ｇ
ａ＋Ｉｎ）組成比の深さ方向プロファイ
ルを最適化すると共に、透明導電膜材料
としてＩＯＨという新しい材料の検討
を行い、短絡電流密度を向上させる技術
を開発した。３段階法最終段階制御によ
る高効率化技術開発において、フーリエ
変換（ＦＴ）マッピングによるＣｕ欠損
層の評価を行った。Ｃｄ処理等、複合処
理による高効率化を行った。ＣｄＳ／Ｃ
ＩＧＳ太陽電池アニールによるＣｄ拡
散の解明を行った。傾斜－ＢＳＦ複合構
造導入による裏面再結合最小化に向け
た高品質カルコパイライト材料の開発
を行った。バンド位置を制御したＺｎ系
３元混晶透明電極を用いたＣＩＳ太陽
電池を作製した。本機関と並行して、他
機関で高品質化されたＣＩＳ薄膜を用
いてＺｎ系３元混晶透明電極を有する
ＣＩＳ太陽電池を作製した。Ｚｎ系３元
混晶透明電極の成長条件の最適化検討
を引き続き実施した。結晶粒界と界面欠
陥の極めて少ないエピタキシャル成長
ＣＩＧＳ／ＣｄＳ太陽電池を試作し、ア
ルカリ金属処理がセル特性に及ぼす影
響を調べた。さらに、短時間の熱・光照
射によるキャリア濃度制御法を開発し
た。この技術はＣＩＧＳＳｅ太陽電池の
高効率化にも有効であることを確認し
た。ＣＩＳ試料（カリウム処理）につい
て、時間分解ＰＬスペクトル解析(１ｎｓ
ステップ）と陽電子消滅法の組み合わせ
の解析を行った。前年度までに、カリウ
ム処理によりキャリア濃度の増大と界
面改質の効果による変換効率向上を検
討したが、それを裏付ける界面付近での
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空孔濃度の増大と deep acceptor からの
キャリア再放出と予想されるスペクト
ル変化を確認した。また、高感度ディテ
クタの導入に伴い、三段階法で作成され
たＣＩＧＳ試料のＰＬスペクトルを再
検証した。その結果、深い陥準位(０．９
ｅＶ)からの発光ならびにそのエネルギ
ーがＧａ濃度にほとんど依存せず一定
であることを確認した。現在、この検出
をＣＩＳ試料に適用することを試みて
いる。さらに、異なる単色光を利用した
光フラックス－Ｖｏｃ解析の測定計を
立ち上げた。高品質ＣＩＧＳＳｅ光吸収
層に対するＫＦ－後処理（ＰＤＴ）の影
響をｉｎ－ｓｉｔｕ評価し、その主要な
効果がホール濃度の上昇、バンド端の上
昇＝バッファ／ＣＩＧＳＳｅ界面領域
の内蔵電位増大にあることを明らかに
した。これは処理により電池の開放電圧
が増大することに対応していた。一方、
ＫＦ－ＰＤＴによる界面バンド湾曲の
増大は内蔵電位より小さく、電流増大に
寄与する改善の余地があることが分か
った。また、ＣＩＧＳＳｅ層内の粒界が
電気的に不活性で電池特性劣化をまね
き難い可能性を見出した。ＣｕＩｎＳｅ
２－Ｉｎ２Ｓｅ３擬二元系のＩｎサイト
にＧａを固溶させたＣｕ(Ｉｎ,Ｇａ)Ｓ
ｅ２－(Ｉｎ,Ｇａ)２Ｓｅ３系やＳｅサイト
にＳを固溶させたＣｕＩｎ(Ｓ,Ｓｅ)２－
Ｉｎ２(Ｓ,Ｓｅ)３系について研究し、Ｃｕ
ＩｎＳｅ２のＩｎサイトへのＧａ置換や
ＳｅサイトへのＳ置換の効果を明らか
にした。バッファ層／ＣＩＧＳ光吸収層
界面のＣｕ－ｐｏｏｒ層挿入による変
換効率の向上効果を理論面から明らか
にした。 

   研究開発項目④ 共通基盤技
術の開発（太陽光発電システ
ムの信頼性評価技術等） 
（１）出力等測定技術の開発 
本事業で開発する太陽電池

等、標準化や規格化が進んで
いない太陽電池の出力等を正
しく評価するための測定技術
の開発を実施し、屋内・屋外
とも測定精度±１％以内を目
指す。 
（２）発電量評価技術 
ＮＥＤＯ日射量データベー

スについて、データの更新、
高精度化及び拡充を進めるた
めの技術開発を実施する。 
（３）信頼性・寿命評価技術
の開発 
実際の太陽光発電システム

から発電データを取得、分析
評価し、発電システムの劣化
要因の抽出、劣化メカニズム
の解明及び劣化予防対策技術
と太陽電池モジュールが設置
される環境を考慮した、太陽

 研究開発項目④ 共通基盤技術の開発
（太陽光発電システムの信頼性評価技
術等） 
（１）出力等測定技術の開発 
「新型太陽電池評価・屋外高精度評価

技術の開発」において、引き続き新型結
晶Ｓｉ、新型薄膜、多接合等の各種新型
太陽電池の評価技術を開発して実施し
た。ＰＶモジュール日射センサ（ＰＶＭ
Ｓ）及び既存のＰＶ日射センサのデータ
を解析して推奨構造を明確化し、被測定
モジュールの出力電流と同等の角度依
存性を担保するための実用的な計測条
件を明らかにした。市販の屋外ＩＶ測定
機を用いた測定システムを構築し、本プ
ロジェクトの技術によって実際の太陽
光発電サイトで稼働中の太陽電池モジ
ュールをオンサイトで測定した。この結
果、測定再現性精度±２％（１σ）以内
での測定が可能であることを実証でき
た。すなわち、本プロジェクトで提案す
るＰＶモジュール日射センサ(PV Module 
irradiance Sensor)を日射強度測定に用
い、ＩＶ測定を０．２秒以内に行えば、
オンサイトにおいて測定再現性精度±

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Ⅰ－2－16 

電池モジュールの性能２５年
を予測できる加速試験方法を
開発する。 
 

２％（１σ）以内の測定が達成可能であ
ることを示した。平成２７年度にＰＶモ
ジュールセンサーを導入し、日射強度の
高速計測を実施し、日射強度の短周期変
動を継続して観測・解析した。また、同
時に上空カメラによる雲の様子も継続
して観察した。これにより、屋外太陽光
発電性能試験（高速ＩＶ計測）に影響を
及ぼす短周期（ミリ秒オーダー）の日射
変動の特性と大気、特に雲分布の様子の
関係について、その天候ごとの変動特性
や変動の分類と関係する大気・雲の状態
との関係を明らかにした。また気象予報
モデルにより大気上空の状態を再現し
た。また屋外計測の高速ＩＶ計測で±
１．０％（１σ）以内の計測精度を保証
しうる手法のプロトタイプを開発した。
さらに雲エッジ効果による日射強度増
強を検出・観測するとともにその特徴を
系統的に整理した。「太陽電池温度の高
精度測定技術開発」において、モジュー
ル構造内のセルに温度センサ(熱電対)が
直接接触するように内挿し、屋外評価に
おいてセルの温度を直接計測した。ま
た、比較のため、モジュールバックシー
ト上に温度センサをテープにより貼り
付けた。結果として温度センサを内挿し
たモジュールを作製することによりセ
ル温度を正確に計測することができる
ことを確認したが、コスト及び汎用性の
面から簡便に得られるアルミテープ及
びカプトンテープで熱電対温度センサ
を貼り付けた裏面温度から、熱流束式を
解くことにより、セル温度を正確に予測
する手法を考案した。実測値と計算値は
精度よく一致し、±２℃以内の精度を達
成した。「ＰＶ日射計測によるシステム
性能測定手法開発」において、モジュー
ル毎及び４直列ストリングの屋外にお
ける実測値及び同一日射・温度条件下で
算出した理論Ｉ－Ｖカーブの比較にお
いて、最大出力の誤差 －０．１～１．
６％を得たことにより、時間的な日射変
動及び照度ムラが少ない状態、かつ日射
強度６８０Ｗ／ｍ２以上、モジュール裏
面での温度計測という測定条件下にお
いて算出値と測定値との誤差３％以下
を得ることができ、中間目標を達成し
た。また、ストリング、アレイ一括での
高精度測定技術（要素技術）の検討とし
て、北杜メガソーラにおいて結晶シリコ
ン系システムのストリングＩ－Ｖカー
ブ測定を実施し、開発手法の適用可能性
を検証した。シリコン系や化合物薄膜太
陽電池モジュールの屋内分光感度測定
結果と屋外測定した太陽光スペクトル
から求めたＡＰＥを用いて、各種太陽電
池モジュールのＰＶＭＳに対するＡＰ
Ｅ毎のスペクトルミスマッチ補正係数
を求めた。これを用いて補正を行うこと
で、屋外測定スペクトルミスマッチによ
る出力電流測定誤差を補正無しの場合
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の２分の１に高精度化する技術を検証
して、その技術を確立した。その結果を
スペクトル補正と屋外ＩＶ特性高精度
化に貢献した。 
 
（２）発電量評価技術 
「経年劣化を考慮した各種太陽電池

の発電量評価技術の開発」において、屋
外サイトで長期曝露試験を実施してい
る太陽電池モジュールを用いて経年劣
化を調査した。その結果、シリコンヘテ
ロ接合型やバックコンタクト型モジュ
ールでは、従来型の結晶シリコン太陽電
池モジュールとは異なる劣化傾向にあ
ることを見出した。さらに、初期の光照
射にともなう出力変動が、劣化率の算出
に大きな影響を与えることも見出した。
各種モジュールの劣化現象を踏まえて、
定量的な発電量推定を試みたところ、従
来型の結晶シリコン太陽電池モジュー
ルに対しては２％程度の精度で発電量
推定が可能であることを実証した。「経
年劣化を考慮した各種太陽電池の発電
量評価技術の開発／メガソーラーの発
電量及び信頼性評価技術の開発」におい
て、各種太陽電池モジュールの発電性能
の年劣化率を１％程度の精度で算出す
ることを可能にする長期信頼性評価技
術を開発した。また、メガソーラーの発
電性能の年劣化率を２％程度の精度で
算出可能な発電量診断技術を開発した。
「日射量データベースの高度化に関す
る研究」において、全国５地点で日射ス
ペクトル等の観測を実施し、日射スペク
トルＤＢ Ｖｅｒ３として整備した。ま
た、日射スペクトル推定モデル高度化に
関して、ひまわり８号データの有用性に
ついて確認した。日照－日射モデルに関
しては、学習期間の違いの検討、推計式
の式形の変更、使用するパラメータ等を
変更することにより、高精度な日射量推
定が可能になった。また、ひまわり８号
データをベースに日射量を推定した結
果を検証し、空間分布の妥当性を確認し
た。 
①高速測定システムについては、測定間
隔１秒以下での測定を継続し、測定デ
ータを蓄積した。高速測定システムの
最適な測定間隔を決定した。高速測定
システムにワイヤレス通信機能を付
加し、国内任意の場所からの観測・制
御を可能にした。 

②補完アルゴリズムソフトウエアにつ
いては、改良ウェーブレット法を開発
し、補完誤差１０％以内を達成した。 

③解析ソフトウエアについては、ストリ
ングの劣化や破損を自動検出できる
ようにして、推定誤差２０％以内を達
成した。 

 
（３）信頼性・寿命評価技術の開発 
「ＺＥＢ適用型太陽電池モジュール
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の長期信頼性評価技術の開発」におい
て、新規に開発した温度サイクルに関す
る加速負荷試験（ＡＴＣ試験）によって
半田接続部の剥がれやタブ配線断線と
いった長期信頼性上リスクのある劣化
モードも加速され、試験時間として８分
の１以下に短縮可能であることを見出
した。また、ＺＥＢ適用型太陽電池モジ
ュールの３０年間の運転期間にわたっ
て受けると想定されるＺＥＢ適用型特
有の環境負荷を考慮した信頼性試験方
法として、シーケンス試験を開発し、３
０年間の運転期間にわたる発電性能の
年率低下率（％／年）を予測する評価方
法を開発した。 
①発電劣化メカニズムの解明について
は、経年劣化モジュールの破壊分析よ
り、発電劣化は銀フィンガー電極の
「細線薄肉化」が集電抵抗増加に繋が
り、発電性能が低下する現象であり、
ガラスから電極に移行するＮａが原
因であることが分かった。 

②寿命予測技術の確立については、ラマ
ン分光／蛍光強度比値と発電劣化率
（結晶系／約３００パネル）の関係を
検討した結果、蛍光強度比１００を超
えてから、発電劣化率と相関すること
が分かった。実発電プラントにて、蛍
光強度比の値とＩＶ計測器で測定し
たＰｍａｘ（ａｔ １ｋＷ／ｍ２）との
関係から、「寿命予測直線」を求め、
発電劣化率を予測できることが分か
った。 
本事業は以上の結果により、レーザー

技術を用いた太陽電池モジュールの寿
命予測検査技術の開発目標を達成し、本
年度で完了した。 
これまでに構築した劣化メカニズム

にもとづいて、ＰＩＤ現象が発生したＰ
型Ｓｉ太陽電池に対して過渡吸収分光
法及びマイクロ波光導電率減衰(μ－Ｐ
ＣＤ)法計測を行い、明確なキャリア寿命
値の低下を明らかにした。また、その有
用性を検証し、表面電極間隔が現在一般
的に普及しているセル程度であれば測
定は有効であること、Ｎ型太陽電池にお
けるＰＩＤ現象検知にも有効であるこ
とが分かった。以上結果により、ＰＩＤ
現象を検知する素子寿命評価技術とし
て目標が達成され、本事業は本年度で完
了した。 
「太陽電池モジュールの劣化現象の

解明、加速試験法の開発」において、高
温高湿試験と紫外線照射試験の試験条
件や組合せ条件を検討し、セル電極材
料、封止材から生成する酢酸等、モジュ
ール劣化現象の主要因を抽出した。さら
には、高温高湿環境や光照射、バイアス
印加等の各種劣化要因とＰＩＤ現象と
の関係を検証した。 
「紫外線を含んだ環境因子による複

合劣化現象の解析と屋外曝露劣化との
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相関性検証」において、紫外線＋湿熱の
複合試験における封止材ＥＶＡの分解
を構造解析により確認し、紫外線照射単
独とは異なるメカニズムによる劣化を
確認した。紫外線照射下においては湿度
７％の低湿度条件においても湿度３
０％と変わらない量の酢酸が発生する
こと、さらには、紫外線＋湿熱のシーケ
ンス試験ではＥＶＡの光透過率によっ
て酢酸発生量や出力劣化度が異なるこ
とを確認し、高光透過ＥＶＡの屋外曝露
での劣化現象との相関を明らかにした。
これらにより、材料劣化において紫外線
の役割が極めて重要であることを実証
した。本事業は以上の結果により、劣化
現象の解明に関する目標に対して十分
な成果を達成し、本年度で完了した。 
「屋外暴露モジュールの分析による

加速試験法の開発」において、光照射と
湿熱試験を組み合わせた加速試験を行
うことにより、モジュール裏面材の水蒸
気透過率に依らず劣化速度が概ね同一
となることを確認し、光照射によりＥＶ
Ａの加水分解を促進する物質が発生す
る可能性があることを見出した。透明な
ポリエチレンテレフタレートフィルム
をストレスセンサーとして用いること
で、裏面材が受けるストレス量を定量化
する手法を確立した。本事業は以上の結
果により、ストレス量定量化に関する目
標に対して十分な成果を達成し、本年度
で完了した。屋外でのＰＩＤ実証試験に
おいて、遮光処理を施した太陽電池は、
遮光処理を施さない太陽電池と比較し
て、ＰＩＤが加速して生じることを確認
した。また、太陽電池の解析において、
太陽電池セル表面のテクスチャ構造の
凸部先端や、太陽電池セル端部におい
て、電流密度が高くなる解析結果が得ら
れた。当場の解析で電流密度の高い箇所
から電圧印加に由来すると思われるナ
トリウムを検出しており、傾向が一致し
ている。 
「電圧誘起劣化が発生した箇所の特

定方法、微視的評価手法の開発」におい
て、ＰＩＤ発生メカニズムの解明として
導電性原子間力顕微鏡及びエネルギー
分散型Ｘ線分析法を用いて、異なるＰＩ
Ｄ加速試験(Ａｌ法)時間における局所的
な窒化シリコン膜の導電性分布及び表
面形状に起因するＮａ分布の評価を行
った。セル表面のテクスチャ凸部におい
てＮａがより多く析出し、電流が流れや
すい箇所が存在することを見出した。さ
らにフィンガー電極近傍と比較して電
極間の中間部においてより電流が流れ
やすい傾向を示していた。また、ＰＩＤ
回復試験後には、窒化シリコン膜の導電
性が低下し、膜表面においてＮａ組成比
が検出限界以下に低下していることを
確認した。ＰＩＤ回復技術の開発につい
ては、パルス電流の形状を変化させるこ
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とにより、回復時間を数秒程度に短縮し
た。 
「太陽電池モジュールの湿熱劣化の

実時間観測手法の開発」において、錫酢
酸センサによって４，０００時間超の耐
久性と１００～１２，０００ｐｐｍの酢
酸濃度を検出できることを示した。これ
により、高温高湿試験に伴うモジュール
内部での酢酸発生と酢酸の拡散動態を
明らかにした。既存の計測法は破壊分析
であったり、定量性や感度などの課題が
あるのに対して、本手法により、非破壊
でモジュール内部の酢酸の発生と挙動
を１００時間程度の時間間隔でかつ２
次元的に明らかにできた。 
「ｎ型結晶シリコン太陽電池におけ

る電圧誘起劣化機構の明確化」におい
て、ヘテロ接合型太陽電池モジュールに
関する詳細なデータを取得し、負バイア
スでのＰＩＤ試験において発現する短
絡電流密度の低減が、透明導電膜中のＩ
ｎの還元によるものであることを明ら
かにし、さらに長時間のＰＩＤ試験を行
うことにより、開放電圧の低減も新たに
発現することも見出した。また、フロン
トエミッター型太陽電池モジュールへ
のＰＩＤ試験において発現する開放電
圧と短絡電流密度の急速な低下が、窒化
Ｓｉ膜中のＫセンターの帯電によるも
のであると考えて定量的に矛盾の無い
ことを実験的に明らかにした。 
「発電データ分析によるシステム信

頼性及び劣化率評価」において、北杜メ
ガソーラーにおける各種太陽電池モジ
ュール・システムの発電データ取得及び
分析を行った結果、設置後７年目の結晶
シリコン系モジュール５種の屋内測定
による劣化率及び同一種の屋外１９シ
ステムにおける８年目時点で７年間の
値に換算した劣化率はともに－２．２％
であり、劣化率の算出精度において中間
目標を達成した。また、「大規模太陽光
発電システム導入及び運用のための検
討支援ツール」(通称 ＳＴＥＰ－ＰＶ ｖ
ｅｒ.２) の改良を実施した。 

   研究開発項目⑤ 動向調査等 
（１）動向調査 
 開発戦略の発電コスト低減
目標の達成に向け、必要な情
報を収集、整理及び分析を行
う。 
（２）ＩＥＡ国際協力事業 
 国際エネルギー機関（ＩＥ
Ａ）の太陽光発電システム研
究協力実施協定（ＰＶＰＳ）
での国際協力活動を通じ、調
査・分析を実施するとともに
諸外国の技術開発、政策及び
市場動向を把握する。 

 研究開発項目⑤ 動向調査等 
（１）動向調査 
太陽光発電の導入・生産等の動向、価

格の動向等の「太陽光発電開発戦略」の
推進に係る各種情報収集・分析、及び将
来太陽光発電の発電コスト低減に係る
分析を実施し、「太陽光発電開発戦略」
の方向性を検討した。また、太陽光発電
の導入ポテンシャルを分野別に推計し、
将来発電コストやその他関連する指標
を考慮して、２０３０年、２０５０年の
将来導入量を推計した。太陽光発電シス
テム搭載自動車検討委員会の事務局を
務め、その検討結果を中間報告書として
とりまとめた。また同テーマの国際的な
展開のため、関連分野の動向等の収集を
するとともに、ＩＥＡ ＰＶＰＳ執行委
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員会に参加し、ＩＥＡ ＰＶＰＳタスク
１７「PV and Transport」の立ち上げを
支援した。主要な太陽電池モジュールを
中心とした性能レベル、製造技術、製造
コスト等の各種動向及び各国の太陽電
池研究開発政策動向の調査を実施した。
また、調査結果を踏まえてグリッドパリ
ティ、ジェネレーションパリティ達成後
の産業・市場の動向について、太陽電池
モジュールの新たな利用方法の想定や、
産業競争力向上による国内産業発展の
ためのシナリオの検討を行った。 
（２）ＩＥＡ国際協力事業 
国際エネルギー機関（ＩＥＡ）の太陽

光発電システム研究協力実施協定（ＰＶ
ＰＳ）に参画し、太陽光発電の普及・促
進に向けた国際協力活動を通じた諸外
国の技術開発動向や政策動向、市場動向
等に関する調査・分析を実施した。具体
的には、タスク１専門家会議への参加、
タスク１が開催する特別情報活動への
参加、Trends Report をはじめとした各
種報告書の作成を実施した。特別情報活
動では、第３３回欧州太陽光発電国際会
議（ＥＵＰＶＳＥＣ－３３）において国
際再生可能エネルギー機関（ＩＲＥＮ
Ａ）と共同でワークショップを開催し
た。また、第２７回太陽光発電国際会議
（ＰＶＳＥＣ－２７）にて、国際ワーク
ショップ及び新タスクに関わるワーク
ショップの事務局を務めるとともにＩ
ＥＡ ＰＶＰＳタスク１７「PV and 
Transport」の立ち上げを支援した。平
成３０年度以降のＰＶＰＳの新たなテ
ーマ発掘に向け、ワークショップや専門
家会議等を通じた情報収集を実施し、今
後の方向性について、ＰＶＰＳ専門家を
中心とした関係機関と議論した。 

 ｂ．風力発電 
風力発電の大量導入に向

け、風力発電の一層の低コ
スト化に資する技術開発 

やメンテナンス技術の高
度化等に向けた取組を行う
とともに、環境アセスメン
ト対応の円滑化や洋上風力
の普及拡大等に貢献する取
組を行うものとする。また、
技術の差別化による競争力
強化等に向け、超大型洋上
風車技術の確立に向けた技
術開発等を行うこととす
る。 

（ｂ）風力発電 
風力は他の再生可能エ

ネルギーと比較して発電
コストが低く、中長期的に
大規模な導入が期待され
ている。風力発電において
も、低コスト化、環境アセ
スメント対応、出力安定化
等様々な技術的課題を克
服する必要がある。また、
洋上風力発電の国内外の
市場の拡大をにらんで、産
業競争力の強化が重要な
課題となる。 
第３期中期目標期間に

おいては、導入目標の達成
及び産業競争力の強化の
観点から、風力発電の一層
の低コスト化に資する高
効率ブレード等の開発や
メンテナンス技術の高度
化等、出力・信頼性・稼働
率の向上に向けた取組を
行うとともに、風力発電の

（ｂ）風力発電 
１．風力発電等技術研究開発 
［平成２０年度～平成２９年
度］ 
 風力発電の大量導入に向け
た技術課題の克服や産業競争
力強化等を目的に、以下の研
究開発を実施するとともに、
それらを実現するための実用
化開発を支援する。また、研
究開発項目①については、公
募を行う。 

－ （ｂ）風力発電 
１．風力発電等技術研究開発 ［平成２
０年度～平成２９年度］ 
 風力発電の大量導入に向けた技術課
題の克服や産業競争力強化等を目的に、
以下の研究開発を実施するとともに、そ
れらを実現するための実用化開発を支
援する。また、研究開発項目②について
は、公募を行う。 

  

 研究開発項目① 洋上風力発
電等技術研究開発 
 我が国の海象・気象条件に
適した洋上風力システム等に
係る技術の確立を目的に、以
下の研究開発を実施する。 
（ⅰ）洋上風況観測システム
実証研究 
（１）洋上風況観測システム
技術の確立 
（ア）気象・海象（海上風、波

 研究開発項目① 洋上風力発電等技術
研究開発 
 我が国の海象・気象条件に適した洋上
風力システム等に係る技術の確立を目
的に、以下の研究開発を実施した。 
（ⅰ）洋上風況観測システム実証研究 
（１）洋上風況観測システム技術の確立 
（ア）気象・海象（海上風、波浪/潮流）
特性の把握・検証 
 平成２８年度終了。 
（イ）環境影響調査 

●洋上風況マップについて、着床式洋上風力の
ポテンシャルが高い海岸線付近の風況精度
を向上するとともに、洋上風力発電事業者が
事業化を検討する際の海域選定に必要な情
報として、関係機関から収集した制約情報を
追加。 
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導入拡大に資するため、環
境アセスメント対応の円
滑化に貢献する課題の克
服に取り組む。また、洋上
風力発電の拡大に向け、洋
上風力の設置、運転、保守
に係るガイドラインを整
備するとともに、固定価格
買取制度における洋上風
力発電の価格設定に必要
なデータ提供等、様々な取
組を行う。 
また、超大型洋上風車技

術の確立に向け、要素技術
やシステム技術の開発、浮
体式洋上風況観測など洋
上風力発電の周辺技術の
開発等を行うとともに、洋
上風力の立地促進に関す
る取組を行う。 

浪／潮流）特性の把握・検証 
平成２８年度終了。 

（イ）環境影響調査 
平成２８年度終了。 

（２）環境影響評価手法の確
立等 
平成２８年度終了。 

（３）洋上風況マップの開発 
平成２８年度に開発した洋

上風況マップに「制約条件等」
を表示する機能を追加する。 
 
（ⅱ）次世代浮体式洋上風力
発電システム実証研究 
平成２８年度から詳細設

計、製作を行っている浮体式
洋上風力発電システムを北九
州市沖の線水域に設置し、性
能評価等を行う。また、共通
基盤調査については浮体式洋
上風力発電のガイドブックを
製作する。なお、更なる低コ
スト浮体式洋上風力発電シス
テムを実現する要素技術開発
については、スケールモデル
の水槽試験を実施し、新シス
テムの性能検証を実施する。 
 
（ⅲ）洋上風力発電システム
実証研究 
（１）国内の洋上環境に適し
た洋上風力発電システムの開
発 
洋上風力発電の低コスト施

工技術に係る調査研究を実施
する。 
（２）洋上風力発電システム
の保守管理技術の開発 
平成２８年度終了。 

（３）環境影響調査 
平成２８年度終了。 
 
（ⅳ）洋上風況観測技術開発 
平成２７年度終了。 
 
（ⅴ）超大型風力発電システ
ム技術研究開発 
 平成２６年度終了。 

 平成２８年度終了。 
（２）環境影響評価手法の確立等 
 平成２８年度終了。 
（３）洋上風況マップの開発 
 着床式洋上風力のポテンシャルが高
い海岸線付近において、風況マップに表
示される格子点を海岸線限界まで広げ
ると同時に、陸域影響のある格子点につ
いてはそれが表示されるようにシステ
ムを更新した。 
また、一般海域における洋上風力発電

の導入促進のために、風力発電事業者か
らの聞き取りにより必要性が高いとさ
れた制約情報を関係機関から収集し追
加した。 

 
（ⅱ）次世代浮体式洋上風力発電システ
ム実証研究 
 浮体式洋上風力発電システムを北九
州市沖の浅水域に設置するために、各種
機器の詳細設計、製作を実施し、設置に
係る許認可対応を行った。また、共通基
盤調査については浮体式洋上風力発電
のガイドブックを作成した。また、要素
技術開発についてはスケールモデルの
水槽試験及び実海域試験を実施し、新シ
ステムの性能検証を実施した。 

 
（ⅲ）洋上風力発電システム実証研究 
（１）国内の洋上環境に適した洋上風力
発電システムの開発 
洋上風力発電の低コスト施工技術に係
る調査研究を実施した。 
（２）洋上風力発電システムの保守管理
技術の開発 
 平成２８年度終了。 
（３）環境影響調査 
 平成２８年度終了。 
 
（ⅳ）洋上風況観測技術開発 
 平成２７年度終了。 
 
（ⅴ）超大型風力発電システム技術研究
開発 
 平成２６年度終了。 

   研究開発項目② 風力発電高
度実用化研究開発 
風車の設備利用率向上によ

る発電量の増加及び発電コス
の低減を目的に、以下の研究
開発を実施する。また、それ
らを実現するための実用化開
発を支援する。 
（ⅰ）１０ＭＷ超級風車の調
査研究 
平成２６年度終了。 
 

（ⅱ）スマートメンテナンス
技術研究開発 

 研究開発項目② 風力発電高度実用化
研究開発 
風車の設備利用率向上による発電量

の増加及び発電コスト低減を目的に、以
下の研究及び実用化開発を実施。 
（ⅰ）１０ＭＷ超級風車の調査研究 
平成２６年度終了。 
 

（ⅱ）スマートメンテナンス技術研究開
発 
・平成２８年度から継続して、風車の主

要部品を状態監視システム（ＣＭＳ)
で分析及び技術開発を行い、メンテナ
ンス技術の高度化を図り、設備利用率
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平成２８年度に引き続き、
メンテナンス技術開発の基礎
となる故障事故及びメンテナ
ンス技術の調査分析等を実施
し、データベース・情報分析
プラットフォームと分析ツー
ル等の開発を行う。また、雷
検出装置等の性能検証及び健
全性確認技術の開発を引き続
き実施する。 
 
（ⅲ）風車部品高度実用化開発 
平成２８年度終了。 

 

２３％を達成できる見込みを得た。 
・雷検出装置の所要性能検討 
落雷による風車への被害及び停止時

間を低減するため、模擬雷を用いた雷検
出装置の基礎性能評価及び実雷による
風力発電設備での実証実験を行い、雷検
出装置の必要な性能及び仕様を検討し
た。 
 
（ⅲ）風車部品高度実用化開発 
平成２８年度終了。 

   ２．風力発電等導入支援事業 
［平成２５年度～平成２９年度］ 
 風力発電の導入拡大、洋上
風力発電の実用化加速及び産
業競争力の強化を目的とし
て、以下の研究開発及び実証
研究を実施するとともに、そ
れらを実現するための実用化
開発を支援する。 

 ２．風力発電等導入支援事業 ［平成２
５年度～平成２９年度］ 
 風力発電の導入拡大、洋上風力発電の
実用化加速及び産業競争力の強化を目
的として、以下の研究開発及び実証研究
を実施するとともに、それらを実現する
ための実用化開発を支援する。また、研
究開発項目③については、公募を行う。 
 

  

   研究開発項目① 地域共存型
洋上ウィンドファーム基礎調
査 
 平成２６年度終了。 

 研究開発項目① 地域共存型洋上ウィ
ンドファーム基礎調査 
 平成２６年度終了。 
 

  

   研究開発項目② 着床式洋上
ウィンドファーム開発支援事
業 
 平成２８年度に引き続き、
洋上ウィンドファームの開発
に係る風況解析、海域調査及
び環境影響評価を行う。また、
風車・基礎、海底ケーブルや
変電所等の設計、施工手法等
の検討結果を取りまとめる。 

 研究開発項目② 着床式洋上ウィンド
ファーム開発支援事業 
 平成２９年度は、洋上ウィンドファー
ムの開発に係る風況解析、海域調査、環
境影響評価、検討連系協議及び風車・基
礎、海底ケーブルや変電所等の設計、施
工手法等の検討を実施した。 
 

  

   研究開発項目③ 環境アセス
メント早期調査実施実証事業 
 平成２８年度に引き続き、
環境アセスメントの迅速化を
行うため、風力発電と地熱発
電に係る環境アセスメントの
手続き期間を半減するために
必要な環境影響調査等を行
う。 

 研究開発項目③ 環境アセスメント早
期調査実施実証事業 
 平成２８年度に引き続き、環境アセス
メントの迅速化を行うため、風力発電と
地熱発電に係る環境アセスメントの手
続き期間を半減するために必要な環境
影響調査等を行った。また、平成２８年
度までの実証事業成果を取り纏め、「前
倒環境調査のガイド」（２０１７年度版）
を平成２９年１２月に公開した。平成３
０年２月にすべての実証事業が終了し、
その成果を取りまとめた「環境アセスメ
ント迅速化手法のガイド」を平成３０年
３月末に公表予定。 
 平成２８年度から開始した既設風力
発電施設等における環境影響実態把握
が終了し、環境アセスメントの迅速化に
資する調査・予測・評価の重点化・簡略
化手法等の成果を取りまとめている。 

●環境アセスメントに係る手続期間の半減を
目指し、迅速化に向けた前倒し環境調査等の
手法を取りまとめた「環境アセスメント迅速
化手法のガイド」を公表。 

 

 ｃ．バイオマス 
食糧供給に影響しないバ

イオ燃料製造技術を将来的
に確立するための技術の開
発・実証を行うとともに、

（ｃ）バイオマス 
バイオマス利用技術は、

既存のエネルギーシステ
ムとの親和性が高く、世界
でも既に利用が広がって

（ｃ）バイオマス 
１．バイオマスエネルギー技
術研究開発 ［平成１６年度
～平成３１年度］ 
 バイオマスエネルギーの更

－ （ｃ）バイオマス 
１．バイオマスエネルギー技術研究開発
［平成１６年度～平成３１年度］ 
バイオマスエネルギーの更なる利用

促進・普及に向け、これを実現するため

  



Ⅰ－2－24 

微細藻類を使ったジェット
燃料など次世代バイオ燃料
の製造技術を確立するため
の技術開発を行うものとす
る。また、バイオマス燃料
の既存発電システムでの活
用促進や効率的な熱利用の
推進に向けた技術等の開発
を行うこととする。 

いる再生可能エネルギー
である。また、エネルギー
の地産地消の実現が期待
できる技術であることか
ら、これらバイオマスのエ
ネルギー利用のための技
術開発に注力してきた。今
後は、バイオマスの液体燃
料利用の促進に向けた必
要な取組を行うとともに、
バイオマスの発電利用や
熱利用を促進していくこ
とが重要である。 
 第３期中期目標期間に
おいては、食糧供給に影響
しないバイオ燃料製造技
術を将来的に確立するた
め、第２世代バイオ燃料で
あるセルロース系エタノ
ールについては、２０２０
年頃の実用化・事業化に向
けて、製造技術の開発、実
証を行うとともに、第３世
代バイオ燃料である微細
藻類等由来による燃料に
ついては、藻類からのジェ
ット燃料等の製造技術、Ｂ
ＴＬ技術の開発を行う。ま
た、バイオマス燃料の既存
発電システムでの活用促
進や効率的な熱利用の推
進に向け、バイオマス燃料
の性状改良等の開発やバ
イオマス燃料の含水率や
形状等の性状を制御する
技術等の開発を行う。 

なる利用促進・普及に向け、
これを実現するための技術開
発を行うことを目的に、以下
の研究開発を実施する。 

の技術開発を行うことを目的に、以下の
研究開発を実施した。 

  研究開発項目① 戦略的次世
代バイオマスエネルギー利用
技術開発事業 
平成２８年度終了。 

－ 研究開発項目① 戦略的次世代バイオ
マスエネルギー利用技術開発事業 
平成２８年度終了。 

  

  研究開発項目② バイオ燃料
製造の有用要素技術開発事業 
平成２８年度終了。 

－ 研究開発項目② バイオ燃料製造の有
用要素技術開発事業 
平成２８年度事業終了。 

  

  研究開発項目③ セルロース
系エタノール生産システム総
合開発実証事業 
（１）最適組合せの検証 
建設したパイロットプラン

トにおける連続試験を行い、
原料～糖化～発酵に至るプロ
セスの最適化を行うとともに
事業性を考慮した操業方法の
検証を実施し、この結果を踏
まえて事業性を評価する。 
商用プラントを想定してガ

ソリン比ＧＨＧ削減効果５
０％、化石エネルギー収支２
以上を達成し、プレ商用実証
プラントの設計・建設に進む
に値するＦＳ結果を得ること
を目標とする。ＦＳ実施時に、
商用化に資するコスト目標を
事業目標として事業者側が設
定し、その目標の妥当性を外
部有識者により審議し、妥当
であるとの評価を得る。 
 

－ 研究開発項目③ セルロース系エタノ
ール生産システム総合開発実証事業 
（１）最適組合せの検証 
建設したパイロットプラントにおけ

る連続試験を行い、原料～糖化～発酵に
至るプロセスの最適化を行うとともに
事業性を考慮した操業方法の検証を実
施した。 
ガソリン比ＧＨＧ削減効果５０％、化

石エネルギー収支２以上を達成可能な
プロセスを選定し、商用規模のプラント
を想定した試算を行ったところ、事業開
始当初に想定していたプレ商用実証プ
ラントによる検証を経ずとも、パイロッ
トプラント等においてデータ取得・分析
等を継続することで事業化可能との見
通しを得たため、事業計画の転換を図り
基本計画を変更した。 

  

   ２．バイオマスエネルギーの
地域自立システム化実証事業 
[平成２６年度～平成３２年
度、中間評価：平成２９年度] 
 
研究開発項目① バイオマス
エネルギー導入に係る技術指
針／導入要件の策定に関する
検討 
 最新のバイオマスエネルギ
ー利用設備導入事例の成果の
分析・整理といった技術的観
点での調査、海外における技
術及び事業動向の調査、国内
のバイオマス利用可能量・流
通量の実態調査等のシステム
全体に係る調査といった総合
的な調査を継続して実施す
る。平成２８年度に作成した
バイオマスエネルギー導入に
係る技術指針／導入要件につ

 ２．バイオマスエネルギーの地域自立シ
ステム化実証事業 [平成２６年度～平成
３２年度] 
 
研究開発項目① バイオマスエネルギ
ー導入に係る技術指針／導入要件の策
定に関する検討 
最新のバイオマスエネルギー利用設

備導入事例の成果の分析・整理といった
技術的観点での調査、海外における技術
及び事業動向の調査、国内のバイオマス
利用可能量・流通量の実態調査等のシス
テム全体に係る調査といった総合的な
調査を継続して実施した。平成２８年度
に作成したバイオマスエネルギー導入
に係る技術指針／導入要件について札
幌市、岡山市においてワークショップを
開催し、「技術指針／導入要件」に関す
る広報活動と関連事業者等の意見を収
集した。総合的な調査やワークショップ
の成果、事業性評価（ＦＳ）の成果報告

 
 
 
 
●これまでの調査結果を反映した「バイオマス

エネルギー地域自立システムの導入要件・技
術指針」を策定し、平成２９年９月にホーム
ページ上で公開。平成３０年４月末までに
８，６０２件のアクセスを得た。今後、現在
実施中の実証事業のデータ等を反映し、随時
アップデートを実施予定。 
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いて、ワークショップを開催
し、「技術指針／導入要件」に
関する広報活動と関連事業者
等の意見を収集する。総合的
な調査やワークショップの成
果、事業性評価(ＦＳ)の成果
報告書を参考に「技術指針／
導入要件」の改定作業を実施
する。 

書を参考に「技術指針／導入要件」の改
定作業を実施し、ホームページにて公開
した。 

   研究開発項目② 地域自立シ
ステム化実証事業 
 事業性評価（ＦＳ）の公募
を実施する。 
平成２７、２８年度にステ

ージゲートを通過して交付決
定した実証事業（助成事業）
を継続実施する。また、新た
に実証事業を開始する。 
 

 研究開発項目② 地域自立システム化
実証事業 
 公募を実施し、２件の事業性評価（Ｆ
Ｓ）を実施した。 
平成２７，２８年度にステージゲート

を通過して交付決定した実証事業（助成
事業）４件を継続実施した。また、新た
に１件の実証事業を開始した。 

  

   ３.バイオジェット燃料生産
技術開発事業 [平成２９年
度～平成３２年度] 
 
研究開発項目① 一貫製造プ
ロセスに関するパイロットス
ケール試験 
 これまで培われた要素技術
を組み合わせつつ、化石エネ
ルギー収支やＣＯ２削減にか
かる環境性の確保に加え、経
済性を具備した一貫製造プロ
セスの工業化システムの実現
が必須となる。この基本技術
を確立させるべく、パイロッ
トフェーズでの検証試験に向
け着手する。 
 

 ３．バイオジェット燃料生産技術開発事
業 [平成２９年度～平成３２年度] 
 バイオジェット燃料生産技術を２０
３０年頃までに商用化するための技術
開発を行うことを目的に、公募を行い、
以下の研究開発を実施した。 
 
研究開発項目① 一貫製造プロセスに
関するパイロットスケール試験 
 これまで培われた要素技術を組み合
わせつつ、化石エネルギー収支やＣＯ２

削減にかかる環境性の確保に加え、経済
性を具備した一貫製造プロセスの工業
化システムの実現が必須となる。この基
本技術を確立させるべく、パイロットフ
ェーズでの検証試験に向け、設備の設計
を実施し建設に着手した。 
  
 

  

   研究開発項目② 技術動向調
査 
 国内外の最新技術開発状
況、将来の市場形成のための
業界動向調査、サプライチェ
ーン構築における課題、燃料
規格や法規制に係るＩＣＡＯ
やＩＡＴＡ等関係機関におけ
る協議、ライフサイクルアセ
スメント、温室効果ガス（Ｇ
ＨＧ）等を指標とする、バイ
オジェット燃料の持続可能性
評価基準に関する最新情報、
及びバイオジェット製造に係
る周辺プロセスのコスト情報
を入手する。 
 

 研究開発項目② 技術動向調査 
 国内外の最新技術開発状況、将来の市
場形成のための業界動向調査、サプライ
チェーン構築における課題、燃料規格や
法規制に係るＩＣＡＯやＩＡＴＡ等関
係機関における状況等、バイオジェット
燃料に関する最新情報及びバイオジェ
ット製造に係る周辺プロセスのコスト
情報を入手した。 
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 ｄ．海洋エネルギー発電 
海洋エネルギー発電技術

について、中長期的に他の
再生可能エネルギーと同程
度の発電コストを達成する
ことを目指し、技術の開
発・実証を行うこととする。 

（ｄ）海洋エネルギー発電 
四方を海に囲まれた我

が国は、海洋エネルギーの
賦存量が大きく、波力発電
技術や潮力発電技術、その
他海洋エネルギー発電技
術について早期に実用
化・事業化を図ることが重
要である。 
 第３期中期目標期間に
おいては、海洋エネルギー
発電技術について、開発し
た技術を実海域において
実証を行うとともに、発電
コストの低減等に向けた
技術開発を行い、中長期的
に他の再生可能エネルギ
ーと同程度の発電コスト
を達成することに貢献す
る。 

（ｄ）海洋エネルギー発電 
１．海洋エネルギー技術研究
開発 [平成２３年度～平成
２９年度] 
 波力や潮流等の海洋エネル
ギーを利用した発電技術の確
立を目的に、以下の研究開発
を実施する。 

－ （ｄ）海洋エネルギー発電 
１．海洋エネルギー技術研究開発［平成
２３年度～平成２９年度］ 
 波力や潮流等の海洋エネルギーを利
用した発電技術の確立を目的に、以下の
研究開発を実施する。 
 
 

  

  研究開発項目① 海洋エネル
ギー発電システム実証研究 
 実海域へデバイスを設置す
るための実施設計、施工・設
置方法の検討及び地元関係者
との合意形成や設置に必要な
許認可等の取得を行い、実海
域における実証試験を実施す
る。 

－ 研究開発項目① 海洋エネルギー発電
システム実証研究 
 実海域へデバイスを設置するための
実施設計、施工・設置方法の検討、地元
関係者との合意形成や設置に必要な許
認可等の取得を行い、３事業全てについ
て実証試験を実施した。 
 

●１００ｋＷ規模の海流発電として世界初と
なる水中浮遊式海流発電システムの実証試
験を完了。実証試験に先立って実施した曳航
試験で１００ｋＷ、実証試験で３０ｋＷの発
電を達成。 

 
●海流・潮流発電デバイスとして国内で初めて

のプロトタイプ認証を日本海事協会から取
得。 

 

  研究開発項目② 次世代海洋
エネルギー発電技術研究開発 
 次世代要素技術を確立する
ために必要なスケールモデル
の設計･製作、実海域での計測
等を行い、発電性能、制御や
係留の信頼性等の試験・評価
を行う。 

 研究開発項目② 次世代海洋エネルギ
ー発電技術研究開発 
 次世代要素技術を確立するために必
要なスケールモデルの設計・製作、実海
域での計測等（１事業で曳航試験を実
施）を行い、発電性能、制御や係留の信
頼性等の試験評価を行った。 
 

  

  研究開発項目③ 海洋エネル
ギー発電技術共通基盤研究 
 海流エネルギーのポテンシ
ャルについて、定点的に調査
し、検討する。 

 研究開発項目③ 海洋エネルギー発電
技術共通基盤研究 
 国内の海洋エネルギー（海流）のポテ
ンシャルについて詳細に調査・検討し
た。また、海外における海洋エネルギー
発電の先端的な実証プロジェクトにつ
いて概要をまとめ、それらを参考にしな
がら、我が国における海洋エネルギー発
電技術について、将来の有望性を可能な
限り定量的に示した。 

  

 ｅ．再生可能エネルギー熱
利用 

地熱発電の導入拡大に向
け、発電技術の小型化・高
効率化等に向けた技術開発
を行うものとする。また、
低コストな熱計測技術の開
発・実証を行うとともに、
地熱以外の熱の利用拡大を
図るべく必要な調査等を行
うこととする。 

(e)再生可能エネルギー熱
利用 

再生可能エネルギーの
利用拡大に向けては、発電
のみならず熱利用を促進
することが重要である。こ
れまでは地熱に関する技
術開発を中心に行ってき
たが、今後は地熱に加え太
陽熱や雪氷熱等にも取り
組み、再生可能エネルギー
熱利用を進めていくこと
が重要である。 

第３期中期目標期間に
おいては、地熱発電技術の
高度化を図り、導入目標の
達成を図るべく、発電技術
の小型化・高効率化に向け
た技術開発を行うととも
に、小規模地熱や熱利用の
促進を図るべく、新たな媒
体や腐食等対策に係る技
術開発や、地熱発電促進の
ための課題等抽出に向け、

(e)再生可能エネルギー熱利用 
１．地熱発電技術研究開発 
［平成２５年度～平成２９年
度］ 
 地熱発電の導入拡大に貢献
することを目的に、以下の研
究開発を実施する。必要に応
じて調査・追加公募を行い事
業の補強･加速を図る。 
 環境負荷と伝熱特性を考慮
したバイナリー発電用高性能
低沸点流体の開発について、
目標とする沸点、ＯＤＰ、Ｇ
ＷＰ、熱伝導率を有する新し
い高性能低沸点流体の合成手
法を確立する。 
 エコロジカル・ランドスケ
ープデザイン手法を活用した
設計支援ツールの開発につい
て、支援アプリの拡充・改善
を図り、支援アプリを完成さ
せるとともに、支援アプリの
操作・活用方法等についてマ
ニュアル化を図り、エコロジ

－ (e)再生可能エネルギー熱利用 
１．地熱発電技術研究開発 ［平成２５
年度～平成３２年度］ 
 地熱発電の導入拡大に貢献すること
を目的に、以下の研究開発を実施した。 
 環境負荷と伝熱特性を考慮したバイ
ナリー発電用高性能低沸点流体の開発
について、目標とする沸点、ＯＤＰ、Ｇ
ＷＰ、熱伝導率を有する新しい高性能低
沸点流体の合成手法を確立した。 
 エコロジカル・ランドスケープデザイ
ン手法を活用した設計支援ツールの開
発について、支援アプリの拡充・改善を
図り、支援アプリを完成させるととも
に、支援アプリの操作・活用方法等につ
いてマニュアル化を図り、エコロジカ
ル・ランドスケープ手法を実案件で活用
可能な配慮ツールとしてとりまとめた。 
地熱発電プラントのリスク評価・対策

手法の研究開発について、開発したプラ
ントリスク評価システムに基づき、選定
した問題発生への対応策を施すことに
より、問題発生までの期間を延長可能で
あることを確認した。 

 
●開発した硫化水素拡散予測数値モデルが「改

訂・発電所に係る環境影響評価の手引（経済
産業省）」に反映され、実際の環境アセスメ
ントで利用可能となった。 
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必要な調査を行う。また、
低コストな熱計測技術の
開発、実証を行うととも
に、地熱以外の熱に関する
必要な調査等を行う。 

カル・ランドスケープ手法を
実案件で活用可能な配慮ツー
ルとしてとりまとめる。 
地熱発電プラントのリスク

評価・対策手法の研究開発に
ついて、開発したプラントリ
スク評価システムに基づき、
選定した問題発生への対応策
を施すことにより、問題発生
までの期間を延長できること
を確認する。また、地下の超
高温・高圧状態の水を利用す
る地熱発電（超臨界地熱発電）
に関する実現可能性調査を行
う。 

また、地下の超高温・高圧状態の水を
利用する地熱発電（超臨界地熱発電）に
関する実現可能性調査を行い、今後の研
究計画策定に必要な情報を得た。 

   ２．再生可能エネルギー熱利
用技術開発 [平成２６年度
～平成３０年度] 
 再生可能エネルギー熱利用
の普及拡大に貢献することを
目的として、トータルシステ
ムのコストダウン・高効率
化・規格化等の研究開発を実
施する。 

－ ２．再生可能エネルギー熱利用技術開発 
[平成２６年度～平成３０年度] 
 再生可能エネルギー熱利用の普及拡
大に貢献することを目的として、トータ
ルシステムのコストダウン・高効率化・
規格化等の研究開発を実施した。 
 

  

   研究開発項目① コストダウ
ンを目的とした地中熱利用技
術の開発 
 空気熱源ヒートポンプに地
中熱交換器を組み込んだハイ
ブリッド冷暖房システムの運
転実験を行い、低コスト化に
向けた改良を行う。 

－ 研究開発項目① コストダウンを目的
とした地中熱利用技術の開発 
 空気熱源ヒートポンプに地中熱交換
器を組み込んだ空気-地中熱源ハイブリ
ッド冷暖房システム試作機の運転実験
を行った。また、低コスト化に向けた地
中熱交換器の改良を行った。地中熱採熱
管埋設用の小型掘削機を用いた実証試
験を行い、掘削工事費の削減効果を確認
した。 

  

   研究開発項目② 地中熱利用
トータルシステムの高効率技
術開発及び規格化  
 複数台のヒートポンプを組
合せた数百ｋＷ級ヒートポン
プ、太陽熱集熱タンク、冷却
塔等を連結するための制御シ
ステムの動作検証を行い、改
良する。 

－ 研究開発項目② 地中熱利用トータル
システムの高効率技術開発及び規格化 
 ３０ｋＷノンインバータ制御機と３
０ｋＷインバータ制御機を組み合わせ
て一体運転する冷暖房用６０ｋＷヒー
トポンプの試作機を開発して運転試験
を行い、冷暖房時のＣＯＰを検証した。
ヒートポンプ、太陽熱集熱器、冷却塔等
を統合制御して熱利用効率を向上させ
る制御システムの試験機の動作検証を
行い、温度調節機能等を改良点を抽出
し、遠隔操作盤を改良した。 

  

   研究開発項目③ 再生可能エ
ネルギー熱利用のポテンシャ
ル評価技術の開発 
 地中熱システムの適地を示
すことが可能な三次元地質構
造モデル及びマルチスケール
国土水・熱循環モデルを北関
東及び東京で構築し、関東広
域ポテンシャルマップを試作
する。 

－ 研究開発項目③ 再生可能エネルギー
熱利用のポテンシャル評価技術の開発 
 都市部３地域(長野、関東、仙台)及び
関東－東北広域について、三次元地質構
造モデル、マルチスケール国土水・熱循
環モデルを構築し、モデルに基づいて、
都市部３地域及び関東広域のポテンシ
ャルマップを試作した。 
 
 

  

   研究開発項目④ その他再生
可能エネルギー熱利用トータ
ルシステムの高効率化・規格
化 
 従来型熱交換方式の雪山を

－ 研究開発項目④ その他再生可能エネ
ルギー熱利用トータルシステムの高効
率化・規格化 
 比較用雪山モジュールを整備して、本
事業で設計した雪山試験モジュールと
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整備し、改良型熱交換方式の
雪山と比較試験を行うことで
雪との熱交換性能を確認す
る。 
 平成２８年度に引き続き、
雪山、データセンター実証棟、
食料生産棟を組み合わせた試
験を行い熱利用効率の性能確
認を行う。 

の雪からの熱交換性能比較を実施した。 
 雪山、データセンター実証棟、食料生
産棟を組み合わせた試験を行い熱利用
効率の性能を確認した。雪山冷熱とデー
タセンター温熱の熱融通利用によりデ
ータセンターの冷却に必要な消費電力
を抑えた。ＰＵＥ値では冬期の一部期間
ではあるが、国内外で高い水準となる結
果を得た。 

   研究開発項目⑤ 上記①～④
以外でその他再生可能エネル
ギー熱利用システム導入拡大
に資する革新的技術開発 
 焼酎残渣を再生可能エネル
ギー熱として利用する超臨界
水ガス化パイロットプラント
を転用し、実証装置として改
造する。 

 研究開発項目⑤ 上記①～④以外でそ
の他再生可能エネルギー熱利用システ
ム導入拡大に資する革新的技術開発 
 焼酎残渣を再生可能エネルギー熱と
して利用する超臨界水ガス化パイロッ
トプラントを転用、改造して実証装置を
構築した。 

  

 ｆ．系統サポート 
新エネルギーは出力が不

安定な電源であり電力安定
化等に向けた取組が必要で
あることから、出力変動に
対する予見性の向上のため
に必要な技術開発を行うこ
ととする。 

（ｆ）系統サポート 
再生可能エネルギーは

出力が不安定な電源であ
り、系統側における電力安
定化対策として蓄電池等
に係る技術開発が行われ
ているが、発電側において
も電力安定化等に向けた
取組が必要である。 
 第３期中期目標期間に
おいては、出力変動に対す
る予見性の向上のため、発
電出力予測システムの検
討及び開発を行うととも
に、出力変動緩和のための
蓄エネルギーシステムの
可能性評価及び開発等、再
生可能エネルギーの調整
電源化に向けた必要な技
術開発を行う。 

（ｆ）系統サポート 
１．電力系統出力変動対応技
術研究開発事業 [平成２６
年度～平成３０年度] 
  再生可能エネルギーにつ
いて、出力が不安定な変動電
源から出力を予測・制御・運
用することが可能な変動電源
に改善することで、その連系
拡大を目指すことを目的とし
て以下の研究開発を実施す
る。 

－ （ｆ）系統サポート 
１．電力系統出力変動対応技術研究開発
事業 [平成２６年度～平成３０年度] 
再生可能エネルギーについて、出力が

不安定な変動電源から出力を予測・制
御・運用することが可能な変動電源に改
善することで、その連系拡大を目指すこ
とを目的として以下の研究開発を実施
する。これら取組により、２０３０年の
再生可能エネルギー導入拡大に資する
ことを目的とする。 

  

研究開発項目① 風力発電予
測･制御高度化 
 平成２８年度までに構築し
たモニタリング装置等から得
られるデータによるモニタリ
ングシステムから得られる情
報を活用し、ランプ予測技術
の検証、運用、改良を継続す
る。また、開発した蓄エネル
ギー制御手法を実証設備に実
装し、実証設備の運用を開始
する。 

－ 研究開発項目① 風力発電予測･制御高
度化 
ランプ予測技術の開発では、ランプ予

測手法の改良を行うとともに、モニタリ
ングデータを使用したランプ予測精度
の評価を実施した。加えて、風力発電所
（ＷＦ）制御技術開発では、エリア合計
値の出力変動抑制を行うため、個別ＷＦ
への抑制量を配分する手法を開発した。 
蓄エネルギー技術を用いた出力変動

制御技術の開発では、確率論最適化手法
や蓄エネルギーと風車出力制御を組合
せた制御手法を開発し、蓄エネルギー装
置の容量削減の可能性を確認した。ま
た、開発した制御アルゴリズムを実証設
備に実装し、実証運転を実施した。 

  

   研究開発項目② 予測技術系
統運用シミュレーション 
 ランプ予測技術を含めた、
需給シミュレーションシステ
ムのプロトタイプについて詳
細仕様の改良及び再生可能エ
ネルギー大量導入における評
価等に着手する。また、平成
２８年度までに構築した実証
設備での実証を開始し、各実
証方案の検証を実施する。 

－ 研究開発項目② 予測技術系統運用シ
ミュレーション 
需給解析シミュレータプロトタイプ

の機能追加、改良を行い、ユーザインタ
ーフェースについてもプロトタイプを
開発した。東地域解析では、連系線活用、
揚水活用ケース解析を実施し、それぞれ
の活用効果を評価した。 
実証設備については、大型蓄電池の高

速化、機能改良及び統合エネルギーマネ
ジメントシステム改良を行い、再エネ・
蓄エネ設備を含む実系統でのＥＭＳ試
験を開始した。 
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   研究開発項目③ 再生可能エ
ネルギー連系拡大対策高度化 
 風力発電の遠隔出力制御に
係る実証試験に着手し、シス
テムの改良や公平な出力制御
手法と合わせた評価を行う。
また、太陽光発電の出力抑制
に係る実証試験の環境を構築
し、双方向と片方向の通信方
式による実証試験による実効
性を検証する。 
 

－ 研究開発項目③ 再生可能エネルギー
連系拡大対策高度化 
風力発電の出力制御の技術要件を公

表した上で、遠隔出力制御システムの開
発を完了し、実証試験により、出力制御
の実効性を確認した。太陽光発電の出力
制御については、九州、北陸、関西エリ
アで実証試験を開始した。 
 出力制御高度化では、出力制御の代わ
りに太陽光の自家消費を増加させるな
ど需要家側の需給調整に関する検討を
実施した。分散型電源遠隔制御高度化で
は、スマートインバータ及びそのマネジ
メントシステムの仕様検討、開発を実施
した。 
 

  

   ２．分散型エネルギー次世代
電力網構築実証事業 [平成
２６年度～平成３０年度] 
 再生可能エネルギーの導入
拡大に伴って配電系統に生じ
る電圧上昇等の課題を解決す
ることを目的として、以下の
研究開発を実施する。 

－ ２．分散型エネルギー次世代電力網構築
実証事業 [平成２６年度～平成３０年
度] 
再生可能エネルギーの導入拡大に伴

って配電系統に生じる電圧上昇等の課
題を解決することを目的として、以下の
研究開発を実施した。本事業の実施によ
り、配電系統における電圧上昇課題が解
決され太陽光発電の導入を図る取組に
貢献する。 

  

   研究開発項目① 次世代電圧
調整機器・システムの開発 
 平成３０年度の実グリッド
での機器の実証評価に向け、
製作した実証機を模擬グリッ
ドに設置し、フィールドでの
技術的な評価等を開始すると
ともに、評価の結果を受けて
機器の改良を行う等の対策を
実施する。 

 研究開発項目① 次世代電圧調整機
器・システムの開発 
 次世代サイリスタ式自動電圧調整器
（ＴＶＲ）等次世代電圧調整機器の開発
について、実証機を製作し、社内試験、
模擬グリッド試験等を実施し、課題の洗
い出しを行った。電圧制御システムにつ
いては、集中電圧制御、協調電圧制御と
いったそれぞれの制御について開発さ
れたアルゴリズムを用いたシミュレー
ションによる検証を進めた。 

  

   研究開発項目② 次世代配電
システムの構築に係る共通基
盤技術の開発 
 研究開発項目①で開発する
機器について、平成２８年度
までに整理した試験項目や評
価方法等に基づき、模擬グリ
ッドによる評価を実施する。
また、平成３０年度の実グリ
ッド実証に向けた環境整備等
を行う。 

 研究開発項目② 次世代配電システム
の構築に係る共通基盤技術の開発 
 研究開発項目①で開発する次世代電
圧調整機器・システムのフィールドでの
運用検証に関連する性能・信頼性評価方
法の検討や試験方法の検討を継続して
実施した。配電システムの設計指針に係
るヒアリング結果やミニモデル機器の
実験室レベルでの試験結果等を通じて
これまで整理してきた模擬グリッド試
験項目及び、評価方法、判定基準により、
模擬グリッド実証の評価を行った。ま
た、平成３０年度の実グリッド実証に向
けた環境整備等を行った。 

  

   研究開発項目③ 未来のスマ
ートグリッド構築に向けたフ
ィージビリティ・スタディ 
 配電系統の将来像について
の最終的な考察を行うために
は、近年の状況を踏まえると、
再生可能エネルギーが特別高
圧側に与える影響を加味する
必要がある。平成２９年度は、
上位系統側の影響まで含めた

 研究開発項目③ 未来のスマートグリ
ッド構築に向けたフィージビリティ・ス
タディ 
 配電系統の将来像についての最終的
な考察を行うためには、近年の状況を踏
まえると、再生可能エネルギーが特別高
圧側に与える影響を加味する必要があ
ったことから、上位系統側の影響まで含
めた調査等を実施し、外部有識者による
検討委員会の意見を反映させつつ、未来
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調査等を実施し、外部有識者
による検討委員会の意見を反
映させつつ、未来の配電系統
の平成３０年度の最終的な考
察に向けた検討を実施する。 
 

の配電系統の平成３０年度の最終的な
考察に向けた検討を実施した。 

   ３．次世代洋上直流送電シス
テム開発事業 [平成２７年
度～平成３１年度、中間評
価：平成２９年度] 
 今後、導入が見込まれる大
規模な洋上ウィンドファーム
に適用が期待される直流送電
システムについて、高い信頼
性を備え、かつ、低コストで
実現する多端子直流送電シス
テムと必要なコンポーネント
を開発し、今後の大規模洋上
風力の連系拡大・導入拡大・
加速に向けた基盤技術を確立
することを目的に、以下の研
究開発項目を実施する。 

 ３．次世代洋上直流送電システム開発事
業 [平成２７年度～平成３１年度] 
 今後、導入が見込まれる大規模な洋上
ウィンドファームに適用が期待される
直流送電システムについて、高い信頼性
を備え、かつ、低コストで実現する多端
子直流送電システムと必要な新規コン
ポーネントを開発し、今後の大規模洋上
風力の連系拡大・導入拡大・加速に向け
た基盤技術を確立することを目指し、以
下の研究開発項目を実施した。また、平
成２９年度１０月に実施した外部有識
者による中間評価では、高い評価を得
た。 

  

   研究開発項目① システム開発 
 多端子直流送電システムに
ついて、シミュレーション解
析計算（ケーススタディ）や
デジタル系統シミュレータ試
験を通じて、システムの制御
保護動作について詳細に検証
する。 
 要素技術開発で得られた特
性値やコストデータを反映し
たモデルケースを検討し、既
存の交流送電システムに対し
てコスト削減割合２０％実現
の可能性を評価する。 

 研究開発項目① システム開発 
 多端子直流送電システムについて、交
流系統または直流ケーブルでの事故時
の応動をシミュレーション解析計算（ケ
ーススタディ）により検証した。また、 
要素技術開発で得られた特性値やコス
トデータを反映したモデルケースを検
討し、既存の交流送電システムに対して
コスト削減割合２０％実現の可能性を
評価した。 
 

  

   研究開発項目② 要素技術開発 
多端子直流送電システムに

新規で必要となるコンポーネ
ントについて、試作又はプロ
トタイプの開発及び性能評価
試験などを実施する。得られ
た特性やコスト情報は、シス
テム開発で実施するシミュレ
ーションやモデルケースの検
討へフィードバックする。 
 

 研究開発項目② 要素技術開発 
 多端子直流送電システムに新規で必
要となるコンポーネント（直流遮断器、
直流海底ケーブル・ジョイント、ダイナ
ミックラインレーティング技術、冷却系
技術、変換器、変圧器、発電機、敷設・
運搬手法等）について、試作又はプロト
タイプの開発及び性能評価試験等を実
施するとともに、各コンポーネントのコ
ストデータの検討を開始した。 

  

 ｇ．燃料電池・水素 
家庭用燃料電池の普及拡

大及び業務用・発電事業用
燃料電池の実用化を図るた
めの技術開発、標準化等に
資する取組を行うととも
に、次世代燃料電池等に関
する技術開発を行うものと
する。また、燃料電池自動

（ｇ）燃料電池・水素 
燃料電池は、燃料となる

水素と空気中の酸素を直
接化学反応させて電気と
熱を同時に取り出すため、
エネルギー効率が高くか
つ発電・発熱時には温室効
果ガスを発生しないため、
我が国における省エネル

（ｇ）燃料電池・水素 
１．水素利用技術研究開発事
業 [平成２５年度～平成２
９年度] 
 水素供給インフラ等に係る
更なる低コスト化、国内規制
適正化、国際基準調和等を図
ることを目的に、以下の研究
開発を実施する。 

－ （ｇ）燃料電池・水素 
１．水素利用技術研究開発事業 [平成
２５年度～平成２９年度] 
 水素供給インフラ等に係るさらなる
低コスト化や国内規制適正化等を図る
ことを目的に事業を推進し、追加公募を
併せて行い、以下の研究開発を進めた。 
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車の普及拡大と水素供給イ
ンフラの整備促進に向け、
燃料電池及び水素ステーシ
ョンの低コスト化等に向け
た技術の開発・実証を行う
とともに、規制適正化等に
資する取組を行うこととす
る。さらに、水素を利用し
たエネルギーシステムの実
現に向けた技術開発等を行
うこととする。 

ギーや地球温暖化対策の
観点から重要な技術であ
る。また、東日本大震災以
降、災害に強い分散型エネ
ルギーシステムへの重要
性が増している点からも、
分散型電源の一翼を担う
燃料電池に対する期待が
高まっている。 
 第３期中期目標期間に
おいては、家庭用燃料電池
の普及拡大と業務用・発電
事業用燃料電池の実用
化・事業化を図るため、家
庭用燃料電池の一層の低
コスト化及び耐久性９万
時間等の達成、業務用・事
業用発電システムの確立
に向け、必要な技術開発等
を行うとともに、ＳＯＦＣ
の大型化及びガスタービ
ンとの連携技術の開発を
行い、発電効率６０％、耐
久性９万時間等を目指す。
また、標準化等に資する取
組を行う。加えて、固体高
分子形燃料電池、固体酸化
物形燃料電池等の従来型
燃料電池と異なる次世代
燃料電池の開発及び従来
型燃料電池の新たな用途
の実用化・事業化、商品性
の向上、低コスト化等に関
する技術開発を行う。 
 また、燃料電池自動車の
普及拡大と水素供給イン
フラの整備促進に向け、自
動車用燃料電池の低コス
ト化及び耐久性５，０００
時間の達成等に向けた技
術開発を行うとともに、将
来的に水素ステーション
のコストを２億円（３００
Ｎｍ３／ｈ規模）程度に低
減すべく、水素の製造・輸
送・貯蔵・供給に係る技術
開発を行う。また、水素供
給インフラの低コスト
化・高性能化を図るべく、
技術の実証等を行うとと
もに、経済性の向上のた
め、規制適正化や標準化等
に資する取組を行う。 
 さらに、水素を利用した
エネルギーシステムの実
現に向け、技術動向等を調
査し、水素の貯蔵や輸送等
に関する新しい技術の開
発等を行う。 

研究開発項目① ＦＣＶ及び
水素供給インフラの国内規制
適正化及び国際基準調和・国
際標準化に関する研究開発 
 平成２８年度に引き続き、
水素ステーションに関して
は、設置・運用等における規
制の適正化、使用可能鋼材の
拡大及び水素ガス品質管理方
法及び充填方法のガイドライ
ン化に資する研究開発等を行
う。ＦＣＶに関しては、高圧
水素容器や車両安全等の国際
技術基準（ＨＦＣＶ ＧＴ
Ｒ）、国際標準（ＩＳＯ）等と
の調和に資する研究開発等を
行う。 

－ 研究開発項目① ＦＣＶ及び水素供給
インフラの国内規制適正化及び国際基
準調和・国際標準化に関する研究開発 
・水素供給インフラに関連した規制見直

しは追加検討項目を含め検討を完了
した。 

・また、水素充填ガイドライン、水素品
質ガイドライン、水素計量ガイドライ
ンなどの制定及び改定と併せ、７０Ｍ
Ｐａ水素ステーション及びＦＣＶの
普及拡大に必要な合理的な管理ガイ
ドラインも策定された。 

・ＭＣＨ由来の不純物であるＭＣＨ・ト
ルエンが与える影響を明確にし、品質
規格改定議論等を日本がリードした。 

・ＦＣＶの国際流通に必要なＩＳＯ、Ｓ
ＡＥ、ＨＦＣＶ－ＧＴＲは日本が議論
をリードする形で成立している。 

●保安検査基準の策定により、検査作業の統一
化等の効率化が図られ、水素ステーションの
運営費の削減（２０２５年に現行から半減程
度）に貢献。 

 
●規制適正化、低コスト機器開発の達成によ

り、２０２５年水素ステーションの建設コス
ト２億円の達成に寄与。 

 

研究開発項目② ＦＣＶ及び
水素ステーション用低コスト
機器・システム等に関する研
究開発 
 水素製造・貯蔵・充填の各
機器及びシステムとしての効
率向上に繋がる技術につい
て、低コスト化及びメンテナ
ンス性向上のための研究開発
を行う。また、水素貯蔵材料
に関して、車両を想定した開
発を実施し、車載用水素貯蔵
システムの有効性を実証す
る。 
 

－ 研究開発項目②ＦＣＶ及び水素ステー
ション用低コスト機器・システム等に関
する研究開発 
・高圧水素用（８７.５ＭＰａ用）ホース・

シールシステムの要求圧力サイクル
回数を試験設備において達成した。ま
た、樹脂製高圧水素用ホースの信頼性
評価基準（案）を策定した。 

・コスト目標を達成するプレクーラシス
テム、水素圧縮機、水素製造装置を開
発し、実用化完了する目処を得た。複
合容器蓄圧器の実用化技術が開発さ
れ、大型化達成の目処を得た。 

・Ｔｙｐｅ４複合容器の使用条件を明ら
かにすることが出来た。 

・水素計量技術及び計量器校正等の管理
技術を確立し、水素ステーションでの
公正な水素販売を実現した。より高精
度なマスターメータ法による計量の 
評価手法を完了した。 

・水素貯蔵システムは、車載システムの
コンセプトを構築し、自動車走行モデ
ルから車載容器の要求仕様を求め実
験及びシミュレーションを用いて車
載に適した水素貯蔵材料を用いたシ
ステムの設計及び性能の評価を進め
た。水素貯蔵材料容器システムの優位
性を実証した。 

  

研究開発項目③ 水素ステー
ション安全基盤整備に関する
研究開発 
 水素技術センターを完成さ
せ、実使用環境下における評
価技術の実証等を行う。また、
次世代ステーションに必要な
技術開発（水素センサー及び
火炎可視化等）を継続し、実
用モデル機のフィールド試験
を通して信頼性評価、検証を
行う。 
 

－ 研究開発項目③水素ステーション安全
基盤整備に関する研究開発 
・セーフティデータベースを作成し、事

業者間からの情報収集と展開の仕組
みを完成した。 

・水素ステーションのオペレータ向けの
教育設備訓練内容指針(案)を作成し
た。 

・ポータルサイトを開設し、一般の方へ
の情報提供を開始した。 

・水素センサ、火炎可視化、電気化学式
水素ポンプ等、次世代の水素ステーシ
ョンに必要な技術課題を具体化した。 

・雷被害リスク軽減に有効な「雷被害対
策ガイドライン(案)」を取りまとめた。 
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・開発品を実環境下で評価できる水素技
術センターを完成し、評価を行った。 

研究開発項目④ ＣＯ２フリ
ー水素及び国際機関等に係る
政策・市場・研究開発動向に
関する調査研究 
 海外の政策・市場・研究開
発動向に関する調査研究を行
うとともに、国内外の産官学
の情報交換及び水素・燃料電
池技術開発展望の調査を行
う。 
 

－ 研究開発項目④ ＣＯ２フリー水素及び
国際機関等に係る政策・市場・研究開発
動向に関する調査研究 
ＩＥＡ、ＩＰＨＥでの海外の政策・市

場・研究開発動向に係る情報収集を実施
し、海外の研究開発動向、段階をふまえ
た新たな研究開発が水素社会構築技術
開発事業等で開始され、水素利用技術の
展開範囲が拡大した。 

  

   ２．固体酸化物形燃料電池等
実用化推進技術開発 [平成
２５年度～平成２９年度] 
 固体酸化物形燃料電池（Ｓ
ＯＦＣ：Solid Oxide Fuel 
Cell）に関して、家庭用燃料
電池の普及拡大と業務用・発
電事業用燃料電池の実用化を
目的として、以下の研究開発
を実施する。 

－ ２．固体酸化物形燃料電池等実用化推進
技術開発 ［平成２５年度～平成２９年
度］ 
 固体酸化物形燃料電池（ＳＯＦＣ：
Solid Oxide Fuel Cell）に関して、家
庭用燃料電池の普及拡大と業務用燃料
電池の実用化を図るため、以下の研究開
発を実施した。 

  

   研究開発項目① 固体酸化物
形燃料電池の耐久性迅速評価
方法に関する基礎研究 
 長期耐久性評価を迅速に実
施するための評価解析技術開
発の推進により、耐久性の見
通しを得られるか検証すると
ともに、長期運転した際の発
電性能の劣化機構解明及び耐
久性の迅速な評価方法の研究
開発を引き続き実施する。 

－ 研究開発項目① 固体酸化物形燃料電
池の耐久性迅速評価方法に関する基礎
研究 
（１）低硫黄濃度での各社スタックの性
能を評価し、空気極、燃料極、オーム損
毎に劣化率を算定した。これまでの評価
方法に基づくことで、各社において耐久
性の目標である９万時間の運転の目処
を立てられるようになった。 
（２）熱力学的解析では超長期運転セル
スタック及び改良後長期運転セルスタ
ックの解体分析、新たな劣化挙動がない
か検証し、空気極被毒、セリア中間層界
面での電導度低下について基礎データ
を取得した。得られたデータから劣化機
構を解明した。化学的解析では各社スタ
ックの分析、被毒試験により、不純物
（Ｓ，Ｐ，Ｃｒ等）の影響や、カソード
中間層／電解質界面の長期安定性を明
確化した。空気極／セリア中間層／ＹＳ
Ｚ電解質近傍における種々の劣化要因
を解析し、界面近傍の導電率マップを作
成、電池性能へ影響する因子を明確化
し、シミュレーションへ必要なデータを
提供した。 
（３）筒状平板形、円筒横縞形のように
劣化が少なくスタックの耐久性が高い
スタックについては、最大３万時間の耐
久試験データを蓄積し、９万時間耐久へ
の達成度を明確化した。シミュレーショ
ンの高度化では、空気クロム被毒と硫黄
被毒をモデル化した。また、酸素ポテン
シャルについては汎用ツールへの展開
を図った。 
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   研究開発項目② 固体酸化物
形燃料電池を用いた業務用シ
ステムの実用化技術実証 
 数～数１００ｋＷ級中容量
ＳＯＦＣシステムの実サイト
における実負荷条件下での実
証試験（連続運転及び起動停
止）を実施するとともに、導
入効果の検証及び技術課題の
抽出を行い、中容量業務用Ｓ
ＯＦＣシステムの市場導入に
資する改良につなげる。 

－ 研究開発項目② 固体酸化物形燃料電
池を用いた業務用システムの実用化技
術実証 
 昨年度試作した中容量常圧型円筒形
ＳＯＦＣシステムにて、実証試験を実施
し、夏の暑い時期でも安定に動作する
事、部分負荷運転でもＤＣ発電効率５
０％で運転できることを確認した。低コ
スト機の設計を検討し、各部材で低コス
ト化が図れることを確認し、商品機の基
本設計に着手した。 
 昨年度試作した２０ｋＷ級実証機を
大阪の２か所で運転中。Ａサイトではセ
ルスタック端で効率５７％、ＡＣ送電端
で効率５０％を達成した。総合効率８
０％以上（最大９２．８％）を達成した。
またＢサイトではセルスタック端５
７％、ＡＣ送電端で効率５２％を達成し
た。Ｂサイトでは熱利用はされず電気の
みの利用となっている。４，０００時間
までの運転検証を予定している。 

●発電時に発生する高温排熱を効率的に利用
し、総合効率９０％を達成。３～５ｋＷクラ
スでは国内初となるコージェネレーション
型の業務用ＳＯＦＣシステムを商品化。 

 
●業界トップクラスとなる発電効率５２％超
を達成。現在、発電のみでも発電効率５５％以
上を目指して実証を継続中。 

 

   研究開発項目③ 固体酸化物
形燃料電池を用いた事業用発
電システムの要素技術開発 
 平成２６年度終了。 

－ 研究開発項目③ 固体酸化物形燃料電
池を用いた事業用発電システムの要素
技術開発 
 平成２６年度終了。 

  

   研究開発項目④ 次世代技術
開発 
 可逆動作可能なＳＯＦＣに
よる低コスト水素製造及び高
効率発電を利用した電力貯蔵
に関し、電極、セル、シール
材などの材料開発とシステム
検討開発を引き続き行う。 

－ 研究開発項目④ 次世代技術開発 
 高効率発電及び低コスト水素製造を
両立するＳＯＲＣ電極・電解質に関し
て、空気極高性能化を行い、酸素の酸化
と還元にいずれも活性を示す組成の最
適化を行った。さらに、小型組セルの作
成とガスシール材の開発を行った。作成
した試作セルのガス緻密性を評価した。 
 低温で酸化還元するＦｅ粉体（Ｆｅ-
Ｃｒ２Ｏ３-ＰＢＭＯ（ＰｒＢａＭｏ２Ｏ５）
について小型組セルに応用するための、
微粒子の触媒修飾Ｆｅの大量合成を行
い、混合度と微粒子化による水素の発生
速度の向上とＦｅナノコンポジット粉
体を合成した。 

  

   ３．水素利用等先導研究開発
事業 [平成２６年度～平成
２９年度] 
 水素等の新たなエネルギー
キャリアについて化石燃料等
と競合できる価格の実現を目
的に、以下の研究開発を行う。 

－ ３．水素利用等先導研究開発事業 [平成
２６年度～平成２９年度] 
 水素等の新たなエネルギーキャリア
について以下の研究開発を行った。 

  

   研究開発項目① 低コスト水
素製造システムの研究開発 
 中・大型水電解ユニットの
耐久性影響要因を分析し、構
成部材の改良方策を確立す
る。 

－ 研究開発項目① 低コスト水素製造シ
ステムの研究開発 
・電解電圧１．８Ｖ＠０．６Ａ／ｃｍ２

を達成し、コスト２６万円／Ｎｍ３－
Ｈ２の見通しを得た。 

・ＭＷ級大型水電解装置を作製し運転し
た。１万時間以上運転し、電解性能・
耐久性共に問題がないことを確認し
た。 

  

   研究開発項目② 高効率水素
製造技術の研究 
（１）次世代水電解システム
の研究 
 前年度発明した新しい電気

－ 研究開発項目② 高効率水素製造技術
の研究 
（１）次世代水電解システムの研究 
Ｎｉ－ＭＨ二次電池を応用した水素製
造装置において、２５℃で１．４５Ｖ＠
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化学サイクル水素発生装置に
ついて、概念実証機を製作し、
その反応原理や基本性能の妥
当性を検証すると共に、次ス
テップへ向けた課題を洗い出
す。 
（２）高温水蒸気電解システ
ムの研究 
 ＳＯＥＣセル・スタックの
耐久性試験を継続し、劣化に
関する改良施策を確立する。
またマルチスタック検証機を
用いて制御性を評価し、実証
機へ向けた課題を抽出・整理
する。 

０．１Ａ／ｃｍ２を達成した。また、本
システムの０．１ｋＷ級プロトタイプ装
置を作製し、運転を開始した。 
（２）高温水蒸気電解システムの研究 
ＳＯＥＣの開発では、電解電圧１．３Ｖ
＠０．５Ａ／ｃｍ２かつ電圧上昇率１％
／１，０００ｈ以下を達成した。 

   研究開発項目③ 大規模水素
利用技術の研究開発 
（１）水素液化貯蔵システム 
 前年度見通しを得た大容量
真空排気技術をより確実にす
るため、外殻の破壊試験を実
施する。また、液体水素用新
鋼材の溶接部の破壊靱性評価
結果を元に溶接材料及び溶接
法を検討する。 
（２）大規模水素利用技術 
 数百ＭＷ級水素専焼ガスタ
ービン向け燃焼器開発では、
目標環境性能（効率６０％運
転条件でＮＯｘ ５０ｐｐｍ
以下）を有する燃焼器の要素
設計を実施する。数ＭＷ級水
素専焼タービン向け燃焼器開
発では、試作燃焼器の段階的
な改良を実施しながら、目標
性能（設計点でＮＯｘ ３５
ｐｐｍ以下）を達成可能な燃
焼器の開発の目途をつける。 

－ 研究開発項目③ 大規模水素利用技術
の研究開発 
（１）水素液化貯蔵システム 
・５ｔ／ｄ級水素液化システムは、液化

効率２５％のプロセスを作成した（現
行の２０％アップ） 

・３，０００ｍ３級液体水素タンクシス
テムの開発を実施し、重要基盤技術を
確立した。 

（２）大規模水素利用技術 
・水素専焼技術の研究開発では、低Ｎｏ

ｘ及び安定燃焼技術確立の見通しを
得た。 

  

   研究開発項目④ エネルギー
キャリアシステム調査研究 
（１）高効率メタン化触媒を
用いた水素・メタン変換 
 不純物混合ガスの連続反応
試験を継続実施すると共に、
大規模メタン化プロセスモデ
ルの設計を完了する。 
（２）溶融塩を用いた水と窒
素からのアンモニア電解合成 
 前年度に制作した一室型の
評価試験装置を用いて窒素還
元陰極及び酸素発生陽極、ア
ンモニア生成反応制御の基本
性能を評価し、実証装置の製
作上の課題を抽出する。 
（３）水素分離膜を用いた脱
水素 
 実用化サイズのシリカ膜開
発技術を確立するとともに、
法規変更による高圧化におけ
る有効性を確認する。 

 研究開発項目④ エネルギーキャリア
システム調査研究 
（１）高効率メタン化触媒を用いた水
素・メタン変換 
初期目標特性を維持しつつ、１，８０

００ｈ（２年相当）の耐久性が得られた
（目標３年） 
（２）溶融塩を用いた水と窒素からのア
ンモニア電解合成 
各要素技術（窒素還元陰極、酸素発生

陽極、アンモニア生成反応制御）を完成
させ、１０Ａ級アンモニア製造プロトタ
イプ装置を作製した。アンモニアの発生
を確認した。 
（３）水素分離膜を用いた脱水素 
目標の水素分離性能を達成し、Ｌ２０

０ｍｍの単管膜の長尺化に成功した。モ
ジュール化の目標も達成。耐久性評価は
課題として残った。 
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   研究開発項目⑤ トータルシ
ステム導入シナリオ調査研究 
 以下の分析結果を統合して
技術開発シナリオを作成す
る。 
・水素本格導入に向けたシス
テム分析（経済性・環境性・
技術マクロ分析等） 

・学理に根差した技術評価・
予測（研究開発動向の可視
化・萌芽領域の抽出等）及
び新技術普及に向けた分析 

 

 研究開発項目⑤ トータルシステム導
入シナリオ調査研究 
サプライチェーン全体を含めた分

析・評価、システム技術の将来予測に関
する分析・評価を行った。また、学理に
根差した技術の将来予測・評価を行い、
技術シナリオを作成した。 

  

   ４．水素社会構築技術開発事
業 [平成２６年度～平成３
２年度] 
 水素エネルギーの利活用を
促進するために、水素の「製
造」、「輸送・貯蔵」及び「利
用」を通じて水素の需要を増
加させるだけでなく、需要に
見合った水素を安価で安定的
に供給することを目的に、以
下の研究開発を実施する。 

 ４．水素社会構築技術開発事業 
 水素エネルギーの利活用を促進する
ために、水素の需要を増加させるだけで
無く、需要に見合った水素を安価で安定
的に供給するため、公募を行った。水素
の「製造」、「輸送・貯蔵」及び「利用」
に関する技術開発を行った。 
 
 
 

  

   研究開発項目① 水素エネル
ギーシステム技術開発 
 検証設備（全国３カ所に設
置）を用い、Power to Gas 技
術の経済・技術成立性の検証
を継続実施する。また前年度
追加公募で採択した新規テー
マは、経済・技術成立性評価
結果等をステージゲートで評
価し、技術検証フェーズに進
むテーマを厳選する。 

 研究開発項目① 水素エネルギーシス
テム技術開発 
 検証設備（全国３か所に設置）を用い、
Power to Gas 技術の経済・技術成立性の
検証を継続実施した。また前年度追加公
募で採択した新規テーマについて、経
済・技術成立性評価結果等をステージゲ
ートで評価し、システム技術開発（実証
フェーズ）に移行するテーマを選定・２
０２０年を目途に入れた実証研究を開
始した。 

  

   研究開発項目② 大規模水素
エネルギー利用技術開発 
 水素発電の導入及びその需
要に対応するための安定的な
供給システムの確立に向け、
海外の未利用資源を活用した
水素の製造、その貯蔵・輸送、
更には国内における水素エネ
ルギーの利用まで、一連のチ
ェーンとして構築するための
技術開発を行う。また、水素
のエネルギー利用を大幅に拡
大するため、水素を燃料とす
るガスタービン等を用いた発
電システム等、新たなエネル
ギーシステムの技術開発を行
う。 

 研究開発項目② 大規模水素エネルギ
ー利用技術開発 
 (イ)及び(ロ)の４プロジェクトについ
て、外部評価委員を招いた新エネルギー
部による進捗評価委員会及び共通課題
の共有・検討を行い、各事業進捗とＮＥ
ＤＯのマネジメントを評価した。 
（イ）未利用エネルギー由来水素サプラ
イチェーン構築 
 水素サプライチェーン構築に向けて、
液化水素については基本設計が完了し、
詳細設計と機器購入を開始した。他方の
ＭＣＨを水素キャリアとしたサプライ
チェーンに関しては、ブルネイ現地天然
ガス液化プラントのプロセスにて発生
するガスを水素化プラントに供給する
ための配管を建設中である。詳細設計の
終了した水素化プラントの主要機器の
調達を開始した。建設予定地の整地及び
外溝工事が終了した。脱水素化プラント
に関しては主要機器設計が完了し、発注
手続きを行った。 
（ロ）水素エネルギー利用システム開発 
 神戸水素ＣＧＳスマコミ事業では、実
証試験設備を完成させて、ベースとなる
天然ｶガスでのＧＴ－ＣＧＳ運転による

●ブルネイ（有機ケミカルハイドライド）、豪
州（液化水素）の両水素サプライチェーンを
本格化。いずれも各プラントの基本設計を完
了し、詳細設計に移行。 

 
●世界初となる１ＭＷ級水素コジェネレーシ

ョンシステム（水素ＣＧＳ）を用いた地域へ
の電熱供給について、設備設置を完了。今後
実証を経て有効性を検証。 
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熱・電気供給試験を実施し、次いで、液
水を受入れ、水素運転での実証試験に向
けた機器試運転を開始した。 
水素混焼ＧＴの研究開発では、要素試

験、燃焼シミュレーション、燃焼器実圧
燃焼試験を順調に実施して成果を得た。 

   研究開発項目③ 総合調査研究 
 水素社会構築技術開発事業
を円滑に実施するために必要
な情報の収集、分析等に関す
る調査を行う。 

 研究開発項目③ 総合調査研究 
平成２８年度に実施した調査の取り

まとめを行い、燃料電池分野におけるＮ
ＥＤＯ技術開発ロードマップを先行公
開した。 

  

   ５．固体高分子形燃料電池利
用高度化技術開発事業 [平
成２７年度～平成３１年度、
中間評価：平成２９年度] 
 燃料電池自動車にも搭載さ
れる固体高分子形燃料電池
（ＰＥＦＣ）の普及拡大に向
けて、燃料電池の出力性能及
び材料の耐久性を向上するこ
と及び生産能力を向上させる
ことを目的として、以下の研
究開発を実施する。 

 ５．固体高分子形燃料電池高度化技術開
発事業 ［平成２７年度～平成３１年
度］ 
 燃料電池自動車にも搭載される固体
高分子形燃料電池（ＰＥＦＣ）の普及拡
大に向けて、燃料電池の出力性能及び材
料の耐久性を向上すること、及び生産能
力を向上させることを目的として、以下
の研究開発を実施した。 
 
 

  

   研究開発項目① 普及拡大化
基盤技術開発 
 自動車用燃料電池として２
０２５年度（平成３７年度）
以降の大量普及期の成果実用
化に向け、燃料電池自体の性
能を現行の１０倍程度向上さ
せる技術や触媒の貴金属使用
量を１台あたり数ｇ程度まで
低減させる技術、更に商用車
への適用拡大を見据え燃料電
池スタック耐久性を現行の１
０倍程度に向上させるための
基盤的技術開発を推進する。
このため、原子・分子レベル
で従来に無い高感度・高精度
を要求される反応メカニズム
解析技術開発、従来見ること
のできなかった実反応状態に
おける反応解析技術開発、触
媒と担体の物質授受に関する
相互影響を見出し触媒の適正
化コンセプト創出に取り組
む。 

 研究開発項目① 普及拡大化基盤技術
開発 
解析評価技術開発においては、電気化

学的な視点だけでなく、物理学的、機械
工学的視点からの解析手法の検討を実
施し、それらの理論的根拠を示すための
シミュレーション技術についても精度
が向上し、それぞれの方法で所定の成果
を得る事ができた。従来の電気化学的な
活性点の評価ができない、非白金系触媒
においても反応プロセスや活性点の特
定を行う事が可能となり、着実に技術の
進展が確認できた。 
新規材料コンセプト創出分野におい

ても、白金量を低減する手法の提示にと
どまらず、活性向上のメカニズムや低コ
ストで生産するためのアイデア創出な
ど、多岐に渡るコンセプトが提示され
た。それぞれのコンセプトの組み合わせ
にて、出力密度向上、耐久性向上、白金
量低減に寄与し、所定の目標値を達成で
きるものと見込んでいる。 

●株式会社ＳＣＲＥＥＮホールディングスは、
世界で初めて電解質膜に電極触媒を直接塗
工・乾燥することが可能な燃料電池製造装置
の販売を開始。従来の方式と比べ生産効率が
１０倍に向上。 

 
●燃料電池の反応生成液水の可視化を世界で

初めて実現。リアルタイム・高解像の解析に
より自動車用燃料電池の高性能化に貢献。 

 

   研究開発項目② プロセス実
用化技術開発 
 現状、年間数百台から数千
台程度とされる生産台数の律
速要因となる燃料電池スタッ
クの生産性を２０２０年以降
の普及拡大期に大幅に向上さ
せるため、量産化、低コスト
合成、成形システム自動化と
いったプロセス技術の生産性
向上や迅速な良否判断可能な
品質管理手法の確立に向けた
開発等を行う。 
 

 研究開発項目② プロセス実用化技術
開発 
 タクトタイム低減を伴う生産性向上
を目的として、大幅な生産性向上が可能
な技術開発が行われ、一部の実用化技術
においては、国内燃料電池メーカーに採
用されている。 
さらに、コアシェル製造に関する実用

化技術については、歩留りを向上した量
産化技術を普及拡大化基盤技術にフィ
ードバックを行い、事業内連携を高度に
図っている。 
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  （ｈ）国際 
我が国の新エネルギー

技術の産業競争力強化や
地球環境問題の解決等に
向け、当該技術の海外展開
に向けた戦略的な国際協
力を実施していくことが
重要である。 
 第３期中期目標期間に
おいては、今後再生可能エ
ネルギー市場の拡大が見
込まれる国々との間でパ
ートナーシップの構築を
図るべく、政策対話、情報
交換、人材育成、共同研究
等を通じてネットワーク
強化を図る。また、再生可
能エネルギーの普及拡大
が今後見込まれる国・地域
における技術実証事業を
行うとともに、新しい技術
の実用化・事業化・国際的
な技術動向の把握・市場の
開拓の観点から、多国間・
二国間協力の枠組みを有
効活用する。 

（ｈ）国際 
我が国の新エネルギー技術

の産業競争力強化や地球環境
問題の解決等に向け、当該技
術の海外展開に向けた戦略的
な国際協力を実施していく。
具体的には、再生可能エネル
ギーの普及拡大が今後見込ま
れる国・地域におけるパート
ナーシップの構築を図ること
を目的とし、政策対話、情報
交換、人材育成、共同研究等
を通じてネットワーク強化を
図る。また、新しい技術の実
用化・事業化・国際的な技術
動向の把握・市場の開拓の観
点から、継続実証事業の実施、
及び新たな技術実証事業を行
うべく、必要な検討等を行う。 

 （ｈ）国際 
我が国の新エネルギー技術の産業競

争力強化や地球環境問題の解決等に向
け、当該技術の海外展開に向けた戦略的
な国際協力を実施していくため、ＩＥＡ
（International Energy Agency）やＩ
ＲＥＮＡ（International Renewable 
Energy Agency）等を通じた情報収集や
人材育成事業を実施した。また、再生可
能エネルギーの普及拡大が今後見込ま
れる国・地域におけるパートナーシップ
の 構 築 を 図 る べ く 、 Ｉ Ｐ Ｈ Ｅ
（ International Partnership for 
Hydrogen and Fuel Cells in the 
Economy）における日本の議長活動など、
政策対話、情報交換等を通じてネットワ
ーク強化を図った。さらに、新たな技術
実証事業立ち上げのために、各種調査を
行った。 

  

   （ｉ）その他の事業 
１．ベンチャー企業等による
新エネルギーベンチャー技術
革新支援事業 ［平成１９年
度～］ 
 新・国家エネルギー戦略（平
成１８年５月）における新エ
ネルギーイノベーション計画
「新エネルギー・ベンチャー
ビジネスに対する支援の拡
大」や総合資源エネルギー調
査会新エネルギー部会中間報
告書（平成１８年５月）にお
ける「ベンチャー企業による
多様な技術革新の活性化」に
基づき、ベンチャー企業等が
保有している潜在的技術シー
ズを活用することで、継続的
な新エネルギー導入普及のた
めの新たな技術オプションの
発掘・顕在化を実現し、次世
代の社会を支える産業群を創
出するため、再生可能エネル
ギー及びその関連技術に関す
る技術課題を提示し、それら
の解決策となる技術につい
て、多段階選抜方式による研
究開発を委託及び助成により
実施する。 
 平成２９年度は、フェーズ
Ａ（フィージビリティ・スタ
ディ）、フェーズＢ（基盤研究）
及びフェーズＣ（実用化研究
開発）、フェーズＤ（大規模実
証研究開発）を実施し、新規
研究開発テーマを採択・実施

 （ｉ）その他の事業 
１．ベンチャー企業等新エネルギーベン
チャー技術革新事業 ［平成１９年度
～］ 
 新・国家エネルギー戦略（平成１８年
５月）における新エネルギーイノベーシ
ョン計画「新エネルギー・ベンチャービ
ジネスに対する支援の拡大」や総合資源
エネルギー調査会新エネルギー部会中
間報告書（平成１８年５月）における「ベ
ンチャー企業による多様な技術革新の
活性化」に基づき、ベンチャー企業等が
保有している潜在的技術シーズを活用
することで、継続的な新エネルギー導入
普及のための新たな技術オプションの
発掘・顕在化を実現し、次世代の社会を
支える産業群を創出するため、再生可能
エネルギー及びその関連技術に関する
技術課題を提示し、それらの解決策とな
る技術について、多段階選抜方式による
研究開発を委託及び助成により実施し
た。 
 平成２９年度は、フェーズＡ（フィー
ジビリティ・スタディ）、フェーズＢ（基
盤研究）及びフェーズＣ（実用化研究開
発）、フェーズＤ（大規模実証研究開発）
を実施し、新規研究開発テーマを採択・
実施するとともに、継続テーマの研究開
発を実施した。また、平成２９年度第２
回公募より「地熱・熱利用分野」を新設
し、５分野として公募を実施した。加え
て、実用化を見据えたマッチング支援等
を実施した（年２回、計４回）。 
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するとともに、継続テーマの
研究開発を実施する。また、
実用化を見据えたマッチング
支援等の実施及びイノベーシ
ョン・コースト構想の推進に
つながる新エネルギー分野の
技術開発について支援を強化
する。 平成２８年度は、こ
れまでのフェーズＡ（フィー
ジビリティ・スタディ）、フェ
ーズＢ（基盤研究）及びフェ
ーズＣ（実用化研究開発）に
加え、フェーズＤ（大規模実
証研究開発）を創設し、新規
研究開発テーマを採択・実施
するとともに、継続テーマの
研究開発を実施する。また、
実用化を見据えたハンズオン
支援等の実施及びイノベーシ
ョン・コースト構想の推進に
つながる新エネルギー分野の
技術開発について支援を強化
する。 
 

 ⅱ）省エネルギー分野 
大幅な省エネルギー効果

が見込まれ、エネルギー・
産業構造の変革に貢献する
省エネルギー技術の開発
と、産業競争力の強化の観
点からの省エネルギー製
品・技術の海外展開の加速
化を着実に推進するための
取組を行うものとする。産
業分野については、エネル
ギー消費比率上位の産業を
中心として、更なる効率改
善を図るための取組を行う
こととする。家庭・業務分
野については、住宅や業務
用ビルの省エネルギーを推
進するための技術開発を行
うものとする。運輸分野に
ついては、自動車等単体対
策に加え、交通流対策等に
も資する技術の活用の検討
等にも取り組むこととす
る。各分野に共通する技術
は横断的分野として捉え、
様々な分野でその適用が拡
大している「ヒートポン
プ」、電気電子機器の電源の
高効率化を支える「パワー
エレクトロニクス」、都市や
街区レベルでのエネルギー
利用最適化を図るエネルギ
ーマネジメント技術に資す
る「熱・電力の次世代ネッ
トワーク」等に係る技術開
発に取り組むこととする。 

（ⅱ）省エネルギー分野 
資源の大半を海外に依

存している我が国にとっ
て、資源確保は従前から重
要な課題である。特に、近
年、アジア地域等の開発途
上国の経済成長による化
石燃料を主としたエネル
ギー需要の増加は著しく、
世界各国ともにエネルギ
ー資源を始めとする資源
確保の競争が激化するこ
とが見込まれる。こうした
エネルギーを取り巻く非
常に厳しい国際環境に加
え、東日本大震災を契機に
エネルギーに対する安
全・安心に関する重要性を
再確認することとなった。
つまり、我が国においては
「効率性」を確保しなが
ら、「安全」で「環境」に
優しく、「エネルギーセキ
ュリティ」にも十分に配慮
したエネルギー構造改革
を成し遂げなければなら
ないものとなった。そのた
めには、再生可能エネルギ
ーの積極的な導入ととも
に、もう１つの柱として
「省エネルギーの推進」
は、その重要性を益々高め
ているところである。 

こうした背景の下、機構
の省エネルギーに関する
取組としては、大幅な省エ
ネルギー効果が見込まれ、
エネルギー・産業構造の変

（ⅱ）省エネルギー分野 
１．戦略的省エネルギー技術
革新プログラム [平成２４
年度～平成３３年度] 
平成２６年４月に第４次

「エネルギー基本計画」が閣
議決定され、中長期のエネル
ギー需給構造を視野に入れ
て、エネルギー政策の基本的
な方針がとりまとめられ、徹
底した省エネルギー社会とス
マートで柔軟な消費活動の実
現として、民生、運輸及び産
業各部門における省エネルギ
ーの取組を一層加速していく
ことなどが掲げられた。引き
続き、経済成長と両立する持
続可能な省エネルギーの実現
が重要課題であり、省エネル
ギー技術は多分野かつ広範に
跨るため、これらの着実な実
現のため「省エネルギー技術
戦略」に掲げる産業・民生・
運輸部門等の重要技術や技術
領域別に設けた会議体（コン
ソーシアム等）において設定
した技術開発課題の解決に資
する省エネルギー技術開発を
強力に支援する。 
具体的には、技術毎にその

開発リスクや開発段階は異な
るため、基本スキームの３つ
の開発フェーズ（「インキュベ
ーション研究開発フェーズ」、
「実用化開発フェーズ」及び
「実証開発フェーズ」）及びテ
ーマ設定型事業者連携スキー
ムを設けることで、その開発

－ （ⅱ）省エネルギー分野 
１．戦略的省エネルギー技術革新プログ
ラム [平成２４年度～平成３３年度] 
１．公募の実施について 
現行の「省エネルギー技術戦略」に掲

げる産業・民生・運輸部門等の省エネル
ギーに資する重要技術に係る分野を中
心として公募を行い、基本スキームで
は、合計２９テーマ（インキュベーショ
ン研究開発フェーズ：５テーマ、実用化
開発フェーズ：１７テーマ、実証開発フ
ェーズ：７テーマ）を採択した。 
テーマ設定型事業者連携スキームで

は、「高効率火力発電・次世代送配電技
術」や「コージェネ・熱利用システム」
等に関する技術開発課題を設定し、２テ
ーマを採択した。 
また、本プログラムへの提案を予定し

ている企業、大学等の高い技術シーズを
発掘・抽出するための調査事業の公募を
行い、６件を採択した。さらに、これま
で終了したテーマに係る成果の状況等
を把握するための調査を実施した。 
 

２．マネジメントについて 
外部専門家による助言が有効と考え

られる６つのテーマについて、技術委員
会を合計７回開催する等、技術開発の推
進に向けてマネジメントの強化を行っ
た。技術委員会開催にあたっては、事業
実施状況の適切な把握のため、研究開発
場所で開催する等の工夫を行った。 
また、本プログラムで開発したコイル

の実用化を促進するべく、産業革新機構
への紹介や開発品の納入先となりうる
企業へ成果の紹介といった橋渡しを行
った。 
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革に貢献する省エネルギ
ー技術の開発と、産業競争
力の強化の観点から省エ
ネルギー製品・技術の海外
展開の加速化を目指すも
のであり、平成２３年に策
定した「省エネルギー技術
戦略」を核として、着実に
取組んでいく。なお、当該
技術戦略は、少なくとも２
年毎に必要な見直しを行
う。 

以下の分野に大別し、そ
れぞれの分野の特性を踏
まえながら技術開発を実
施する。なお、核となる課
題設定型助成事業につい
ては、事後評価に付議され
る案件の８割以上が合格
の評価を得ることを目標
とするとともに、完了した
実用化開発及び実証研究
フェーズの案件について
事業化に係る調査を毎年
行い、省エネルギー効果の
総量を公表することとす
る。 

 
(a)産業分野 

産業部門では、エネルギ
ー効率向上によるコスト
削減は競争力に直結する
課題であり、省エネルギー
かつ低コストで低炭素型
製品等のものづくりが進
められており、我が国は世
界有数のエネルギー生産
効率を達成している。今後
は、エネルギー消費比率上
位の産業を中心として、更
なる効率改善を図るため、
燃焼利用の最小化や熱利
用工程の高効率化等に係
る技術開発の実施、エクセ
ルギーの損失を最小化す
る産業プロセスやシステ
ムの改善等に取組んでい
く。 

 
(b)家庭・業務分野 

家庭・業務部門のエネル
ギー消費は我が国でも増
加傾向にあるが、特に発展
途上国を中心に急激に増
加している。住宅や業務用
ビルの省エネルギーを推
進するため、住宅・建築物
躯体の断熱・蓄熱性能の向
上、照明・空調・電子機器
等の効率向上及び無駄な
電力（電力変換ロスや待機

段階等に応じるものとする。
基本スキームは原則として複
数回公募を行う。テーマ設定
型事業者連携スキームの対象
とすべきテーマはあらかじめ
設定し公募する。 
さらに、必要に応じ、新た

な切り口や着想に基づいた省
エネルギーに係る技術の発
掘、将来の革新的な省エネル
ギー技術開発に資するための
検討、制度の効果評価のため
の調査等を実施する。 

３．成果について 
本プログラムの実施テーマに係るプ

レスリリース、展示会での展示及び成果
発表を通じて、企業の事業化を促進し
た。具体的な開発成果としては、工業炉
の高温排気を浄化、再利用する排気熱循
環システムの開発や、超高速ＰＬＺＴ光
スイッチを採用した波長多重伝送切換
装置の開発等が挙げられる。 
また、本プログラムによる開発成果を

活用したＬＥＤ照明が「平成２９年度省
エネ大賞（製品・ビジネスモデル部門）」
を受賞。さらに、超低損失・低コストな
パワーデバイスに関する開発を行った
ベンチャー企業が「大学発ベンチャー表
彰２０１７」を受賞した。 

●従来品比５３％省エネの超高輝度・大光量Ｌ
ＥＤ照明を開発。平成２９年度省エネ大賞受
賞。 

２．未利用熱エネルギーの革
新的活用技術研究開発 [平
成２７年度～平成３４年度、
中間評価：平成２９年度] 
未利用熱エネルギーを経済

的に回収する技術体系を確立
すると同時に、同技術の適用
によって自動車・住宅等の日
本の主要産業競争力を強化す
ることを目的に、以下の研究
開発を実施する。また、必要
に応じて、実施テーマの追加
や委託調査について公募を行
う。 

－ ２．未利用熱エネルギーの革新的活用技
術研究開発 [平成２７年度～平成３４
年度] 
未利用熱エネルギーを経済的に回収

する技術体系を確立すると同時に、同技
術の適用によって自動車・住宅等の日本
の主要産業競争力を強化することを目
的に、以下の研究開発を実施した。 

  

 研究開発項目① 蓄熱技術の
研究開発 
（１）１２０℃以下で、蓄熱
密度０．５ＭＪ／ｋｇを有す
る固液相変化等を利用した蓄
熱材料の開発 
（２）－２０℃～２５℃環境
下で１２ｈ以上の保持期間を
実現する蓄熱材の開発 
（３）蓄熱材の占有体積が９
割以上であり、蓄熱材単体の
２０倍以上の熱伝導率を有す
る複合蓄熱体の開発 

－ 研究開発項目① 蓄熱技術の研究開発 
（１）高密度/長期蓄熱材料の研究開発 
「高密度蓄熱材料(低温用)の開発」で
は、計算機科学の結果を踏まえ、１０℃
において、蓄熱密度０.３ＭＪ／ｋｇを
有するゲスト物質候補を抽出し、材料評
価によりクラスレートハイドレート組
成を確立した。 
「高密度蓄熱材料(中/高温用)」では、

１２０℃以下で、蓄熱密度０.５ＭＪ／
ｋｇを有する酸・塩基反応を利用した化
学蓄熱材料に要する修飾密度を７.６ｍ
ｏｌ／ｋｇ以上と定量化し、修飾密度
８.２ｍｏｌ／ｋｇを実現可能な合成プ
ロセスを立案した。 
「長期蓄熱材料の開発」では、平成２

８年度に明らかにした課題を踏まえつ
つ、－２０～２５℃環境下で、１２h 以
上の過冷却保持期間を実現する蓄熱材
料組成の確立に向けて、プレートフィン
構造のモジュール評価により１２h の過
冷却安定性を検証した。 
（２）車載用蓄熱技術（材料）の研究開
発 
「蓄熱構造体の開発」では、材料粒径

や熱処理の見直しにより、熱伝導率３.
２Ｗ／ｍＫと蓄熱密度０.５ＭＪ／Ｌを
満足するＡｌ－Ｔｉ系ポーラス構造体
の製造に成功した。 
「蓄熱材の低コスト化」では、変動費

３０％低減、固定費７０％低減、寿命予
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電力）の削減技術、未利用
エネルギーの活用、住宅・
建築物間でのエネルギー
マネジメント等の促進技
術の開発に取組んでいく。 

 
(c)運輸分野 

運輸部門では、エネルギ
ー消費量の大部分を乗用
車及びトラックが占めて
おりその効率向上が重要
であるが、自動車単体対策
（燃費向上、高効率モータ
ー等の開発）に加えて、交
通流対策等にも資するＩ
ＴＳ（Ｉｎｔｅｌｌｉｇｅ
ｎｔ Ｔｒａｎｓｐｏｒ
ｔ Ｓｙｓｔｅｍｓ）技術
の活用の検討等にも取組
んでいく。 

 
(d)横断的分野 

各部門に共通する技術
は部門横断として捉え、具
体的には、空調、給湯、乾
燥、冷凍冷蔵、カーエアコ
ンなど様々な分野でその
適用が拡大している「ヒー
トポンプ」、また、様々な
分野において使用される
電気電子機器に備わる電
源の高効率化を支える「パ
ワーエレクトロニクス」、
更には、熱利用が想定され
る分野のエネルギー消費
用途の概ね５０％を占め
る熱の有効利用や、次世代
送配電ネットワークの構
築（高温超電導線材を活用
した高機能電力機器等を
含む。）に不可欠であり、
都市や街区レベルでのエ
ネルギー利用最適化を図
るエネルギーマネジメン
ト技術に資する「熱・電力
の次世代ネットワーク」等
に係る技術開発に取組ん
でいく。 

測技術を確立した。 
「蓄熱材の高密度化」では、ＭＯＦ（金

属有機構造体）のリンカー分子制御によ
り蓄熱密度０.５ＭＪ／Ｌを達成した。 
「新規蓄熱材の探索」では、蓄熱密度

１～２ＭＪ／ｋｇの可能性を有する新
規物質の予測及び、１ＭＪ／ｋｇ超に必
要な原理と支配因子の解明を行った。 

 研究開発項目② 遮熱技術の
研究開発 
（１）可視光線透過率７０％
以上、日射熱取得率４３％以
下（可視光線反射率１２％以
下、カット波長８５０～１，
４００ｎｍ）の遮熱フィルム
の開発 

－ 研究開発項目② 遮熱技術の研究開発 
（１）革新的次世代遮熱フィルムの研究
開発 
「新規光学設計における超高精度積

層技術の開発」では、積層フィルムの品
位向上のため、試作フィルムの積層構造
の解析を行い、特殊積層装置の改造設計
を実施した。この結果に基づいて特殊積
層装置の改造を実施し、パイロット製膜
において、フィルム幅（５００ｍｍ）に
おいて外観の均一性を向上した。具体的
には、可視光線反射率１１％、ｂ値３、
日射取得率６５％を達成した。 
「次世代遮熱窓材の評価技術の開発

とその商品設計」では、窓からの日射熱
に加え、天井・床・壁の熱流入を考慮し
た高精度な省エネ効果測定手法を適用
し、夏期では遮った日射量の８割程度が
省エネ効果として現れ、冬期においては
遮熱による暖房負荷増加がわずかであ
ることを明確化した。これにより、年間
を通じて冷房負荷を下げる効果の方が
大きいことが明らかとなり、本開発の遮
熱フィルムによる優位性を実証した。 

  

 研究開発項目③ 断熱技術の
研究開発 
（１）１，５００℃以上で使
用可能なファイバーレス断熱
材で圧縮強度１０ＭＰａ以
上、かつ熱伝導率０．２５Ｗ
／ｍ・Ｋ以下を有する断熱材
料の開発 

－ 研究開発項目③ 断熱技術の研究開発 
（１）断熱材料の研究開発 
「産業/工業炉への熱マネージメント

システムの開発」では、種々サイズの産
業/工業炉に開発部材を適用した際のエ
ネルギー収支シミュレーションを実施
し、実用サイズの工業炉において排熱削
減率５０％以上の結果を得ることがで
き、基礎設計を完了した。 
「高強度高断熱性多孔質セラミック

スの開発」では、骨材添加により高温下
での再加熱収縮を低減し耐熱性を向上
させ、１,５００℃耐熱性、熱伝導率０.
２５Ｗ／ｍ・Ｋ以下、圧縮強度１０ＭＰ
ａ以上の並形（２３０ｍｍ×１１４ｍｍ
×６５ｍｍ）形状断熱材の試作を完了し
た。 
「耐高温高効率蓄熱放熱システムの

開発」では、従来比２倍の蓄熱速度を持
つ新規セラミックシェル構造体とその
製造プロセスを開発した。 
「高効率排気ガス放熱システムの開

発」では、１,５００℃で使用可能な熱
交換器試作品について、約２年間に相当
する繰り返し耐用試験を完了し実用レ
ベルに到達した。 
「高効率産業/工業炉のおける検証」

では、ファインセラミック焼成に代表さ
れる低温制御を含めた総合的な運転を
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実現するためのシステムを追加した。ま
た、本年度までに試作した多孔体を実際
の炉体に組み込む構造の基礎設計を完
了した。 

  研究開発項目④ 熱電変換材
料・デバイス高性能高信頼化
技術開発 
（１）性能指数ＺＴ＝１を有
する有機材料の開発 
（２）性能指数ＺＴ＝２を有
する無機材料の開発 

 研究開発項目④ 熱電変換材料・デバ
イス高性能高信頼化技術開発 
（１）高性能熱電材料及びモジュールの
開発 
「熱電材料の高速合成・評価技術開

発」では、３元系、４元系等、多元系金
属間化合物について系統的な材料探索
を行い、ＹｂＡｌ３等ｆ電子を含む化合
物で出力因子ＰＦ > ０．００６Ｗ／ｍ
Ｋ２@３００Ｋを確認した。また、Ｂａ１
２２系材料の組成最適化を進め、ＺＴ=
０.８@１０００Ｋを確認した。環境調和
型シリコン系材料の組成及びプロセス
最適化を進め、ＢａＧａＡｌＳｉ系シリ
コンクラスレート化合物で出力因子Ｐ
Ｆ=０.００１４Ｗ／ｍＫ２、Ａｌ－Ｍｎ
Ｓｉシリサイド系化合物で、ＺＴ=０.３
@６００Ｋをそれぞれ確認した。ＴｉＳ２

系無機・有機ハイブリッド材料を用いた
フレキシブル熱電デバイスの試作を行
い、出力密度２.５Ｗ／ｍ２(温度差７０
Ｋ)を確認した。 
「フォノンと少数キャリアの輸送特

性同時制御による熱電性能指数の飛躍
的向上」では、テルル化鉛においては、
メルトスピン法を用いて試料を作製す
ることで、少数キャリア散乱の傾向を見
出した。その結果として、ゼーベック係
数の３０％程度の向上を確認した。 
「導電性高分子材料・素子の研究開

発」ではパワーファクターの増大を狙
い、ＰＥＤＯＴとカーボンナノチューブ
のハイブリッド膜で、本年度は新たに単
層ナノチューブを用いることにより、昨
年度までの成果である多層ナノチュー
ブを用いた場合と比較して２倍となる
２９５μＷ／Ｋ２ｍのパワーファクター
を得た。有機熱電モジュール試作では富
士フイルムと共同し、ナノチューブ系材
料の使用やモジュールの有効温度差を
広げる工夫で７１度の温度差で８１μ
Ｗ／ｃｍ２の高い出力密度（３５度の温
度差換算１９.６μＷ／ｃｍ２）を得ると
ともに、３５度でモジュール出力２０μ
Ｗ／ｃｍ２という最終目標の９８％を達
成した。 
「炭素系熱電変換デバイスの技術開

発」では、富士フイルム株式会社により
作製した高性能なＣＮＴ-高分子複合材
料に熱プレス処理を施すことで材料の
高性能化を試みた。その結果、ＣＮＴ系
熱電材料として世界トップレベルのパ
ワーファクター（７００μＷ／ｍＫ２）
を実現した。 
また、ＣＮＴ系熱電変換モジュール内

のＣＮＴ配向の制御により、モジュール
の発電性能の向上を試みた。ソルベント

●接合部の電極を無くし高温耐性を確保した、
世界で初めて中高温域での熱電変換を実現
する「クラスレート焼結体 U字型 熱電変換
素子」を開発。 

 
●上記の成果は、国内展示会や米国(ＡＲＰＡ

－Ｅサミット）で反響を得た。 
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フリー印刷法を適用してモジュール作
製を行うことで、モジュール内のＣＮＴ
配向の状態が改善され、その結果、モジ
ュールの出力を従来の約８倍向上させ
ることに成功した。 
（２）熱電デバイス技術の研究開発  
「熱電材料の開発」では、高温側スクッ
テルダイト系／低温側Ｂｉ－Ｔｅ系の
カスケード式熱電モジュールを開発し、
高温端／低温端＝６００℃／３０℃の
条件で発電効率１１％を達成した。 
「熱電デバイスの開発」では、スクッ

テルダイト系熱電モジュール技術を開
発し、発電性能変化５％以内、６００℃
＠５,０００ｈの恒温耐久性及びヒート
サイクル耐久性を確認した。 
「熱電発電システムの開発」では、熱

電発電ユニット技術を開発し、試作した
ユニットの出力１００Ｗを達成した。 
（３）熱電変換による排熱活用の研究開発 
「システム効率向上の検討」では、コ

ージェネエネルギー利用効率１％向上
の電気・熱設計仕様の決定を行った。ま
た、５ｋＷガスコージェネレーションの
６０℃排温水から熱電変換モジュール
を用いて発電した電力によりセンサー、
無線モジュールを駆動した。 
「新熱電変換材料の開発」では、マン

ガンシリコン（ＭｎＳｉ）とシリコンゲ
ルマニウム（ＳｉＧｅ）の複合材料薄膜
により、ＺＴ=２を達成するために必要
な１Ｗ／Ｋｍ以下の低熱伝導率を実現
した。また、マンガンシリコン系単相バ
ルク材料の合成プロセスを確立した。 

  研究開発項目⑤ 排熱発電技
術の研究開発 
（１）２００℃以下の中低温
排熱に対応した、発電効率１
４％（従来比２倍）を有する
出力１ｋＷクラス小型排熱発
電装置の開発 

 研究開発項目⑤ 排熱発電技術の研究
開発 
「高効率小型排熱発電技術開発」につ

いて、出力１ｋＷｅクラスでは、平成２
８年度に明確化したシステムとデバイ
スの技術手段に基づき、発電効率１４％
を原理実証するとともに、サイクル制御
等の課題を確認した。また出力１ｋＷe
クラス用の膨張機とポンプに関して、平
成２８年度に着手した信頼性評価によ
り短期の耐久性を確認し、初期段階での
課題を確認した。出力１０ｋＷｅクラス
では、平成２８年度に抽出したフルスケ
ールの膨張タービンと気体軸受の技術
課題に対して、これらの要素検証により
課題解決手段を明確化した。 

  

  研究開発項目⑥ ヒートポン
プ技術の研究開発 
（１）２００℃までの供給温
度範囲に対応し、８０→１６
０℃加熱でＣＯＰ：３．５以
上を達成するヒートポンプシ
ステムの開発 
（２）７５℃以下の熱源で、
供給温度－１０℃を実現する
ヒートポンプシステムの開発 

－ 研究開発項目⑥ ヒートポンプ技術の
研究開発 
（１）産業用高効率高温ヒートポンプの
開発 
「遷臨界サイクルヒートポンプの最

適化技術の開発」では、８０→１６０℃
加熱が可能な加熱能力３００ｋＷ級の
ヒートポンプについてシミュレーショ
ンでＣＯＰ：３．５の達成を見込むとと
もに、試作機及び付帯設備の製作・工事
を行い試運転を開始した。 
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「ターボ圧縮機技術の開発」では、タ
ーボ圧縮機の風損対策等を実施し、改善
の傾向を見出した。 
「高温高圧熱交換器の開発」では、ヒ

ートポンプ試作機用熱交換器を製作し
た。 
（２）機械・化学産業分野の高温熱供給
に適した冷媒とヒートポンプシステム
技術開発 
「ヒートポンプ技術導入プロセス調

査」では、実測により運転実態を把握し、
実用に供するプロセス構成の基本計画
と投資回収効果を明らかにした。 
「低ＧＷＰ冷媒候補の開発及び物性

情報の構築」では、新型冷媒候補の物性
情報を取得した。出力温度２００℃に対
応する新型冷媒候補については毒性評
価を実施すると共に、熱安定性評価試験
により候補冷媒を絞り込んだ。 
「ヒートポンプの開発と特性評価」で

は、高温用高性能凝縮器の最小ユニット
において、出力温度１６０℃に対応する
新型冷媒候補に関する凝縮熱伝達予測
法の実機への妥当性を検証した。さらに
新型冷媒候補を用いたドロップイン試
験を行うと共に、１６０℃以上の温熱出
力が可能なヒートポンプの成立性評価
と検証機の計画図を完成させた。 
（３）低温駆動・低温発生機の研究開発 
「低温駆動基本サイクル」では、本研究
開発による「一重効用ダブルリフト吸収
冷凍機※」を実用化した。 
※「コージェネ大賞２０１７ 技術開発
部門 特別賞」を受賞 
 
「低温発生技術」では、アルコール系

氷点降下剤の実用化に向けて、腐食抑制
技術を確立するとともに、冷凍サイクル
実験において蒸発温度－９.３℃を達成
し、冷媒組成の最適化により－１０℃以
下を実現する見通しを得た。これらの結
果を基に、７５℃熱源から最低温度－１
０℃の冷熱を発生する、冷凍能力５２.
７ｋＷの試作機を製作し、実証試験を行
った。 
「新吸収剤」では、シミュレーション

による冷却水温度３５℃以上までの動
作範囲の拡大、従来製品と同等以上の耐
食性を確認し、これらの結果から冷凍能
力約１０.５ｋＷの実験機を製作し、実証
試験を行った。 

   研究開発項目⑦ 熱マネージ
メントの研究開発 
（１）高効率ヒートパイプの
開発（０～５０℃において熱
輸送距離５ｍ、熱輸送量１，
５００Ｗ、抗重力性、動力源
レス） 
（２）吸熱量 ５Ｗ／ｃｍ２を
有する吸熱デバイスの開発 
（３）数ｋＷ小型ヒートポン
プシステムの開発 

－ 研究開発項目⑦ 熱マネージメントの
研究開発 
（１）熱マネージメント材料の研究開発 
「車載用高効率熱輸送システム」で

は、昨年度作製したループヒートパイプ
（ＬＨＰ）システムで課題となっていた
高熱輸送時の作動液循環不良を蒸発器、
補償器を改良することにより改善、平成
２９年度目標の熱輸送距離/熱輸送量を
達成した。 
「材料研究」では、微粒子分散流体に
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（ａ）体積１００Ｌ以下重量
５０ｋｇ以下で排熱温度９
５℃以上、冷熱温度５℃にお
いて冷凍能力／排熱入力比
０．４を有する冷房用ヒート
ポンプの開発 
（ｂ）極寒（－２０℃）環境
下などの実用条件でＣＯＰ＝
１．５（温度）以上の作動が
可能な暖房用ヒートポンプの
開発 
（４）内燃機関、モーター／
インバーター、空調、熱回収
の車両トータル等における高
精度熱発生・熱伝達シミュレ
ーション技術の開発。 

ついて、有機膜による粒子表面改質条件
の最適化により分散安定性が向上し、目
標としていた高熱伝導率化を達成した。
熱媒流体では高い熱伝導率を持つ会合
性液体である水とアンモニアに対し分
子動力学シミュレーションを実施し、熱
輸送において分子間のクーロン力相互
作用が支配的であることを解明した。 
（２）熱マネージメントの研究開発 
「モーター領域」では、相変化を用い

た冷却システムの性能をモーター運転
状態にて検証し、中間目標５Ｗ／ｃｍ２

の冷却性能が得られることを確認する
とともに、その特性を解析可能にするモ
デルを構築した。 
「インバーター領域」では、吸熱モジ

ュールの熱移動メカニズムを解明する
とともに、電熱素子の吸熱性能向上技
術、界面部の熱抵抗低減技術を開発する
ことで、中間目標５Ｗ／ｃｍ２を達成可
能なことを確認した。 

   研究開発項目⑧ 熱関連調
査・基盤技術の研究開発 
（１）排熱調査を実施し、研
究開発シナリオの検討を完了
する。 
（２）各種部材の計測・評価
結果の分析を進め、整備すべ
きデータベースを明確化す
る。 
（３）計算機シミュレーショ
ンについて計算結果の解析と
検討を進め、熱関連材料の特
性・性能評価技術の整備、体
系化を行う。 

－ 研究開発項目⑧ 熱関連調査・基盤技術
の研究開発 
「排熱実態の調査、研究開発／導入シ

ナリオの検討」では、繊維、電気機械、
電力、ガス・熱供給、清掃、その他製造
業の工場の高温固体、温水からの排熱量
を調査、モデル解析し、前年度の排ガス
調査のデータも加えて日本全体での業
種別排熱量を明らかにした。また、該６
業種の熱回収利用機器の導入状況、蒸気
輸送状況等、未利用熱の活用傾向及び技
術ニーズを明らかにした。 
「業務用民生分野の建物での熱損失

調査」では、遮熱フィルムの熱的負荷に
対する改善と問題を分析し、プロジェク
ト内の関係機関と連携して物性改善の
指針を得た。 
「業務用空調システムの実働エネル

ギー効率評価法の開発」では、主に暖房
運転時における多様な室内機運転パタ
ンに対する実働評価試験を行い、これま
で得たデータから多様な気候地域及び
室内機運転パタンに対応した実働エネ
ルギー評価法の改良を行った。 
「熱マネージメント部材の基盤技術

の開発」では、無機熱電モジュールの劣
化試験を行い、新しい劣化挙動の観察手
法を確立した。また温度サイクル試験及
びパワーサイクル試験の装置を開発し、
各種条件により分析用データを収集し、
劣化の推定を行った。また熱電モジュー
ルの評価手法の国際標準化推進のため
国内委員会で新規規格提案書の作成を
行った。 
また、有機熱電材料の同時ゼーベック

係数計測、市販化を前提とした材料の構
造異方性を考慮した計測装置の試作に
取り組み、同時ゼーベック係数計測装置
の精度向上と構造異方性を考慮した計
測装置の開発を行った。 
有機熱電材料発電性能に決定的な影
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響を与える材料内の微細構造を、電子顕
微鏡により評価することを可能とする
ため、材料の断面を抽出する手法の開発
を行った。その結果、材料の切削により、
断面が変形してしまうこと及びこの変
形は研磨を行うことで低減できること
を明らかとした。 
本プロジェクトで開発した新型冷媒

候補等の環境影響評価として、絶対速度
法を用いる新型冷媒候補の評価及び相
対速度法を用いる類似化合物の評価を
行い、新型冷媒候補の大気寿命及び地球
温暖化係数（ＧＷＰ）、オゾン層破壊係
数（ＯＤＰ）を明らかにした。また、燃
焼性評価として、新型冷媒候補の高精度
評価を行い、それぞれの燃焼速度が、い
ずれのＩＳＯ燃焼性等級も２Ｌ（微燃
性）であることを明らかにした。また、
炭素数３のオレフィン系冷媒の温暖化
効果について、各種置換基や異性体構造
が与える影響を明らかにし、環境影響の
面から好ましい構造を提示した。 
「熱関連材料の計算シミュレーショ

ンとデータベース構築」では、高密度蓄
熱を達成する有望候補として化学蓄熱
材料に注目し、典型的な化学蓄熱材の反
応機構を分子シミュレーションから解
析した。特に酸化マグネシウムの水蒸気
付加反応を取り上げて、金属酸化物固体
表面での水和反応を第一原理シミュレ
ーションから解析した。また熱電材料の
計算科学研究については、伝熱計算プロ
グラムの開発と整備を進めて、ユーザー
インタフェイスとマニュアルの整備を
行うと同時に、企業分室からの要望に答
えて化合物の熱物性解析を実施して、材
料開発を目指した応用研究を進めた。さ
らに、定常熱物性値、熱エネルギーの蓄
積・取出し速度並びに熱エネルギーの輸
送と熱電変換に関わる約６，５００点の
物性値をデータベースに収録しプロジ
ェクトにおいて共有した。元素組成比に
より組成が記述された熱関連材料の組
成・構造に関する定量的指標と熱特性の
定量的表現である熱物性値との相関を
解析する技術を開発した。蓄積された熱
関連材料データをプロジェクト参加機
関に提供するとともに、広汎なユーザー
の利用にインターネットにより提供す
るためのウェブデータベースを開発し
試験公開した。技術交流会においてデー
タベース利用法を発表して活用を図っ
た。 
このほか、｢技術シーズ発掘のための

小規模研究開発（蓄熱）」及び｢熱電変換
材料の技術シーズ発掘小規模研究開発
(第２回)」を実施した。 

   ３．高温超電導実用化促進技
術開発 [平成２８年度～平
成３２年度] 
 超電導技術は電気抵抗がゼ
ロとなり、送電ロスの大幅な

－ ３．高温超電導実用化促進技術開発 [平
成２８年度～平成３２年度] 
平成２８年度に公募を実施し、プロジ

ェクトを立ち上げ、以下の研究開発を実
施した。 
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低減など、大きな省エネルギ
ー効果が期待される技術であ
る。これまでの基盤技術開発
の成果を活かし、早期実用化
を実現するため、省エネルギ
ー効果や大きな市場創出が期
待できる適用先として電力分
野や運輸分野を厳選し、高温
超電導技術による送配電技術
の開発と高磁場マグネットシ
ステムに係る技術開発を実施
する。 
 本プロジェクトは、以下の
研究開発を支援及び実施す
る。 

   研究開発項目① 電力送電用
高温超電導ケーブルシステム
の実用化開発 
超電導ケーブルでの絶縁破

壊等の電気的事故、機械的故
障や損傷、冷却システムの故
障等、想定される各種の事
故・故障を抽出・分類すると
ともに、安全性評価試験項目
を実施し、対処方法・早期復
旧のための方法を検討する。
ブレイトン冷却システムを超
電導ケーブルに接続させた状
態での長期実系統連系試験を
実施する。 

－ 研究開発項目①「電力送電用高温超電導
ケーブルシステムの実用化開発」 
６６ｋＶケーブルについては、短絡試

験を４０ｍケーブルで実施し圧力・温度
変化の計測データから開発したシミュ
レーション手法の妥当性を確認すると
ともに、地絡電流を変化（５００Ａ、１
０００Ａ、１５００Ａ）させた地絡試験
を行い、断熱管が穿穴するエネルギー境
界を明らかにした。２７５ｋＶケーブル
については、液体窒素浸漬状態での２．
５ｍ長地絡試験を行い、断熱管破損状況
と圧力伝播のデータを取得し、圧力シミ
ュレーションを実施した。液体窒素漏洩
（１ｍφマンホール内で液体窒素が漏
洩）の予備試験を行い、内部の温度・圧
力変化がシミュレーションで再現でき
ることを確認した。ブレイトン冷却シス
テムを超電導ケーブルに接続させた状
態での長期実系統連系試験を開始した。
さらに、冷凍機のＣＯＰ=０.１１以上と
するための向上方策を検討した。 

●電力送電用に長寿命化（目標：現状約８ヶ月
のメンテナンス間隔を約４年半に延ばす）
を狙った我が国の独自技術である高効率大
容量ターボブレイトン式冷凍機を用いた約
１年間(平成２９年３月～平成３０年４月)
の系統連系実証試験を実施し、高温超電導
送配電システムの安全性・信頼性を確認。 

   研究開発項目② 運輸分野へ
の高温超電導適用基盤技術開
発 
変電所内へ設置可能な所定

の揚程・流量を持つコンパク
ト冷凍システムの開発を行
う。システム保全技術として
異常の有無を判定する技術、
ケーブル位置計測技術等の開
発を行う。 

 研究開発項目②「運輸分野への高温超電
導適用基盤技術開発」 
長距離冷却システムの主構成機器で

ある冷凍機，液体窒素循環ポンプ等につ
いて、製作を完了した。断熱管について
は、短尺サンプルでの性能評価により中
間目標値を満たす見通しを得るととも
に 、長尺製造に必要な装置の製作を継
続した。小型電流リードに向け、伝熱解
析による熱侵入量の評価や、冷却システ
ム・超電導ケーブルの状態監視について
の必要な検出・計測手法の開発を行っ
た。 

 

   研究開発項目③ 高温超電導
高安定磁場マグネットシステ
ム技術開発 
超電導特性の劣化、線材の

磁化による磁場乱れ及びコイ
ル異常発生時の焼損について
検討するため、３Ｔ－１／２
の試作コイルを設計・試作す
る。試作では１．２ｍの大口
径コイルの巻線を行い特性評
価する。また、超電導接続に

－ 
 

研究開発項目③「高温超電導高安定磁場
マグネットシステム技術開発」 
前年度に続き１／２アクティブシー

ルド型３Ｔ高温超電導コイルを試作し
た。試作では１．２ｍの大口径コイルの
巻線を行い特性評価し、良品率９３％の
製作性を確認した。また超電導接続技術
開発を実施し、超電導接続の特性変動要
因の一つとして、線材形状の違いに着目
して検討を行った。さらに、小型コイル
の部分モデルとなる要素試験コイルを

●世界に先駆けた実用１／２サイズでの３Ｔ
（テスラ）高温超電導コイル（アクティブシ
ールド型）の主要コイルを製造し、高温超電
導ＭＲＩシステムの実用化に向け前進。 



Ⅰ－2－47 

使用可能な材料の開発を行
う。 

試作中であり、平成３０年に評価する小
型コイルの設計及び試作に必要なデー
タを取得した。 

   研究開発項目④ 高温超電導
高磁場コイル用線材の実用化
開発 
製造ラインの最適化等を進

め、低ばらつきの１ｋｍ級線
材試作、人工ピン導入線材の
磁場中特性最適化と線材構造
最適化を行う。また、細線化
や撚り線形状の最適化と撚り
線の損失見積り等を行う。線
速律速工程は設備改良と前年
度導入設備の条件最適化を行
う。 

－ 研究開発項目④「高温超電導高磁場コイ
ル用線材の実用化技術開発」 
高磁場臨界電流密度向上へ向けた設

備導入及び人工ピン技術開発により年
度目標値を達成するとともに、臨界電流
密度の安定化(ばらつきの低減)へ向けた
設備導入を進めつつ１ｋｍ級線材の試
作を開始し、更に安定化磁場発生用線材
開発へ向けた電磁界シミュレーション
等を実施した。また、律速工程改良の結
果年度線速目標を達成した。 

 

 ⅲ）蓄電池、エネルギーシ
ステム分野 
ａ．蓄電池 

我が国が競争力を確保す
るため、今後大きな成長が
望め、かつ我が国の優位性
を活かすことが出来る分野
における蓄電池に注力し、
技術開発を実施するものと
する。 

また、産学の技術進展を
加速する共通基盤技術とし
て、蓄電池材料の評価手法
の確立等に取り組むことと
する。 

さらに、ＩＥＣやＩＳＯ
等における国際標準の制
定・見直しの場で、我が国
主導による国際標準化を促
進するものとする。 
ｂ．スマートグリッド、ス
マートコミュニティ 

電力システム安定化に向
けた取組に注力することと
し、系統側におけるスマー
トグリッド、 需要側におけ
るスマートコミュニティ、
発電側における再生可能エ
ネルギーの能動的出力調整
技術、これらを支える蓄電
技術といったシステム全体
にわたる技術の開発・実証
を、総合的に推進するもの
とする。 

（ⅲ）蓄電池・エネルギー
システム分野 
(a)蓄電池 

蓄電池は、電気自動車
（ＥＶ）やプラグインハイ
ブリッド自動車（ＰＨＥ
Ｖ）等の次世代自動車の普
及、再生可能エネルギーの
導入拡大やスマートグリ
ッド実現の核となる重要
な技術である。また、経済
産業省が平成２４年７月
に定めた「蓄電池戦略」で
も、２０２０年に世界全体
の市場（２０兆円）の５割
のシェアを我が国関連企
業が獲得することが目標
に掲げられており、今後も
市場の拡大が想定される
成長産業と位置付けられ
ている。 

第３期中期目標期間に
おいては、国際的な競争が
激化しつつある蓄電産業
について、引き続き我が国
が競争力を確保するため、
用途に応じて高性能・高安
全性・高信頼性・低コスト
の蓄電池を実用化・事業化
していくことが必要であ
り、今後大きな成長が望
め、かつ我が国の優位性を
活かすことができる分野
における蓄電池に注力し
て技術開発を実施する。 

車載用については、既に
実用化・事業化されている
リチウムイオン電池の出
力・エネルギー密度を他国
に先行して飛躍的に向上
させるとともに、低コスト
化を実現し、次世代自動車
市場を確保していく。ま
た、２０３０年の実用化・
事業化が期待されるポス

（ⅲ）蓄電池・エネルギーシ
ステム分野 
(a)蓄電池 
１．革新型蓄電池実用化促進
基盤技術開発 [平成２８年
度～平成３２年度] 
２０３０年にガソリン車並

みの走行性能を有する普及価
格帯の電気自動車を実現する
ため、現行のリチウムイオン
電池を凌駕する革新型蓄電池
の実用化の促進を目的に、以
下の研究開発を実施する。 

－ 
 

（ⅲ）蓄電池・エネルギーシステム分野 
(a)蓄電池 
１．革新型蓄電池実用化促進基盤技術開発 
［平成２８年度～平成３２年度］ 
２０３０年にガソリン車並みの走行

性能を有する普及価格帯の電気自動車
を実現するため、現行のリチウムイオン
電池を凌駕する革新型蓄電池の実用化
の促進を目的に、以下の研究開発を実施
した。 

  

研究開発項目① 高度解析技
術開発 
 平成２８年度に引き続き、
高輝度放射光・パルス中性子
の量子ビーム、ラマン分光、
核磁気共鳴及び電子顕微鏡等
の解析手段を組み合わせ、充
放電状態の蓄電池で起きてい
る反応・現象を空間分解能１
０μｍ、時間分解能１０ミリ
秒、深さ分解能１０ｎｍの高
精度で解析可能な技術の開発
を進める。また、開発した解
析技術を活用し、研究開発項
目②で検討している革新型蓄
電池を対象として、反応不安
定化の起点や劣化メカニズム
等を解明する。 

－ 研究開発項目① 高度解析技術開発 
 高輝度・高強度の量子ビーム技術を用
いることにより、高い空間分解能、時間
分解能及び深さ分解能を具備させた世
界トップレベルの蓄電池の反応・劣化メ
カニズムの解析技術の開発を進めた。ま
た、核磁気共鳴（ＮＭＲ）、透過型電子
顕微鏡（ＴＥＭ）、精密充放電、計算科
学等を用いた解析技術の開発も並行し
て進めた。さらに、これら解析技術を「研
究開発項目② 革新型蓄電池開発」で開
発している蓄電池に適用し、性能向上や
寿命特性の改善等に資する知見を得た。
具体的な成果の例を以下に示す。 
 ＳＰｒｉｎｇ－８の高輝度放射光を
用いた空間分解能１０μｍで電極内の
反応分布をマッピング可能なイメージ
ング硬Ｘ線光電子分光装置（ＨＡＸＰＥ
Ｓ）を開発するとともに、ＨＡＸＰＥＳ
の回析・分光測定用電池セルを改良し、
深さ分解能を従来の１０ｎｍから１ｎ
ｍに向上させた。 
 また、測定可能な合剤電極膜厚を１５
０μｍ（従来比１．５倍）に向上させた
エネルギー分散型共焦点Ｘ線回折装置
（ＸＲＤ）を開発し、亜鉛空気電池の亜
鉛析出形態の制御因子や硫化物電池の
電極活物質への典型元素添加による構
造安定化の効果を明らかにした。 
 さらに、Ｊ－ＰＡＲＣの高強度パルス
中性子を用いた中性子回折とＳＰｒｉ
ｎｇ－８のＸ線回折で得られた解析結

●空間分解能１０μｍのイメージング硬 X 線
光電子分光解析装置(ＨＡＸＰＥＳ)、従来比
１．５倍の感度を有する共焦点Ｘ線回折解析
装置（ＸＲＤ)等の世界トップレベルの解析
技術を開発。 

 
●亜鉛空気電池は８Ａｈ級、コンバージョン電

池及び硫化物電池は５Ａｈ級の実セルで、エ
ネルギー密度３００Ｗｈ／ｋｇ以上での充
放電作動を実証。 
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トリチウムイオン電池の
実現を目指し、産官学の英
知を結集して最先端の技
術開発に取組むことによ
って、我が国の中長期的な
競争力の確保を目指す。 

大型蓄電池については、
電池の種類に捉われず、低
コスト化・長寿命化が期待
できる蓄電技術を開発す
るとともに、システムの制
御・運用に係る技術実証を
行い、実用化・事業化を促
進することで比較的新し
い本技術の市場を確保し
ていく。 

また、産学の技術進展を
加速する共通基盤技術と
して、蓄電池材料の評価手
法の確立等に取組む。 

さらに、ＩＥＣやＩＳＯ
等における国際標準の制
定・見直しの場に、必要に
応じてプロジェクトで得
られた成果を提供し、我が
国主導による国際標準化
を促進する。 

 
(b)スマートグリッド、ス
マートコミュニティ 

出力が不安定な新エネ
ルギーの大量導入や分散
電源化といった社会的要
請に応えつつ、エネルギー
を安定的に供給するイン
フラを効果的に構築・運用
するためには、蓄電池をは
じめとする蓄エネルギー
技術に加えて、ＩＴを活用
してエネルギー供給側と
需要側の情報を双方向で
共有し、エネルギーシステ
ム全体で需給変動を制
御・調整していく新たな仕
組みづくりが重要である。 

第３期中期目標期間に
おいては、特に電力システ
ム安定化に向けた取組に
注力することとし、系統側
における能動的制御技術
であるスマートグリッド、 
需要側においてコミュニ
ティ全体でエネルギーの
効率的利用を行うスマー
トコミュニティ、発電側に
おける再生可能エネルギ
ーの能動的出力調整技術、
これらを支える蓄電技術
といったシステム全体に
わたる技術の開発・実証を
総合的に推進する。 

 

果を原子対相関関数解析（ＰＤＦ）、リ
ートベルト解析及びリバース・モンテカ
ルロモデリングを組み合わせてデータ
処理することにより、ランダム系物質の
構造を精密に把握する技術を開発した。
この解析技術をナノ界面制御電池（ハロ
ゲン化物）の固体電解質に適用し、その
局所構造やフッ素イオン伝導経路等を
明らかにした。 

研究開発項目② 革新型蓄電
池開発 
 リチウムイオン電池の性能
限界を大きく上回るエネルギ
ー密度（５００Ｗｈ／ｋｇ）
が期待できる革新型蓄電池
（水系空気電池、ナノ界面制
御電池、硫化物電池）につい
て、プロジェクトの中間目標
であるエネルギー密度（３０
０Ｗｈ／ｋｇ）を実証するた
めの試作セルとその構成材料
（電極活物質、電解質、バイ
ンダー、導電材等）の基本仕
様・作製条件を検討する。 
 

－ 研究開発項目② 革新型蓄電池開発 
 高度解析技術を活用しつつ、亜鉛空気
電池、ナノ界面制御電池（ハロゲン化
物）、ナノ界面制御電池（コンバージョ
ン）及び硫化物電池の開発を進めた。具
体的な成果の例を以下に示す。 
 亜鉛空気電池では、高容量亜鉛負極を
適用して８Ａｈ級（φ５０×５０ｍｍサ
イズ）の実セルを試作し、重量エネルギ
ー密度３００Ｗｈ／ｋｇ以上を確認し
た。また、空気極触媒として酸素還元活
性の高いブラウンミラーライト結晶構
造のＣａ－Ｆｅ－Ｃｏ系酸化物を適用
することにより、従来比で２倍以上のサ
イクル寿命が得られることを確認した。 
 ナノ界面制御電池（ハロゲン化物）で
は、Ｃｕ－Ｆ系正極を適用して５００ｍ
Ａｈ級の実セル（全固体ペレット型セ
ル）を試作し、理論値の約９０％の放電
容量を確認した。また、新規にＬａ－Ｆ
系固体電解質及びゲルポリマー系電解
質を開発し、室温で１０－６Ｓ／ｃｍ以
上のフッ素イオン伝導度を有すること
を確認した。 
 ナノ界面制御電池（コンバージョン）
では、ハーフセル（φ２０×２０ｍｍサ
イズ）の試作・評価を通じて合剤正極の
厚膜化や電解液の最適化等を進め、次年
度試作予定の５Ａｈ級の実セルで３０
０Ｗｈ／ｋｇ以上の重量エネルギー密
度が得られることの見通しを得た。 
 硫化物電池では、ハーフセル（φ５０
×５０ｍｍサイズ）の試作・評価を通じ
てＶ-Ｓ系正極が高いサイクル耐久性を
示すことを見出し、次年度試作予定の５
Ａｈ級の実セルで３００Ｗｈ／ｋｇ以
上の重量エネルギー密度が得られるこ
との見通しを得た。また、リチウム金属
負極のサイクル耐久性を向上させる電
解液と添加剤の組合せを見出し、コイン
形セル（φ２０ｍｍサイズ）による評価
で５００サイクル以上を確認した。 

  

  ２．先進・革新蓄電池材料評
価技術開発 ［平成２５年度
～平成２９年度］ 
 国内蓄電池・材料メーカー
等による競争力を有する蓄電
池・材料の製品化を促進する
ため、先進リチウムイオン電
池及び全固体電池の技術進展
に合わせて、産業界の共通指
標として機能する材料評価技

－ ２．先進・革新蓄電池材料評価技術開発 
［平成２５年度～平成２９年度］ 
 先進リチウムイオン電池については、
高電位正極、高容量正極、高容量負極及
び難燃性電解液の４種の材料を基軸と
した標準電池モデル（１Ａｈ級ラミネー
トセル）を開発し、その作製仕様書及び
性能評価手順書の策定を完了した。ま
た、これらの成果を用いて、国内材料メ
ーカが開発した新材料サンプルを受け
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術の確立を目的に、以下の研
究開発を実施する。 
 先進リチウムイオン電池に
ついては、電極厚膜化、内部
短絡安全性試験の検討を行っ
た上で、材料評価技術（標準
電池モデル、試作仕様書、性
能評価手順書）の策定を完了
する。また、全固体電池につ
いては、電極及び電解質シー
トの成形条件・方法等を適正
化した上で、材料評価技術の
策定を完了する。さらに、国
内材料メーカー及び文部科学
省プロジェクト等より新材料
サンプルを受け入れて、電池
試作・評価を行い、開発した
材料評価技術の妥当性・有用
性を検証する。 

入れ、目標件数の７０件を大幅に上回
る、２５８件の電池試作・評価を行い、
耐久性、安全性や量産プロセスへの適用
性等を評価し、評価結果をサンプル提供
者にフィードバックした。 
 一方、全固体電池については、基軸材
料となる硫化物系固体電解質、電極活物
質の特性評価に適用する圧粉成形タイ
プの標準電池モデル（２ｍＡｈ級コイン
セル）、セル特性の評価に適用するシー
ト成形タイプの標準電池モデル（２００
ｍＡｈ級ラミネートセル）を開発し、こ
れら標準電池モデルの作製仕様書及び
性能評価手順書の策定を完了した。ま
た、高容量の有機硫黄系正極活物質の適
用可能性の検討や全固体電池特有の電
気化学特性、劣化メカニズム、安全性の
解析評価手法を開発した。さらに、先進
リチウムイオン電池と同様に、国内材料
メーカやＪＳＴの「ＡＬＣＡ／次世代蓄
電池研究開発プロジェクト」が開発した
新材料・シート化技術を受け入れ、目標
件数の８件を上回る９件の電池試作・評
価を行い、評価結果をサンプル提供者に
フィードバックした。 

 ⅳ）クリーンコールテクノ
ロジー（ＣＣＴ）分野 

石炭火力の高効率化・低
炭素化を目指すため、これ
までのプロジェクトでの成
果を活用するとともに、高
効率の燃料電池に適用可能
な石炭ガスのクリーンアッ
プ技術等の要素技術開発を
推進することとする。 
また、ＣＯ２分離回収技術を
適用してもエネルギー効率
の低下が最小限に抑制され
る石炭ガス化複合発電（Ｉ
ＧＣＣ）システム等の要素
技術開発、システム内の未
利用廃熱を活用した高効率
化技術等の基盤的研究を推
進することとする。 

さらに、我が国の優れた
低品位炭の改質技術を海外
に普及、促進を支援するこ
ととする。また、高効率、
低コストの石炭改質技術の
開発を推進することとす
る。  製鉄プロセスについ
ては、ＣＯ２削減に資するべ
く、環境調和型製鉄プロセ
ス技術開発を推進すること
とする。 

（ⅳ）クリーンコールテク
ノロジー（ＣＣＴ）分野 

石炭は、石炭火力発電を
中心に、今後とも世界的に
需要が拡大し、世界の一次
エネルギーに占める割合
が高くなると見込まれ、我
が国でも一次エネルギー
総供給量に占める石炭の
割合及び発電量に占める
石炭火力の割合は２０％
以上と重要なエネルギー
源である。このため、高効
率な石炭火力発電技術、石
炭利用の課題となるＣＯ２

の削減技術（ＣＣＳ等）を
組み込んだゼロエミッシ
ョン石炭火力技術の開発
を推進していく必要があ
る。また、石炭は、供給安
定性の面で優れているが、
可採埋蔵量の約半分が、品
位の低い未利用炭となっ
ている。世界的な石炭需給
の緩和、及び我が国のエネ
ルギーセキュリティ向上
を目指しこれら未利用炭
の多目的利用のための技
術開発を行う必要がある。 

こうした我が国が優位
性を持つクリーンコール
テクノロジーは、普及展開
による国際貢献とともに、
産業競争力確保の観点か
ら、更なる技術力の向上が
必要である。 

革新的な高効率発電技

（ⅳ）クリーンコールテクノ
ロジー（ＣＣＴ）分野 
１．環境調和型製鉄プロセス
技術の開発 ［平成２５年度
～平成２９年度］ 
以下の研究開発を実施する。 
 
研究開発項目① 水素還元活
用製鉄プロセス技術開発（Ｓ
ＴＥＰ２） 
（１）高炉からのＣＯ２排出削
減技術開発 
（ア）鉄鉱石還元への水素活
用技術の開発 
還元炉を用いた試験高炉での
試験結果の検証試験等を実施
する。 
また、高炉数学モデルによる
試験高炉の操業データ解析を
実施する。 
（イ）コークス炉ガス（ＣＯ
Ｇ）改質技術の開発 
ベンチプラント２（ＢＰ２）

により、長時間の連続改質が
可能な技術を開発して、連続
改質試験を実施する。 
また、新規触媒反応器の検討
及び炭化を抜本的に抑制する
触媒改質条件の検討も進め
る。 
（ウ）コークス改良技術開発 
試験高炉用コークスの製造

に必要な添加材を継続して製
造する。 
また、試験高炉用コークスと
して設定した仕様のコークス
を実機コークス炉で製造す

－ （ⅳ）クリーンコールテクノロジー（Ｃ
ＣＴ）分野 
１． 環境調和型製鉄プロセス技術の開
発［平成２５年度～平成２９年度］ 
以下の研究開発を実施した。 
研究開発項目① 水素還元活用製鉄プ
ロセス技術開発（ＳＴＥＰ２） 
（１）高炉からのＣＯ２排出削減技術開
発 
（ア）鉄鉱石還元への水素活用技術の開
発 
還元炉を用いた試験高炉での試験結

果の検証試験等を実施した。 
また、高炉数学モデルによる試験高炉の
操業データ解析を実施した。 
（イ）コークス炉ガス（ＣＯＧ）改質技
術の開発 
ベンチプラント２（ＢＰ２）により、

長時間の連続改質が可能な技術を開発
して、連続改質試験を実施した。また、
新規触媒反応器の検討及び炭化を抜本
的に抑制する触媒改質条件の検討も進
めた。 
（ウ）コークス改良技術開発 
試験高炉用コークスの製造に必要な

添加材を継続して製造した。また、試験
高炉用コークスとして設定した仕様の
コークスを実機コークス炉で製造した。 
 
（２）高炉ガスからのＣＯ２分離回収技
術開発 
（ア）ＣＯ２分離回収技術開発 
試験高炉とＣＡＴ３０の連動試験を

実施して試験高炉に対する化学吸収に
よるＣＯ２分離回収技術の適用性を評価
するとともに、試験高炉における水素還
元効果確認を実施した。 

 
 
●世界初の水素活用技術による革新的な製鉄

プロセス技術開発により、製鉄所から排出さ
れるＣＯ２の３０％を削減できる目途を得
た。 

 
●世界初の試みである水素リッチガスの直接

導入と送風操作を実施し、ＣＯ２排出量を削
減する目途を得た。 
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術及びＣＯ２削減技術とし
ては、石炭ガス化複合発電
（ＩＧＣＣ）／石炭ガス化
燃料電池複合発電（ＩＧＦ
Ｃ）の実現が期待されてい
る。第３期中期目標期間で
は、石炭ガス利用の高効率
化を実現するガス精製技
術、排ガスのＣＯ２濃度を
高める高効率なＣＣＳ対
応型石炭ガス化発電シス
テム技術等の要素技術の
開発、ガス化炉そのものの
エネルギー効率向上、廃熱
利用といった基盤的技術
開発を行う。 

褐炭は、水分が多く、そ
の一方で、乾燥すれば自然
発火性が高いことから、輸
送に適さず、利用が進まな
い。このため、石炭の乾燥
技術開発が必要である。ま
た未利用炭においては、灰
分、硫黄あるいは水銀等の
含有量が多いため、従来の
石炭利用設備に直接供給
できない。そこで、脱灰分、
脱硫黄、脱水銀等の改質技
術開発が必要となる。第３
期中期目標期間では、未利
用の低品位炭について、経
済性と利用可能な品質の
バランスを踏まえた、乾燥
技術、改質技術についての
調査を行うとともに、必要
な技術開発を行う。  製
鉄プロセスにおけるＣＯ２

削減に資するべく、排出さ
れる二酸化炭素の約３
０％削減を目指し、環境調
和型製鉄プロセス技術開
発を推進する。第３期中期
目標期間においては、Ｐｈ
ａｓｅⅠ ｓｔｅｐ１で得
られた要素技術を基に、１
０ｍ３規模のミニ高炉、コ
ークスガス（ＣＯＧ）改質
設備等を製作し、総合的な
高炉からの二酸化炭素排
出削減技術及び二酸化炭
素分離回収技術の開発を
行うとともに、Ｐｈａｓｅ
Ⅱへのスケールアップの
ためのデータを得る。ま
た、製鉄プロセスにおける
ＣＯ２排出量を約３０％削
減及びＣＯ２分離回収コス
ト２，０００円／ｔ－ＣＯ
２を可能とする技術を確立
する。 

る。 
（２）高炉ガスからのＣＯ２

分離回収技術開発 
（ア）ＣＯ２分離回収技術開発 
試験高炉とＣＡＴ３０の連

動試験を実施して試験高炉に
対する化学吸収によるＣＯ２

分離回収技術の適用性を評価
するとともに、試験高炉にお
ける水素還元効果確認を実施
する。 
（イ）未利用排熱活用技術の
開発 
マイクロ熱交換器（２号機）

の、製鉄所の実排ガスを用い
た長期的な熱交換能力の推移
を中心とした評価試験を行
う。また開発した熱交換器を
適用した場合の製鉄所内熱輸
送ネットワークの熱回収コス
ト評価を行う。 
（３）試験高炉によるプロセ
ス評価技術開発 
平成２９年度は、平成２７

年度に建設した試験高炉を用
いた試験操業を行い、送風操
作（水素等各種還元ガス吹き
込み方法）等、水素還元の効
果を検証し、総合プロセス評
価に必要な操業データを獲得
する。また、試験操業後の設
備補修又は改良を施し、スケ
ールアップのための設備関連
データを採取する。 

（イ）未利用排熱活用技術の開発 
マイクロ熱交換器（２号機）の、製鉄

所の実排ガスを用いた長期的な熱交換
能力の推移を中心とした評価試験を行
った。また開発した熱交換器を適用した
場合の製鉄所内熱輸送ネットワークの
熱回収コスト評価を行った。 
（３）試験高炉によるプロセス評価技術
開発 
平成２９年度は、平成２７度に建設し

た試験高炉を用いた試験操業を行い、送
風操作（水素等各種還元ガス吹き込み方
法）等、水素還元の効果を検証し、総合
プロセス評価に必要な操業データを獲
得した。また、試験操業後の設備補修又
は改良を施し、スケールアップのための
設備関連データを採取した。 

 研究開発項目② フェロコーク
ス活用製銑プロセス技術開発 
フェロコークス活用製銑プ

ロセスは、一般炭と低品位鉄
鉱石の混合成型・乾留により
生成された金属鉄の触媒作用
を利用して還元を低温で行
い、還元効率を飛躍的に高め
た革新的塊成物（フェロコー
クス）を使用することで、投
入するコークス量を削減でき
る省エネ技術開発である。本
プロセスは最終的に製銑プロ
セスのエネルギー消費量の１
０％削減する技術の確立に資
するものであり、平成２８年
度末に実施者を公募し、平成
２９年度から以下の技術開発
を支援する。 
（１）中規模設備での製造技
術実証 
（ア）長期操業試験に耐えう
る３００ｔ／ｄ拡大パイロッ
トプラントの設計を完了す
る。 
（イ）ＤＥＭ法※１に基づく混
合・撹拌シミュレーションモ
デルの構築に着手する。 

－ 研究開発項目② フェロコークス活用
製銑プロセス技術開発 
（１）中規模設備での製造技術実証 
（ア）平成２９年度は、中規模設備の開
発において、原料処理設備、成型設備、
乾留設備及びガス処理設備のローディ
ングデータを基に３００ｔ／ｄ フェロ
コークス製造設備の架構及び機械設備
の杭打ち工事、並びに基礎工事（コンク
リート打設）までを完了した。 
（ⅰ）ラボ・中規模設備での比重・粒度
が異なる原料の均一混合技術の確立 
平成２９年度は、ラボ・中規模設備で

の比重・粒度が異なる原料の均一混合技
術の確立において、平成２１年度から平
成２４年度にかけて実施した「資源対応
力強化のための革新プロセス技術開発
（以降、「３０ｔ／ｄパイロットプラン
ト」と称す）」の知見を活用し、原料の
予備処理設備の設計と４，０００Ｌ級に
スケールアップした連続混練成型設備
の基本設計まで完了した。 
（ⅱ）複数本羽口を有する中規模設備で
の乾留技術の確立 
平成２９年度は、複数本羽口を有する

中規模設備での乾留技術の確立におい
て、「３０ｔ／ｄパイロットプラント」
（１列羽口）の知見を活用した、長期操
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※ １  Discrete Element 
Method：粒子の挙動計算方法 
（ウ）冷間実験装置を製作す
る。 
（２）一般炭、低品位原料使
用時の製造技術実証 
（ア）反射率、流動度等の石
炭性状から一般炭の銘柄選定
を行い、ラボスケールでの成
型試験に着手する。 
（３）実高炉でのフェロコー
クス長期使用、効果検証 
（ア）高炉装入を想定した冷
間でのラボ装入模擬試験の検
討に着手する。 
（４）新バインダー強度発現
実証 
（ア）固形新規バインダーの
多量製造のための製造プロセ
ス検討に着手する。 
（イ）中低温タールの性状・
組成を分析する。 
（ウ）冷間成型物構成原料の
基礎物性値の取得と、タブレ
ット※２成型体の３Ｄ－ＣＴ
画像を取得する。 
※２ タブレットは錠剤１つ
のスケール 
（５）フェロコークス導入効
果の検証 
（ア）一般炭、低品位原料を
使用しベンチスケール※３で
製造したフェロコークスの高
温性状を調査する。 
※３ ベンチスケールは数１
０ｋｇ～ｔオーダーの製造量 
（イ）一般炭、低品位原料を
使用したフェロコークスの反
応速度を調査し、反応モデル
の構築に着手する。 

業に耐えうる中規模設備を構成するス
ケールアップ乾留設備（４列羽口）（ダ
スト・タールの多量発生に対応したガス
処理系も含む）の設計を実施した。 
 
（イ）固液均一混合のシミュレーション 
平成２９年度は、固液均一混合のシミ

ュレーションにおいて、離散要素法（Ｄ
ＥＭ; Discrete Element Method）に基
づく混合・攪拌シミュレーションモデル
構築のために、７５Ｌ混練機での混練試
験を実施した。混練状況は共同実施者と
観察し、混練時原料の上下流、旋回流を
確認した。この混練試験に基に、数十 L 
オーダーの混練冷間装置を作成し、混練
状態を把握するための実験を実施した。
また、ＤＥＭ法に基づく混合・撹拌シミ
ュレーションモデルの構築に着手した。 
 
（２）一般炭、低品位原料使用時の製造
技術実証 
平成２９年度は、一般炭、低品位原料

使用時の製造技術実証において、石炭は
揮発分、流動性等の性状から一般炭の銘
柄選定を行い、鉄鉱石は低品位の高結晶
水鉱石を選定し、ラボスケールでの混
練・成型試験に着手した。 
 
（３）実高炉でのフェロコークス長期使
用、効果検証 
平成２９年度は、実高炉でのフェロコ

ークス長期使用、効果検証において、１
／１８冷間装入模型を使用し、装入コン
ベアへのフェロコークスの積み付け状
態の違いによって、炉内でどのように分
布するか高炉装入を想定した冷間での
ラボ装入模擬試験の検討に着手した。 
 
（４）新バインダー強度発現実証 
（ア）固形新規バインダーの多量製造の
ための製造プロセス検討 
０．３ｔ／ｄにスケールアップした設

備での試作上の課題とその対策を抽出
し、試作計画に反映した。 
 
（イ）液体新規バインダー開発 
高分子量混合物の分子量分布が測定

可能なＭＡＬＤＩ－ＴＯＦ／ＭＳを新
規導入し、各液体バインダーの分子量分
布を測定した。また外注による分子構造
解析の結果からも中低温タールはＳＯ
Ｐに比べより軽質な成分で構成されて
いることを確認した。 
 
（ウ）新規固形及び新規液体バインダー
の冷間強度発現機構の解明 
剛体ばねモデル(ＲＢＳＭ)による破

壊解析モデルに必要な成型物の構成物
質である石炭、鉄鉱石、バインダーそれ
ぞれについての基礎物性を分析整理す
るとともに、タブレット※成型体内部の
気孔・連結構造の情報を得るためＸ線Ｃ
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Ｔによる画像データを取得した。また剛
体ばねモデル(ＲＢＳＭ)による破壊解
析モデルにおいてボロノイ分割を用い
た解析メッシュを作成した。 
※ タブレットは錠剤１個分のスケール 
 
（５）フェロコークス導入効果の検証 
（ア）一般炭、低品位原料を使用しベン
チスケール※で製造したフェロコークス
の高温性状を調査した。その結果、石炭
配合量一定で炭種毎の配合比が変化し
ても、フェロコークスのガス化速度の差
は小さいことを確認した。 
※ ベンチスケールは数１０ｋｇ～ト
ンオーダ－の製造量 

 
（イ）一般炭、低品位原料を使用したフ
ェロコークスの反応速度を調査し、今回
の試料に対応する反応モデルを構築し
た。 

  ２．次世代火力発電等技術開発 
［平成２８年度～平成３３年度］ 
究極の高効率石炭火力発電

と期待されるＩＧＦＣ（石炭
ガス化燃料電池複合発電）の
基盤技術となる酸素吹きＩＧ
ＣＣの実証、火力発電所から
のＣＯ２を大幅に削減できる、
ＣＯ２分離・回収技術の開発
等、火力発電の低炭素化に資
する技術開発を実施する。 

－ ２．次世代火力発電等技術開発 
［平成２８年度～平成３３年度］ 
究極の高効率石炭火力発電と期待さ

れるＩＧＦＣ（石炭ガス化燃料電池複合
発電）の基盤技術となる酸素吹きＩＧＣ
Ｃの実証、火力発電所からのＣＯ２を大
幅に削減できる、ＣＯ２分離・回収技術
の開発等、火力発電の低炭素化に資する
技術開発を実施した。 

  

  研究開発項目① 石炭ガス化
燃料電池複合発電実証事業 
（１）酸素吹きＩＧＣＣ実証 
酸素吹ＩＧＣＣ実証試験開

発目標の達成を目指して運転
最適化試験、信頼性確認試験、
運用性確認試験、多炭種適用
試験等を実施する。 
（２）ＣＯ２分離・回収型酸素
吹ＩＧＣＣ実証 
ＣＯ２分離・回収設備等の詳

細設計、製作を実施する。ま
た、造成工事、設備等設置工
事に必要な準備工事や許認可
手続きを行う。並行して、Ｃ
Ｏ２分離・回収技術並びに液化
及び貯留を含む関連技術の調
査を行う。 

－ 研究開発項目① 石炭ガス化燃料電池
複合発電実証事業 
（１）酸素吹きＩＧＣＣ実証 
 酸素吹ＩＧＣＣ実証試験開発目標の
達成を目指して実証試験を実施。中間目
標である基本性能を以下の通り達成し
た。 
・発電効率（送電端効率；ＨＨＶ）４０．

８％（目標：４０．５％） 
・環境緒元 Ｓｏｘ：１．７ｐｐｍ、Ｎ

Ｏｘ：３．８ＰＰＭ、ばいじん：２ｍ
ｇ／ｍ３Ｎ未満（目標 ＳＯｘ：８ｐ
ｐｍ、ＮＯｘ：５ｐｐｍ、ばいじん：
３ｍｇ／ｍ３Ｎ未満） 
また、長期耐久試験については、通算

運転時間４，１８８時間、連続運転２，
１６８時間を達成。商用化に向けた重要
な知見が得られている。 
（２）ＣＯ２分離・回収型酸素吹ＩＧＣ
Ｃ実証 
 ＣＯ２分離・回収設備に係る詳細設計
を実施。機器製作を開始。土木工事につ
いては、工事エリアの整地は完了。４月
から着工に取り掛かる予定。概ねスケジ
ュール通りに進捗している。 

●第１段階の酸素吹ＩＧＣＣ実証では、発電効
率（目標：４０．５％、実績：４０．８％）
及び環境緒元の中間目標を達成。また、実証
運転１年目にして世界最高水準の連続運転
時間２，１６８時間を達成した。 

 

   研究開発項目② 高効率ガス
タービン実証事業 
（１）１，７００℃級ガスタ
ービン 
１，７００℃級ガスタービ

－ 研究開発項目② 高効率ガスタービン
実証事業 
（１）１，７００℃級ガスタービン 
１，７００℃級ガスタービンにおける

性能向上、信頼性向上に関する要素技術
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ンにおける性能向上、信頼性
向上に関する要素技術開発を
継続して支援する。 
（２）高湿分空気利用ガスタ
ービン（ＡＨＡＴ） 
ＡＨＡＴ実証プラントによ

る実証運転試験計画、準備、
実証運転を実施し、試験結果
を踏まえ商用機の長期信頼性
を評価する。また、試験結果
を用いて運用性評価を実施す
るとともに、商用機に向けた
設計等の検討を支援する。 

開発（研究開項目１３件）を実施中。 
（２）高湿分空気利用ガスタービン（Ａ
ＨＡＴ） 
ＡＨＡＴ実証プラントによる実証運

転試験計画、準備、実証運転を実施し成
功裏に終了した（目標である起動・停止
回数１００回、等価運転時間１０，００
０時間を達成）。 
試験結果を踏まえた商用機の長期信

頼性の評価及び運用性評価を実施する
とともに、商用機に向けた設計等の検討
を実施した。 

   研究開発項目④ 次世代火力
発電基盤技術開発 
（１）次世代ガス化システム
技術開発 
噴流床型ガス化炉への高温

の水蒸気の注入による冷ガス
効率の向上について、小型ガ
ス化炉（３ＴＰＤ）を用い水
蒸気を添加するガス化試験を
行う。また、国内における酸
素製造技術等を調査し、調査
結果に基づき水蒸気添加ＩＧ
ＣＣへの適用性を評価し、有
望なシステムを選定する。更
にＩＧＣＣシステムの熱効率
解析を行うと共に、市場性調
査を実施する。 
（２）燃料電池向け石炭ガス
クリーンナップ技術要素研究 
セル被毒耐性評価を行い、

対策の必要性が確認された被
毒成分を対象に、燃料電池用
ガス精製技術性能評価を行っ
て得られた設計データを用い
て吸着塔を試設計し、付帯設
備を含めた燃料電池用ガス精
製装置について検討する。 
（３）ガスタービン燃料電池
複合発電技術開発 
小型ＧＴＦＣ（１，０００

ｋＷ級）の商用化に向けて、
設計及び製造を実施する。 
（４）燃料電池石炭ガス適用
性研究 
国内外における高温型燃料

電池及びＩＧＦＣの技術開発
動向をレビューすることによ
り、最新情報を入手し、ＩＧ
ＦＣの実用化に向けた課題の
整理を行う。また、石炭ガス
燃料の適用性試験用設備に係
る設計、製作、据付け、試運
転等を行う。 
（５）ＣＯ２分離型化学燃焼石
炭利用技術開発 
キャリアの反応性、耐久性、

流動混合性等の要素試験を行
い、各種特性を把握するとと
もに、試験結果を踏まえキャ

－ 研究開発項目④ 次世代火力発電基盤
技術開発 
（１）次世代ガス化システム技術開発 
 噴流床型ガス化炉への高温の水蒸気
の注入による冷ガス効率の向上につい
て、小型ガス化炉（３ＴＰＤ）での検証
試験の計画を策定するため、詳細シミュ
レーションを実施した。水蒸気によるガ
ス化炉内部温度への影響性を検討した。
また、冷ガス効率向上に関するシミュレ
ーションを行い、ＩＧＣＣの最適システ
ムの検討を進めた。 
（２）燃料電池向け石炭ガスクリーンナ
ップ技術要素研究 
セル被毒耐性評価を行い、対策の必要

性が確認された被毒成分を対象に、燃料
電池用ガス精製技術性能評価を行って
得られた設計データを用いて吸着塔を
試設計し、付帯設備を含めた燃料電池用
ガス精製装置について検討した。 
（３）ガスタービン燃料電池複合発電技
術開発 
小型ＧＴＦＣ（１，０００ｋＷ級）の

商用化に向け、セルスタック試験、カー
トリッジ試験の結果を基に、６００ｋＷ
級ハーフモジュールの設計・製作を実施
した。 
（４）燃料電池石炭ガス適用性研究 
商業機における最適なＩＧＦＣシス

テムについて検討した。また、石炭ガス
の燃料電池への適用性を評価するため、
２５０ｋＷ級燃料電池ユニットを用い
た試験設備の設計、製作、据付け、試運
転、及び試験運転を行い、模擬ガスによ
る発電試験を実施してデータを採取し
た。 
（６）石炭火力の競争力強化技術開発 
公募を実施し、「微粉炭焚きボイラに

おける伝熱管の温度推定技術の向上」、
「石炭火力の保全手法の確立に向けた
ＴｙｐｅⅣクリープボイド初期検出シ
ステムの開発」の２案件について採択、
契約を行い、ＬＴＳＡに繋がる余寿命診
断技術開発を実施中である。 
（７）ＣＯ２有効利用技術開発 
高濃度メタネーション試験装置の設

計を行った。また、高濃度ＣＯ２メタネ
ーション反応のメカニズム解析や不純
物による触媒被毒メカニズムの解析・寿

●第３段階のＣＯ２分離・回収型ＩＧＦＣ実証
事業のための基盤技術開発を実施。燃料電池
向け石炭ガスクリーンナップ技術要素研究
において、燃料電池性能に影響を及ぼす被毒
成分を特定した。また、燃料電池への石炭ガ
ス適用性研究において、模擬ガスによる発電
試験を行い、ガス組成と発電性能の関係を把
握した。 

 



Ⅰ－2－54 

リアの最終選定を行う。また、
石炭を用いてキャリアの試験
等を実施する。 
（６）石炭火力の競争力強化
技術開発 
ＬＴＳＡを実現するために

必要な各種モニタリング・セ
ンシング・解析等の要素技術
を特定、開発する。 
（７）ＣＯ２有効利用技術開発 
ＣＯ２有効利用技術の確立

のため、試験装置の設計・製
作を実施する。 

命の評価に着手した。その他、石炭火力
発電所から排出されるＣＯ２を活用した
食品向け海藻（アマノリ）生産の事業化
に向けて排ガス利用の影響など実用化
課題を整理の上、経済性・事業性の評価
を行った。 

   研究開発項目⑤ ＣＯ２回収
型クローズドＩＧＣＣ 
５０ＴＰＤ炉へのＣＯ２供

給設備等の追設を終え、ガス
化実証試験及び３ＴＰＤ炉を
用いたＣＯ２ガス化予備試験
等を実施する。 

 研究開発項目⑤ ＣＯ２回収型クローズ
ドＩＧＣＣ 
５０ＴＰＤ炉を用いたガス化実証試

験及び３ＴＰＤ炉を用いたＣＯ２ガス化
予備試験等を実施した。 

  

   研究開発項目⑥ 次世代火力
発電技術推進事業 
最新の技術動向や社会情

勢、社会ニーズに合わせ、国
内外の石炭利用技術分野にお
ける最新技術の普及可能性及
び技術開発動向等の調査や新
規技術開発シーズ発掘のため
の、ＣＣＴ関連やＣＣＳ関連
の調査を実施する。また、最
新動向等の技術動向を把握す
るため、現地調査、技術交流
や情報・意見交換等を実施す
る。 

 研究開発項目⑥ 次世代火力発電技術
推進事業 
技術動向や社会情勢、社会ニーズの調

査のために、ＩＥＡ－ＣＣＣやＧＣＣＳ
Ｉに加入し、情報収集を実施した。 
 

  

   研究開発項目⑦ 次世代技術
の早期実用化に向けた信頼性
向上技術開発 
高温材料信頼性向上技術開

発及び保守技術開発を支援す
る。 

－ 研究開発項目⑦ 次世代技術の早期実
用化に向けた信頼性向上技術開発 
クリープ試験等高温材料信頼性向上

技術開発及び保守技術開発に着手した。 

  

   ３．クリーンコール技術開発 
[平成２８年度～平成３０年
度] 
石炭の効率的利用、環境対

応等を目的として、低品位炭
利用や石炭灰利用に関する調
査・技術開発・実証を実施す
る。 

 ３．クリーンコール技術開発 [平成２
８年度～平成３０年度] 
石炭の効率的利用、環境対応等を目的

として、低品位炭利用や石炭灰利用に関
する調査・技術開発・実証を実施した。 

  

   研究開発項目① 低品位炭利
用促進事業 
（１）低品位炭利用促進技術
開発 
ビジネスモデルの構築に向

け、ビジネスモデルが実現可
能なプラントコストを目指し
た技術開発を実施する。 
また、低品位炭利用による

ビジネスモデル実現に資する
基盤技術として、自然発熱に
係るメカニズムや特性評価に
ついて技術開発を実施する。 

 研究開発項目① 低品位炭利用促進事
業 
（１）低品位炭利用促進技術開発 
 ビジネスモデルの構築に向け、技術開
発項目とロードマップが明確化できる
案件について、ビジネスモデルが実電可
能なプラントコストを目指した技術開
発を実施した。また、基盤共通課題の低
品位炭の自然発熱についてその挙動解
明に努めた。 
（２）低品位炭利用促進技術実証 
 インドネシアにおいて褐炭を用いた
５０ＴＰＤ実証試験を実施し、肥料の原
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（２）低品位炭利用促進技術
実証 
褐炭等低品位炭を原料とし

てガス化及び改質する製造プ
ロセス並びに発電システムの
実証試験を支援し、プラント
性能・機器信頼性及び運用性
を確認する。 

料となる合成ガス製造のための技術を
確立した。加えて、現地２地点において
ＦＳを実施し、事業化への見通しを得る
ことが出来た。 
 
 

   研究開発項目② 石炭利用環
境対策事業 
（１）石炭利用環境対策推進
事業 
石炭利用時に必要な環境対

策に関わる調査を実施する。
また、コールバンクの拡充を
行う。石炭ガス化溶融スラグ
の工業製品として規格化の見
通しを得るためにスラグ機能
物性確認（骨材基礎物性分析、
コンクリート配合試験）等を
実施する。 
（２）石炭利用技術開発 
セメントを使用しないフラ

イアッシュコンクリート製造
技術の開発を行い、製品化に
向けた資材提案と課題整理、
実用化パートナーの発掘等を
支援する。 

 研究開発項目② 石炭利用環境対策推
進事業 
（１）石炭利用環境対策推進事業 
石炭利用時に必要な環境対策に関わ

る調査を実施した。また、コールバンク
の拡充を行った。石炭灰基礎調査とし
て、石炭灰全国実態調査及び海外の石炭
灰利用状況調査等を実施すると共に新
たな石炭ガス化溶融スラグの工業製品
として規格化の見通しを得る為にスラ
グ機能物性確認（骨材基礎物性分析、コ
ンクリート配合試験）等を開始した。 
（２）石炭利用技術開発 
セメントを使用しないフライアッシ

ュコンクリート製造技術の開発を行い、
製品化に向けた資材提案と課題整理、実
用化パートナーの発掘等を支援した。石
炭灰対策技術の開発を開始し実用化パ
ートナーの発掘を実施した。 

  

 ⅴ）環境・省資源分野 
ａ．フロン対策技術 

代替フロン等４ガス（Ｈ
ＦＣ、ＰＦＣ、ＳＦ６、Ｎ
Ｆ３）については、競争力
をより強化するためのシス
テムの効率化や、コストダ
ウン等を視野に入れつつ、
新たな低温室効果冷媒の合
成開発や高効率な空調機器
の技術開発を推進し、併せ
て低温室効果冷媒の性能評
価及び安全性評価に取り組
むものとする。 

（ⅴ）環境・省資源分野 
(a)フロン対策技術 
代替フロン等４ガス（Ｈ

ＦＣ、ＰＦＣ、ＳＦ６、Ｎ
Ｆ３）については、京都議
定書約束期間後の枠組み
においても、温室効果ガス
排出削減のために積極的
な対策を取ることが求め
られると想定される。特に
冷凍空調機器分野におい
ては、他の分野に比べ今後
１０～２０年間で特定フ
ロンから代替フロンへの
著しい転換が予測されて
いるため、低温室効果冷媒
への代替実現が急務であ
る。 
そのため第３期中期目

標期間では、競争力をより
強化するためのシステム
の効率化や、コストダウン
等を視野に入れつつ、新た
な低温室効果冷媒の合成
開発（新たな低温室効果冷
媒を少なくとも１種類開
発）や高効率な空調機器の
技術開発を推進し、併せて
低温室効果冷媒の性能評
価及び安全性評価（燃焼・
爆発特性やフィジカルハ
ザード等の評価）に取り組
むことで、市中におけるフ

（ⅴ）環境・省資源分野 
(a)フロン対策技術 
１．高効率低ＧＷＰ冷媒を使
用した中小型空調機器技術の
開発 [平成２８年度～平成
２９年度] 
 低ＧＷＰ※１冷媒（低温室効
果冷媒）を適用しつつ高効率
を達成する中小型空調機器を
実現する機器及び冷媒の要素
技術の確立を目的として、以
下の研究開発を実施する。 
 また、国内外の規制動向、
技術開発動向、技術の普及方
策等について情報収集し、実
施者との共有を図るととも
に、事業運営に適切に反映す
る。 

－ （ⅴ）環境・省資源分野 
(a)フロン対策技術 
１．高効率低ＧＷＰ冷媒を使用した中小
型空調機器技術の開発 ［平成２８年度
～平成２９年度］ 
 低ＧＷＰ※１冷媒（低温室効果冷媒）を
適用しつつ高効率を達成する中小型空
調機器を実現する機器及び冷媒の要素
技術の確立を目的として、以下の研究開
発を実施した。 
 
 

  

研究開発項目① 高効率かつ
低温室効果の空調機器を実現
する要素技術開発 
 機器開発として、低温室効
果冷媒を使用する機器の主要
な要素部品（熱交換器、圧縮
機等）の開発を実施し、低温
室効果冷媒を用いつつ、現状
市販フロン適用機器と同等以
上の性能の実現につなげるた
めの核となる要素技術を確立
する。 
 冷媒開発として、ＨＦＯ※２

系冷媒を対象に、低温室効果
冷媒の開発を実施し、既に冷

－ 研究開発項目① 高効率かつ低温室効
果の空調機器を実現する要素技術開発 
 機器開発において、主要な要素部品
（熱交換器、圧縮機等）の試作・評価を
実施し、低温室効果冷媒を用いつつ、現
状市販フロン適用機器と同等以上の性
能の実現につなげるための核となる要
素技術を確立した。 
 冷媒開発において、ＨＦＯ※２系冷媒を
対象に、低温室効果冷媒の合成試作、基
本特性評価等を実施し、既に冷凍空調機
器に適用されている主たる冷媒以下の
ＧＷＰと、同等以上の性能を両立する冷
媒の実現につなげるための核となる要
素技術を確立した。 
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ロン機器の代替を図り、温
室効果ガスの削減により
広くかつ直接的に寄与す
ることを目指す。 

凍空調機器に適用されている
主たる冷媒以下のＧＷＰと、
同等以上の性能を両立する冷
媒の実現につなげるための核
となる要素技術を確立する。 

 これらの成果は、パリ協定における日
本のＨＦＣ※３排出削減目標達成に貢献
する。 

   研究開発項目② 低温室効果
冷媒の性能、安全性評価 
 低温室効果冷媒に関する共
通基盤的なリスク評価等を検
討・実施し、現在の空調機器
適用冷媒に代わる低温室効果
冷媒候補について、システム
実用化研究に値する冷媒選定
に資する、安全性に係るデー
タ及び評価結果を得るととも
に、機器への適用と普及に必
要な規格や標準の新たな提案
に向けた知見を得る。 
※１ ＧＷＰ（Global Warming 

Potential） 
：地球温暖化係数。ＣＯ２を
１．０として、温暖化影響
の強さを表す。 

※２ ＨＦＯ（ハイドロフル
オロオレフィン）：二重結
合をもつフッ素系化合
物。ＧＷＰが代替フロン
よりも圧倒的に低い。 

 研究開発項目② 低温室効果冷媒の性
能、安全性評価 
 低温室効果冷媒の候補であるＨＦＯ
系混合冷媒の物性・性能評価や、可燃性
冷媒のルームエアコン使用に係る安全
性データ等の取得を実施し、現在の空調
機器適用冷媒に代わる低温室効果冷媒
候補について、システム実用化研究に値
する冷媒選定に資する、安全性に係るデ
ータ及び評価結果を得た。 
 これらの成果は、低温室効果冷媒適用
空調機器に関する国際標準等への提案
に寄与する。 
※１ ＧＷＰ（Global Warming Potential） 

：地球温暖化係数。ＣＯ２を１．０と
して、温暖化影響の強さを表す。 

※２ ＨＦＯ（ハイドロフルオロオレフィン） 
：二重結合をもつフッ素系化合物。Ｇ

ＷＰが代替フロンよりも圧倒的に
低い。 

※３ ＨＦＣ（ハイドロフルオロカーボン） 
：代替フロンと呼ばれ、オゾン層を破

壊しないが、ＧＷＰの高いフッ素系
化合物。主に、冷凍空調機器の冷媒
に使用される。 

  

 ｂ．３Ｒ分野 
資源確保の観点から、レ

アメタル等の希少資源に関
するリサイクルシステムの
構築に向けた技術開発を実
施することとする。 

また、リサイクル産業の
海外展開に向けた技術の開
発・実証については、日本
国内（又は他の先進国）と
同等以上の水準を達成する
ことを目指すこととする。 

(b)３Ｒ分野 
製品からのレアメタル

含有部品の回収について
は、技術的基盤は概ね構築
されつつあるが、対象鉱種
や対象製品に応じて個別
に効率化や低コスト化の
ための技術の開発・実証が
必要な状況である。一方、
レアメタル含有部品から
のレアメタル抽出・精製プ
ロセスについては、効率化
や環境負荷低減を実現す
る新技術の開発の可能性
があり、長期的に取り組む
必要がある。また、最終処
分場の逼迫は長期的課題
として解決が求められて
いる。 
第３期中期目標期間に

おいては、特に資源確保の
観点から、レアメタル等の
希少資源に関するリサイ
クルシステムの構築に向
けた技術開発を実施する。
そのうち次世代自動車か
らのレアアース磁石のリ
サイクルに関しては、国内
で年間１３０トン以上の
磁石を回収可能な技術を

(b)３Ｒ分野 
１．アジア省エネルギー型資
源循環制度導入実証事業 
[平成２８年度～平成３２年
度] 
 リサイクルによる資源・エ
ネルギーの安定供給及び温室
効果ガス削減の達成に向け、
アジア規模での省エネルギー
型資源循環制度の実現を目的
に、以下の実証を実施する。 
 相手国において適切な資源
循環制度が構築されるよう、
我が国の自治体等が過去に実
施してきた環境負荷を低減さ
せるノウハウ（政策ツールや
技術・システムなど）につい
て、政策対話等を通じて提供
するとともに、実証事業を通
じてその有効性を検証する。
これにより、相手国への資源
循環に係る制度と技術の一体
的な導入を進める。平成２８
年度に採択した実現可能性調
査２件については、実証事業
の実施計画や対象技術の普及
可能性等の実証事業に向けて
必要な事項を明らかにする。 
 また、同時に国内において、
動脈産業側と静脈産業側が一

 (b)３Ｒ分野 
１．アジア省エネルギー型資源循環制度
導入実証事業 ［平成２８年度～平成３
２年度］ 
 リサイクルによる資源・エネルギーの
安定供給及び温室効果ガス削減の達成
に向け、アジア規模での省エネルギー型
資源循環制度の実現を目的に、アジア地
域における資源循環制度導入及び国内
技術のアジア地域への展開することを
目標として、以下の実証を実施した。 
 相手国において適切な資源循環制度
が構築されるよう、我が国の自治体等が
過去に実施してきた環境負荷を低減さ
せるノウハウ(政策ツールや技術・システ
ムなど)について、政策対話等を通じて提
供するとともに、実証事業を通じてその
有効性を検証し、相手国への資源循環に
係る制度と技術の一体的な導入を進め
るための実現可能性調査を平成２８年
度に採択した２件に加え、新たに２件を
採択し、廃電子機器及び廃自動車からの
資源循環システムをタイ王国で構築す
るための調査等４テーマを実施した。 
 また、同時に国内において、動脈産業
側と静脈産業側が一体となった高度な
資源循環システムの構築を目指して、情
報技術を活用した廃家電リサイクルの
更なる高効率化、橋梁塗膜屑に含まれる
金属資源の再資源化等をつうじ、資源リ
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構築する。これにより、代
替材料の開発・普及に要す
るリードタイムを補い、供
給源の多様化による資源
リスクの低減を目指す。 

また、リサイクル産業の
海外新興国における技術
の開発・実証については、
マテリアルリサイクル率
や処理後物の品位等、開発
する技術ごとに適した指
標を設定し、日本国内（又
は他の先進国）と同等以上
の水準を達成することを
目指す。そして、最終処分
場の逼迫への対応につい
ては、技術的観点からの課
題の有無を整理し、必要な
技術開発等の取組を行う。 

体となった高度な資源循環シ
ステムの構築を目指して、資
源リサイクルの効率化・高度
化を図る研究実証事業を行
う。平成２８年度の成果を踏
まえ、システム最適化検討、
実証試験等を実施する。 
 平成２９年度に資源循環に
資する有望なテーマを新たに
採択する。 

サイクルの効率化・高度化を図る研究実
証事業を実施した。 

  ２．高効率な資源循環システ
ムを構築するためのリサイク
ル技術の研究開発事業 [平
成２９年度～平成３４年度] 
 低コストで高効率な金属リ
サイクルシステムの構築を目
的に、公募により実施体制を
構築し、以下の研究開発を実
施する。 

 ２．高効率な資源循環システムを構築す
るためのリサイクル技術の研究開発事
業 ［平成２９年度～平成３４年度] 
低コストで高効率な金属リサイクル

システムの構築を目的に、自動・自立型
リサイクルプラント及び少量多品種の
高効率製錬技術の実用化を目指し、以下
の研究開発を実施した。 

  

   研究開発項目① 廃製品自動
選別技術開発 
 廃製品の種類を自動認識
し、その平均的金属組成等に
基づいて、最適な選別・解体
条件の自動選択等を可能とす
る廃製品の自動選別技術、自
動筐体解体技術、モジュール
選別技術を開発するための要
素技術開発に取り組む。 

 研究開発項目①廃製品自動選別技術開
発 
廃製品の種類を自動認識し、その平均

的金属組成等に基づいて、最適な選別・
解体条件の自動選択等を可能とする廃
製品の自動選別技術のためのデータベ
ース構築、自動筐体解体技術のための構
造特性分析、モジュール選別技術のため
のデータ処理システム開発等の要素技
術開発に取り組んだ。 

  

   研究開発項目② 廃部品自動
選別技術開発 
各種金属が混在する、廃製

品を構成する主なモジュール
に対し、構成する細粒部品の
単体分離技術を開発するとと
もに、単体分離産物の組成に
対応して、選別方法・条件を
自動的に選択・制御し、製錬
原料として最適化を実現す
る、廃部品自動選別技術を開
発するための要素技術開発に
取り組む。 

 研究開発項目②廃部品自動選別技術開
発 
各種金属が混在する、廃製品を構成す

る主なモジュールに対し、構成する細粒
部品の単体分離のための装置開発を行
うとともに、単体分離産物の組成に対応
して、選別方法・条件を自動的に選択・
制御し、製錬原料として最適化を実現す
るための電子素子物性のデータベース
構築、選別装置内粒子運動予測システム
開発等、廃部品自動選別技術を開発する
ための要素技術開発に取り組んだ。 

  

   研究開発項目③ 高効率製錬
技術開発 
選別された廃部品を原料と

して、多様な金属の資源化を
高効率化するため、基幹製錬
技術を補完する希土類元素を
対象とした高精密な分離試薬
の開発及び特定の希土類元素
が濃縮した部品から目的金属
を直接回収する技術を開発す
るための要素技術開発に取り
組む。 

 研究開発項目③高効率製錬技術開発 
選別された廃部品を原料として、多様

な金属の資源化を高効率化するため、基
幹製錬技術を補完する希土類元素を対
象とした高精密な鋳型分離試薬の開発
及び特定の希土類元素が濃縮した部品
から目的金属を直接回収する技術を開
発するための合金隔膜を用いた溶融塩
電解の要素技術開発に取り組んだ。 
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 ｃ．水循環分野 
要素技術開発において

は、水処理システムの長期
安定化運転等の実証による
競争力強化を目指すことと
する。また、国内の中小企
業等を対象とした暫定排水
基準解除のための技術確立
を推進することとする。さ
らに、国内における要素技
術の開発にとどまらず、国
内外への展開を支援するこ
ととする。 
 

（ｃ）水循環分野 
産業競争力強化に資す

る水循環要素技術開発を
実施するとともに、実証研
究等により海外市場への
参入を支援し、国際競争力
の強化を図ることが重要
である。 
第３期中期計画期間中

においては、要素技術開発
について、水処理技術の高
度化・省エネルギー化等に
取り組むほか水処理シス
テムの長期安定化運転等
の実証による競争力強化
を目指す。 
また、国内の中小企業等

を対象に、水質汚濁防止法
に基づく排水規制対象物
質を高効率かつ低コスト
に処理可能な要素技術の
確立を推進する。 
さらに、国内における要素
技術の開発にとどまらず、
国内水関連企業の保有す
る膜分離活性汚泥法（ＭＢ
Ｒ）等の個別要素技術のパ
ッケージ化を促進させ、省
エネ性等の国際競争力を
有する水処理システムを
確立し、国内外への展開を
支援する。 

（ｃ）水循環分野 
（該当プロジェクトなし） 

－ （ｃ）水循環分野 
（該当プロジェクトなし） 
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 ｄ．環境化学分野 
将来にわたっても持続的に
化学製品を製造するために
必要なグリーン・サステイ
ナブルケミストリー（ＧＳ
Ｃ）プロセスの技術開発を、
引き続き行うこととする。 

（ｄ）環境化学分野 
日本の化学産業は、国際

的に高い技術力と競争力
を有し、経済社会の発展を
支えている一方で、地球温
暖化問題、資源枯渇問題が
現実化しつつある中で
様々な課題を抱えている。
例えば、国内の化学関連産
業の二酸化炭素排出量は、
年間約０．５億トンで、製
造業全体の約１５％を占
め、鉄鋼業に次ぐ第２位と
なる等、化学品の高機能化
に伴う製造プロセスの多
段化によるエネルギー消
費増が喫緊の課題となっ
ている。 
これらの問題を克服し、

持続的社会を実現するた
めに日米欧においてグリ
ーン・サステイナブルケミ
ストリー（ＧＳＣ）への取
組が活発に行われている。
具体的には、これまでのエ
ネルギー大量消費・廃棄型
生産プロセスから脱却し
て、持続的な生産が可能な
クリーンなプロセスによ
る供給体制を構築しよう
とするものである。 
第３期中期目標期間中

においては、将来にわたっ
ても持続的に化学製品を
製造するために必要なＧ
ＳＣプロセスの技術開発
を引き続き行う。具体的に
は、資源生産性を向上でき
る革新的プロセスを開発
すべく、①触媒によりナフ
サの分解温度を従来の熱
分解法に比べ２００℃下
げ、基幹物質の生成比率の
制御を可能にするナフサ
接触分解技術（石油化学品
として付加価値の高いエ
チレン、プロピレンの収率
が５０％以上となる触媒
を開発する。）、②イソプロ
ピルアルコールや酢酸か
ら水を分離する蒸留プロ
セスにおいて、水透過度２
×１０－７ｍｏｌ／（ｍ２ｓ
Ｐａ）、分離係数２００以
上を実現する分離膜技術、
③化学プロセス等から発
生する二酸化炭素等の副
生ガスを高濃度（９９．
９％以上）に分離・濃縮で
きる新規材料を開発し、高
濃縮された二酸化炭素等

（ｄ）環境化学分野 
１．二酸化炭素原料化基幹化
学品製造プロセス技術開発 
[平成２６年度～平成３３年
度] 
太陽エネルギーを利用し

て、水から水素を製造し、こ
の水素とＣＯ２からプラスチ
ック原料等となる基幹化学品
を高選択的に製造することを
目的として、以下の研究開発
を実施する。 

－ （ｄ）環境化学分野 
１．二酸化炭素原料化基幹化学品製造プ
ロセス技術開発 [平成２６年度～平成
３３年度] 
太陽エネルギーを利用して、水から水

素を製造し、この水素とＣＯ２からプラ
スチック原料等となる基幹化学品を高
選択的に製造することを目的として、以
下の研究開発を実施した。 

  

  研究開発項目① ソーラー水
素等製造プロセス技術開発 
（１）光触媒や助触媒及びこ
れらのモジュール化技術等の
研究開発 
光触媒については、平成２

８年度までに絞り込んだ有望
な材料系に関して、組成制御
等による高品質化の検討を継
続する。特に波長６００ｎｍ
以上に吸収端を持つ材料系に
重点をおいた検討を開始す
る。併せて大規模展開可能な
高品質調製法の検討に着手す
る。 
助触媒については、固体系

助触媒系の材料探索、性能向
上に関する検討を継続すると
ともに、有望な光触媒と助触
媒との良質界面形成に有効な
コンタクト層の探索及びプロ
セス検討に着手する。また光
触媒活性劣化の要因について
の解析を継続して行う。 
光触媒モジュールの設計等

については、光触媒材料系に
依存しない課題への対応策と
分離膜モジュールとの連結整
合性の検討を継続する。また

－ 研究開発項目① ソーラー水素等製造
プロセス技術開発 
（１）光触媒や助触媒及びこれらのモジ
ュール化技術等の研究開発 
 光触媒については、平成２８年度まで
に絞り込んだ有望な材料系に関して、組
成制御等による高品質化の検討を継続
した。特に波長６００ｎｍ以上に吸収端
を持つ材料系に重点をおいた検討を開
始した。併せて大規模展開可能な高品質
な材料の調製法の検討に着手した。 
 助触媒については、固体系助触媒系の
材料探索、性能向上に関する検討を継続
するとともに、有望な光触媒と助触媒と
の良質界面形成に有効なコンタクト層
の探索及びプロセス検討に着手した。ま
た光触媒活性劣化の要因についての解
析を継続して行った。  
 光触媒モジュールの設計等について
は、光触媒材料系に依存しない課題への
対応策と分離膜モジュールとの連結整
合性の検討を継続した。また光触媒パネ
ルを装着した反応器全体の構造及び構
成の検討に着手し、水深１ｍｍでの水の
安定分解を実証、この「光触媒パネル反
応器」を低コストで大面積化（１ｍ２）
することで、基本技術を確立した。 
（２）水素分離膜及びモジュール化技術
等の研究開発 

●「タンデム型光触媒」では、光触媒の形成プ
ロセスとデバイス構造を改良、ソーラー水素
変換効率を、開発スタート時の０．２～０．
３％(植物光合成と同等)から世界最高の３．
７％に引き上げた。 

 
●「光触媒パネル反応器」では、世界で初めて

低コストで大面積（１ｍ２）化に成功、さら
に世界で初めて水深１ｍｍでの水の安定分
解を実証した。 
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を原料として有用な化学
品をクリーンに生産する
ための基盤技術、④微生物
燃料電池システムを工場
廃水処理に用いて、廃水処
理能力が現行の活性汚泥
処理と同等以上で、かつ、
８０％以上の省エネルギ
ーが可能な廃水処理基盤
技術等を確立する。 
さらに、化石資源からの脱
却や低炭素社会の実現の
ためのキーテクノロジー
であり、我が国が世界トッ
プレベルの技術を有する
触媒技術を活用し、国際的
優位性を確保しながら、資
源問題・環境問題を同時に
解決することを目指して
新規なＧＳＣプロセスの
技術開発を実施する。 
 

光触媒パネルを装着した反応
器全体の構造及び構成の検討
に着手する。 
（２）水素分離膜及びモジュ
ール化技術等の研究開発 
水素分離膜については、平

成２８年度に抽出したゼオラ
イト系、シリカ系、炭素系の
それぞれの膜材料系に関し、
実際の使用環境等を想定した
条件下での更なる高性能化
と、モジュール化を念頭にお
いた製膜の検討に着手する。
分離膜のモジュール化技術に
ついては、爆発範囲外方式及
び着火非拡大方式に関し、実
際の使用環境等を想定した条
件下で安全に分離できるモジ
ュールの構造及び仕様の検討
に着手するとともに、光触媒
モジュールとの接続に関する
課題の抽出に着手する。 

 水素分離膜については、平成２８年度
に抽出したゼオライト系、シリカ系、炭
素系のそれぞれの膜材料系に関し、実際
の使用環境等を想定した条件下での更
なる高性能化と、モジュール化を念頭に
おいた製膜の検討に着手した。 
 分離膜のモジュール化技術について
は、爆発範囲外方式及び着火非拡大方式
に関し、実際の使用環境等を想定した条
件下で安全に分離できるモジュールの
構造及び仕様の検討に着手するととも
に、光触媒モジュールとの接続に関する
課題の抽出に着手した。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  研究開発項目② 二酸化炭素
資源化プロセス技術開発 
平成２８年度までに小型パ

イロット規模での技術を確立
したメタノール合成／ＭＴＯ
反応プロセスについて、更な
る技術開発を進める。 
メタノール合成プロセスに

ついては、ＣＯ２原料及びＣＯ
原料からメタノールを高収率
に合成するため、反応分離プ
ロセス用の反応分離膜の評価
及び開発に着手する。 
ＭＴＯ反応プロセスについ

ては、Ｃ２、Ｃ３、Ｃ４のオ
レフィンをそれぞれ目的別に
高収率で合成するための触媒
の改良並びに合成プロセス用
反応分離膜の評価及び開発に
着手する。 
上記に関する公募を平成２

９年度に行う。 
 

－ 研究開発項目② 二酸化炭素資源化プ
ロセス技術開発 
平成２８年度までに小型パイロット

規模での技術を確立したメタノール合
成／ＭＴＯ反応プロセスについて、更な
る技術開発を進めた。 
メタノール合成プロセスについては、

ＣＯ２原料及びＣＯ原料からメタノール
を高収率に合成するため、反応分離プロ
セス用の反応分離膜の評価及び開発に
着手した。 
ＭＴＯ反応プロセスについては、Ｃ

２、Ｃ３、Ｃ４のオレフィンをそれぞれ
目的別に高収率で合成するための触媒
の改良、並びに合成プロセス用反応分離
膜の評価及び開発に着手した。 
上記に関する平成２９年度以降の委

託事業の公募を、平成２９年度上期に実
施し、委託先を決定した。 

  

  ２．有機ケイ素機能性化学品
製造プロセス技術開発 [平
成２６年度～平成３３年度] 
 我が国の有機ケイ素工業が
抱えるエネルギー面及びコス
ト面の問題を解決し、安定的
に高機能な有機ケイ素部材を
提供するための革新的触媒技
術及び触媒プロセス技術の確
立を目的として、以下の研究
開発を実施する。 

－ ２．有機ケイ素機能性化学品製造プロセ
ス技術開発 [平成２６年度～平成３３
年度] 
我が国の有機ケイ素工業が抱えるエ

ネルギー面及びコスト面の問題を解決
し、安定的に高機能な有機ケイ素部材を
提供するための革新的触媒技術及び触
媒プロセス技術の確立を目的として、以
下の研究開発を実施した。 
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   研究開発項目① 砂からの有
機ケイ素原料製造プロセス技
術開発 
（１）金属ケイ素を経由しな
いＱ単位構造※１中間原料製
造法の開発 
Ｑ単位構造中間原料を、低

コストな原料から得るための
製造技術の開発を継続して行
う。 
（２）Ｑ単位構造中間原料か
らの有機ケイ素原料製造技術
の開発 
固体触媒※２又は均一系触

媒※３を用いる製造技術の開
発を強化する。 
（３）砂からＱ単位構造を基
本構造とするビルディングブ
ロック型の有機ケイ素原料製
造法の開発 
天然資源等からビルディン

グブロック※４を得る反応経
路、触媒及び反応条件の検討
を継続して行う。 
 
※１ Ｑ単位構造：ケイ素原

子に酸素原子が４つ結合
している構造のこと。 

※２ 固体触媒：白金、パラ
ジウム、酸化鉄などの物
質や、これらを無機物質
に担持させたもの、ある
いは金属錯体を固定化し
たものなどのこと。 

※３ 均一系触媒：反応液に
溶けた状態で作用する錯
体触媒のこと。 

※４ ビルディングブロッ
ク：砂の規則構造を部分
的に保持したＱ単位構造
を基本構造とする。 

 研究開発項目① 砂からの有機ケイ素
原料製造プロセス技術開発 
（１）金属ケイ素を経由しないＱ単位構
造※１中間原料製造法の開発 
Ｑ単位構造中間原料を、低コストな原

料から得るための製造技術の開発を継
続して行った。 
（２）Ｑ単位構造中間原料からの有機ケ
イ素原料製造技術の開発 
固体触媒※２又は均一系触媒※３を用い

る製造技術の開発を強化した。 
（３）砂からＱ単位構造を基本構造とす
るビルディングブロック型の有機ケイ
素原料製造法の開発 
天然資源等からビルディングブロッ

ク※４を得る反応経路、触媒及び反応条件
の検討を継続して行った。 

 
※１ Ｑ単位構造：ケイ素原子に酸素原

子が４つ結合している構造のこと 
※２ 固体触媒：白金、パラジウム、酸

化鉄などの物質や、これらを無機物
質に担持させたもの、あるいは金属
錯体を固定化したものなどのこと 

※３ 均一系触媒：反応液に溶けた状態
で作用する錯体触媒のこと 

※４ ビルディングブロック：砂の規則
構造を部分的に保持したＱ単位構
造を基本構造とする 

  

   研究開発項目② 有機ケイ素
原料からの高機能有機ケイ素
部材製造プロセス技術開発 
（１）ケイ素－炭素結合形成
技術 
白金触媒を用いての合成が

困難な高機能部材の開発に重
点的に取り組むとともに、白
金代替卑金属触媒の更なる高
活性化を目指す。 
（２）ケイ素－酸素結合形成
技術 
既存部材の性能を凌駕す

る、構造制御された部材を製
造する技術の検討を継続す
る。 
（３）ケイ素－ケイ素結合形
成技術 
ジシラン※５製造技術につ

いて、収率、選択性及び触媒
寿命を向上させる技術の開発

 研究開発項目② 有機ケイ素原料から
の高機能有機ケイ素部材製造プロセス
技術開発 
（１）ケイ素－炭素結合形成技術 
白金触媒を用いての合成が困難な高

機能部材の開発に重点的に取り組むと
ともに、白金代替卑金属触媒の更なる高
活性化を鉄錯体で実現した。 
（２）ケイ素－酸素結合形成技術 
既存部材の性能を凌駕する、構造制御

された部材を製造する技術の検討を継
続した。その結果、世界で初めて、シリ
コーンの基本構造単位であるオルトケ
イ酸やそのオリゴマーを安定に単離し
て、その構造を明確にするとともに、構
造規則性を持たせながらそれらを重合
する合成プロセスを開発することに成
功した。 
 
（３）ケイ素－ケイ素結合形成技術 
ジシラン※５製造技術について、収率、

●世界で初めて、安定に単離したオルトケイ酸
を、構造規則性を持たせながら重合する合成
プロセスを開発したことで、耐熱性、光学特
性、耐衝撃性等の機能を発現するシリコーン
を自由に設計でき、現行より優れた性能を有
する高機能シリコーン製造が期待できる。 
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を継続する。 
（４）触媒固定化基盤技術 
均一系触媒と同等程度の触

媒活性を示す固定化触媒の開
発を目指し、触媒担体種や固
定化手法等の検討を継続す
る。 
※５ ジシラン：化学式 

Ｓｉ２Ｈ６のケイ素の水
素化物のこと。 

選択性及び触媒寿命を向上させる技術
の開発を継続した。 
（４）触媒固定化基盤技術 
均一系触媒と同等程度の触媒活性を

示す固定化触媒の開発を目指し、触媒担
体種や固定化手法等の検討を継続した。 
※５ ジシラン：化学式 Ｓｉ２Ｈ６のケ

イ素の水素化物のこと 

 ｅ．民間航空機基盤技術 
環境負荷低減、運航安全

性向上等の要請に対応した
航空分野の基盤技術力の強
化を図るための技術の開
発・実証試験等を行うこと
とする。 

（ｅ）民間航空機基盤技術 
環境負荷低減、運航安全

性向上等の要請に対応し
た航空分野の基盤技術力
の強化を図るため、操縦容
易性の実現による運航安
全性の向上等を可能とす
る技術の開発及び実証試
験等を実施する。 

（ｅ）民間航空機基盤技術 
１．航空機用先進システム実
用化プロジェクト [平成２
７年度～平成３１年度、中間
評価：平成２９年度] 
航空機の安全性・環境適合

性・経済性に対応した、安全
性が高く軽量・低コストな航
空機用先進システムを開発す
ることを目的に、以下の研究
開発項目について事業を実施
する。 

－ （ｅ）民間航空機基盤技術 
１．航空機用先進システム実用化プロジ
ェクト [平成２７年度～平成３１年度] 
平成２９年１０月に中間評価、１２月

にステージゲート審査を実施し、７つの
研究開発項目全てについて平成３０年
度以降の継続を決定した。研究開発項目
ごとの業務実績については以下の通り。 
 

  

   研究開発項目① 次世代エン
ジン用熱制御システム研究開
発 
試作品の製造工程における

最適化検討を行った上で、実
際に試作品を製作し、製造工
程の検証、試作品の評価を行
う。また、熱制御システムの
性能計算プログラムの開発に
着手する。 

－ 研究開発項目① 次世代エンジン熱制
御システム研究開発 
オイルクーラー（ＡＳＡＣＯＣ／ＨＦ

ＣＯＣ）及び流量調節バルブ（ＯＦＣＶ）
について、試作品の製造工程の最適化検
討を行った上で実際に試作品を製作し、
その妥当性を検証した。また、試作品の
性能・強度を検証した。さらに、オイル
クーラー及び流量調節バルブを構成要
素とする熱制御システムの性能計算プ
ログラム開発に着手し、空気フィンにお
ける流れ場と冷却性能との間の関係に
ついての知見を得た。 

  

   研究開発項目② 次世代降着
システム研究開発 
脚揚降システム構成要素の

実機運用モデル、電動タキシ
ングシステム、電磁ブレーキ
システムの試作品を製作し、
評価を行う。 

－ 研究開発項目② 次世代降着システム
研究開発 
脚揚降システムについては、平成２８

年度に引き続き、脚揚降システムの更な
る質量軽減を行った。モータ及びポンプ
については、温度要求への適合性を確認
する評価試験を行うとともに、平成２８
年度に取り組んだ耐久性向上の成果を
基に、実機運用時の形態にあわせて設
計・製作を行い、耐久試験及び性能評価
を実施した。評価の結果、温度要求への
適合性が確認された。また、耐久試験に
おいては、ポンプ内部のギアの摩耗が課
題であることが判明したため、摩耗対策
によって耐久性の向上を図った。また、
電動アップロックの構成について、質
量、信頼性、コスト、整備性、スペース
の間のトレードオフを考慮し、最善の形
態を検討した。また、ＭＢＤ（モデルベ
ース開発）プロセスの整備に着手した。 
電動タキシングシステムについては、

インホイール・モータの小型軽量化及び
高出力化に向けた発熱の予測精度向上
を目的として、走行模擬試験による発熱
データの取得、数値熱解析モデルのコリ
レーションを行い、解析精度向上のノウ
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ハウを得た。次に、前述の数値熱解析モ
デルを用い、モータ構造・形状・方式を
様々に変更し熱解析を行った結果、当初
選定した巻線界磁モータ方式から永久
磁石埋込型同期モータ方式に変更する
ことにより、要求仕様（トルク、サイズ）
を満足し、発熱に関する課題を克服でき
る目途を得た。 
電磁ブレーキシステムについては、平

成２８年度に引き続き、電磁ブレーキに
適した電磁流体の特性改善等について
調査・検討を行ったところ、航空機への
適用にあたって克服困難な放熱性に関
する技術的課題が確認されたため、外部
有識者の意見を踏まえ平成２９年度上
半期をもって本テーマについては終了
とし、中間評価分科会においてもその妥
当性が認められた。 

   研究開発項目③ 次世代コッ
クピットディスプレイ研究開
発 
タッチパネル機能を搭載し

た大画面・任意形状ディスプ
レイモジュール試作品の製
作・評価を行い、最適な技術
方式の選定を行う。 

－ 研究開発項目③ 次世代コックピット
ディスプレイ研究開発 
タッチパネル機能を搭載した大画

面・任意形状ディスプレイモジュール試
作品の製作・評価を行い、実際のコック
ピットを模擬したモックアップの設
計・製作に移行するための技術方式を選
定した。 

  

   研究開発項目④ 次世代空調
システム研究開発 
二相流体熱輸送システム、

スマート軸流ファン構成要素
の試作品を設計・製作し、評
価を行う。 

－ 研究開発項目④ 次世代空調システム
研究開発 
二相流体熱輸送システムについては、

Active Pump 方式及び Passive Pump 方式
について、要素レベルでの試験による評
価を行った。また、試作品及び試験装置
を設計・製作して評価試験を実施し、取
得した特性データ等からプロトタイプ
試作に向けた改善点等を把握した。 
スマート軸流ファンについては、モー

タ及び制御回路について、評価試験によ
り特性データを取得し、要素試験の結果
を基にプロトタイプの構想設計を行っ
た。また、翼車の低コスト製法を確立し
た。 

  

   研究開発項目⑤ 次世代飛行
制御／操縦システム研究開発 
量産型ピトー管の設計・製

作・評価、モータコントロー
ラ及び操縦バックアップシス
テム試作品の製作・動作確認
を行う。 

－ 研究開発項目⑤ 次世代飛行制御/操縦
システム研究開発 
ピトー管については、構成要素である

ヒータの耐久試験（長周期）を完了する
とともに、量産型ピトー管の設計・製
作・評価を行い、認証取得及び平成３１
年度の販売開始に向けた認証試験を開
始した。モータコントローラについて
は、ＢＢＭで取得したデータをもとにテ
ストベンチの設計・製作及び動作確認を
行った。操縦バックアップシステムにつ
いては、平成２８年度の成果を基にモジ
ュールの設計が完了し、ＢＢＭの部品手
配を開始した。 
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   研究開発項目⑥ 次世代自動
飛行システム研究開発 
位置検出・自動着陸用及び

舵面故障検出用の画像システ
ム試作品を航空機に搭載し、
試験によりシステム機能の確
認を行う。 

 研究開発項目⑥ 次世代自動飛行シス
テム研究開発（平成２８年度から実施） 
ＧＰＳ／ＩＬＳ異常時の自動着陸シ

ステムについては、位置検出・自動着陸
用の画像システム試作品について、固定
翼無人機を用いて予備飛行試験を実施
して当該システムの機能を確認した。ま
た、ＧＰＳ／ＩＬＳの異常時における誤
差モデルを構築した。 
舵面故障時の飛行維持システムにつ

いては、舵面故障検出用の画像システム
試作品を実験用航空機に搭載し、地上試
験を実施してシステムの機能を確認し
た。また、開発した飛行制御プログラム
を実験用航空機に搭載し、予備飛行試験
を実施した。 

  

   研究開発項目⑦ 次世代エン
ジン電動化システム研究開発 
高耐熱被膜を付した電動機

の試作品の設計・製作・評価、
エンジン軸直結様式の電動機
と従来のシステムとの連携に
関する解析評価を行う。 

 研究開発項目⑦ 次世代エンジン電動
化システム研究開発（平成２８年度から
実施） 
高耐熱電動機については、高耐熱被膜

を付した電動機の試作品を設計・製作し
て評価試験を実施し、所望の耐熱性能が
得られていることを確認した。 
効率の良い排熱システムについては、

エンジン内蔵型電動機を核としたエン
ジン電動化システム実現に向けて、エン
ジン軸直結様式、及び従来のエンジン排
熱システムや空調システムとの連携に
ついて検討し、これらのシステムも含め
た統合システムについて解析による評
価を行い、従来のラム空気への排熱と比
較して燃費改善が見込まれることが分
かった。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
以上の内容を踏まえ、顕著な成果が出ている

ことから、本項目の自己評価をＡとした。 

 

     
＜課題と対応＞※独立行政法人通則法第二十八条の四に基づく評価結果の反映状況 

平成２８年度評価における指摘事項 平成３０年度計画等への反映状況 

 
○エネルギーの安定供給と地球環境問題
の解決に貢献するため、技術開発や実
証試験を産学官で一層推進すべきでな
いか。特に、太陽光発電など国際的な
研究開発競争が激しい分野では、発電
コストなどの目標値について、世界的
な技術動向を踏まえたより野心的な目
標に適宜見直していく必要があり、そ
れを可能とする柔軟なマネジメントの
あり方を検討すべきでないか。 

（平成２９年度における取組・平成３０年度計画等への反映） 
○２０３０年目標を掲げる技術開発プロジェクトは、引き続き産学
官連携体制の下で推進していく。技術開発や実証試験については、
開発進捗、内外の市場、技術開発動向を踏まえ、実用化が進んで
いる技術については目標達成時期の前倒しを行った。並行して、
太陽光発電開発戦略見直しの検討作業にも着手した。 

○国際競争が厳しい再エネ関連機器の開発に当たっては、我が国の
技術が世界をリードできるよう、海外の開発動向等を随時収集で
きる仕組みを技術戦略研究センター等に構築し、その動向を注視
するとともに、最先端の開発動向を、各国の日射条件等の違いを
考慮しつつ、技術戦略の技術開発目標に反映していく。 

○水素エネルギーに関連するプロジェク
トについては、技術面に加え経済面で
の評価も着実に実施すべきではない
か。 
 

○世界における水素エネルギー利用について言えば、ドイツ、米国、
中国において国家戦略等に基づき先行して水素エネルギーの利用
を進めている。日本においても、国のロードマップ（水素・燃料
電池戦略ロードマップ、経済産業省）に基づき、将来の水素利活
用拡大に向け、市場化を視野に入れた技術開発を行っている。例
えば、水素ステーションの整備費については２０２５年には現行
の二分の一、水素サプライチェーンについては、２０３０年にプ
ラント引渡し価格で３０円／Ｎｍ３（発電コストとして１７円／ｋ
Ｗｈ）なども目標を掲げ、これを見通すことが可能な技術開発を
推進している。また、コストや導入目標ついては、国の方向性を
踏まえつつ随時見直しを行う。 
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様式２－１－４－１ 国立研究開発法人 年度評価 項目別評価調書（研究開発成果の最大化その他業務の質の向上に関する事項）様式 

Ⅰ（ク）技術分野ごとの計画 （産業技術分野） 

３．中長期目標、中長期計画、年度計画、主な評価軸、業務実績等、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標 中長期計画 年度計画 主な評価軸（評価の

視点）、指標等 

法人の業務実績等・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 

      ＜自己評価＞ Ａ 評定  

 ⅵ）電子・情報通信分野 
技術革新のスピード、ビ

ジネス環境の変化等を踏
まえつつ、我が国経済・社
会の基盤としての電子・情
報通信産業の発展を促進
するため、電子デバイス、
家電ネットワーク／コン
ピューティングに関する
課題について、重点的に取
り組むものとする。電子デ
バイスについては、我が国
の電子関連企業の競争力
向上と新市場開拓のため
に、低消費電力、高速処理、
高信頼性、設計期間の短縮
化等のデバイス技術開発
等を推進することとする。
家電（ディスプレイ、有機
トランジスタ、照明等）に
ついては、低消費電力化、
軽量化、低コスト化等を目
指した技術開発等を行う
こととする。ネットワーク
／コンピューティングに
ついては、通信機器やサー
バにおける高速、低消費電
力化等のニーズに対応す
るため、光・電子融合技術
等を中心とした技術開発
を行うとともに、それらを
組み合わせたシステム開
発等を行うこととする。さ
らに、情報通信機器等にお
けるシステムとしての低
消費電力性能を大幅に向
上するため、集積回路内の
電力消費制御等に係る技
術開発を行うこととする。 

（ⅵ）電子・情報通信分
野 
電子・情報通信産業で

は、半導体・ディスプレ
イ等のデバイス技術の進
展、高速ネットワークの
普及等により、スマート
フォン、タブレットなど
携帯機器とそれらを用い
たアプリケーションが広
がっている。同時に、ク
ラウドの普及によりビッ
グデータの活用の可能性
が高まっており、従来の
情報技術（ＩＴ）の枠を
超えた他の産業との融合
による新たなビジネス創
造が期待されている。 
他方で、新興国の企業

の台頭や投資の大規模化
により、世界的に競争環
境が一段と激化してお
り、さらに、ＩＴ化の進
展を通じた情報処理量の
増大によるエネルギー需
要の増大も引き続き重要
な課題となっている。 

第３期中期目標期間中
では、このような技術革
新のスピード、ビジネス
環境の変化等を踏まえつ
つ、我が国経済・社会の
基盤としての電子・情報
通信産業の発展を促進す
るため、電子デバイス、
家電、ネットワーク／コ
ンピューティングに関す
る課題について、重点的
に取り組むこととし、以
下の技術開発を推進す
る。 

（ⅵ）電子・情報通信分野 
 

－ （ⅵ）電子・情報通信分野 
 
 

＜自己評価の根拠＞ 
 

 

  （ａ）電子デバイス 
我が国の電子関連企業

の競争力向上と新市場開
拓のために、低消費電力、
高速処理、高信頼性、設
計期間の短縮化等のデバ
イス技術開発を推進す
る。 
日本企業が競争力を有

するメモリ分野等におい
ては、大容量化及び低コ

（ａ）電子デバイス 
１．低炭素社会を実現する次
世代パワーエレクトロニク
スプロジェクト ［平成２１
年度～平成３１年度］ 
 
研究開発項目① 低炭素社
会を実現する新材料パワー
半導体プロジェクト 
（１）～（９）は平成２６

年度までに終了。 

－ （ａ）電子デバイス 
１．低炭素社会を実現する次世代パワーエレ
クトロニクスプロジェクト ［平成２１年度
～平成３１年度］ 
 
研究開発項目① 低炭素社会を実現する新
材料パワー半導体プロジェクト 
（１）～（９）は平成２６年度までに終了。 

 
（１０）新世代Ｓｉパワーデバイス技術開発 
Ｓｉ－ＩＧＢＴパワーデバイスは、スケー
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スト化に対応していくた
め、極端紫外光（ＥＵＶ）
等を用いた最先端の１１
ｎｍ以細の微細加工技術
について検査技術、レジ
スト材料等の開発を進め
る。また、現在のフラッ
シュメモリよりも高速で
動作可能な高速不揮発メ
モリやマイコン等との混
載用デバイス等の開発を
推進する。 
また、ロジック分野に

おいては、低電圧動作や
高速不揮発メモリとの混
載等により消費電力を１
／１０に低減する低消費
電力技術等の開発を行
う。 
さらに、パワー半導体

の分野では、社会的にニ
ーズの高い低損失化を目
指して、従来のシリコン
（Ｓｉ）への代替が期待
される炭化シリコン（Ｓ
ｉＣ）、窒化ガリウム（Ｇ
ａＮ）等の半導体につい
て、６インチウエハの成
長技術、従来のＳｉと比
べて電力損失が１／１０
０となるデバイス製造技
術、高温動作（２００℃
以上）でも使用可能な抵
抗器・コンデンサ等受動
部品の開発等を推進す
る。 
半導体の実装技術につ

いても注力する。半導体
の微細加工技術も限界が
近づいてきていることか
ら、三次元実装技術等を
開発し、チップ配線長の
大幅な短縮化、データ伝
送量の増大を図ること
で、高速処理、多機能集
積化、低消費電力化が可
能となるデバイスを開発
する。 

（１０）新世代Ｓｉパワーデ
バイス技術開発 
平成２８年度の１ｋＶ系

に続いて、３ｋＶ系高耐圧・
大電流ＩＧＢＴの試作をお
こなう。また、ＩＧＢＴのス
ケーリング則の明確化をめ
ざして、さらに微細化したＩ
ＧＢＴの先行試作を開始す
る。ウェハ・プロセス評価で
は、プロセス及びデバイス構
造がライフタイムへ及ぼす
定量的に影響を評価し、プロ
セスへのフィードバックを
行う。ドライブ回路開発で
は、平成２８年度末までに動
作させた新世代Ｓｉパワー
デバイスとデジタルゲート
ドライブＩＣを組み合わせ
た変換機実証を目指しプロ
トタイプモジュールの開発
を行うとともに実証に必要
な試験環境を構築する。 

リング（微細化）係数ｋ＝３の耐圧３ｋＶの
ＩＧＢＴを試作、評価を完了。ウェハ・プロ
セス評価は、新ＣＺ法による高純度結晶成長
技術により、バルクライフタイム１０ｍｓ以
上を達成。デバイス回路開発では、実スケー
ルのインバータ（直流電圧５００Ｖ）を用い
たデジタルゲートの評価環境を構築し、イン
バータ連続動作環境下においてゲート駆動
パターンの自動最適化を完了。 

   研究開発項目② 次世代パ
ワーエレクトロニクス技術
開発（グリーンＩＴプロジェ
クト） 
平成２４年度終了。 

－ 研究開発項目② 次世代パワーエレクトロ
ニクス技術開発（グリーンＩＴプロジェク
ト） 
平成２４年度終了。 

  

   研究開発項目③ 次世代パ
ワーエレクトロニクス応用
システム開発 
次世代パワーエレクトロ

ニクス応用システムに関す
る技術の開発を目的に、以下
の研究開発を実施するとと
もに、民間企業等が実施する

－ 研究開発項目③ 次世代パワーエレクトロ
ニクス応用システム開発 
（１）次世代パワーエレクトロニクス応用シ
ステム開発の先導研究 
平成２８年度終了。 

 
（２）次世代パワーエレクトロニクス応用シ
ステム開発の実用化助成 

●昇圧コンバータを使わない２電源２イン
バータ電動システムを開発し、従来比１
／３の電力損失実現。 

 
●耐圧６．５ｋＶのフルＳｉＣパワーモジ
ュールを開発し、出力密度従来比２倍を
達成。 
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実用化開発を支援する。 
（１）次世代パワーエレクト
ロニクス応用システム開発
の先導研究 
平成２８年度終了。 

（２）次世代パワーエレクト
ロニクス応用システム開発
の実用化助成 
・各開発項目の目標を達成す

るとともに、パワーモジュ
ールに関する日本型エコ
システムを自律可能なま
でに完成させる。 

・試作したＳｉＣパワーデバ
イスを用いた新電動シス
テムを実車に搭載し、実走
行での動作確認、システム
制御上の課題抽出を実施
するとともに、モード走行
相当の走行時の電動損失
を実測し、燃費向上効果を
定量化する。 

・新規に開発した部材及び高
耐圧ＳｉＣパワーデバイ
スを組み込んだ高出力密
度・高耐圧パワーモジュー
ルを試作し、定格容量での
モジュールとしてのスイ
ッチング動作を実証する。 
 

・最終目標である高耐圧モジュールコスト従
来比３０％減、量産化までのリードタイム
５０％減を達成し、日本型パワーモジュー
ルエコシステムを構築した。 

・ＳｉＣを使った新規な電源・回路システム
を搭載した車載電動システムを試作し、従
来Ｓｉシステムに対して全動作領域で電
圧切り替え制御成立性を確認し、モード走
行損失１／３以下確認した。 

・耐圧６．５ｋＶのＳｉＣ－ＭＯＳＦＥＴを
使った鉄道向けモジュールの動作実証を
行い、従来比２倍の出力密度を達成した。 

   ２．次世代スマートデバイス
開発プロジェクト [平成２
５年度～平成２９年度] 
次世代交通社会の実現に

必須となるエレクトロニク
ス技術の開発を目的に、以下
の研究開発を実施するとと
もに、民間企業等が実施する
実用化開発を支援する。 

－ ２．次世代スマートデバイス開発プロジェク
ト [平成２５年度～平成２９年度] 
次世代交通社会の実現に必須となるエレ

クトロニクス技術の開発を目的に、以下の研
究開発を実施するとともに、民間企業等が実
施する実用化開発を支援する。 

  

   研究開発項目① 車載用障
害物センシングデバイスの
開発 
（１）平成２８年度に設計・
検証・試作を進めた大規模
アレイ測距センサデバイ
スを完成し、特性評価を行
って、２０ｍ以上先の障害
物までの距離を３，０００
画素でリアルタイムかつ
高精度に測定できること
確認する。 

（２）三次元積層の各要素技
術について、プロセス条件
や製造装置の改良及びプ
ロセス統合を進めるとと
もに、車載信頼性の確立を
検証し、最終目標とする三
次元積層プロセスを確立
する。 

（３）平成２８年度に試作・
動作検証を行った、高出力

 研究開発項目① 車載用障害物センシング
デバイスの開発 
（１）平成２８年度に設計・検証・試作を進
めた大規模アレー測距センサデバイスを
完成した。特性評価を行い、２０m以上先
の障害物までの距離を３１２０画素でリ
アルタイムかつ高精度に測定できること
を確認した。 

（２）三次元積層の各要素技術について、プ
ロセス条件の検証や製造装置の改良を行
い、各要素技術のプロセスを統合した。統
合プロセスにより作成した三次元積層構
造の信頼性評価により車載信頼性のの達
成を確認し、最終目標とする三次元積層プ
ロセスを確立した。 

（３）平成２８年度に試作・動作検証を行っ
た、高出力ＬＤ、電子スキャナ、受発光レ
ンズ及び同期制御マイコンボードと（１）
で試作した大規模アレー測距受光デバイ
スから成る一体型測距センサモジュール
をシステムとして統合した。動作検証を行
い、センシングデバイスとして、２０ｍ以
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ＬＤ、電子スキャナ、受発
光レンズ及び同期制御マ
イコンボードと（１）で試
作した大規模アレイ測距
受光デバイスから成る一
体型測距センサモジュー
ルをシステムとして統合
し、動作検証を行い、セン
シングデバイスとして、２
０ｍ以上先までの車両や
歩行者等多数の障害物の
位置と距離を同時にリア
ルタイムで高精度に測定
できることを確認する。 

上先までの車両や歩行者等多数の障害物
の位置と距離を同時にリアルタイムで高
精度に測定できることを確認した。 

 

   研究開発項目② 障害物検
知・危険認識アプリケーショ
ンプロセッサの開発 
平成２７年度終了。 

－ 研究開発項目② 障害物検知・危険認識アプ
リケーションプロセッサの開発 
平成２７年度終了。 

  

   研究開発項目③ プローブ
データ処理プロセッサの開
発 
（１）平成２８年度に設計、
検証、試作等を行った、三
次元積層プロセッサのパ
ッケージ化及び評価シス
テムの最終組み立てを行
い、評価システムを完成す
る。 

（２）実証システムにより、
三次元積層要素技術開発
で想定した機能や信頼性
が実現できていることを
確認するとともに、プロセ
ッサとして以下の最終目
標の性能を達成している
ことを確認する。 

・単位消費電力当たり演算性
能 
：３Ｇｆｌｏｐｓ／Ｗ以上 

・ピーク演算性能 
：１Ｔｆｌｏｐｓ以上 

・メモリースループット 
：０．３ Ｂｙｔｅ ｐｅｒ
ｆｌｏｐ 以上 

※ flops ： floating-point 
operations per 
second 

 

－ 研究開発項目③ プローブデータ処理プロ
セッサの開発 
（１）平成２８年度に設計、検証、試作等を
行った、三次元積層プロセッサのパッケージ
化及び評価システムの最終組み立てを行い、
一層あたりの回路面積が世界最大となる約
７００㎟のシリコンチップ２枚からなる積
層パッケージの試作に成功し、高い耐久性を
確認した。 
（２）実証システムにより、三次元積層要素
技術開発で想定した機能や信頼性の実現を
確認し、最終目標として定めたプロセッサと
しての性能を達成していることを確認した。 
・単位消費電力当たり演算性能 
：≧３Ｇｆｌｏｐｓ／Ｗ 

・ピーク演算性能 
：～１．７Ｔｆｌｏｐｓ 

・メモリースループット 
：≧０．３Ｂｙｔｅ ｐｅｒ ｆｌｏｐ 
＠１Ｔｆｌｏｐｓ 

※flops：floating-point operations per 
second 

  

  （ｂ）家電（ディスプレイ、
有機トランジスタ、照明等） 
家電分野においては、

低消費電力化、軽量化、
低コスト化等を目指した
技術開発を行う。 
ディスプレイ分野で

は、今後もスマートフォ
ン、タブレット等中小型
ディスプレイの市場拡大
が予想されることから、
従来の液晶ディスプレイ
よりも消費電力が１／２

（ｂ）家電（ディスプレイ、
有機トランジスタ、照明等） 
１．次世代プリンテッドエレ
クトロニクス材料・プロセス
基盤技術開発 ［平成２２年
度～平成３０年度］ 
 プリンテッドエレクトロ
ニクスの本格的な実用化の
ために要求される製造技術
の高度化及び信頼性向上、標
準化の推進等に資する基盤
技術開発を行う。さらに、モ
デルデバイスの製作を通じ

－ （ｂ）家電（ディスプレイ、有機トランジス
タ、照明等） 
１．次世代プリンテッドエレクトロニクス材
料・プロセス基盤技術開発 ［平成２２年度
～平成３０年度］ 
 プリンテッドエレクトロニクスの本格的
な実用化のために要求される製造技術の高
度化及び信頼性向上、標準化の推進等に資す
る基盤技術開発を行う。さらに、モデルデバ
イスの製作を通じて、市場拡大・普及促進等
に資する実用化技術開発を総合的に推進す
ることを目的に、以下の研究開発を実施す
る。 
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以下かつ重量が１／２以
下で、さらに入力やセン
シング機能も兼ね備えた
インタラクティブな有機
ＥＬディスプレイ等の開
発を進める。 
また、高機能材料、印

刷技術及びエレクトロニ
クス技術の融合を図り、
省エネ・大面積・軽量・
薄型・フレキシブル性を
実現する薄膜トランジス
タの連続製造技術及びそ
の実用化技術の確立を目
指す。具体的には、Ａ４
サイズのトランジスタア
レイを連続５０枚生産可
能な製造プロセスの技
術、生産タクトは１平米
あたり９０秒以下を実現
する技術等を確立する。 
照明分野では、短・中

期的な市場のニーズを見
据えたＬＥＤ照明技術の
開発と、中・長期的な市
場のニーズを見据えた有
機ＥＬ照明技術の開発を
進める。ＬＥＤ照明につ
いては、ＧａＮ基板生成
等の技術開発を進め、Ｌ
ＥＤチップで蛍光灯を超
える発光効率や蛍光灯と
同レベルの低コスト化等
を目指す。有機ＥＬ照明
については、発光効率の
向上や輝度半減寿命の長
時間化、低コスト化等に
ついても技術開発を行
う。 
これらの技術開発は、

ＬＥＤ照明や有機ＥＬ照
明の国際標準化の動きを
考慮しつつ、関係機関と
連携して推進する。 

て、市場拡大・普及促進等に
資する実用化技術開発を総
合的に推進することを目的
に、以下の研究開発を実施す
る。 

  研究開発項目① 印刷技術
による高度フレキシブル電
子基板の連続製造技術開発 
研究開発項目② 高度ＴＦ
Ｔアレイ印刷製造のための
材料・プロセス技術開発 
研究開発項目③ 印刷技術
による電子ペーパーの開発 
研究開発項目④ 印刷技術によ
るフレキシブルセンサの開発 
 以上は、平成２７年度終
了。 

－ 研究開発項目① 印刷技術による高度フレ
キシブル電子基板の連続製造技術開発 
研究開発項目② 高度ＴＦＴアレイ印刷製
造のための材料・プロセス技術開発 
研究開発項目③ 印刷技術による電子ペー
パーの開発 
研究開発項目④ 印刷技術によるフレキシ
ブルセンサの開発 
 以上は、平成２７年度終了。 

  

  研究開発項目⑤ カスタマ
イズ化プロセス基盤技術の
開発 
（１）高生産性カスタマイズ
化プロセス技術の開発 
３０秒／枚以内の生産性

を有する生産ラインにおい
て、変量多品種生産が可能
で、プロセス再現性が±１
０％以内となる製造プロセ
ス技術の設計指針を示す。 
（２）高速高精度基板搬送技
術の開発 
支持基板を持たないフリ

ーフィルム基板を、被印刷物
セット固定時の精度±１０
μｍ以内で、３０秒／枚（３
相当シート）以内の速度で生
産機中を搬送させる基板搬
送技術の設計指針を示す。 

 研究開発項目⑤ カスタマイズ化プロセス
基盤技術の開発 
（１）高生産性カスタマイズ化プロセス技術
の開発 
平成２８年度に決定したカスタマイズ版

の構成を用い、インキング機構を備えた印刷
装置で３０秒／枚以内の印刷性を実証し、プ
ロセスの再現性が±１０％以内となるプロ
セス技術の設計指針を示した。 
（２）高速高精度基板搬送技術の開発 
現有の実験装置を用いフィルム基板セッ

ト固定精度±３０μｍ未満をクリアするた
めの基板のハンドリングに関する要素技術
の設計指針を示した。 
 

  

  研究開発項目⑥ フレキシ
ブル複合機能デバイス技術
の開発 
（１）フレキシブルデバイス
の高感度化、高信頼性化技術
の開発 
フィルム基板上に印刷で

形成したセンサ素子におい
て、５Ｖ以下の駆動電圧で動
作し、感度ばらつき１０％以
下となるセンサ素子の目途
を得る。 
（２）フレキシブルデバイス
実装技術の開発 
１００℃以下の温度でフ

レキシブル基板間導通を確
保できる接合接着技術の目
途を得る。 
（３）フレキシブルデバイス
の機能複合化技術の開発 
フィルム基板上に入力、出

力（表示）、通信等の機能を
複数有する素子を印刷で形
成し、電気的に接続制御する

 研究開発項目⑥ フレキシブル複合機能デ
バイス技術の開発 
（１）フレキシブルデバイスの高感度化、高
信頼性化技術の開発 
フィルム基板上に印刷で形成したセンサ

素子において、従来素子（駆動電圧３０Ｖ）
と同等性能を１０Ｖ以下で達成した。これよ
り、最終目標である、５Ｖ以下の駆動電圧で
動作し、感度ばらつき１０％以下となるセン
サ素子の目途を得た。 
（２）フレキシブルデバイス実装技術の開発 
平成２８年度に検討した導電接合方式及

び封止方式に低温硬化可能な樹脂材料を適
用し、プロセス条件の検討を行い、テスト素
子を用いた機能検証を完了した。 
（３）フレキシブルデバイスの機能複合化技
術の開発 
フィルム基板上に素子を印刷で形成した

フレキシブルデバイスを試作し、ユーザーと
共にデバイス性能の評価を進め、電気的に接
続できるための、信頼性等の評価結果を得
た。 
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ための目途を得る。 
 

  （ｃ）ネットワーク／コ
ンピューティング 
スマートフォン・タブ

レット等の個人向け情報
端末の普及、ストリーム
系コンテンツサービスの
増加による情報トラフィ
ック量の爆発的増加が今
後とも見込まれているこ
とから、高速、低消費電
力化等のニーズに対応す
るため、光・電子融合技
術等を中心とした技術開
発を行うとともに、それ
らを組み合わせたシステ
ム開発等を行っていく。
具体的には、次世代高速
イーサネット（１００Ｇ
ｂ）等への対応等基幹系
のみならずアクセス系の
高速化に対応した、光と
電子技術が融合した光電
子モジュール技術等を開
発する。 
ハイエンドサーバにお

いては電子配線のままで
は高速動作の限界に近づ
きつつあることから、光
と電子のハイブリット技
術により現状電気配線に
比べ３割の省電力かつ高
速化を実現する技術等を
開発する。 
また、システムとして

の低消費電力性能（電力
当たりの処理性能）を１
０倍にするため、集積回
路内の電力消費を制御し
ノーマリーオフ化を実現
する新しいコンピューテ
ィング技術等を開発す
る。 

（ｃ）ネットワーク／コンピ
ューティング 
１．超低消費電力型光エレク
トロニクス実装システム技
術開発 ［平成２５年度～平
成２９年度］ 
省電力かつ高速で小型な

光接続を可能にする光電子
ハイブリッド回路技術を開
発することにより、ＬＳＩを
高集積化し、ＩＴ機器の情報
処理機能を高めつつ、省エネ
化を実現することを目的に、
以下の研究開発を実施する。 

－ （ｃ）ネットワーク／コンピューティング 
１．超低消費電力型光エレクトロニクス実装
システム技術開発 ［平成２５年度～平成２
９年度］ 
省電力かつ高速で小型な光接続を可能に

する光電子ハイブリッド回路技術を開発す
ることにより、ＬＳＩを高集積化し、ＩＴ機
器の情報処理機能を高めつつ、省エネ化を実
現することを目的に、以下の研究開発を実施
する。 

  

  研究開発項目① 光エレク
トロニクス実装基盤技術の
開発 
光エレクトロニクス実装

技術に関し、光回路、電気回
路及び実装技術における課
題抽出・最適化を行い、消費
電力３ｍＷ／Ｇｂｐｓの集
積光Ｉ／Ｏチップの実現に
向けて、３ｍＷ／Ｇｂｐｓ対
応ドライバＩＣ等の電子回
路の試作を行う。 
革新的デバイス技術に関

し、シリコン上集積量子ドッ
トレーザー技術、フォトニッ
ク結晶光ナノ共振器技術等
の基盤研究を継続する。 

－ 研究開発項目① 光エレクトロニクス実装
基盤技術の開発 
光エレクトロニクス実装技術に関し、５ｍ

ｍ角に２５Ｇｂｐｓ １２ｃｈ、送受２種類
の集積光Ｉ／Ｏチップ、大容量化技術（４波
ＷＤＭ、５６Ｇ－ＰＡＭ４）の基盤技術、Ｓ
ｉＧｅ光変調器の高速動作実証（０．６Ｖ・
ｃｍ，２８Ｇｂｐｓ）の各要素基盤技術を確
立し、３ｍＷ／Ｇｂｐｓ技術達成の目途を得
た。 
革新的デバイス技術に関し、シリコン導波

路結合型量子ドットレーザーを世界に先駆
けて実現し、シリコン上量子ドットレーザー
の高速直接変調を達成した。フォトニック結
晶光ナノ共振器については、Ｑ値１，１００
万を達成した。 

  

  研究開発項目② 光エレク
トロニクス実装システム化
技術の開発 
サーバボードのシステム

化技術に関し、ＣＰＵ間の光
インターコネクションに向
けた光デバイスの試作を行
い、システム化に必要な機能
及びアーキテクチャを有す
るサーバの試作、評価を行
う。 
ボード間接続機器及び筐

体間接続機器のシステム化
技術に関し、集積光トランシ
ーバを搭載した光モジュー
ルを用いてボード間及びシ
ステム筐体間を接続して性
能、機能及び信頼性の検証を
行う。 
企業間ネットワーク接続

機器のシステム化技術に関
し、一芯双方向光トランシー
バのＴＷＤＭ-ＰＯＮへの適
用に向けて、集積光プロトタ
イプチップとアナログフロ
ントエンド回路を組み合わ

－ 研究開発項目② 光エレクトロニクス実装
システム化技術の開発 
サーバボードのシステム化技術に関し、ハ

イエンドサーバＣＰＵ間光接続用に、大規模
ＬＳＩと小型集積光トランシーバを同一の
パッケージ基板に搭載する光Ｉ／Ｏ付ＬＳ
Ｉ向けの光Ｉ／Ｏを試作し、８００Ｇｂｐｓ
（＝２５Ｇｂｐｓ × １６ｃｈ送受）を１ｃ
ｍに収容する高密度光Ｉ／Ｏと、そのＣＰＵ
基板上への搭載技術を実証した。 
ボード間接続機器及び筐体間接続機器の

システム化技術に関し、集積光Ｉ／Ｏコアを
基板に取り外し可能としたソケット光モジ
ュールとＬＳＩ（ＦＰＧＡ）を搭載した基板
を試作し、ＬＳＩ搭載基板間光接続を実証し
た。 
データセンタ間接続機器のシステム化技

術に関し、実装面積において中間目標の１／
２の小型化、３０Ｗ程度の消費電力低減を実
証して目標達成し、事業化した。 
企業間ネットワーク接続機器のシステム

化技術に関し、送受一体型モジュールの光損
失低減のための構造最適化を行って、双方向
波長合分波器の高アイソレーション４０ｄ
Ｂを実現するとともに、横型ＰＩＮ構造の導
波路型ＧｅＰＤで、素子の長尺化により１６

●「光Ｉ／Ｏコア」の実用化に必要な信頼
性の確認及び実装技術を開発するととも
に、その生産と販売を行うため、技術研
究組合から研究成果の知的財産権と技術
の一部を承継して新設分割する初めての
事例となる新会社「アイオーコア株式会
社」を設立。 
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せた動作評価を行い、実用化
のための課題を抽出する。 
Ｏ Ｉ Ｆ （ Optical 

Internetworking Forum）に
おいて、小型光トランシーバ
等に搭載する光部品、ＬＳＩ
搭載インターポーザをサポ
ートするインターフェース
に向けた標準化活動等を行
う。 
 

００ｎｍ以上の長波長帯におけるフラット
な受光感度特性と、遮断周波数１７ＧＨｚの
高速応答を得て、モジュールの基本構成の目
途を得た。 
ＩＥＥＥ、ＩＴＵ－Ｔ等の関連標準化動向

の情報収集を行うとともに、ＩＥＣにおける
光接続部品のデジュール標準化提案を行っ
た。また、ＣＦＰ４級デジタルコヒーレント
トランシーバに搭載する超小型光送受信デ
バイス等の標準化を推進した。 
 

   ２．戦略的イノベーション創
造プログラム（ＳＩＰ） 
次世代パワーエレクトロニクス
[平成２６年度～平成３０年度] 
本事業では､ＳｉＣやＧａ

Ｎ等の次世代材料を中心に､
次世代パワーエレクトロニ
クスの適用用途の拡大や普
及拡大､性能向上を図り、今
後一層の産業競争力の強化
及び省エネルギー化を推進
することを目的に、以下の研
究開発を実施する。 

 ２．戦略的イノベーション創造プログラム（Ｓ
ＩＰ） 次世代パワーエレクトロニクス 
［平成２６年度～平成３０年度］ 
本事業では､ＳｉＣやＧａＮ等の次世代材

料を中心に､次世代パワーエレクトロニクス
の適用用途の拡大や普及拡大､性能向上を図
り、今後一層の産業競争力の強化及び省エネ
ルギー化を推進することを目的に、以下の研
究開発を実施した。 

  

   研究開発項目① ＳｉＣに
関する拠点型共通基盤技術
開発 
３年間の研究成果を元に、

２年後の実用化・事業化につ
ながる技術開発を継続する。
ＳｉＣウェハとＳｉＣデバ
イスについては生産性・信頼
性評価を含めた技術開発を
実施する。ＳｉＣモジュール
については実用レベルでの
実証評価を含めた技術開発
を実施する。 

 研究開発項目① ＳｉＣに関する拠点型共
通基盤技術開発 
ＳｉＣウェハの高品質化とＳｉＣデバイス
の高性能化を着実に推進。ＳｉＣ－ＰｉＮダ
イオードにおいて世界最高の耐圧２９．７ｋ
Ｖを達成（目標２０ｋＶ）。実用化に向け生
産性及び信頼性の実証準備を行った。 

  

   研究開発項目② ＧａＮに
関する拠点型共通基盤技術
開発 
ウェハ研究開発の実用化

は経済産業省ＧａＮ事業へ
移管する。デバイス研究開発
は絶縁膜形成とイオン注入
の進捗を受けて強化すると
ともに、文部科学省ＧａＮ事
業との連携も開始し、縦型Ｇ
ａＮデバイス基盤技術の研
究開発を実施する。 

 研究開発項目② ＧａＮに関する拠点型共
通基盤技術開発 
ＧａＮウェハ成長法であるアモノサーマル
法は経産省ＧａＮ事業へ移管した。ｐ型イオ
ン注入については陽電子消滅法やフォトル
ミネッセンス法などにより原子レベルの挙
動解析を産学連携で進め一定の成果を挙げ
た。またＡｌＯＮ絶縁膜形成により耐圧７３
０Ｖで２０Ａの大電流横型ＧａＮデバイス
の性能実証をし対外発表した。 

  

   研究開発項目③ 次世代パ
ワーモジュールの応用に関
する基盤研究開発 
産業用変換器等の先行開

発分野では企業主導で実証
評価を開始する。基盤研究で
は実証評価を促進するとと
もに実用化展開を目指した
研究開発を実施する。 

－ 研究開発項目③ 次世代パワーモジュール
の応用に関する基盤研究開発 
 ＳｉＣモジュールを使いこなすための回
路・システム設計研究を実用に繋げるため産
学連携を強化し、一部前倒しを含め順調に成
果を得た。大きさ１／４で電力損失１／２の
６．６ｋＶ連系用トレンスレス電力変換器技
術、４０ｋＶのＥＶ向けインホイールモータ
技術で実証用ユニットの設計を行った。汎用
性Ｎｉメッキ接合を採用した自動車向け耐
熱モジュールについては基本性能評価を行
った。 

  



Ⅰ－2－72 

   研究開発項目④ 将来のパ
ワーエレクトロニクスを支
える基盤研究開発 
革新的な性能向上に資す

る基礎的な領域の研究を行
うため、引き続き新材料基盤
技術（ダイヤモンド、酸化ガ
リウム）、新評価技術、新回
路及びソフトウエアの開発
を実施する。 
 

 研究開発項目④ 将来のパワーエレクトロ
ニクスを支える基盤研究開発 
新規基盤技術であるダイヤモンドと酸化

ガリウムについては順調に成果を挙げてお
り、超高耐圧低損失パワーデバイス実現に向
けた研究を行った。また新回路技術では、有
限の電源を前提とした電力の演算が可能と
なるパワープロセッシング技術の実用化に
向け、新回路及びソフトウエアの開発を行っ
た。 

  

   ３．戦略的イノベーション創
造プログラム（ＳＩＰ） 重
要インフラ等におけるサイ
バーセキュリティの確保 
[平成２７年度～平成３１年
度] 
本事業では、重要インフラ

等におけるサイバーセキュ
リティを確保するために、重
要インフラサービスの安定
運用を担う制御ネットワー
ク及び制御ネットワークを
構成する制御・通信機器（以
下「制御・通信機器」という。）
のサイバー攻撃対策を目的
として、以下の研究開発を実
施する。 

 ３．戦略的イノベーション創造プログラム
（ＳＩＰ） 重要インフラ等におけるサイバ
ーセキュリティの確保 [平成２７年度～平
成３１年度] 
本事業では、重要インフラ等におけるサイ

バーセキュリティを確保するために、重要イ
ンフラサービスの安定運用を担う制御ネッ
トワーク及び制御ネットワークを構成する
制御・通信機器（以下「制御・通信機器」と
いう。）のサイバー攻撃対策を目的として、
以下の研究開発を実施した。 

  

   研究開発項目① 制御・通信機
器と制御ネットワークのセキ
ュリティ対策技術の研究開発 
制御・通信機器のセキュリ

ティ確認技術、制御・通信機
器及び制御ネットワークの
動作監視・解析技術並びに防
御技術の研究開発を引き続
き実施する。 

－ 研究開発項目① 制御・通信機器と制御ネッ
トワークのセキュリティ対策技術の研究開
発 
ネットワーク全体を一元的に監視可能と

する「信頼の連鎖」構築技術と、世界標準の
セキュリティチップ（ＴＰＭ）と暗号技術を
駆使した真贋判定技術による「信頼の基点」
実装技術、セキュアブートを利用したＯＳ連
携技術について、東京２０２０の安定稼働を
見据えてユーザー環境での機能実証を行っ
ている。また、高速通信キャプチャ・蓄積機
能と不正通信検出についてもユーザー環境
での検証を行うと共に、新製品のリリースを
発表した。セキュア暗号ユニット（ハードウ
ェア）（ＳＣＵ）の第２世代試作設計を完了
し、実チップで性能と消費電力の評価を行
い、実施計画書記載の性能目標を達成してい
ることを確認した。ＳＩＰ自動走行システム
との連携を進めた。 

  

   研究開発項目② 社会実装に向
けた共通プラットフォームの実
現とセキュリティ人材育成 
今後普及・拡大が見込まれ

るＩｏＴシステムのセキュ
リティ確保に向けて前記技
術を拡張するとともに、技術
導入を支援する認証制度の
設計、分野を超えた運用のた
めの共通プラットフォーム
の実現及びセキュリティ人
材育成に引き続き取り組む。 
 

－ 研究開発項目② 社会実装に向けた共通プ
ラットフォームの実現とセキュリティ人材
育成 
セキュリティ技術の第三者認証の海外動向
を調査し、戦略提言を纏めた。情報共有プラ
ットフォーム早期版のユーザー環境での実
証を行っており、新製品のリリースの準備を
している。基礎教材と指導要領の試行を行
い、e-learning システムで運用する教材の
追加を行った。 
また、ＩｏＴ向け要素技術の社会実装を加速
するため、新たに採択した 2 テーマについ
て、今年度の調査結果を元に来年度方針を決
定した。 
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   ４．ＩｏＴ推進のための横断
技術開発プロジェクト [平
成２８年度～平成３２年度] 
本事業では、実世界を基に

データが生成され、サイバー
世界での処理を経て実世界
に反映され、更に新たなデー
タが生成される一連の経路
において必要となるデータ
の収集、蓄積、解析、セキュ
リティ等の次世代のＩｏＴ
社会を支える横断的基盤技
術開発に幅広く取り組むと
ともに、個別技術を統合化
し、システムとして最適にデ
ータ処理・制御を行うために
必要となる基盤技術、実装技
術等の研究開発を行う。 
平成２９年度は、平成２８

年度に採択したテーマを継
続して実施すると共に、平成
２９年度開始テーマに係る
公募・採択を行う。 
また、ＩｏＴ推進コンソー

シアム／ＩｏＴ推進ラボと
連携し、先進的ＩｏＴプロジ
ェクトに対する資金支援を
行うとともに、成果最大化の
ため、最新の技術・市場動向
把握、研究開発から社会実装
までの一貫した戦略策定、ユ
ーザー企業との連携促進に
係る支援等を行う。 
具体的には、以下の研究開

発を実施する。 

 ４．ＩｏＴ推進のための横断技術開発プロジェ
クト [平成２８年度～平成３２年度] 
 ＩｏＴ社会のスマート化を実現する革新
的基盤技術の開発に関して、前年度採択の１
１テーマに加えて、新たに５テーマを採択
し、研究開発を開始した。 

  

   研究開発項目① 革新的基
盤技術の開発 
２０３０年時点において

高度な技術が浸透した社会
を実現するために必要とな
る革新的基盤技術を確立す
る。 

 研究開発項目① 革新的基盤技術の開発 
 研究開発面においては、電力効率１０倍以
上としうる要素技術の確立に向け必要とな
る試作チップ・機器等の製作、試作品の評価、
改良研究等を行った。 

●世界初の１秒間あたり１，０００枚の高
速画像処理を実現できる共通プラットフ
ォームを開発したことで、いち早く、ユ
ーザのニーズに対応することを可能とし
た。 

 
●同製品は、工場等のＦＡ※や検査の分野に
限らず、映像メディア、バイオ・医療、
セキュリティ、自動車・交通、高速３Ｄ
入力、高速ロボット等、多岐にわたる分
野への応用展開が可能であり、ＩｏＴ技
術の社会実装推進に資する成果。 

 ※ＦＡ…factory automation 
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   研究開発項目② 先導調査研究 
ＩｏＴ技術に関連する分

野において技術シーズを発
掘・育成をするため、先導調
査研究を行う。先導研究で技
術の確立に見通しがついた
研究開発等については必要
に応じ公募あるいはステー
ジゲート審査等を経て、基盤
技術の研究開発等へ繋げて
いく。 
また、イノベーションの創

出や本事業における成果の
最大化に繋げるためには、よ
り広域な分野において関連
する技術シーズの育成及び
技術課題の解決に努める必
要があると考えられること
から、周辺技術や関連課題に
係る開発及び研究開発に直
結する調査を実施する。 

 研究開発項目② 先導調査研究 
 マネジメント面においては、以下の取組を
実施した。 
・年度中間時点において、プロジェクトリー

ダー及び外部有識者により構成される技
術推進委員による全１６テーマの研究現
場訪問（１１月迄に完了）、全体技術推進
委員会の開催（１月）等を通じ、研究開発
及び実用化に向けた取組に関する指導を
行った。 

・プロジェクトリーダー主導で、複数テーマ
連携や事業全体連携による付加価値の創
出に向けた検討会を５回開催、実施者役員
レベルへの訪問による意見交換を３回実
施した。 

・ユーザ・ドリブン型で出口を見据えた技術
開発を行うため、一部のテーマについてユ
ーザ側のアドバイザーを含めた委員会の
開催、潜在ユーザや構成機器ベンダー等に
より構成されるコンソーシアムの設立、Ａ
ＩハードウェアやＩｏＴセンサー等に係
る人材育成スクールを行った。 

・技術の普及を図るため、終了済テーマ等（１
２件）の成果報告及び実施中テーマ（１１
件）の最新の成果に関するセミナー開催、
展示会出展、タイムリーな成果のニュース
リリース等を行った。製品化の目途が立つ
テーマについては、一部をプロジェクトか
ら切り出し、プロジェクト期間中の早期製
品化を進めた。 

 
 ＩｏＴ推進コンソーシアム／ＩｏＴ推進
ラボと連携した公募等を実施し、ＩｏＴ社会
の実現に向けて必要となる技術に関する技
術課題や周辺技術に関する９件の小規模研
究開発テーマを新たに採択し、研究開発を実
施した。 
 

  

   ５．ＩｏＴ技術開発加速のた
めのオープンイノベーショ
ン推進事業 [平成２８年度
～平成２９年度] 
本事業ではＩｏＴ社会に

求められる電子デバイスの
開発を対象として、その試作
等を行うための高度なオー
プンイノベーション研究開
発拠点を整備することによ
り、民間企業、大学、公的研
究機関等によるＩｏＴ技術
開発を加速化することを目
的として、以下の研究開発を
実施する。 

 ５.ＩｏＴ技術開発加速のためのオープンイ
ノベーション推進事業 [平成２８年度～平
成２９年度] 
本事業ではＩｏＴ社会に求められる電子

デバイスの開発を対象として、その試作等を
行うための高度なオープンイノベーション
研究開発拠点を整備することにより、民間企
業、大学、公的研究機関等によるＩｏＴ技術
開発を加速化することを目的として、以下の
研究開発を実施した。 

  

   研究開発項目① ＩｏＴ技
術開発加速のための設計・製
造基盤開発 
平成２８年度から引き続

き、研究開発装置の導入等を
進め、設計・製造基盤の整備
を進める。装置導入が進み次
第、研究開発項目②の実施者

 研究開発項目① ＩｏＴ技術開発加速のた
めの設計・製造基盤開発 
 研究開発装置の導入等を進め、プロジェク
ト期間内に、一部の装置導入の付帯設備納入
遅れはあるものの、設計・製造基盤の整備は、
概ね完了できた。実施項目②の実施者のフィ
ードバックを受けて設計・製造基盤の最適化
を進め、標準的な使用例を定めたプロセスレ
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のフィードバックを受けて
設計・製造基盤の最適化を図
る。また、事業終了後に自立
運営化することを見据え、標
準的な使用例を定めたプロ
セスレシピ作成、プロセスの
品質確保及び情報管理に必
要なルール整備を行う。 

シピ作成、プロセスの品質確保及び情報管理
に必要なルール整備を行い、ＰＤＫ（Process 
Design Kit）の整備を行った。 

   研究開発項目② ＩｏＴ技
術開発の実用化研究開発 
研究開発項目①で構築す

る設計・製造基盤を活用し、
ＩｏＴ社会に対応するため
の技術の実用化研究開発を
行う。その際、テーマ毎に本
事業開始時に広く普及して
いる技術と比較して、システ
ムとしての低消費電力性能
（電力あたりの性能）２倍以
上を達成する。 

 研究開発項目② ＩｏＴ技術開発の実用化
研究開発 
 研究開発項目①で構築する設計・製造基盤
を活用し、ＩｏＴ社会に対応するための技術
の実用化研究開発を行った。６テーマの内、
５テーマについては、概ね目標を達成した。 

  

   ６．ＩｏＴを活用した新産業
モデル創出基盤整備事業 
[平成２９年度～３０年度] 
データ利活用がもたらす

具体的な効果検証を行うと
ともに、ＩｏＴの活用を促進
するために必要な環境整備
として、共通インターフェー
ス、共通ＡＰＩ、セキュリテ
ィ評価基準、用語の定義等の
業界横断的な共通仕様（以下
「標準仕様」という。）の整
備や、経済産業省等との規制
改革に関する議論を踏まえ
た制度的な課題の特定や改
善に向けた提言を通じて、Ｉ
ｏＴを活用した社会システ
ムへの変革を促す。平成２９
年度において実施テーマに
係る公募・採択を行う。 

 ６．ＩｏＴを活用した新産業モデル創出基盤
整備事業 [平成２９年度～３０年度] 
 

  

   研究開発項目① 高度なデ
ータ活用を可能とする社会
インフラ運営システムの開
発 
個別の浄水・配水施設にお

けるＩｏＴ化の環境整備と
して、システム毎に異なるデ
ータを相互に活用するため
の標準仕様・フォーマットの
検討を行う。また、データを
活用したアセットマネジメ
ント及びオペレーション効
率化のためのアプリケーシ
ョン（劣化予兆診断、ＬＣＣ
を考慮した効率的な資産運
用、遠隔監視・遠隔監視制御、
最適な水運用、水質の自動管
理等）の開発を行う。 

 研究開発項目① 高度なデータ活用を可能
とする社会インフラ運営システムの開発 
 水道事業体においてＩｏＴを活用した実
証を行うためのシステム構築のベースとな
る基本仕様書のｖｅｒ １．１が完成した。
これは水道事業体やベンダー等、事業実施体
制外からの意見を踏まえたものとなってい
る。本基本仕様書をベースに、今後水道事業
体の実フィールドでシステムの実証を行う。 
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   研究開発項目② ＩｏＴ技
術を活用した新たな産業保
安システムの開発 
国内複数個所の製油所・化

学プラント等において、各事
業所が有するビッグデータ
（過去の点検データや運転
データ等）を収集・解析する
ことで、配管腐食予測モデル
を構築・検証するとともに、
本モデルに関する実用的な
管理手法を構築する。また、
国内複数箇所の事業所にお
いて、ＩｏＴ技術を活用し、
各現場での機器設備等の点
検作業時に、リアルタイムで
過去のビッグデータと比較
検証することや、ベテラン作
業員のノウハウ等による適
切な対応等が可能となる「点
検作業効率化システム」の構
築を行う。 

 研究開発項目② ＩｏＴ技術を活用した新
たな産業保安システムの開発 
 製油所や化学プラント等の意見を踏まえ
たプラットフォームの要求仕様書、データ保
有者とデータ利用者のデータ受け渡しに係
るデータ契約ガイドライン、プラント現場向
けのセキュリティガイドラインの初版を完
成。今後事業実施者に適用し、フィードバッ
クを踏まえてバージョンアップを行う。 
 個別のシステム開発は、プログラム開発等
が完了し、現場のデータ収集や解析に着手し
た。 

●産業保安向けに、関係者間のプラントデ
ータの共有促進を目的としたデータの利
用に関する契約ガイドライン及びＩｏＴ
セキュリティ対応マニュアルの原案を作
成。本原案を基に、経済産業省がガイド
ラインとマニュアルを公表。 

 

   研究開発項目③ ＩｏＴ技
術の活用による業界横断的
な生産管理システムの開発 
国内外の既存規格を分析、

引用可能なものを流用、不足
の付け加え等により、日本版
の標準仕様案を作成し、実際
の工場へ適用の上で有効性
の検証を行う。具体的には、
設計・提案支援（顧客利用デ
ータに基づく製品設計変
更）、品質管理（良品・不良
品判定の自動化・客観化）、
共同受発注（生産進捗情報を
クラウド上で共有し、業界横
断的に余剰能力をマッチン
グする仕組みの構築）、在
庫・物流管理（サプライヤ・
物流を含む全体工程管理）の
４事例に対して確認を行う。
また、本標準仕様を将来の国
際標準化提案に繋げること
を目的として、経済産業省や
必要に応じて関連団体と協
議の上で、技術仕様書の形式
でドキュメントの作成を行
う。 

 研究開発項目③ ＩｏＴ技術の活用による
業界横断的な生産管理システムの開発 
 設計支援、品質管理、共同受発注、在庫物
流管理のそれぞれのケースにおいて、データ
プロファイルの検証を行い、製造業の一連の
プロセスで利用可能であることを確認。 
 データプロファイルやサイバーセキュリ
ティマニュアルの改訂、契約ガイドラインに
対する製造業としての改良提案、IoT 活用の
ユースケース分析等を計画どおり完了。 

●メーカー８社、卸、コンビニ３社により、
商品個品単位で情報共有するシステムを
構築し、コンビニで実際に商品販売を行
う形態で実証試験を実施。業界横断的に
データを共有するためのデータ標準やシ
ステム要件を作成。 

 
●東京都町田市内の業態の異なる小売店舗
２７か所でスマートフォンアプリを使っ
た電子レシートとプラットフォームを試
験的に導入。企業別に異なるレシートの
印字項目を網羅的に整理し、データ活用
の利便性を高める標準仕様を作成。 

 
 

 

   研究開発項目④ 次世代航
空機運航支援システムの開
発 
蓄積された運航データ等

（フライトプラン、フライト
実績、コックピット内情報、
気象情報等）やＡＩ・ＩｏＴ
技術を活用し、現在、パイロ
ットが手動で対応している
悪天候時の飛行計画の変更
等についてパイロットの判
断を支援するシステムなど、

 研究開発項目④ 次世代航空機運航支援シ
ステムの開発 
 フライトデータや気象データ等を活用し
た運航支援システムとして、乱気流予測や雷
予測のシステム構築を実施した。計画どおり
データの収集やクレンジングを完了し、今後
モデルの開発に移行する。 
 データ共有プラットフォームの検討につ
いては、必要なデータの特定や業務を踏まえ
たデータの流れの整理を計画どおり完了し
た。 
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高度で安全な航空システム
の実現に向けて、エアライン
から過去の運航データ（日
時、航路等のテキストデータ
中心）を取得、当該データ及
びＡＩ技術を活用した運用
支援システムを開発する。 

 ⅶ）材料・ナノテクノロジ
ー分野 

我が国の産業構造の特
徴を活かし、川上、川下産
業の連携、異分野異業種の
連 

携を図りつつ、革新的材
料技術・ナノテクノロジー
や希少金属代替・使用量低
減技術等の課題に重点的
に取り組むこととし、以下
の技術開発を推進するも
のとする。 

（ⅶ）材料・ナノテクノ
ロジー分野 
鉄、非鉄、化学をはじ

めとする材料産業は、世
界的に高い技術を有して
おり、我が国製造業全体
を支える重要な産業とな
っている。 
また、物質の構造をナ

ノ領域（１０－９ｍ）で制
御することにより、機
能・特性の発現や向上を
図るという、ナノテクノ
ロジーが材料分野で広く
用いられるようになって
いる。このナノテクノロ
ジーを活用した材料とし
て、カーボンナノチュー
ブやグラフェンなどこれ
までにない優れた特性を
持つ新材料も登場してお
り、今後の産業への応用
が大きく期待されてい
る。また、自動車や電子
機器等の製品性向上のた
めには、希少金属が使用
されているが、希少金属
は世界での産出地域が限
定されているため、需給
状況によって価格が変動
し、使用する産業が影響
を受ける可能性がある。
このため資源セキュリテ
ィの観点から希少金属の
代替技術や使用量低減技
術も重要性を増してい
る。 
第３期中期目標期間中

では、我が国の産業構造
の特徴を生かし、川上、
川下産業の連携、異分野
異業種の連携を図りつ
つ、革新的材料技術・ナ
ノテクノロジーや希少金
属代替・使用量低減技術
等の課題について重点的
に取り組むこととし、以
下の技術開発を推進す
る。 

（ⅶ）材料・ナノテクノロジ
ー分野 
 

－ （ⅶ）材料・ナノテクノロジー分野 
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 ａ．革新的材料技術・ナノ
テクノロジー 

市場ニーズに対応した
高強度化、軽量化等の高機
能材料に関する技術開発
をユーザ企業と連携し、将
来の製造コストダウンも
考慮して実施することと
する。 

（ａ）革新的材料技術・
ナノテクノロジー 
低炭素社会の実現と新

たな成長産業の創出によ
る経済成長に貢献するた
め、市場ニーズに対応し
た高強度化、軽量化等の
高機能材料に関する技術
開発をユーザー企業と連
携し、将来の製造コスト
ダウンも考慮して実施す
る。 
具体的には、カーボン

ナノチューブ、グラフェ
ン等について、特定の産
業用途に用いることが可
能な製造技術や複合化技
術を確立する。 
また、有機ＥＬや有機

薄膜太陽電池に用いられ
る有機材料等について、
信頼性評価手法の確立等
を行うとともに、得られ
た知見を活かし、関連分
野の国際標準化を推進す
る。 
さらに、将来的に化石

資源の枯渇リスクに対応
するため、非可食性バイ
オマスなどから化学品を
一貫して製造するプロセ
スを技術的に確立する。 

（ａ）革新的材料技術・ナノ
テクノロジー 
１．次世代材料評価基盤技術
開発 [平成２２年度～平成
２９年度] 

化学産業の材料開発効率
を向上・加速化させることを
目的に、有機ＥＬ材料及び有
機薄膜太陽電池材料に関す
る共通的な評価基盤技術を
開発するため、以下の研究開
発を実施する。 

－ （ａ）革新的材料技術・ナノテクノロジー 
１．次世代材料評価基盤技術開発 ［平成２
２年度～平成２９年度］ 
 化学産業の材料開発効率を向上・加速化さ
せることを目的に、有機ＥＬ材料及び有機薄
膜太陽電池材料に関する共通的な評価基盤
技術を開発するため、以下の研究開発を実施
した。 

  

  研究開発項目① 有機ＥＬ
材料の評価基盤技術開発 
平成２８年度終了。 

－ 研究開発項目① 有機ＥＬ材料の評価基盤
技術開発 
平成２８年度終了。 

  

   研究開発項目② 有機薄膜
太陽電池材料評価基盤技術
開発 
実評価試験に対応できる

バルクヘテロ（ＢＨＪ）型基
準素子作製手法の確立を行
い、作製手順書、評価基準書、
評価実務書に反映させ、必要
な情報を関係者で共有でき
るようにする。 
ハイブリッド材料基準素

子では、光及び熱安定性の高
い基準素子の作製技術を構
築し、解析手法を活用して素
子構造の改善を進め、種々の
項目の評価が可能な基準素
子であることを確認する。 
バリアフィルム関連では、

想定した耐久寿命を付与す
る設計技術を完成させる。高
効率ＢＨＪ素子で、短時間で
の Multi-SUN 光加速試験によ
り長期間の寿命予測ができ
る手法を確立し、他のＢＨＪ
素子へ展開する。 
実使用環境評価に関する

各種評価基準書、評価実務書
を作成し、材料メーカー、パ
ネルメーカー、各段階の顧客
との情報を共有化する。 

－ 研究開発項目② 有機薄膜太陽電池材料評
価基盤技術開発 
 有機薄膜太陽電池及びペロブスカイト太
陽電池材料に関し、材料メーカー及びその材
料を使って製品化を行うユーザーの双方が
活用できる、基準素子構成及び作製方法、性
能評価方法、寿命評価等材料評価手法、材料
の基礎物性評価方法、システム設計手法を確
立した。 
 バルクヘテロ素子（ＢＨＪ素子）７種とペ
ロブスカイト素子５種のガラス基板基準素
子を開発した。 
 Ｍｕｌｔｉ－ＳＵＮ照射を利用した高効
率ＢＨＪ素子での加速試験とフレキシブル
封止評価を組み合わせて、フレキシブル基板
基準素子の加速寿命評価方法を開発した。 
 実使用環境として、農業分野、エネルギー
ハーベスト分野、車載分野への適用可能性を
調査し、可視領域で透明な素子や低照度（屋
内光）で利用される素子が有望である事が示
された。これら実使用環境評価に関する各種
評価基準書、評価実務書を作成し、オープン
評価書を作成することで情報共有を可能と
した。 
 電子分光法（ＵＰＳ及びＩＰＥＳ法）を用
いたエネルギー準位（ＨＯＭＯ準位、ＬＵＭ
Ｏ準位）の素子状態での各層のエネルギー準
位評価技術を確立した。各構成材料のデータ
を蓄積し、性能やプロセスの解析に利用でき
るようになった。 

●ＯＰＶに関して、従来より高速で寿命予
測が可能な加速寿命評価方法を確立。ペ
ロブスカイト型ＯＰＶでは８０倍に加速
（１０年寿命を４６日間で予測可能）。 
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開発してきたエネルギー
準位状態評価手法を発電層
材料だけでなく、ホール輸送
／電子輸送層材料に対して
も適用し、これらの材料を用
いた太陽電池の特性との関
係づけを行うとともに各種
ＰＶＳ薄膜試料を作製し、エ
ネルギー準位状態評価及び
それらのＨＯＭＯ準位、ＬＵ
ＭＯ準位、仕事関数等のデー
タを解析する。 

 得られた成果を基に、Ｏｐｅｎ－Ｃｌｏｓ
ｅ戦略に基づき、成果報告書、評価基準書、
作成手順書、システム設計指針としてまとめ
た。 

２．非可食性植物由来化学品
製造プロセス技術開発 [平
成２５年度～平成３１年度] 
将来的に石油資源の供給

リスクを克服し、かつ、持続
可能な低炭素社会を実現す
ることを目的に、以下の研究
開発を実施するとともに、民
間企業等が実施する実用化
開発を支援する。 
平成２９年度は研究開発

項目②（１）－２と②（１）
－３について公募を行い、以
下の研究開発を実施する。 

－ ２．非可食性植物由来化学品製造プロセス技
術開発 ［平成２５年度～平成３１年度］ 
 将来的に石油資源の供給リスクを克服し、
かつ、持続可能な低炭素社会を実現すること
を目的に、以下の研究開発を実施した。 
 研究開発項目②（１）－２と②（１）－３
について公募を実施し、採択決定を行い、事
業を開始した。 

  

研究開発項目① 非可食性
バイオマスから化学品製造
までの実用化技術の開発 
（１）植物イソプレノイド由来
高機能バイオポリマーの開発 
平成２８年度終了。 

（２）非可食性バイオマス由
来フルフラール法ＴＨＦ製
造技術開発 
平成２８年度終了。 

－ 研究開発項目① 非可食性バイオマスから
化学品製造までの実用化技術の開発 
（１）植物イソプレノイド由来高機能バイオ
ポリマーの開発 
平成２８年度で終了 

（２）非可食性バイオマス由来フルフラール
法ＴＨＦ製造技術開発 
平成２８年度で終了 

  

  研究開発項目② 木質系バ
イオマスから化学品までの
一貫製造プロセスの開発 
（１）セルロースナノファイ
バー（ＣＮＦ）の一貫製造プ
ロセスと部材化技術開発 
（１）－１ 高機能リグノＣ
ＮＦの一貫製造プロセスと
部材化技術開発 
試料作製プラントを活用

し、部材製造プロセスを年間
５トンまでの製造規模のス

－ 研究開発項目② 木質系バイオマスから化
学品までの一貫製造プロセスの開発 
（１）セルロースナノファイバーの一貫製造
プロセスと部材化技術開発 
（１）－１ 高機能リグノセルロースナノフ
ァイバーの一貫製造プロセスと部材化技術
開発 
 スケールアップ技術の開発を行い、性能を
維持したまま年間５トンの製造規模を達成
した。加工技術開発を実施し、大型射出成型
機を用いＣＮＦ複合樹脂製エンジンカバー
の試作に成功した。また、サンプル提供によ

●リグノＣＮＦの実用化を促進するため、
安全性評価手法の開発、木質系バイオマ
スの効果的な利用に向けた特性評価を実
施。 

 



Ⅰ－2－80 

ケールアップ技術の開発を
行い、リグノＣＮＦ強化樹脂
材料の社会実装において重
要な加工技術を開発する。ま
た、サンプル提供によるユー
ザー評価を継続し、製造技術
の確立・改善を進める。 
（１）－２ ＣＮＦ安全性評
価手法の開発 
ＣＮＦの分析及び有害性

試験手法の開発、ＣＮＦの排
出・暴露評価手法の開発を開
始する。 
（１）－３ 木質系バイオマ
スの効果的利用に向けた特
性評価 
木質系バイオマスの特性

解析、パルプ特性解析、ＣＮ
Ｆ特性解析、ＣＮＦ用途適正
評価、ＣＮＦ原料評価手法の
開発を開始する。 
（２）木質バイオマスから各
種化学品原料の一貫製造プ
ロセスの開発 
木質バイオマスから化成

品原料に至る製造プロセス
技術を実験室レベルで検証
し、バイオマス原料による課
題を解決する。一貫プロセス
とするための各工程を連続
にするために接続部分の条
件等の詰めを行う。これらを
経て、次年度に向けて一貫製
造プロセスモデル案を構築
し、そこでのベンチスケール
での経済性実証が行える計
画を作成する。 

るユーザー評価を継続し、製造技術の確立・
改善を進めた。 
（１）－２ ＣＮＦ安全性評価手法の開発 
 ＣＮＦの分析及び有害性試験手法の開発、
ＣＮＦの排出・暴露評価手法の開発を開始し
た。各種評価試験方法の試験条件を見出し、
有効性を確認した。 
（１）－３ 木質系バイオマスの効果的利用
に向けた特性評価 
 木質系バイオマスの特性解析、パルプ特性
解析、ＣＮＦ特性解析、ＣＮＦ用途適正評価、
ＣＮＦ原料評価手法の開発を開始した。産
地、部位、早／晩の異なるスギに関する木質
系バイオマス、パルプ、ＣＮＦの特性評価及
び種々用途適性の評価を実施し、データを取
得した。 
（２）木質バイオマスから各種化学品原料の
一貫製造プロセスの開発 
 各成分利用事業者が木質バイオマスから
化成品原料に至る製造プロセス技術を実験
室レベルで検証し、バイオマス原料による課
題の解決に取り組んだ。一貫プロセスに向け
各工程を連続にするために接続部分の条件
等の詰めを行った。平成３０年度に向けて一
貫製造プロセスフローを確定し、ベンチスケ
ールでの経済性実証が行える計画案を立案
した。 

  ３．革新的新構造材料等研究
開発 ［平成２６年度～平成
３４年度、中間評価：平成２
９年度］ 
本事業では、国内での全消

費エネルギーのうち２４％
を占める運輸部門でのエネ
ルギー使用量を輸送機器の
軽量化により削減につなげ
る。軽量の輸送機器構造体を
製作する上で軽量・高強度材
料の開発が必要であり、更に
本事業で開発している様々
な材料を適材適所で利用す
るためには従来の接合技術
の適用が困難になる。そのた
め、異種構造材料の接合に摩
擦撹拌接合と構造接着技術
の研究開発が重要になる。こ
のようなことから軽量輸送
機器の実現を目的に、以下の
研究開発を実施する。 

－ ３．革新的新構造材料等研究開発 ［平成２
６年度～平成３４年度］ 
 本事業では、国内での全消費エネルギーの
うち２４％を占める運輸部門でのエネルギ
ー使用量を輸送機器の軽量化により削減に
つなげる。軽量の輸送機器構造体を製作する
上で軽量・高強度材料の開発が必要であり、
さらに本事業で開発している様々な材料を
適材適所で利用するためには従来の接合技
術の適用が困難になる。そのため、異種構造
材料の接合に摩擦撹拌接合と構造接着技術
の研究開発が重要になる。このようなことか
ら軽量輸送機器の実現を目的に、以下の研究
開発を実施した。 
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  研究開発項目① 接合技術開発 
 中高炭素鋼板の接合技術
では、外加圧抵抗スポット溶
接法で１．５ＧＰａ級革新鋼
板の継手特性向上を目指す。
アルミニウム／ＣＦＲＰの
新規接合技術では、ＣＦ／Ｐ
Ａ６混練シートなどを使用
して適正接合条件の把握を
進める。平成２８年度に集約
した摩擦撹拌接合技術につ
いて、基礎研究を実施すると
ともに摩擦攪拌線接合技術
開発を進める。構造材料の接
着技術及び接着剤の開発を
新規に始める。 

研究開発項目① 接合技術開発 
 中高炭素鋼板の接合技術では、アークスポ
ット溶接法で継手強度目標を達成したため、
研究開発完了。摩擦撹拌点接合でも、当初目
標であった打点４，０００点を大きく上回る
１０，０００点を確認し、研究開発完了。と
もに企業での事業化検討に移行する。また摩
擦撹拌連結接合では、目標であった強度１．
５ＧＰａ鋼材の接合で母材強度の７０％を
達成した。アルミニウム／ＣＦＲＰの新規接
合技術も基盤技術の構築が進み、接合メカニ
ズムの解明を行った。構造材料の接着技術及
び接着剤の開発を公募により採択し、構造接
着剤の検討や接着部の非破壊評価法の検討
を始めた。 

●接合技術に関して、１．５ＧＰａ級中高
炭素鋼板同士を摩擦撹拌点接合により目
標強度で接合することに成功し、接合ツ
ール寿命についても当初目標を大きく上
回る１０，０００打点に耐え、実用レベ
ルを達成。 

 

   研究開発項目② 革新的チ
タン材の開発 
 チタン原料の溶解脱酸技
術開発では、脱酸材や雰囲気
ガス活用により酸素濃度低
減目標値達成を図る。チタン
薄板製造技術開発では、不純
物の少ないスポンジチタン
の低コスト化と梱包板接合
部の強度確保のため、適正な
梱包体構造を検討する。 

 研究開発項目② 革新的チタン材の開発 
 チタン原料の溶解脱酸技術開発では、脱酸
材利用による副生成物除去効果を検証し、プ
ロセスフローに目処を得た。また、雰囲気脱
酸においても酸素濃度低減目標値以下（２１
０ｐｐｍ）を確認した。チタン薄板製造技術
開発では、高品質スポンジチタンとして不純
物が少なく歩留まりの良いプロセスを開発
し低コスト化した。また、梱包体を高強度チ
タン板とスポンジチタンの複層構造とする
ことで強度－延性バランスを２５％向上さ
せた。 

  

   研究開発項目③ 革新的ア
ルミニウム材の開発 
 高強度・高靱性アルミニウ
ム合金の開発では、予備鍛
錬、圧延プロセス、熱処理を
最適化し、目標値（引張強度
７５０ＭＰａ以上、耐力７０
０ＭＰａ以上、伸び１２％以
上）を達成する。複層組織を
活用した強度と延性バラン
ス向上をめざした材料開発
では、サンプル大型化、部材
特性評価、課題整理を進め
る。 

 研究開発項目③ 革新的アルミニウム材の
開発 
 高強度・高靱性アルミニウム合金の開発で
は、各種条件最適化によりラボレベルで強
度・伸びの目標値を達成した他、航空機に求
められる特性を取得した。複層組織を活用し
た強度と延性バランス向上をめざした材料
開発では、クラッド比率制御により２０％の
強度が増加する事を確認した。また、課題と
して圧延荷重の低減・耳割れ防止等を抽出し
た。 

  

   研究開発項目④ 革新的マ
グネシウム材の開発 
 開発した難燃性マグネシ
ウム合金において、各種素形
材への加工技術を確立する
とともに、最適接合条件範囲
を確立し、開発合金製高速車
両簡易モックアップの製作
し、評価を行う。 

－ 研究開発項目④ 革新的マグネシウム材の
開発 
 開発した難燃性マグネシウム合金におい
て、各種素形材への加工技術及び接合の基本
技術を確立した。さらに、開発合金を用いて
実物大断面を持つ高速車両簡易モックアッ
プ構体を製作し、現行材（アルミニウム）比
３０％軽量化の可能性を示した。 

  

   研究開発項目⑤ 革新鋼板
の開発 
 中高炭素鋼板の最終目標
である引張強度１．５ＧＰａ
で伸び２０％に向かった開
発を行う。また、中高炭素鋼
における腐食挙動の解析、遅
れ破壊（水素脆性）の検討を
ＦＳ研究として実施する。 

 研究開発項目⑤ 革新鋼板の開発 
 中高炭素鋼において引張強度１．５ＧＰ
ａ、伸び２０％以上を達成した（５年前倒
し）。また、中高炭素鋼における、腐食挙動
の解析に必要となる開発すべき技術、水素脆
化挙動を評価・解析するために必要となる開
発すべき技術を明確にした。 

●革新鋼板に関して、鉄鋼メーカー間の競
争を促すことで、平成３４年度の事業終
了時に目指した世界最高水準の目標（強
度１．５ＧＰａ、伸び２０％）を５年前
倒しで達成。 
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   研究開発項目⑥ 熱可塑性
ＣＦＲＰの開発 
 構造設計・応用加工技術の
開発では、成形プロセスの数
理モデリングを検証し、条件
最適化による物性の向上を
図る。構造設計・加工基盤技
術の開発では、材料特性にお
ける動的特性の測定誤差１
０％以下の高精度評価方法
を開発して、ＣＡＥ用のデー
タベースを構築する。 

－ 研究開発項目⑥ 熱可塑性ＣＦＲＰの開発 
 構造設計・応用加工技術の開発では、成形
プロセスの最適基本条件を確立した。また、
ＬＦＴ－Ｄ設計法等各種プログラム開発に
着手した。構造設計・加工基盤技術の開発で
は、材料特性における動的特性の測定誤差１
０％以下の高精度評価方法を開発し、ＣＡＥ
用のデータベースを構築した。さらに、オー
ル熱可塑性ＣＦＲＰ製の自動車シャシーの
試作に世界で初めて成功した。 

  

   研究開発項目⑦ 革新炭素
繊維基盤技術開発 
 これまでに開発した革新
炭素繊維製造技術を踏まえ、
優れた機械特性の革新炭素
繊維／樹脂複合材料を可能
とする高多機能炭素繊維を
開発する。また、標準的な力
学的試験法を確立する。 

 研究開発項目⑦ 革新炭素繊維基盤技術開
発 
 新規前駆体化合物の特徴を生かした各種
異形状炭素繊維の製作に成功した。マイクロ
波の特徴である高速炭素化を太繊度前駆体
繊維においても実現、秒単位での炭素化が可
能であり、安定な品質の炭素繊維を得ること
に成功した。また、実用化・標準化に資する
新規評価手法を確立した。 

  

   研究開発項目⑧ 戦略・基盤
研究 
 構造材料技術についてテ
ーマ化のための重点調査を
行うとともに、平成２８年度
に引き続き、接合技術と個別
課題（材料）に関する研究開
発と、自動車等の輸送機器へ
の適用との関係を踏まえた
定点観測的な調査を行う。中
性子等量子ビームを用いた
構造材料等解析技術の開発
を開始し、中性子による構造
材料解析技術の開発を進め
るとともに、小型中性子源の
開発を開始する。 

 研究開発項目⑧ 戦略・基盤研究 
 鋼材の水素脆性、腐食メカニズム解明、Ｍ
ｇ材のＭＩに関する検討、構造体へのマルチ
マテリアルＣＡＥ適用検討等のＦＳを実施
し、本テーマ化の目処を付けた。 
 自動車用接合技術の動向について、自動車
でのマルチマテリアル接合技術の調査を実
施。 
 既存の小型中性子源及び大型中性子源に
より、中性子による構造材料解析技術の開発
を行うと共に、新規小型中性子源の研究を開
始した。 

  

   ４．次世代構造部材創製・加
工技術開発 [平成２７年度
～平成３１年度] 
航空機の燃費改善、環境適

合性向上、整備性向上、安全
性向上といった要請に応え
るため、複合材料及び軽金属
材料関連技術開発を両輪と
して、航空機に必要な信頼
性・コスト等の課題を解決す
るための要素技術を開発す
る。 

－ ４．次世代構造部材創製・加工技術開発 ［平
成２７年度～平成３１年度］ 
 航空機の燃費改善、環境適合性向上、整備
性向上、安全性向上といった要請に応えるた
め、複合材料及び軽金属材料関連技術開発を
両輪として、航空機に必要な信頼性・コスト
等の課題を解決するために、以下の研究開発
を実施した。 

  

   研究開発項目①－２ 次世
代複合材及び軽金属構造部
材創製・加工技術開発（第二
期） 
（１）複合材構造部材 
複合材の高生産性・低コス

ト生産技術の研究開発、複合
材構造に由来する内部剥離
等の検査技術確立を実施す
る。航空機内装品の主要構造
部材として使用するハニカ
ムパネルの軽量化・低コスト

 研究開発項目①－２「次世代複合材及び軽金
属構造部材創製・加工技術開発（第二期）」 
（１）複合材構造部材 
 熱可塑複合材による成形技術の開発では、
PEEK 樹脂をコミングル化した熱可塑プリフ
ォームについて、成形治具の改良、温度の均
一化を図り、成形品質の向上を達成した。 
 検査技術（ＳＨＭ）の飛行実証試験実施に
向けて、海外ユーザーの関連部門との協議を
行い、飛行実証の準備を行った。 
 ハニカムパネルに必要な強度を維持した
上で使用素材量の最適化を図るため、開繊技
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化を図る研究開発を実施す
る。 
（２）軽金属材料 
マグネシウム合金の航空

機２次構造材料への適用技
術開発を実施する。 
（３）総合調査 
国内外の研究開発動向や

政策支援の状況、ボーイン
グ、エアバス等ＯＥＭ及びエ
アラインの動向等を調査・分
析し、研究開発を効率的・効
果的に推進していくための
調査を実施する。 

術及び繊維配向角を検討し、良好な機械特性
を得た。 
（２）軽金属材料 
 急冷凝固マグネシウム合金については、押
出条件を試行し、航空機構造にとって必要な
特性を達成する目途がついた。 
 不燃鋳造マグネシウム合金の特性向上を
目的とした組成改良を行い、機械特性評価を
実施した結果、中間目標を達成した。 
（３）総合調査 
 総合技術委員会を２回、技術委員会を３回
実施。外部有識者の指導を受けるとともに、
各機関の研究成果・進捗状況を調査した。 
 欧州側研究成果につき情報収集し、実施者
全体で情報共有した。 

   研究開発項目②－２ 航空
機用複合材料の複雑形状積
層技術開発（第二期） 
民間航空機の中小型複雑

形状部材の製造に適用可能
な小型タイプ自動積層装置
による、より複雑な実機部材
への効率的で精密な積層を
可能とする研究開発を実施
する。 

 研究開発項目②－２「航空機用複合材料の複
雑形状積層技術開発（第二期）」 
 試作機を用いて、実機部材を想定した形状
に対する部材試作を行い、技術課題への対策
が妥当なことを確認して、要素技術の深化・
成熟化を図り、複合材部材製造の高生産性・
低コスト生産に対応可能な安価で汎用性・量
産性を持った装置を開発する目処を得た。 

  

   研究開発項目③－２ 航空
機用難削材高速切削加工技
術開発（第二期） 
切削状態の予測技術、ロボ

ットを用いた難削材の切削
技術、切削加工と効率的かつ
部分的な金属ディポジショ
ンを適宜組合せる複合加工
技術のような革新的な高速
切削加工技術開発を実施す
る。 

 研究開発項目③－２「航空機用難削材高速切
削加工技術開発（第二期）」 
 予測技術では炭素繊維複合材料の損傷解
析ツールの改善を進め、はく離面積及び損傷
プロセスを高精度かつ低コストで予測され
ることを確認した。 
 ロボット切削では旅客機実機部品の 1 次
成形品に対してポケット加工を実施し、平面
部分について目標の寸法精度及び加工面精
度を達成できる見込みを得た。 
 金属ディポジションではレーザー出力、走
査速度、粉末供給速度を変化した単純直線形
状の積層を行うことにより条件範囲の適切
化を行った。 

  

   研究開発項目④－２ 軽量
耐熱複合材ＣＭＣ技術開発
（高性能材料開発） 
（１）ＣＭＣ材料の開発 
耐熱温度１４００℃を達

成する第３世代ＳｉＣ繊維
の生産技術を確立するとと
もに、ＣＭＣ材料を開発す
る。 
（ａ）第３世代ＳｉＣ繊維の
生産技術の開発 
試作設備を本格稼動し、引

張強度２.０ＧＰａ以上、表
面粗さＲａ２～３ｎｍのＳ
ｉＣ繊維を安定的に試作し、
サンプルを供給し、ＣＭＣ部
材開発を促進する。 
（ｂ）第３世代ＳｉＣ繊維の
三次元プリフォームの開発 
第３世代ＳｉＣ繊維の繊

維直角方向のせん断特性が
非常に低いことを補うため

－ 研究開発項目④－２「軽量耐熱複合材ＣＭＣ
技術開発（高性能材料開発）」 
（１）ＣＭＣ材料の開発 
（ａ）第３世代ＳｉＣ繊維の生産技術の開発 
 試作設備（バッチ式）を本格稼動し、引張
強度２．０ＧＰａ以上、表面粗さＲａ２～３
ｎｍのＳｉＣ繊維を安定的に試作し、サンプ
ル供給を開始した。 
（ｂ）第３世代ＳｉＣ繊維の三次元プリフォ
ームの開発 
 新たなサイジング剤の開発及びＳｉＣ繊
維に極力ダメージを与えない製造プロセス
開発を重点とし、３次元織機設計及び新プロ
セス開発を行い、実験室レベルでの繊維体積
割合３０％の三次元プリフォームの試作に
成功した。 
（ｃ）１４００℃の耐熱性を持つマトリクス
形成技術の開発 
 安定して製造でき、かつ１４００℃，１０
０時間の水蒸気曝露後にも強度低下の少な
い 熱性を持つマトリクス形成方法を確立
した。 
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に開発した繊維のカバーリ
ング方法と摩擦摩耗・屈曲せ
ん断特性の関係を踏まえ、三
次元織物を製織するための
織機の試作を行う。 
（ｃ）１４００℃の耐熱性を持
つマトリクス形成技術の開発 
第３世代ＳｉＣ繊維上へ、

ＢＮ界面コーティングの施
工を可能とする。 
（２）高性能ＳｉＣ繊維の開発 
焼結助剤成分（Ｂ及びＡ

ｌ）を最適化した前駆体ポリ
マーを小スケールで合成し、
強度と高温クリープ特性を
両立する高性能ＳｉＣ繊維
の小規模試作を実施する。 

（２）高性能ＳｉＣ繊維の開発 
 組成を最適化した前駆体ポリマーを小ス
ケールで合成し、強度と高温クリープ特性を
両立する高性能ＳｉＣ繊維の小規模試作を
実施したところ、高温クリープ特性が大幅に
改善した。 

   研究開発項目⑤ 低コスト航空
機体開発を実現するための数値
シミュレーション技術開発 
（１）分野横断（空力・構造・
強度）シームレス機体設計シ
ミュレータの開発 
他分野を融合・連成させた

数値シミュレータを更に発
展させ、胴体を含む全機機体
設計にまで拡張する。拡張し
た既存ツールと比較検討し、
検証する。 
（２）シミュレーション援用
による認証プロセスの低コ
スト化 
平成２８年度までに作成

した有限要素法に基づくバ
ーチャルテスト解析ツール
に関して実験と比較出来る
よう拡張を行う。具体的には
クリップリング破壊試験を
対象とした解析手法を確立
し、開発したＸＦＥＭコード
を用いた検証を実施する。 
（３）着氷に関する非定常空
力設計シミュレータの開発 
三次元後退翼の着氷形態

で発生する前縁剥離渦を解
像するのに必要な空間格子
解像度を調査する。 
（４）複合材の特性を活かし
た機体構造設計シミュレー
タの開発と実験的検証 
現実的な曲線配向最適化

法を構築するため、繊維体積
含有率などの成形品質や力
学的評価結果を反映した拘
束条件を導入する方法を検
討する。 
 

－ 研究開発項目⑤「低コスト航空機体開発を実
現するための数値シミュレーション技術開
発」 
（１）分野横断（空力・構造・強度）シーム
レス機体設計シミュレーターの開発 
 ポテンシャル解法の導入により、解析にか
かる空気力学における計算コストをさらに
少なくすると共に、重合メッシュ、幾何学的
非線形解析を導入し、高度なシミュレーター
を完成させた。 
（２）シミュレーション援用による認証プロ
セスの低コスト化 
 クリップリング破壊試験を対象とした解
析手法を確立し、開発したＸＦＥＭコードを
用いた検証を実施した。 
（３）着氷に関する非定常空力設計シミュレ
ーターの開発 
 三次元後退翼の着氷形態で発生する前縁
剥離渦を解像するのに必要な空間格子解像
度を調査し、新たな乱流モデルを導入して解
の精度を向上させた。 
（４）複合材の特性を活かした機体構造設計
シミュレーターの開発と実験的検証 
 現実的な曲線配向最適化法を構築するた
め、最大曲率半径やフィラメントの干渉によ
る制約条件を導入した。実際に円孔引張問題
に適用し、制約条件を満足する繊維配置最適
化が可能であることを確認した。 

  

   ５．超先端材料超高速開発基
盤技術プロジェクト [平成
２８年度～平成３３年度] 
 機能性材料の革新的に高

－ ５．超先端材料超高速開発基盤技術プロジェ
クト ［平成２８年度～平成３３年度］ 
 機能性材料の革新的に高速な材料開発基
盤技術を構築するため、以下の研究開発を実
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速な材料開発基盤技術を構
築するため、以下の研究開発
を実施する。 

施した。 

   研究開発項目① 計算機支
援次世代ナノ構造設計基盤
技術 
（１）第一原理計算に基づく
大規模電子状態計算シミュ
レータへの光伝導の付与、古
典ボルツマン伝導シミュレ
ータの有機材料への拡張、分
子動力学計算・連続体シミュ
レーション等の多階層接続
による順方向予測性能の高
度化等を図る 
（２）ソフトマテリアル統合
シミュレータＯＣＴＡの大
規模データ等を考慮した拡
張設計や、ミクロからマクロ
まで様々なシミュレーショ
ン技術の各階層間での双方
向な粗視化技術等の高度化
を図る。 
（３）素反応過程の全反応経
路自動探索シミュレータ、素
反応・拡散などの物質移動を
含めた実空間反応シミュレ
ータ、触媒塊などのマクロな
構造物の流路解析も含めた
シミュレータの高度化を図
り、それらを組み合わせマク
ロな現象としての化学反応
の全貌を解析するために必
要なシナリオ・スキームを構
築する。 

 研究開発項目① 計算機支援次世代ナノ構
造設計基盤技術 
（１）１３種の順方向予測シミュレータ（ミ
クロ５、メソ６、マクロ２）を開発中である。 
（２）高分子・ナノ粒子・ナノカーボンなど
を対象とする「高次・界面構造制御系」、複
合・コンポジット材料などの「分散性制御
系」、フィルムなどの「形態・形状制御系」、
フロー合成を中心とする低分子などの「化学
反応制御系」、の各テーマにおいて、順方向
予測に関わる準備研究を実施した。一方、計
算シミュレーションデータと実験データを
活用し、ＡＩを用いた逆予測の準備研究を開
始した。 
（３）触媒インフォマティクスの実現に向
け、「化学反応制御系」において収率予測に
つき先駆的な成果を得た。 

  

   研究開発項目② 高速試
作・革新プロセス技術開発 
（１）高密度エネルギー投入
や粒成長モニタリングなど
のプロセス技術を駆使し、表
面修飾された均一粒径の機
能性ナノ粒子を短時間に合
成する条件探索とデータ蓄
積を進め、粒子生成・表面修
飾を同時かつ高速に行うシ
ステムの構築等を実施する。 
（２）前年度導入した装置を
活用し、ポリマーブレンド／
ナノコンポジット、発泡体等
の試作を行う。組成、プロセ
ス条件等のパラメータは計
算科学と、作製した試料の評
価については計測との連携
を行い、装置の自動化、デー
タ取得、高度化等を実施す
る。 
（３）フロー型反応器での合
成速度と投入エネルギー関
係のモニタリング技術の構
築と、それらのデータに基づ

 研究開発項目② 高速試作・革新プロセス技
術開発 
（１）粒径を制御したナノ粒子の短時間合成
に成功するとともに、無機フィラーの易解砕
性ナノ粒子凝集構造の制御に成功した。 
（２）平成２８年度に導入した溶融混練・発
泡成形装置の改造及びデータ取得・制御シス
テムの高度化を行うことで、ブレンドの高分
散、発泡の微細化に向けたモデル試料の作製
に成功した。その作製条件と得られたポリマ
ーコンポジットの構造・物性の評価データを
含めてプロセスシミュレータ開発に供する
ことで、開発を加速した。 
（３）計算科学により予測された最適反応過
程に基づいたフロー型反応器を試作し、平成
２９年度に導入した各種解析装置によりフ
ローリアクターの特性を評価し、選択性と効
率性を確認した。 
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く各過程に適合したフロー
型反応器設計技術の構築等
を実施する。 

   研究開発項目③ 先端ナノ
計測評価技術開発 
（１）和周波分光システムは
高速･中精度測定系構築に加
え、電圧、温度、湿度等の環
境応答変化や埋もれた界面
の分子挙動を高精度で計測
できる試料検出部の構築を
行う。また局所的な電気特性
と吸収スペクトル等の多物
性値を同時に計測可能とす
るナノプローブ分光システ
ムの構築等を実施する。 
（２）前年度に開発した陽電
子消滅パラメータ計測技術
の更なる高精度化に加え、測
定条件を最適化することで、
評価システムの高効率化を
実現する。Ｘ線ＣＴ計測技術
では、ポリマー系材料分析に
資する高コントラスト計測
を実現し、有機・高分子系材
料に適用可能なＸ線ＣＴ計
測技術を開発する。透過電子
顕微鏡による電子線エネル
ギー損失分光（ＥＥＬＳ）法
等においては、電子線損傷に
弱い有機・高分子系材料の観
測の高速化と高感度化技術
を確立する。 
（３）フロー型セルを用いた
触媒表面での反応過程の直
接観察及び反応界面での電
子状態やその周辺構造の観
察技術の開発を行う。また出
口材料としてナノカーボン
材料を対象とした追加公募
を行い、研究開発体制を整え
る。また、半導体量産技術に
関する物質計測、欠陥評価等
の高速計測技術に関して、粒
子径分布解析アルゴリズム
と光学セルの高度化を図り、
液中ナノ粒子／ナノバブル
計測技術を開発する。また、
欠陥感度を定量的に評価・校
正できる標準試料を設計・製
作する。 

－ 研究開発項目③ 先端ナノ計測評価技術開
発 
（１）温度制御ナノプローブ分光装置を開発
し、ナノ粒子の個々の相変化の測定に成功し
た。 
（２）陽電子消滅法の最適化により、従来測
定できなかったポリイミド中の極微小空孔
の測定に成功した。また、Ｘ線ＣＴとＴＥＭ
により微細発泡体中の構造のマルチスケー
ル（ナノ～ミリメートル）解析を実現した。 
（３）フローＸＡＦＳ測定系を開発し、触媒
性能の異なるＰｔ系触媒の構造の違いを発
見した。また、ＣＮＴ及びグラフェンの製造
条件の最適化を行い、ＣＮＴ線材に対してガ
ス吸着法を適用し、ＣＮＴバンドル（群）中
の空隙のサイズ分布計測に成功した。また、
半導体量産技術に関する物質計測、欠陥評価
等の高速計測技術に関して、特別な追跡粒子
を必要としない高精度流速計測法の確立、及
び層流影響を低減した独自の「光学マイクロ
セル」を開発した。また、半導体製造薬液ラ
インで発塵するナノ粒子（フッ素樹脂系微粒
子）の検出を可能とする最適な高屈折率検査
溶液を検討抽出した。 

  

   ６．植物等の生物を用いた高
機能品生産技術の開発 [平
成２８年度～平成３２年度] 
 植物等の生物が持つ物質
生産能力を人工的に最大限
引き出した細胞“スマートセ
ル”を構築し、化学合成では
生産が難しい有用物質の創
製又は従来法の生産性を凌

 ６．植物等の生物を用いた高機能品生産技術
の開発 ［平成２８年度～平成３２年度］ 
 植物等の生物が持つ物質生産能力を人工
的に最大限引き出した細胞“スマートセル”
を構築し、化学合成では生産が難しい有用物
質の創製又は従来法の生産性を凌駕するこ
とを目的に、以下の研究開発項目に対して公
募を行い、研究開発を実施するとともに、民
間企業等が実施する実用化開発を支援した。 
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駕することを目的に、以下の
研究開発項目に対して公募
を行い、研究開発を実施する
とともに、民間企業等が実施
する実用化開発を支援する。 

   研究開発項目① 植物の生産性
制御に係る共通基盤技術開発 
（１）ゲノム編集技術 
ＤＮＡ認識モジュールは、

特定のＤＮＡ配列に対して
効率よく相互作用できる候
補を絞り込む。ゲノム改変技
術は、高効率なノックイン技
術、精密な改変技術、オルガ
ネラゲノムへの導入技術等
の各要素技術の条件最適化
を行い、効率向上を狙う。知
財戦略の策定は、ゲノム編集
技術全体の知財戦略策定に
着手する。 
（２）代謝系遺伝子発現制御
技術 
代謝系遺伝子のメチル

化・脱メチル化技術は、メチ
ル化・脱メチル化を誘導する
よう構築したベクターを感
染させ、ターゲット遺伝子の
発現効率を評価する。代謝系
遺伝子の安定化技術は、ｍＲ
ＮＡの配列に起因する不安
定要因を予測できるシステ
ム開発に着手する。転写・発
現調節因子による遺伝子発
現制御技術は、ＩＲＥＳ及び
イントロン配列の有効性検
証を行うとともに、それらと
協働する付加配列を探索す
る。遺伝子発現のＯＮ／ＯＦ
Ｆ制御技術は、ベクターを組
み込んだ植物細胞及び個体
を作出し、プラットフォーム
株の候補を取得する。目的代
謝物の蓄積機構制御技術は、
引き続きＲＮＡ－ｓｅｑ解
析、プロテオーム解析を行
い、輸送機構に関与する遺伝
子を絞り込む。腺鱗形成を抑
制する因子を欠損した変異
体を作出し、腺鱗形成への影
響評価を開始する。 
（３）栽培・生育環境による
発現制御技術 
光環境及び薬剤処理栽培

の全処理区の代謝系遺伝子
発現変動解析を行い、処理方
法と遺伝子発現の関連性を
インデックスする。また、紫
外線・オゾンガスによるスト
レス付与を行うとともに、低
温及び水分制御によるスト
レス付与を行い、代謝系遺伝
子のストレス応答性を調査

－ 研究開発項目① 植物の生産性制御に係る
共通基盤技術開発 
（１）ゲノム編集技術 
 我が国で知財化されているＰＰＲを利用
したゲノム編集のモデル実証試験を完了。探
索した新規候補及び構築した評価系を用い
て、実有用性の観点から開発候補をさらに絞
り込んだ。ゲノム改変技術については、高効
率なノックイン技術、精密な改変技術、オル
ガネラゲノムへの導入技術等の各要素技術
の条件最適化を行い、効率向上を図った。 
 関連研究及び先行技術調査の結果を研究
開発計画に反映するとともに、実用的な技術
パッケージの確立に向けたゲノム編集技術
全体の知財戦略案を策定した。 
（２）代謝系遺伝子発現制御技術 
 モデル遺伝子組換え体に対し、構築したメ
チル化・脱メチル化誘導ベクターを感染さ
せ、ターゲット遺伝子のメチル化率及び発現
効率を評価した。 
 代謝系遺伝子の安定化技術については、ｍ
ＲＮＡの切断されやすさの指標値化法を確
立し、ｍＲＮＡの塩基配列に起因する不安定
要因を予測できるシステム開発に着手した。 
 独自のハイスループット解析法により植
物防御反応に関与し、二次代謝を増減する新
規生理活性物質の同定に成功した。 
 構築したベクターを組み込んだ植物細胞
及び個体を作出し、プラットフォーム株の候
補を取得した。 
 目的代謝物の蓄積機構制御技術は、腺鱗形
成を抑制する候補因子の欠損変異体を作出
し、腺鱗形成への影響評価を開始した。 
 また、脂溶性代謝産物の蓄積機構制御技術
については、引き続きＲＮＡ－ｓｅｑ解析、
プロテオーム解析の精査を進め、輸送機構に
関与する遺伝子を絞り込んだ。 
（３）栽培・生育環境による発現制御技術 
 光環境及び薬剤処理栽培の全処理区の代
謝系遺伝子発現変動解析を行い、処理方法と
遺伝子発現の関連性をインデックスした。ま
た、平成２８年度に引き続き紫外線・オゾン
ガスによるストレス付与を行うとともに、低
温及び水分制御によるストレス付与を行い、
代謝系遺伝子のストレス応答性を調査した。 

●代謝系遺伝子発現制御技術に関して、独
自のハイスループット解析法により、植
物体を枯死させることなく、高い二次代
謝増減作用を有する新規生理活性物質を
世界で初めて発見。 
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する。 

   研究開発項目② 植物によ
る高機能品生産技術開発 
実用植物の遺伝子組換え

系の構築、代謝物関連遺伝子
の単離、未知遺伝子の探索、
栽培条件・方法の検討を行
い、中間目標の目途を得る。
代謝系遺伝子の特定が済ん
だターゲットは、一過性発
現、ゲノム編集等を用いて代
謝経路設計の指針を得る。 
研究開発項目③ 高生産性
微生物創製に資する情報解
析システムの開発 
（１）遺伝子配列設計システ
ムの開発 
遺伝子配列設計システム

の有効性検証で取得したデ
ータを基に、遺伝子発現制御
ネットワークモデル、タンパ
ク質発現量調節法、タンパク
質高機能化法、新規代謝経路
設計・最適化手法、最適代謝
モデルなどの各情報解析手
法のプロトタイプを構築す
る。解析結果と実験データの
相違から各解析手法の改善、
高精度化を狙う。また、測定
データの規格化、体系化され
たデータベースの構築に向
けて、酵母を対象としたオミ
クス解析の標準プロトコル
を策定するとともに、データ
ベースの検索・登録・可視化
機能の開発を行う。 
（２）ハイスループット合
成・分析・評価手法の開発 
長鎖ＤＮＡ合成技術の開

発については、中間目標の合
成時間を見通しうるＤＮＡ
断片合成試作２号機の構築、
プラスミド自動構築装置の
設計・試作と品質等の検証、
不要ＤＮＡに特異的に結合
する最適な条件探索等を実
施する。高速・高精度メタボ
ローム技術の開発について
は、自動前処理システムに搭
載する要素技術の検討、ＳＦ
Ｅシステムの試作と性能検
証を実施する。プロテオーム
技術は、各種タンパク質のＭ
ＲＭ分析法を迅速に構築す
るための計算手法を開発す
る。ハイスループット評価技
術の開発については、主要代
謝物の高速定量分析系の構

 研究開発項目② 植物による高機能品生産
技術開発 
 代謝経路における遺伝子の単離、一過性発
現を行うとともに、対象遺伝子の組換え手法
及び栽培・培養条件の検討により実用化に向
けた基礎データを取得した。ヒアリング等に
より実用化に必要な法的及び制度面での要
求事項を確認した。 
 
研究開発項目③ 高生産性微生物創製に資
する情報解析システムの開発 
（１）遺伝子配列設計システムの開発 
 高生産性微生物創製に資する情報解析シ
ステムの有効性検証で取得したデータを基
に、遺伝子発現制御ネットワークモデル、タ
ンパク質発現量調節法、タンパク質高機能化
法、新規代謝経路設計・最適化手法、最適代
謝モデルなどの各情報解析手法のプロトタ
イプを構築した。解析結果と実験データの相
違から各解析手法の改善、高精度化を検討し
た。目的化合物の排出輸送体をハイスループ
ットに解析する技術に着手した。また、測定
データの規格化、体系化されたデータベース
の構築に向けて、酵母を対象としたオミクス
解析の標準プロトコルを策定するとともに、
データベースの検索・登録・可視化機能の開
発を行った。さらに、文献情報等の公開デー
タからの知識整理を補完するため知識ベー
スの構築及びその有効性検証、AI 基盤の開
発に着手した。 
（２）ハイスループット合成・分析・評価手
法の開発 
 中間目標の合成時間を見通しうるＤＮＡ
断片合成試作２号機の構築、プラスミド自動
構築装置の設計・試作と品質等の検証、不要
ＤＮＡに特異的に結合する最適な条件探索
等を実施した。ＤＮＡ断片の合成に関して
は、高リピート配列等の中鎖ＤＮＡを高効率
に合成する技術を開発した。高速・高精度メ
タボローム技術の開発については、自動前処
理システムに搭載する要素技術の検討、ＳＦ
Ｅシステムの試作と性能検証を実施した。各
種タンパク質のＭＲＭ分析法を迅速に構築
するための計算手法を開発した。主要代謝物
の高速定量分析系の構築に向けて、重要な代
謝物のリストアップと解析に必要なターゲ
ットイオンの選定を行った。また、平成２８
年度に構築した自動形質転換プログラムを
用いて、制限性の検討を行った。細胞内の代
謝物レベルを、非破壊で高速に蛍光シグナル
として評価する技術開発に着手した。 
（３）遺伝子配列設計システムの有効性検証 
 平成２８年度に引き続きオミクスデータ
を取得するとともに、遺伝子配列設計システ
ムの開発で構築したプロトタイプから導出
される結果を基に実験を行い、その有効性を
検証した。事業化の検討については、バイオ

●長鎖ＤＮＡ合成技術に関して、長さが従
来の２倍のＤＮＡを短時間かつ低コスト
で合成する世界最先端のＤＮＡ合成装置
試作機を開発。 
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築に向けて、重要な代謝物の
リストアップと解析に必要
なターゲットイオンの選定
を行う。また、自動形質転換
プログラムを用いて、制限性
の検討を行う。 
（３）遺伝子配列設計システ
ムの有効性検証 
引き続きオミクスデータ

を取得するとともに、遺伝子
配列設計システムの開発で
構築したプロトタイプから
導出される結果を基に実験
を行い、その有効性を検証す
る。事業化モデル案の策定に
ついては、欧米における先行
モデルの調査を継続しつつ、
市場分析、競争力分析、知財
調査等も並行して実施する。 

エコノミーの進展及びインダストリアル・バ
イオ産業の現状把握や、欧米における先行モ
デルの調査（米国現地調査含む）を行い、国
際的な競争力を持ちうるビジネスモデルの
検討を行った。又、知財運営委員会による知
財調査等も並行して実施した。 
 

 ｂ．希少金属代替・使用量
低減技術 

需給変動の大きい希少
金属について継続的に需
給状況等の調査を行いつ
つ、我が国産業にとって優
先度が高い希少金属につ
いては、その代替・使用量
低減に関する技術開発を
推進することとする。 

（ｂ）希少金属代替・使
用量低減技術 
需給変動の大きい希少

金属について継続的に需
給状況等の調査を行いつ
つ、我が国産業にとって、
優先度が高い希少金属に
ついては、その代替・使
用量低減についての技術
開発を推進する。具体的
には、我が国産業にとっ
て重要な排ガス浄化向け
白金族（Ｐｔ）は製品に
おける使用量のうち５
０％以上、蛍光体向けテ
ルビウム・ユウロピウム
（Ｔｂ・Ｅｕ）は同様に
８０％以上の低減といっ
たように鉱種ごとに目標
を設定し技術開発を行
う。 

（ｂ）希少金属代替・使用量
低減技術 
１．次世代自動車向け高効率
モーター用磁性材料技術開
発 ［平成２６年度～平成３
３年度］ 
平成２９年度から始まる

第２期では、レアアース問題
の沈静化や自動車電動の加
速などの社会状況の変化を
受けて、レアアースフリーに
は拘らないで重希土類フリ
ーの高性能磁石の開発に特
化した取組とする。第１期で
の軟磁性材料やモーター評
価技術開発の成果と合わせ
て、従来モーター比で４０％
エネルギー損失低減と４
０％小型化を実現する磁性
材料の開発を目指す。 

－ （ｂ）希少金属代替・使用量低減技術 
１．次世代自動車向け高効率モーター用磁性
材料技術開発 ［平成２６年度～平成３３年
度］ 

  

   研究開発項目① 新規高性
能磁石の開発 
（１）ジスプロシウムを使わ
ないネオジム磁石の高性能
化技術開発 
平成２８年度終了。 

（２）ネオジム焼結磁石を超
える新磁石の開発 
新規物質であるＲＥＦｅ１

２－ｘＴＭxＮy 相（ＲＥ：希土
類元素[Ｎｄ，Ｓｍ等]、ＴＭ:
遷移金属[Ｃｏ等]）の磁石化
に向けた取組に特に注力す
る。具体的には、結晶粒界の
改質、及び、結晶粒微細化に
ついて実験検証することで
保磁力、残留磁化の発現を狙
う。また、磁気物性の起源解
明など研究開発の基盤とな
る原理検証についても引き
続き実施する。 

－ 研究開発項目① 新規高性能磁石の開発 
①－１ ジスプロシウムを使わないネオ

ジム磁石の高性能化技術開発 
平成２８年度で終了 
 
①－２ ネオジム焼結磁石を超える新磁

石の開発 
新規物質であるＲＥＦｅ（１２－ｘ）ＴＭ（ｘ）

Ｎ（ｙ）相（ＲＥ：希土類元素［Ｎｄ，Ｓｍ等］，
ＴＭ：遷移金属［Ｃｏ等］）について、実験
結果を元に機械学習を行い物性に対する結
晶構造や組成の寄与度を明らかにすること
で、磁気物性を最適化した。また、軽希土類
活用を含むナノ複相組織制御磁石の高特性
化に向けたプロセスを検討し、磁石粉末のバ
ルク化などの要素技術を確立し、従来Ｎｄ磁
石と同等の性能を持つＤｙフリー省Ｎｄ耐
熱磁石の磁石化に世界で初めて成功した。 
窒化・脱窒素法により合成に成功したＦｅ

Ｎｉ超格子粉末の磁気特性向上に取り組み、
合成条件を改良することで、ＦｅＮｉ超格子

●ＦｅＮｉ超格子磁石材料では、規則合金
形成プロセス（ＮＩＴＥ法）を新たに考
案し、これまで誰も成し得なかった高純
度合成に世界で初めて成功。 

 
●磁石粉末のナノ複相組織制御、バルク化
等の要素技術を確立し、従来のＮｄ磁石
と同等の性能を持つＤｙフリー省Ｎｄ耐
熱磁石の開発に世界で初めて成功。今後、
次世代自動車やロボット等、様々な分野
のモーターへの使用拡大とレアアース資
源の有効活用が期待される。 
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ＦｅＮｉ超格子粉末の保
磁力の目標値０．７Ｔ（５６
５ｋＡ／ｍ）＠１８０℃を達
成するために、窒化・脱窒素
合成した粉末粒子の保磁力
に影響を及ぼす要因を明ら
かにする。そのために、合成
プロセスの改良による粉末
粒子のナノ組織、構造の制御
及び粒子表面の修飾効果の
実証を行う。また、合成した
粉末のバルク化、磁石化のた
めの課題抽出を行う。 

の高純度化に成功し、保磁力の向上を確認し
た。また、磁粉が磁気的に孤立し保磁力が最
大化する単磁区構造を実現するために、粉末
のナノ構造制御を行い、合成時の焼結を防止
することに成功した。加えて、実用化に向け
て、量産を想定した磁粉合成プロセスへの改
良、ボンド磁石の試作・評価の取組を開始し、
課題抽出を実施した。 

   研究開発項目② 次世代高
効率モーター用高性能軟磁
性材料の開発 
平成２８年度終了。 

－ 研究開発項目② 次世代高効率モーター用高
性能軟磁性材料の開発 
平成２８年度で終了 

  

   研究開発項目③ 高効率モ
ーターの開発 
平成２８年度終了。 

－ 研究開発項目③ 高効率モーターの開発 
平成２８年度で終了 

  

   研究開発項目④ 特許・技術動
向調査、事業化のための特許戦
略及び共通基盤技術の開発 
平成２８年度以降に公開

された国内特許の調査を中
心に行うとともに最新の論
文や学会動向等を含めて、磁
石技術の開発動向を整理す
る。 
粒子の磁場配向挙動を計

算シミュレーションによる
予測と実験による検証を行
う。急冷溶融凝固プロセスに
よる組織・構造への影響を調
べる。また、高速・高精度に
高保磁力磁石を測定できる
手法の開発を開始する。さら
に、新しい磁区観察手法の開
発や磁気特性測定方法の開
発を進める。 
モーター実装時に求めら

れる新規磁石材料への目標
値を提示のための検討とし
て、平成２８年度までに確立
した減磁評価技術を適用し
た時の課題を抽出する。ま
た、新規磁石材料を適用した
ときのモーター損失を把握
するため、磁石の磁気特性が
軟磁性材料の損失、及びイン
バーターに及ぼす影響を分
析し、課題を抽出する。また、
ＩＰＭモーター及び可変磁
力モーターにおいては、新規
磁石材料を用いたときの解
析による性能評価を実施す
る。さらに、非線形磁気特性
を持つ磁石を実装したモー
ターの解析を行うため、非線
形磁気特性データのモデル
化を行う。 

－ 研究開発項目④ 特許・技術動向調査、事業
化のための特許戦略及び共通基盤技術の開
発 
 磁石材料を中心に平成２８年以降に公開
された国内、中国、米国の特許の調査を行う
とともに国内学会、国際会議（Ｉｎｔｅｒｍ
ａｇ２０１７、ＩＣＥＭＳ２０１７）などに
参加して関連分野の技術動向を調査した。 
 粒子の磁場配向挙動を計算シミュレーシ
ョンによる予測と実験により検証すること
で急冷溶融凝固プロセスにおけるプロセス
条件と組織・構造の関係を明らかにした。ま
た、高速・高精度に高保磁力磁石を測定でき
る手法の開発を開始した。さらに、新しい磁
区観察手法の基礎的な検討や磁気特性予測
方法の構築を進めた。 
 モーター実装時に求められる新規磁石材
料への目標値の検討として、平成 28 年度ま
でに確立した減磁評価技術を適用した時の
課題の抽出と、対策のための磁石材料の各種
物性値の取得を行った。また、新規磁石材料
を適用したときのモーター損失を把握する
ため、開発した分析評価装置を用い、磁石の
磁気特性が軟磁性材料の損失及びインバー
ターに及ぼす影響を分析した。また、ＩＰＭ
モーター及び可変磁力モーターにおいては、
新規磁石材料を用いたときの解析による性
能評価を実施した。さらに、非線形磁気特性
を持つ磁石を実装したモーターの解析を行
うため、解析技術の調査及び非線形磁気特性
データのモデル化を行った。 
 開発した磁気特性測定技術を用いて、応力
及び高温の複合環境下におけるプロジェク
ト内の開発磁石及び既存磁石について、磁気
特性評価と磁区変化を検証した。また、モー
ター実使用時を想定した永久磁石の渦電流
損失の測定と解析を行った。 
 モーター実装環境下の損失を測定する装
置製作のために、モーターの各種損失の分
離・評価方法に関する調査を行い、測定方法
と装置のレイアウトを検討した。また、鉄損
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開発した磁気特性測定技
術を用いて、応力及び高温の
複合環境下におけるプロジ
ェクト内の開発磁石及び既
存磁石について、磁気特性評
価と磁区変化を検証する。ま
た、モーター実使用時を想定
した磁石の損失評価を行う。 
新規磁石材料の実装によ

るモーターの高効率化を実
現するため、モーターの構造
や運転条件に起因した損失
増加要因を含むモーターの
各種損失の分離・評価に関す
る調査を行う。 

シミュレーションと実測値の比較を行い、特
に高速域で乖離が大きくなるという課題を
確認し、高速回転時の損失分離・評価を正確
に行えるよう測定装置の構想に反映した。 

 ⅷ）バイオテクノロジー分
野 
ａ．バイオシステム分野 

我が国の製薬産業では、
近年新たな医薬品の創出
が伸び悩み、輸入超過の傾
向が大きくなってきてい
る。また、「再生医療」に
ついて、実用化においては
世界的にも黎明期にあり
各国による熾烈な競争が
行われている。そのためゲ
ノム情報・制御関連技術及
び細胞機能解明・活用技術
への取組、これをもって革
新的医薬品創出や個別化
医療の実現、再生医療の産
業化の促進に向けた取組
を行うこととする。 

（ⅷ）バイオテクノロジー分
野 
（ａ）バイオシステム分
野 
資源に乏しく、少子高

齢化が進む我が国が、長
期にわたって持続的な経
済成長を実現するために
は、知識集約型・高付加
価値経済への転換が必要
であり、製薬産業は知識
集約型・高付加価値を代
表する重要な産業であ
る。 しかしながら、我
が国の製薬産業では、近
年新たな医薬品の創出が
伸び悩み、輸入超過の傾
向が大きくなってきてい
る。 
また、細胞を利用して

組織や臓器の機能を回復
させる「再生医療」につ
いて、我が国は技術開発
においては世界のトップ
を走っているが、実用
化・事業化においては世
界的にも黎明期にあり各
国による熾烈な競争が行
われている。 
このような背景の下、

第３期中期目標期間で
は、ゲノム情報・制御関
連技術及び細胞機能解
明・活用技術への取組、
これをもって革新的医薬
品創出や個別化医療の実
現、再生医療の産業化の
促進に資することとす
る。 
ゲノム情報・制御関連

技術においては、創薬の
標的となるゲノム情報や
膜タンパク質等の生体分
子の構造情報等を高感
度・高精度に解析する技
術、これらの機能を解明
し制御するための技術等

（ⅷ）バイオテクノロジー分野 
（ａ）バイオシステム分野 
（該当プロジェクトなし） 

－ （ⅷ）バイオテクノロジー分野 
（ａ）バイオシステム分野 
（該当プロジェクトなし） 
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を開発する。さらには、
これらに加えてＩＴ等の
新しい技術の活用によっ
て、創薬基盤技術を確立
することで、がんやアル
ツハイマー病等の重篤な
疾患等に適応する革新的
医薬品創出や個別化医療
の実現につなげる。 
細胞機能解明・活用技

術においては、我が国が
強みを有する「ものづく
り力」を活かし、有用天
然化合物の効率的かつ安
定的な生産技術の開発と
ライブラリーの整備を進
める。また、バイオ医薬
品等の製造基盤技術の開
発を行うとともに、バイ
オ医薬品開発の中核とな
るベンチャー企業支援を
併せて行うことで実用
化・事業化の促進を図る。 
また、我が国が技術開

発において世界をリード
するｉＰＳ細胞をはじ
め、ＥＳ細胞や間葉系幹
細胞等のヒト幹細胞を安
定的かつ大量に供給可能
とする自動培養技術等の
開発、ヒトｉＰＳ・ＥＳ
細胞を用いた創薬スクリ
ーニング技術を開発する
ことで、再生医療の産業
化を実現し、さらには世
界的に優位な産業として
成長させていく。具体的
には、再生医療への応用
を可能とする品質レベル
で管理されたヒト幹細胞
を、安定的に大量供給可
能とするシステムを確立
する。 
 

 ｂ．医療システム分野 
医療機器市場は今後も

大きな成長が見込まれて
おり、また、我が国の優れ
た技術を活かし、新規市場
の開拓と国際競争力を強
化していくことは、我が国
の経済を牽引する産業と
しても大きな期待が寄せ
られている。このような背
景の下、がんの早期診断・
治療、再生医療デバイス、
スマートヘルスケア、福祉
機器の４分野への取組に
注力することとする。 

（b）医療システム分野 
医療システム分野にお

いては、「医療イノベーシ
ョン５か年戦略」など、
国を挙げた積極的な振興
策が講じられており、機
構においても、がんの超
早期診断機器や低侵襲治
療のための高度治療機器
の開発、再生医療の早期
実現に向けた技術開発
等、医療現場のニーズに
マッチした医療機器等の
開発を推進してきた。先
進国をはじめとした全世
界的な高齢化や新興諸国
の経済成長を背景に、医
療機器市場は今後も大き

（b）医療システム分野 
１．課題解決型福祉用具実用
化開発支援事業 [平成５年
度～] 
優れた技術や創意工夫あ

る福祉用具開発を行う中小
民間企業等に対するテーマ
の採択を行い実施するとと
もに、継続分４件のテーマを
実施する。また、平成２９年
度新規採択に係る公募を実
施し採択事業者決定後、速や
かに事業を開始する。さら
に、福祉用具開発の促進を図
るため、調査・分析を行うと
ともに、その開発成果につい
ては広く社会への普及啓発
を促すため、助成案件やその

－ （b）医療システム分野 
１．課題解決型福祉用具実用化開発支援事業
［平成５年度～］ 
 優れた技術や創意工夫ある福祉用具開発
を行う中小民間企業等に対するテーマ４件
を新規採択して実施するとともに、継続分４
件のテーマを実施した。さらに、福祉用具開
発の促進を図るため、調査・分析を行うとと
もに、その開発成果については広く社会への
普及啓発を促すため、助成案件やその成果に
ついて展示会等のイベントを通じて広く社
会へ紹介した。 
 福祉用具開発を促進するため、また、福祉
用具開発後の事業展開として、海外市場も見
据えた事業化を支援するために、「タイ国内
における福祉産業の市場規模及び法制度等
に関する調査」を行った。調査結果は公開し、
開発助成を受ける事業者、福祉用具関係者等
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な成長が見込まれてお
り、また、我が国の優れ
た技術を医療機器産業に
活かし、新規市場の開拓
と輸出競争力を強化して
いくことは、国民生活の
さらなる質的向上を図る
上で、また我が国の経済
を牽引する産業としても
大きな期待が寄せられて
いる。 
このような背景の下、

第３期中期目標期間で
は、がんの早期診断・治
療、再生医療デバイス、
スマートヘルスケア、福
祉機器の４分野への取組
に注力する。 
がんの早期診断・治療

においては、「がん対策推
進基本計画」に基づき、
がんの年齢調整死亡率を
２０％減少させる（平成
２７年において、平成１
７年比２０％減。但し７
５歳未満）ことを目指し、
第２期中期目標期間中に
開始した「がん超早期診
断・治療機器の総合研究
開発」の技術開発目標の
達成を図る。また、診断
と治療を一体的に運用す
るがん医療マネジメント
システムや、がんのなり
易さを診断する技術、医
薬品と医療機器が融合し
た新たなコンビネーショ
ンプロダクト等、患者の
更なる生活の質（ＱＯＬ）
の向上に資する治療・診
断機器・システムについ
て海外との競合状況、実
用化・事業化の見通し等
を精査し、実施可能なも
のから順次開発に着手す
る。 
再生医療デバイスの開

発においては、第２期中
期計画中に開始した「次
世代機能代替技術の研究
開発」について、中間評
価結果を踏まえ中止・加
速等行うとともに、事業
実施中に適用症例の拡
張、知財戦略の強化、企
業連携の強化、前臨床デ
ータの取得にも注力す
る。また、我が国の再生
医療デバイスとして特に
競争力が高いものについ
て、第３期中期目標期間
で、細胞培養、輸送、品

成果について展示会等のイ
ベントを通じて広く社会へ
紹介する。 

に提供することで、日本企業のタイ市場での
事業化支援に役立てる。 
 展示会としては、バリアフリー展、国際福
祉機器展、福祉工学カフェ、シーズニーズマ
ッチング等の様々なイベントに参加し、普及
啓発に努めた。特に、国際福祉機器展では、
製品６点と１６テーマの研究開発成果のプ
レゼンを行い、出展事業者及び来場者双方か
ら高い満足度が得られた。 



Ⅰ－2－94 

質管理、治療デバイス、
ＩＴを用いた術前診断・
予後管理等、診断と治療
を一体的に運用する再生
医療マネジメントシステ
ム等の検討を行い、実用
化・事業化の見通しを精
査しつつ実施可能なもの
から順次開発に着手す
る。 
スマートヘルスケアに

ついては、国内外におけ
るヘルスケア・医療サー
ビスの技術の開発・実証
及び予防・診断・治療サ
ービスでの利用を見通し
たヘルスケア・医療機器
の開発を行う。即ち、地
域に点在・偏在する健康
管理に関する情報・機能、
診断・治療に関わる情
報・機能、様々な生活の
場面で得ることができる
ヘルスケアの視点も含め
た医療情報とＩＴを組み
合わせ、医療機器・シス
テムの改良・開発を行う
とともに、疾病の発症か
ら診断、治療、リハビリ
等の予後管理まで含めた
領域をパッケージとし、
新たな価値を創出し、利
便性を提供するソリュー
ションサービスの技術の
開発・実証及びそれらに
必要なヘルスケア・医療
機器の開発を行う他、先
制医療、慢性疾患、精神
疾患、在宅医療等、病院
と生活の場がより密接に
関わる領域で必要となる
機器・システムの開発や、
ロボット工学等、世界を
リードする医工学を活用
した機器・システムの開
発を行う。 
福祉用具の実用化開発

については、「福祉用具の
研究開発及び普及の促進
に基づく法律」に基づき、
福祉用具実用化推進事業
及び福祉機器情報収集・
分析・提供事業を実施す
る。福祉用具実用化開発
助成事業においては、実
用化促進を進め、助成事
業終了後３年以上経過し
た時点での実用化達成率
５０％以上を目指す。特
に、第３期中期目標期間
中には、住宅、自動車、
家電、スポーツ等の異業
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種との連携を深め、用途
や販路の多様化、異業種
企業との技術連携、実証
フィールドの提供等、福
祉用具の産業化を一層促
進する視点での事業運営
に注力する。また、ロボ
ット介護機器等、日本の
高度なロボット技術の福
祉用具への展開について
も検討する。 
 

 ⅸ）ロボット技術分野 
中小企業やこれまでロ

ボットが導入されていな
かった分野へのロボット
利用の拡大に向けて、新し
いコンセプトの産業用ロ
ボットの技術開発等に取
り組むこととする。 

また、サービスロボット
の国内安全基準や試験・認
証体制の整備を進めると
ともに、ロボット介護機器
の各種標準化や開発・導入
支援に取り組むこととす
る。 

さらに、ロボット技術の
活用への期待が高い災害
対応ロボットや無人シス
テム、ロボット技術を活用
したメンテナンス用機器
の開発・導入支援等につい
ても取り組むこととする。 

（ⅸ）ロボット技術分野 
少子高齢化による労働

力人口の減少や、作業負
荷増大への対応の必要
性、製品・サービスの質
や生産性のさらなる向上
の必要性等により、次世
代のロボット技術による
安全・安心の確保、生産
性の向上に対する期待が
一層高まっている。具体
的には、製造業分野、生
活・福祉分野、公共・防
災分野での活用が期待さ
れているところ、ロボッ
ト技術分野について、第
３期中期目標期間におい
ては以下の取組を実施す
る。 
 

(a)産業用ロボット 
国際的にも注目されて

いる、人間と協調して働
く、安価で、設置容易で、
使いやすく、ソフトウエ
アによる汎用性・機能拡
張性のある、新しいコン
セプトの産業用ロボット
の技術開発等に取り組
み、中小企業やこれまで
ロボットが導入されてい
なかった分野へのロボッ
ト利用の拡大による我が
国製造業の生産性向上を
目指す。 
 
(b)サービスロボット 
サービスロボットの実

用化・事業化を図るため、
引き続き、生活支援ロボ
ット安全検証センターを
中核としたサービスロボ
ットの国内安全基準等の
開発や試験・認証体制の
整備を進める。また、特
に、介護分野へのロボッ
ト技術の利用について
は、平成２４年１１月に、
経済産業省と厚生労働省

（ⅸ）ロボット技術分野 
１．インフラ維持管理・更新
等の社会課題対応システム
開発プロジェクト [平成２
６年度～平成３０年度]  
既存インフラの状態に応

じて効果的かつ効率的な維
持管理・更新等を図るため、
的確にインフラの状態を把
握できるモニタリングの技
術開発及び維持管理を行う
ロボット・非破壊検査の技術
開発を実施する。 

－ （ⅸ）ロボット技術分野 
１．インフラ維持管理・更新等の社会課題対
応システム開発プロジェクト [平成２６年
度～平成３０年度] 
既存インフラの状態に応じて効果的かつ

効率的な維持管理・更新等を図るため、的確
にインフラの状態を把握できるモニタリン
グの技術開発及び維持管理を行うロボッ
ト・非破壊検査の技術開発を実施した。 

●平成２９年度終了となったロボット分野
について、成果報告会を開催。開発した
ロボットの動画を NEDO Channel で公開。 

 

研究開発項目① インフラ
状態モニタリング用センサ
システム開発 
インフラ構造物及びその

構成部材の状態を常時・継続
的・網羅的に把握するセンサ
システム開発及びそのセン
サシステムを用いたセンサ
ネットワークシステムの構
築と実証実験を行う。 

 研究開発項目① インフラ状態モニタリン
グ用センサシステム開発 
 インフラ構造物及びその構成部材の健全
度を診断するための振動、変位等を計測で
き、安定な接続性と信頼性及び、自立電源で
駆動する高耐久性を有する無線通信機能を
搭載したセンサ端末を、インフラ実構造物に
設置し実証実験を開始した。実験は２０ヶ所
（橋梁：８、道路付帯物：４、道路法面：１、
建物：２、熱供給施設：２、発電所：２、そ
の他：１）で継続的に実施している。 

  

  研究開発項目② イメージ
ング技術を用いたインフラ
状態モニタリングシステム
開発 
完全自動により取得デー

タからひび割れ等を判別で
きるデータ処理手法、撮影時
の画像ボケや位置ずれを補
正でき平面のみならず、奥行
き（３Ｄ）もわかる画像解析
手法を開発し、実証実験を行
う。 

 研究開発項目② イメージング技術を用い
たインフラ状態モニタリングシステム開発 
 ①構造部材の画像データからひび割れや
亀裂等を検出し、損傷を把握できるデータ処
理技術及び、②構造物の全体もしくは広い範
囲を遠方からカメラで撮影し、取得した画像
をデータ処理することにより、それらインフ
ラ構造物全体の変形挙動や応力集中箇所の
局所的な変形分布を把握できる技術を開発
し、それらのシステムについて実証実験を進
めた。新幹線を含む鉄道橋梁、及び首都高速
道路をはじめとする高速道路、一般の道路橋
等の合計１８か所で実構造物を対象にした
実証実験を実施し、性能確認と実現場での使
用上の問題点の洗い出し等を行いシステム
の改良をすすめた。なお、首都高技術コンソ
のひび割れ検出技術については、ニュースリ
リースを実施するとともに、サービスの試験
公開をおこなった。（サービスのユーザー登
録、技術移転の相談、業界誌の取材対応等が
多数寄せられる反響があった。） 

●コンクリートひび割れを８０％以上の高
精度で検出するＡＩシステムを発表。点
検時間を１/１０短縮を目標に、現在も点
検事業者に公開中。さらに点検活用に向
けパノラマ合成機能等システムアップ
中。 

 

  研究開発項目③ インフラ
維持管理用ロボット技術・非
破壊検査装置開発 
（１）ロボット技術開発 

 研究開発項目③ インフラ維持管理用ロボ
ット技術・非破壊検査装置開発 
（１）ロボット技術開発 
 橋梁点検用、水中点検用、土砂・火山災害
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が「ロボット技術の介護
利用における重点」とし
て４分野のロボット介護
機器を指定したことを受
け、経済産業省等による
ロボット介護機器開発パ
ートナーシップの取組と
連携し、重点分野に係る
ロボット介護機器の各種
標準化や開発・導入支援
に取り組む。 
 

(c)災害対応ロボット・無
人システム 
運用側と開発側の連携

を前提とした、災害対応
ロボットや無人システ
ム、ロボット技術を活用
したメンテナンス用機器
の開発・導入支援等に取
り組む。 
 
(d)人工知能を含めた次
世代ロボット 
上記各分野の技術開発

の実施に際しては、米国
のロボット開発で主流と
なりつつある開かれた技
術開発（オープンイノベ
ーション）の体制を整備
するとともに、国際共同
研究や標準化の取組を内
包したプロジェクトを指
向する。 
また、各種ロボット開

発におけるソフトウエア
の重要性が益々増大して
いることから、ソフトウ
エア開発を重視した取組
を進める。 
 

(e)オープンイノベーシ
ョン／国際共同研究／ソ
フトウエア開発 
上記各分野の技術開発

の実施に際しては、米国
のロボット開発で主流と
なりつつある開かれた技
術開発（オープンイノベ
ーション）の体制を整備
するとともに、国際共同
研究や標準化の取組を内
包したプロジェクトを指
向する。 
また、各種ロボット開

発におけるソフトウエア
の重要性が益々増大して
いることから、ソフトウ
エア開発を重視した取組
を進める。 

インフラ構造物の中で、人
間の立入りが困難な箇所へ
移動し、インフラの維持管理
に必要な情報を取得できる
ロボットの開発と実証実験
を行い、民間企業等が実施す
る実用化開発を支援する。 
（２）非破壊装置開発 
ロボットに搭載可能な、小

型の非破壊検査装置の開発
と実証実験を行う。 
 

調査用、トンネル災害用ロボットを開発し、
「インフラ維持管理用ロボット技術開発に
係る実用性能等実証実験の検討」の元に福島
県等の自治体と連携した現場及び事業者が
自主設定したフィールドで検証評価を行っ
た。 
（２）非破壊検査装置開発 
 ロボット技術開発で開発されるロボット
へ搭載可能な非破壊検査装置の開発を実施
した。 

  ２．戦略的イノベーション創
造プログラム（ＳＩＰ） イ
ンフラ維持管理・更新・マネ
ジメント技術 [平成２６年
度～平成３０年度] 
インフラ維持管理に関わ

るニーズと技術開発シーズ
をマッチングさせ、新技術を
現場に導入することにより、
システム化されたインフラ
マネジメントによる維持管
理ＰＤＣＡサイクルを実現
し、予防保全による維持管理
水準の向上・効率化を低コス
トで実現することを目的と
し、以下の研究開発を実施す
る。 

 ２．戦略的イノベーション創造プログラム
（ＳＩＰ） インフラ維持管理・更新・マネ
ジメント技術 [平成２６年度～平成３０年
度] 
 インフラ維持管理に関わるニーズと技術
開発シーズをマッチングさせ、新技術を現場
に導入することにより、システム化されたイ
ンフラマネジメントによる維持管理ＰＤＣ
Ａサイクルを実現し、予防保全による維持管
理水準の向上・効率化を低コストで実現する
ことを目的とし、以下の研究開発を実施し
た。 

  

  研究開発項目① 点検・診断
技術の実用化に向けた研究
開発、モニタリングシステム
の現場検証（海洋・沿岸構造
物、空港施設） 
 点検・診断技術では、実現
場における実証実験を引き
続き実施し、実用機器の完成
度を向上させる。モニタリン
グシステムにおいては、海
洋・沿岸構造物及び空港施設
における各種センサ技術等
各々の技術を組み合わせた
現場実証を行い、実用化に向
けた精度検証・改善に取り組
む。 

－ 研究開発項目① 点検・診断技術の実用化に
向けた研究開発、モニタリングシステムの現
場検証（海洋・沿岸構造物、空港施設） 
 点検・診断技術では、実現場における実証
実験を引き続き実施し、実用機器の完成度を
向上させた。モニタリングシステムにおいて
は、海洋・沿岸構造物及び空港施設における
各種センサ技術等各々の技術を組み合わせ
た現場実証を行い、実用化に向けた精度検
証・改善に取り組んだ。 

  

  研究開発項目② 構造物の
補修・補強材料技術の研究開
発 
 橋梁等の構造物を対象と
し、耐凍害性・耐塩害性・低
収縮性・耐硫酸性に優れ、作
業簡便化や工期短縮化によ
る低コスト化と長寿命性能
を有する超耐久性コンクリ
ートを用いたプレキャスト
部材を製品化する。今年度か
ら業界標準化のための品質
管理基準等の規格化活動を
実施する。 

 研究開発項目② 構造物の補修・補強材料技
術の研究開発 
 橋梁等の構造物を対象とし、耐凍害性・耐
塩害性・低収縮性・耐硫酸性に優れ、作業簡
便化や工期短縮化による低コスト化と長寿
命性能を有する超耐久性コンクリートを用
いたプレキャスト部材を製品化する。今年度
から業界標準化のための品質管理基準等の
規格化活動を実施した。 
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   研究開発項目③ インフラ
の多種多様なセンシングデ
ータを収集・蓄積・解析する
技術の研究開発 
 インフラ維持管理のため
のプラットフォームとして、
多種多様なデータを一元管
理する大規模データベース
に関する技術開発を実施す
る。開発したデータ圧縮技
術、クレンジング技術及びイ
ンデックス技術といったデ
ータベース並びにデータ処
理システムを用いて、実証実
験を実施する。また、これら
大規模データベースを管理
者が使いやすいユーザイン
ターフェースの評価を行い、
実インフラへの展開・改善を
行う。 

 研究開発項目③ インフラの多種多様なセ
ンシングデータを収集・蓄積・解析する技術
の研究開発 
 インフラ維持管理のためのプラットフォ
ームとして、多種多様なデータを一元管理す
る大規模データベースに関する技術開発を
実施した。開発したデータ圧縮技術、クレン
ジング技術及びインデックス技術といった
データベース並びにデータ処理システムを
用いて、実証実験を実施した。また、これら
大規模データベースを管理者が使いやすい
ユーザインターフェースの評価を行い、実イ
ンフラへの展開・改善を行った。 

  

   研究開発項目④ 維持管理
ロボット・災害対応ロボット
の開発 
 インフラ維持管理ロボッ
トにおいては、模擬及び実構
造物による現場検証を行い、
現場でロボットを利用する
ために抽出した課題の解決
及び実現場での活用を想定
した実用化開発を行う。災害
対応ロボット開発において
は、無人化施工システムの評
価改善を実施する。 

 研究開発項目④ 維持管理ロボット・災害対
応ロボットの開発 
 インフラ維持管理ロボットにおいては、模
擬及び実構造物による現場検証を行い、現場
でロボットを利用するために抽出した課題
の解決及び実現場での活用を想定した実用
化開発を行った。災害対応ロボット開発にお
いては、無人化施工システムの評価改善を実
施した。 

  

   ３．次世代人工知能・ロボッ
ト中核技術開発 [平成２７
年度～平成３１年度、中間評
価：平成２９年度] 
 人工知能（ＡＩ）技術・ロ
ボット技術は「ロボット新戦
略」及び「日本再興戦略２０
１６」においてもその重要性
が指摘されており、次世代の
人工知能・ロボットに求めら
れる革新的な要素技術（人工
知能、センサ、アクチュエー
タ等）を開発し、新たな需要
の創出につなげるべく、平成
２９年度は以下に取り組む。 

－ ３．次世代人工知能・ロボット中核技術開発 
[平成２７年度～平成３１年度] 
次世代の人工知能・ロボットに求められる

革新的な要素技術（人工知能、センサ、アク
チュエータ等）を開発し、新たな需要の創出
につなげるべく、平成２９年度は以下に取り
組んだ。 
 
 

●「人工知能技術戦略会議」でとりまとめ
られた「人工知能技術戦略」を踏まえ、
平成２９年度から、次世代人工知能技術
の社会実装に関するグローバル研究開発
（１５件）を実施。また、同戦略のベン
チャー支援策として、コンテスト方式に
より、上位から委託費上限額を傾斜配分
するＡＩ中小・ベンチャー企業支援（６
件）を実施。 

 

   次世代人工知能技術分野
においては、国立研究開発法
人産業技術総合研究所 人工
知能研究センター（ＡＩＲ
Ｃ）を拠点とし、研究開発項
目①「大規模目的基礎研究・
先端技術研究開発」、同②「次
世代人工知能フレームワー
ク研究・先進中核モジュール
研究開発」、同③「次世代人
工知能共通基盤技術研究開
発」について研究開発を開始
する。研究開発では、実用化

－  次世代人工知能技術分野においては、拠点
における研究開発成果の最大化に向けて、人
工知能技術戦略会議での検討を踏まえた４
つの共有タスクである「生活現象モデリン
グ」、「地理空間情報プラットフォームと空間
移動のスマート化」、「ＡＩを基盤としたロボ
ット作業」、「科学技術研究加速のためのテキ
スト情報統合」において、本格的な研究開発
に着手した。 
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に向けた戦略や社会課題の
解決と社会的インパクトの
観点に加えて、人工知能技術
戦略会議において策定され
る「人工知能の研究開発目標
と産業化のロードマップ」
（以下「ロードマップ」とい
う。）における当面の検討課
題等も踏まえて大括り化し
た研究開発テーマについて、
実用化研究を開始できる水
準にまで技術を完成させる
ことを目標として研究開発
を推進する。 

   また、ロードマップにおい
て、当該技術の社会実装が求
められる領域として挙げら
れている重点項目のうち、
（１）生産性、（２）健康、
医療・介護、（３）空間の移
動の３領域を踏まえ、ＡＩＲ
Ｃの研究開発成果の実装や
融合等を目指す先導研究を
課題設定型テーマ公募によ
り実施する。 

－  また、人工知能の社会実装に向けて、研究
開発項目⑦「次世代人工知能技術の社会実装
に関するグローバル研究開発」として、人工
知能技術戦略会議において策定された「人工
知能の研究開発目標と産業化のロードマッ
プ」における当面の検討課題のうち、（１）
生産性、（２）健康、医療・介護、（３）空間
の移動の３領域を踏まえ、ＡＩＲＣの研究開
発成果の実装や融合等を目指す先導研究１
５テーマを開始した。 
 加えて、「人工知能技術戦略」のベンチャ
ー支援策として、書面審査に加えてデモンス
トレーション審査を行うコンテスト方式に
より、上位から委託費上限額を傾斜配分し
て、中小・ベンチャー企業の提案６テーマを
採択し、調査研究として始動した。 

  

   革新的ロボット要素技術
分野においては、研究開発項
目④「スーパーセンシング」、
同⑤「スマートアクチュエー
ション」、同⑥「ロボットイ
ンテグレーション技術」につ
いて実用化に向けた研究開
発を開始する。平成２７年度
に採択して調査から先導研
究に移行したテーマ及び平
成２８年度採択の先導研究
テーマについては、研究開発
への移行に向けて、ステージ
ゲート評価により、実用化に
向けた戦略を重視した絞込
みを行う。 
 

－  革新的ロボット要素技術分野については、
平成２８年度に引き続き、ワークショップを
開催して企業等の協業先との連携を図るな
ど、要素技術の実用化に向けた取組を進め
た。外部機関との連携３６件、委託先間の連
携８件を実現した。加えて、ステージゲート
評価委員会を開催し、大学発ベンチャーの立
上げや要素技術のユーザーとなりうる企業
の参画など、実用化への道筋を評価すること
で、平成２８年度から開始している先導研究
１８テーマを１３テーマに絞り込み、本格的
な研究開発に移行することとした。 
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   ４．ロボット活用型市場化適
用技術開発プロジェクト 
[平成２７年度～平成３１年度] 
本制度は、ものづくり分野

及びサービス分野を対象と
して、ロボット活用に係るユ
ーザーニーズ、市場化出口を
明確にした上で、特化すべき
機能の選択と集中に向けた
新規技術開発に係る提案に
対し助成するものである。新
たにロボットを導入する業
種・分野の拡大、工程の増大
をはかり、新規技術開発に係
るロボット新製品を製品化
することと合わせ、ＳＩｅｒ
との協業やロボット活用事
例の周知を推進していくこ
とで、ロボットの市場規模の
拡大を目指す。なお、研究開
発項目③について平成２９
年度に公募を実施する。 

 ４．ロボット活用型市場化適用技術開発プロジ
ェクト [平成２７年度～平成３１年度] 
 新たにロボットを導入する業種・分野の拡
大、工程の増大をはかり、新規技術開発に係
るロボット新製品を製品化することと合わ
せ、ＳＩｅｒとの協業やロボット活用事例の
周知を推進していくことで、ロボットの市場
規模の拡大を目指し、平成２９年度は以下の
取組を実施した。 

  

   研究開発項目① ものづく
り分野のロボット活用技術
開発 
ロボットによるものづく

りの自動化を促進し、生産の
革新を実現するため、ものづ
くりを行う上で必要とされ
る対象物の認識や把持に関
する技術及びものづくりを
行う上で必要となる高度な
対物作業を対象としたロボ
ットシステム構築に係る技
術を開発する。 

 研究開発項目① ものづくり分野のロボッ
ト活用技術開発 
 ロボットによるものづくりの自動化を促
進し、生産の革新を実現するため、ものづく
りを行う上で必要とされる対象物の認識や
把持に関する技術及びものづくりを行う上
で必要となる高度な対物作業を対象とした
ロボットシステム構築に係る技術の開発を
推進し、平成２８年度に採択したテーマにつ
いて、中間評価を行い平成３０年度に継続す
る事業者を決定した。 

●粉塵の多い工場等でも、光沢の強い金属
部分の認識を可能とした三次元ビジョン
センサーの防塵化と高輝度化の開発に成
功。プロトタイプの実証評価を終え、平
成３０年に量産化・市場投入の実現に目
途。 

 

   研究開発項目② サービス
分野のロボット活用技術開
発 
 サービス分野における対
物作業のロボット活用を促
進し、労働生産性の向上やイ
ノベーションによる高付加
価値化を実現するため、サー
ビス分野の対物プロセスを
行う上で必要となる高度作
業を対象としたロボットシ
ステム構築に係る技術を開
発する。 

 研究開発項目② サービス分野のロボット
活用技術開発 
 サービス分野における対物作業のロボッ
ト活用を促進し、労働生産性の向上やイノベ
ーションによる高付加価値化を実現するた
め、サービス分野の対物プロセスを行う上で
必要となる高度作業を対象としたロボット
システム構築に係る技術の開発を推進し、平
成２８年度に採択したテーマについて、中間
評価を行い平成３０年度に継続する事業者
を決定した。前倒しで事業を終了するテーマ
には加速財源を投入し、早期に実用化を図っ
た。 

●開発スケジュールを半年前倒しし、商品
設計ステージを加速し、基本機能（把持、
衣類拾い上げ及び受け渡し、衣類の積み
重ね）の開発に成功。世界初の全自動洗
濯折り畳み機の商品化を加速。 

 

   研究開発項目③ プラット
フォームロボット開発プロ
ジェクト 
 ロボット導入コストの２
割削減に向け、ロボットの本
体価格を引き下げるべく、汎
用的な作業・工程に使える小
型汎用ロボット（プラットフ
ォームロボット）の開発（ハ
ードウェア及びソフトウェ
アの共通化）を行う。 
 

 研究開発項目③ プラットフォームロボッ
ト開発プロジェクト（ソフトウェア、ハード
ウェア） 
 ものづくり分野、サービス分野（生活支援
分野等を含む。）において、ロボットの初期
導入コストの２割以上削減に向け、ロボット
の本体価格を引き下げるべく、汎用的な作
業・工程に使えるロボット（プラットフォー
ムロボット）の開発（ハードウェア・ソフト
ウェアの共通化）を実施し、これらの各分野
のロボット未活用領域において、ロボット導
入を促進するプラットフォーム化されたロ
ボットシステムを整備するため、公募を行い
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１０テーマを採択し研究開発に着手した。 

   ５．ロボット・ドローンが活
躍する省エネルギー社会の
実現プロジェクト [平成２
９年度～平成３３年度] 
物流、インフラ点検、災害

対応等の分野で活用できる
無人航空機及びロボットの
開発を促進するとともに、社
会実装するためのシステム
構築及び飛行試験等を実施
する。なお、継続案件である
研究開発項目①（１）を除き、
公募を実施する。 

 ５．ロボット・ドローンが活躍する省エネル
ギー社会の実現プロジェクト [平成２９年
度～平成３３年度] 
 物流、インフラ点検、災害対応等の分野で
活用できる無人航空機及びロボットの開発
を促進するとともに、社会実装するためのシ
ステム構築及び飛行試験等を実施した。な
お、継続案件である研究開発項目①（１）を
除き、新規に公募を実施した。 

●４Ｇ ＬＴＥで自律飛行する複数ドロー
ンを活用した広域警備の実証実験に世界
で初めて成功。 

 

   研究開発項目① ロボッ
ト・ドローン機体の性能評価
基準等の開発 
（１）性能評価基準等の研究
開発 
物流、インフラ点検、災害

対応分野等での活用が期待
される各種ロボット（無人航
空機、陸上ロボット、水中ロ
ボット等）の性能評価基準を
分野及びロボット毎に策定
する。 
（２）省エネルギー性能等向
上のための研究開発 
各種ロボットの連続稼働

時間の向上等に資する高効
率エネルギーシステム技術
開発を実施し、民間企業等が
実施する実用化開発を支援
する。 

 研究開発項目① ロボット・ドローン機体の
性能評価基準等の開発 
（１）性能評価基準等の研究開発 
 物流、インフラ点検、災害対応分野（無人
航空機、陸上ロボット、水中ロボット等）の
４性能評価基準を策定し平成３０年度公表
予定。具体的には、シーズ及びニーズ視点の
有識者検討会を設置し、４テーマ５回程度開
催（性能評価試験方法、計測システム、試験
結果帳票等を策定）して策定した。また、実
運用を想定した模擬施設による実証検証し
４プレスリリース、東名阪及び福島等での成
果報告会を開催することで成果普及を図っ
た。さらに、当該性能評価基準を用いた試験
設備に関して、福島ロボットテストフィール
ドへの２４施設の設備提案に加え、ＮＩＳＴ
への提案準備を進めるとともに、経済省及び
国交省の合同検討会（無人航空機分野／空の
産業革命に向けたロードマップ）へ参画し研
究開発成果を情報提供した。 
（２）省エネルギー性能等向上のための研究
開発（２テーマ／２実施者を新規採択） 
 国際競争力を堅持かつ社会実装が求めれ
れる２テーマ（２実施者）を採択。具体的に
は、火災現場等の特殊環境下で連続稼働する
無人航空機の開発、2時間以上の連続航行を
実現するための燃料電池を搭載する無人航
空機の研究開発を実施した。 

●福島県とロボット・ドローンの実証につ
いて、平成２９年１１月に協力協定を締
結し、福島イノベーションコースト構想
の推進を狙う福島ロボットテストフィー
ルド活用に向け連携強化。 

 

   研究開発項目② 無人航空
機の運航管理システム及び
衝突回避技術の開発 
（１）無人航空機の運航管理
システムの開発 
本プロジェクトにおける

運航管理システムは、運航管
理統合機能、運航管理機能、

 研究開発項目② 無人航空機の運航管理シ
ステム及び衝突回避技術の開発（以下１３テ
ーマ／３０実施者を新規採択） 
（１）無人航空機の運航管理システムの開発
（福島ロボットテストフィールドの活用） 
 運航管理システムのシステムアーキテク
チャーや共通 API の検討に着手し、飛行試験
に向けた環境整備を実施するとともに、福島
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情報提供機能から構成され
るものとし、無人航空機の安
全な運航をサポートする各
種機能・システムを開発す
る。 
（２）無人航空機の衝突回避
技術の開発 
無人航空機が地上及び空

中の物件等を検知し、即時に
当該物件等との衝突を回避
し飛行するための技術を開
発し、民間企業等が実施する
実用化開発を支援する。 

県との協力協定締結した。また、物流や警備、
災害対応、離島物流等に対応した運航管理機
能の開発を推進し、飛行試験５テーマ、成果
報告会、７件のプレスリリースを実施した。
さらに、安全な運航をサポートする各種情報
提供（気象情報や地図情報等）機能の開発と
実証実験を実施した。 
（２）無人航空機の衝突回避技術の開発（世
界初・日本発の技術開発） 
 電波センサや光波センサ等を搭載するこ
とで無人航空機自らが衝突を回避する世界
初の技術開発を推進した。また、準天頂衛星
による高精度な位置情報を共有することで
衝突を回避する日本発の技術開発に着手し
た。 

   研究開発項目③ ロボッ
ト・ドローンに関する国際標
準化の推進 
（１）デジュール・スタンダ
ード 
標準化を推進する国際機

関や諸外国の団体等の動向
を把握し、国際的に連携しな
がら検討と開発を進め、本プ
ロジェクトの成果を国際標
準化に繋げるための活動を
実施する。 
（２）デファクト・スタンダ
ード 
技術開発スピードが速く、

デファクトが鍵を握るロボ
ットについては、世界の最新
技術動向を日本に集め、日本
発のルールで開発競争が加
速する手法を推進する。 

 研究開発項目③ ロボット・ドローンに関す
る国際標準化の推進 
（１）デジュール・スタンダード 
 無人航空機の国際標準化活動の推進し、Ｉ
ＳＯ／ＴＣ２０／ＳＣ１６国内委員会へ参
画するとともに、国内外の無人航空機の技術
開発、利活用動向等を調査報告した。さらに、
国内外及びプロジェクト内外への情報発信
を見据えたプラットフォーム構築し、Ｊａｐ
ａｎ Ｄｒｏｎｅ ２０１８において本プロ
ジェクトの研究開発概要を発信した。 
（２）デファクト・スタンダード 
 研究開発を促進させる競技会形式及び社
会実装を進めるための展示手法の研究開発
を実施した。競技大会の４つのカテゴリー
（ものづくり、サービス、インフラ・災害対
応、ジュニア）ごとに競技の詳細設計を進め、
具体的な開催形式・競技種目・競技ルールを
策定した。 

●性能評価手法について、日本初となる米
国国立標準技術研究所（ＮＩＳＴ）への
提案の準備を進め、また、ドローンの運
行管理についてＩＳＯ／ＴＣ２０／ＳＣ
１６国内委員会内で国際標準化を提案。 

 

   ６．戦略的イノベーション創
造プログラム（ＳＩＰ）自動
走行システムの大規模実証
実験 [平成２９年度～３０
年度] 
「交通事故低減（交通事故

死者２，５００人以下／年）」
「２０２０年を目途に準自
動走行システム（レベル３）
の実現と普及」、「２０２０年
東京オリンピック・パラリン
ピック競技大会を一里塚と
する」といった国家目標を基
に設定された、「戦略的イノ
ベーション創造プログラム
（ＳＩＰ）自動走行システ
ム」における以下の「重要５
課題」について、公募により
委託先を選定し、大規模実証
実験に着手する。 
ⅰ） ダイナミックマップ 
ⅱ） ＨＭＩ（Human Machine 
Interface） 
ⅲ） 情報セキュリティ 
ⅳ） 歩行者事故低減 
ⅴ） 次世代都市交通 

 ６．戦略的イノベーション創造プログラム
（ＳＩＰ）自動走行システムの大規模実証実
験 [平成２９年度～３０年度] 
 「戦略的イノベーション創造プログラム
（ＳＩＰ）自動走行システム」における以下
の「重要５課題」について、管理法人として
公募により委託先を選定し、平成２９年１０
月から大規模実証実験を開始した。この大規
模実証実験は、高速道路や一般道といった公
道等での実験を実施し、多くのメーカーがオ
ープンに参加、協調して、国際連携・国際標
準化の推進を図る、国際的にも例をみない枠
組みである。 
ⅰ） ダイナミックマップ 
ⅱ） ＨＭＩ（Human Machine Interface） 
ⅲ） 情報セキュリティ 
ⅳ） 歩行者事故低減 
ⅴ） 次世代都市交通 
 
大規模実証実験においては、「ＳＩＰ自動

走行システム」研究開発計画に基づき開発し
た技術、及び自動車メーカーや関係企業等が
開発してきた自動走行システムに係る各技
術を用いて、国内外の関係者が実証実験を同
時に行い、課題等の洗い出しを行った。具体
的には、以下のとおり取り組んだ。 

●公募と併せて大規模実証実験への参加者
を募集し、自動車メーカー、自動車部品
サプライヤー、ベンチャー企業、大学等、
国内外から２２者が参加。 

 
●ドライバーの覚醒度を指標化するため
に、自動車メーカーや大学ら６者が同じ
装置を用いて、６か月に渡り公道上で実
際に車を走行しデータを収集する、国内
初の試みを実施。 

 
●本実証実験は、自動走行に係る我が国最
大規模の実証実験であり、一般道、高速
道等、複数種類の環境を用意し、多くの
メーカーがオープンに参加、協調して取
り組む、国際的にも例をみない枠組み。 

 
●国際標準化に向けて、ダイナミックマッ
プの仕様について協議し、参加した日欧
２２者間で合意した。 
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大規模実証実験において

は、「ＳＩＰ自動走行システ
ム」研究開発計画に基づき開
発した技術、及び自動車メー
カーや関係企業等が開発し
てきた自動走行システムに
係る各技術を用いて、国内外
の関係者が実証実験を同時
に行い、課題等の洗い出しを
行うとともに、技術開発や社
会制度、法制面へフィードバ
ックし実用化を加速する。 
（１）混流交通の実環境下に
おいて、実用化に向けた技
術・制度面での具体的課題の
抽出、対処推進 
・ダイナミックマップやＨＭ

Ｉ等の各要素技術の開
発・実証の推進 

・社会制度・法制面の検討を
促進（道路交通法、事故発
生時の責任分担等） 

（２）ＳＩＰ参加者のみなら
ず多彩なプレイヤーも参加
することで、新たな視点を獲
得 
（３）海外メーカーにも公
開、日本から発信すること
で、国際連携・協調を先導 
（４）一般市民による参加も
促すことで、社会的受容性を
醸成 

（１）混流交通の実環境下において、実用化
に向けた技術・制度面での具体的課題の抽
出、対処推進 
 ダイナミックマップについては、７５８ｋ
ｍの高精度３Ｄ地図データを整備し、国内外
の自動車メーカー等による評価を実施し、１
４地物は利用可能と確認した。ＨＭＩについ
ては、ドライバーの状態維持、システム状態
表示、外向けＨＭＩの有効性等を検証し、一
例として、自動走行レベル変化が複数のシス
テムはドライバーの反応を遅くすると確認
し、今後ガイドライン等へ反映した。情報セ
キュリティについては、セキュリティベンダ
ー３社により競争的に脅威分析や評価ガイ
ドラインドラフト等を策定し、ステージゲー
ト審査を行い次年度に実証実験に進む１社
を選定した。歩行者事故低減については、歩
車間通信技術と高精度測位・行動予測技術に
よる歩車相互に注意喚起を行う端末の基本
動作検証及び実証実験計画立案を実施した。
実証実験に向け、次年度に総務省施策で行う
端末改良に資する異常動作要因を分析した。
次世代都市交通については、都市交通情報を
集約するＡＲＴ情報センター構築や、ＰＴＰ
Ｓ優先権調停機能の構築、歩行者移動支援実
験を完了した。また公共交通機関としてのバ
スの操舵制御技術開発により、不快な揺れの
少ない正着制御を実現しつつある。社会受容
性については、国内外の有識者を対象とした
自動走行技術体験イベント開催や、国内外実
証実験の社会受容性醸成を目的とした取組
の効果分析を実施した。 
（２）ＳＩＰ参加者のみならず多彩なプレイヤ
ーも参加することで、新たな視点を獲得 
 国内外から、自動車メーカー、自動車部品サ
プライヤー、ベンチャー企業、大学など、２２
者が実験に参加。参加者による実験の結果を研
究開発にフィードバックした。 
（３）海外メーカーにも公開、日本から発信
することで、国際連携・協調を先導 
 海外自動車メーカー３者、海外自動車部品
サプライヤー３者が実験に参加、ダイナミッ
クマップやＨＭＩについて国際連携・国際標
準化を推進するため、ワーキンググループで
の意見集約やシンポジウムを実施するなど
の取組を行い、日本企業含め全２２者間で合
意した。 
（４）一般市民による参加も促すことで、社
会的受容性を醸成 
 国内外の有識者を対象とした自動走行技
術体験イベント開催や、国内外実証実験の社
会受容性醸成を目的とした取組の効果分析
を実施した。 

 ⅹ）新製造技術分野 
ものづくり基盤技術と

して、短時間、高品質の製
造及び量産に耐えうるコ
スト構造の確立のため、難
加工材料等の先進材料の
切断など、次世代製品の加
工システムを３種類以上
実用化することとする。新

（ⅹ）新製造技術分野 
近年、新興国の製造技

術水準の向上は著しく、
我が国はさらに高付加価
値製品・技術を創出し、
省資源、省エネルギー、
生産量への柔軟性等を実
現する効率的な製造プロ
セスを確立することが喫

（ⅹ）新製造技術分野 
１．戦略的イノベーション創
造プログラム（ＳＩＰ） 革
新的設計生産技術 [平成２
６年度～平成３０年度] 
設計や生産・製造に関する

革新的な技術の開発等を行
い、地域の企業や個人が持つ
アイデアや技術・ノウハウを

－ 
 

（ⅹ）新製造技術分野 
１．戦略的イノベーション創造プログラム
（ＳＩＰ） 革新的設計生産技術 ［平成２
６年度～平成３０年度]  
設計や生産・製造に関する革新的な技術の

開発等を行い、地域の企業や個人が持つアイ
デアや技術・ノウハウを活かし高付加価値な
製品やシステム、サービスを産み出す、新た
なものづくりスタイルを確立することを目
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しい製造システムとして、
大規模な生産設備が不要
で、設備投資とエネルギー
消費を大幅に削減できる
少量多品種生産に対応し
た製造システムの実用化
に向けた技術開発等を行
うこととする。 

緊の課題となっている。 
第３期中期目標期間に

おいて、以下のようなシ
ステムとしての新しい製
造技術の技術開発を推進
する。 
(a)ものづくり基盤技術 
炭素繊維複合材料等の

先進材料の切断など、次
世代製品の短時間、高品
質の製造及び量産に耐え
うるコスト構造の確立の
ため、低コストに製造す
る加工システム技術の開
発を推進し、３種類以上
のシステムを実用化す
る。 
(b)新しい製造システム 
 大規模な生産設備が不
要で、設備投資とエネル
ギー消費を大幅に削減で
きる少量多品種生産に対
応した製造システムの実
用化・事業化に向けた技
術開発等を行う。 

活かし高付加価値な製品や
システム、サービスを産み出
す、新たなものづくりスタイ
ルを確立することを目的に、
以下の研究開発を実施する。 

的に、以下の研究開発を実施した。 
 

 研究開発項目① 超上流デ
ライト設計手法の研究開発 
多様なデライト設計手法

を構築し、設計支援ツール等
の形でユーザーに提供する
ことを出口戦略としており、
平成２９年度は、デライト設
計手法として平成２８年度
に整理した「感性設計」、「潜
在価値抽出」を取り入れたそ
れぞれの設計支援ツールの
完成度を上げ、ユーザーが使
用できるレベルに持ってい
く。 

－ 研究開発項目① 超上流デライト設計手法
の研究開発 
平成２８年度のＧＢ評価を受けてのＰＤ

の方針により、平成２９年度は、研究開発の
軸足を研究開発項目（Ｂ）に注力することと
なった。それにより「感性設計」、「潜在価値
抽出」で取り組んでいる研究テーマ６テーマ
を２テーマに絞り、設計支援ツールとして実
用化に取り組んだ。現在、ツールの研究開発
と並行してそれぞれの設計支援ツールの完
成度を上げるため、有力カスターでのテスト
ユースを推進、その有効性実証、課題の抽出
を実施。 

  

  研究開発項目② 革新的生
産・製造技術の研究開発 
従来にない高品質、低コス

ト化、新しい機能の発現を可
能とする革新的生産・製造技
術の研究開発を実施してお
り、平成２９年度は、「複雑・
迅速造形」、「高性能・新機能」
を実現する各製造ツールを
実用化レベルまで完成度を
上げ、ユーザーに使用させる
ことによりその有効性を実
証する。 
 

－ 研究開発項目② 革新的生産・製造技術の研
究開発 
平成２８年度のＧＢ評価を受けてのＰＤ

の方針により、平成２９年度は、「複雑・迅
速造形」、「高性能・新機能」で取り組んでい
る研究テーマ１５テーマを１０テーマに絞
った。今後、各テーマが研究開発している製
造装置／ツールにおいて実用化レベルの完
成度を目指す。現在、製造装置／ツールの研
究開発と並行してそれぞれの有力カスター
でのテストユースを推進、その有効性実証、
課題の抽出を推進。 

  

   ２．高輝度･高効率次世代レ
ーザー技術開発 [平成２８
年度～平成３２年度] 
我が国が世界のトップラ

ンナーとして、これまでにな
く高効率かつ高輝度（高出
力･高ビーム品質）で、多様
な素材を効率よく加工でき
るレーザー技術を開発する
ことにより、燃料消費･温室
効果ガス排出の削減を図る
とともに、我が国のものづく
り産業の競争力強化を図る。 

 ２．高輝度･高効率次世代レーザー技術開発 
[平成２８年度～平成３２年度] 
 我が国が世界のトップランナーとして、こ
れまでになく高効率かつ高輝度（高出力･高
ビーム品質）で、多様な素材を効率よく加工
できるレーザー技術を開発することにより、
燃料消費･温室効果ガス排出の削減を図ると
ともに、我が国のものづくり産業の競争力強
化を図る。 

  

   研究開発項目① 高品位レ
ーザー加工技術の開発 
形状荒れや熱変性の影響

を抑えた実用的な短波長・超
短パルスレーザー加工シス
テムを開発する。 

 研究開発項目① 高品位レーザー加工技術
の開発 
短波長・超短パルスレーザーの試作と評価

を順調に進めた。下半期では、試作したレー
ザーを搭載した加工システムのテスト稼働
を開始した。 

  

   研究開発項目② ハイパワ
ーレーザーによる体積加工
技術の開発 
構造部材の成型や高強度

化を効率良く処理すること
を目指したパルスエネルギ
ーの高いレーザー加工シス
テムを開発する。 

 研究開発項目② ハイパワーレーザーによ
る体積加工技術の開発 
パルスエネルギーの高いレーザー加工シ

ステムの開発に向け、レーザー部分の試作と
評価を順調に進め、今年度目標を達成した。 

  



Ⅰ－2－104 

   研究開発項目③ 次々世代
レーザー基盤技術の研究開
発 
将来のレーザー加工技術

に資する新しいレーザー構
造の探索や未踏波長領域開
拓に向けた基盤技術を研究
開発する。 

 研究開発項目③ 次々世代レーザー基盤技
術の研究開発 
６種類の新規光源開発を順調に進めた。当

初目標を前倒しして達成したテーマもある。 

  

   研究開発項目④ 次世代レ
ーザー加工共通基盤技術の
研究開発 
レーザー加工の学理に立

脚して、素材に適した最適な
レーザー加工条件を効率的
に導出するための基盤技術
を研究開発する。 
 

－ 研究開発項目④ 次世代レーザー加工共通
基盤技術の研究開発 
最適なレーザー加工条件を導出するため

のレーザー加工プラットフォームの開発を
順調に進め、今年度目標を達成した。 

●青色半導体レーザー光源の高輝度化によ
り純銅を積層造形できる３Ｄプリンタを
世界で初めて実現。 

 
●本プロジェクトの成果をもとに高輝度青
色半導体レーザー光源は製品化され、平
成３０年１月から販売開始。 

 

   ３．次世代型産業用３Ｄプリ
ンタの造形技術開発・実用化
事業 [平成２９年度～平成
３０年度] 
本事業では、日本の強みで

ある素材や機械制御技術等
を活かして少量多品種で高
付加価値の製品・部品の製造
に適した三次元積層造形技
術の基盤及び装置開発を行
う。加えて、開発してきた各
要素技術（装置、ソフトウェ
ア、材料等）を集約し、造形
物（自動車・発電用部品等）
の品質確保のための実用化
技術開発を行う。 

 ３．次世代型産業用３Ｄプリンタの造形技術
開発・実用化事業 [平成２９年度～平成３
０年度] 
本事業では、日本の強みである素材や機械

制御技術等を活かして少量多品種で高付加
価値の製品・部品の製造に適した三次元積層
造形技術の基盤及び装置開発を行った。加え
て、開発してきた各要素技術（装置、ソフト
ウェア、材料等）を集約し、造形物（自動車・
発電用部品等）の品質確保のための実用化技
術開発を行った。 

  

   研究開発項目① 基盤技術
の研究開発 
造形・材料データベースの

構築とシミュレーション技
術による最適な加工条件を
導出する。 

 研究開発項目① 基盤技術の研究開発  
最適な積層条件を導出するためのレシピ

及びシミュレーション技術の開発を進め、溶
融凝固シミュレーションでは競合海外研究
機関を上回る成果が得られた。 

  

   研究開発項目② 電子ビー
ム方式の３Ｄプリンタ技術
開発及びレーザービーム方
式の３Ｄプリンタ技術開発 
高速化・高精度化技術を開

発し、品質安定化改良を行
う。 
異種材料の複層造形技術実
用化を行う。 
電子ビーム方式、レーザービ
ーム方式の装置を開発する。 

 研究開発項目② 電子ビーム方式の３Ｄプ
リンタ技術開発及びレーザービーム方式の
３Ｄプリンタ技術開発 
完成した試作機による造形試験を行い、問

題点・改良点の抽出と対策を実施し、レーザ
ービーム方式の２機種については、当初目標
を前倒しで上市を開始し、来年度より販売を
開始する。 

  

   研究開発項目③ 金属等粉
末製造技術及び粉末修飾技
術の開発 
真球形状で、高流動性と耐

酸化性を有する、Ｔｉ系、Ｎ
ｉ系、Ａｌ系、Ｃｕ系、Ｆｅ
系の合金粉末を開発し、低コ
スト化試作を行う。 

 研究開発項目③ 金属等粉末製造技術及び
粉末修飾技術の開発 
各種合金粉末を、それぞれ各３Ｄプリンタ

の試作機で使用し、流動性など、造形可能な
品質を得ている。歩留の改善と造形物の物性
試験結果を基に更なる特性向上に向け改良
を推進中。 

  

   研究開発項目④ 鋳造用砂
型３Ｄプリンタの技術開発 
無機及び有機バインダー

 研究開発項目④ 鋳造用砂型３Ｄプリンタ
の技術開発 
目標スペックを上回る砂型用３Ｄプリン
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技術の開発と鋳型砂を開発
する。 
砂型用３Ｄプリンタ装置を
開発する。 

タ装置が完成し、ユーザー組合員による繰返
し精度、耐久性等の運用試験のもとに、量産
型装置を製作、試験運転を順調に進めてお
り、４月からの販売開始する。 

   研究開発項目⑤ 金属積層
造形技術の実用化に向けた
実証 
製品の特性と品質の安定

性を評価することで量産技
術として確立する。 

 研究開発項目⑤ 金属積層造形技術の実用
化に向けた実証 
ユーザー組合員の求めるテスト品を各装
置・粉末の組合せで試験造形し、品質実証、
課題の抽出を行い、試験造形加速のための試
作機の増設を実施した。 

  

 ⅺ）ＩＴ融合分野 
ビッグデータを、コンピ

ューティング能力を活用
することにより、異種産業
が 
融合した、いわゆるＩＴ融
合による新産業の創出を
目指すための取組を行う
とともに、ＩＴ融合の実現
に必要となる、ビッグデー
タのリアルタイム処理や、
モバイルの基盤技術を確
立するものとする。 

（ⅺ）ＩＴ融合分野 
現在の「医食住インフ

ラ」の多くはその基礎を
四半世紀以上前に作られ
たものであり、社会情勢
の変化や災害等に対する
脆弱性が増してきてい
る。ハード面のインフラ
を抜本的に見直すのでは
なく、追加的なハードの
投入を最小限とし、その
運用・制御というソフト
面からのアプローチでよ
り効率的な社会システム
を構築する動きが各国で
盛んになってきている。 
第３期中期目標期間に

はビッグデータを、コン
ピューティング能力を活
用することにより、異種
産業が融合したいわゆる
ＩＴ融合による新産業の
創出を目指し、都市交通
分野・ヘルスケア分野・
農商工連携分野等におい
て、実証事業等を実施し、
実用化・事業化と普及促
進を目指す。併せて、Ｉ
Ｔ融合の実現に必要とな
る、ビッグデータのリア
ルタイム処理や、モバイ
ルの基盤技術を確立す
る。 

（ⅺ）ＩＴ融合分野 
（該当プロジェクトなし） 

 （ⅺ）ＩＴ融合分野 
（該当プロジェクトなし） 

  

 xⅲ）境界・融合分野 
生涯健康や安全・安心等

を中心とした社会ニーズ
や社会的貢献の実現を視
野に入れ、高付加価値ＭＥ
ＭＳ（微小電気機械システ
ム）等を活用しつつ、各分
野の境界分野及び分野を
跨ぐ技術の融合領域にお
ける技術開発を推進する
こととする。 

（xⅲ）境界・融合分野 
急速な知識の蓄積や新

知見の獲得によって、異
分野技術の融合や新たな
技術領域が現れることを
踏まえ、従来の取組を更
に強化し、生涯健康や安
全・安心等を中心とした
社会ニーズや社会的貢献
の実現を視野に入れつ
つ、高付加価値の微小電
気機械システム（ＭＥＭ
Ｓ）技術を用いた超小型
センサー及びそれらの制
御システムを開発する
等、各分野の境界分野及
び分野を跨ぐ技術の融合
領域における技術開発を

（xⅲ）境界・融合分野 
（該当プロジェクトなし） 

－ （xⅲ）境界・融合分野 
（該当プロジェクトなし） 
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推進する。 
具体的には、第３期中

期目標期間中に新しい機
能を提供するＭＥＭＳデ
バイスを開発するととも
に、ＭＥＭＳデバイスを
活用した新たなサービス
の実用化・事業化を図る
こととし、この取組によ
って７種類以上のサービ
ス提供を実現する。 

 
 
 
 
 
 
 
以上の内容を踏まえ、顕著な成果が出て

いることから、本項目の自己評価をＡとし
た。 
 

     
＜課題と対応＞※独立行政法人通則法第二十八条の四に基づく評価結果の反映状況 

平成２８年度評価における指摘事項 平成３０年度計画等への反映状況 
 
○Ｓｏｃｉｅｔｙ ５．０の実現に向け
た重要な技術であるＡＩ・ロボット、
ＩｏＴ等について、我が国が強みを有
するものづくり技術との融合を目指
し、ベンチャー企業等も広く参画させ
つつ、産学官の英知を集結し、関係府
省とも緊密に連携しながら研究開発を
一層推進すべきでないか。 

 
 

（平成２９年度における取組・平成３０年度計画等への反映） 
○Ｓｏｃｉｅｔｙ ５．０の実現に向けた重要な技術であるＡＩ・
ロボット、ＩｏＴ分野の事業推進にあたっては、これまでもベン
チャー企業等の参画、産学官の英知集結、関係府省との緊密な連
携を行ってきたところ。具体的には、ＡＩ・ロボット分野では、
「ロボット活用型市場化適用技術開発プロジェクト」において中
堅・中小企業等を積極的に採択して生産性向上等を目的とした新
たなロボットの開発を実施している他、革新的・挑戦的なＡＩ技
術を発掘して支援することを目的に、優れたＡＩベンチャー企業
の研究テーマをコンテスト方式で審査して採択するなどの新たな
取組も開始。また、関係省庁、大学、研究開発法人、民間企業が
連携する産学官連携施設として整備される、人工知能に関する「グ
ローバル研究拠点」での研究に向け、平成２９年度に新たに先導
研究を開始。さらに、ＩｏＴ分野では、総務省及び経済産業省の
協力のもと作られたＩｏＴ推進ラボと連携して、ポテンシャルの
高いベンチャー企業への支援を実施。また、「ＩｏＴを活用した新
産業モデル創出基盤整備事業／高度なデータ活用を可能とする社
会インフラ運営システムの開発／水道ＩｏＴの社会実装推進に向
けた検討」の中では厚生労働省等他府省とも連携してプロジェク
トを推進している。引き続き、これらの取組を継続しつつ、Ｓｏ
ｃｉｅｔｙ ５．０の実現に向けた重要技術の開発等に取り組ん
でまいりたい。 

○内閣府の戦略的イノベーション創造プログラム（ＳＩＰ）のうち、
ＡＩ・ロボット、ＩｏＴ分野等の９課題について管理法人を担う
など、内閣府、総合科学技術・イノベーション会議と連携して事
業を推進。 
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様式２－１－４－１ 国立研究開発法人 年度評価 項目別評価調書（研究開発成果の最大化その他業務の質の向上に関する事項）様式 

Ⅰ（ク）技術分野ごとの計画 （国際分野） 

３．中長期目標、中長期計画、年度計画、主な評価軸、業務実績等、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標 中長期計画 年度計画 主な評価軸（評価の

視点）、指標等 

法人の業務実績等・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 

      ＜自己評価＞ Ａ 評定  
 ⅻ）国際展開支援 

エネルギー・環境分野や
産業技術分野等における各
国の政策、規制環境等を踏
まえ、日本の優れた技術を
核に、海外実証事業等を、
強力に推進することとす
る。 

(ⅻ)国際展開支援 
経済成長に伴うエネル

ギー需要の増大及びそれ
に伴う温室効果ガスの排
出増加により、世界におけ
るエネルギー効率の向上
及び再生可能エネルギー
の導入はエネルギー需給
の安定化及び地球温暖化
対策として重要な課題で
ある。また、これを支える
電力系統安定化や需給管
理、経済社会全体での最適
利用等、国際社会は新たな
技術課題に直面している。
さらに、水や廃棄物などの
環境問題の顕在化や、高齢
化等を背景とした医療・福
祉等に係る技術ニーズが
世界的に高まっている。こ
うした背景の下、日本の優
れたエネルギー・環境技術
及び産業技術の国際展開
により、これら課題の解決
を図ると同時に、日本企業
によるグローバル市場の
獲得に資することが重要
である。 

そこで、第３期中期目標
期間においては、上記課題
の解決のため、エネルギ
ー・環境分野等における各
国の多様なニーズやエネ
ルギー政策、規制環境等を
踏まえ、日本の優れた技術
を核に、海外実証事業を強
力に推進する。実施に当た
っては、これまでの海外実
証事業の経験から得られ
た教訓を踏まえ、より効果
的・効率的に事業を推進す
る。 
 具体的には、対象技術は
必ずしも最先端なものに
こだわらず、相手国の要求
スペックや有効需要に合
致した技術を優先すると
ともに、企業の海外展開戦
略に適合した技術である
ことを重視する。また、関
係省庁・機関と協力し、海
外展開にかかわる関連施

(ⅻ)国際展開支援 
１．エネルギー消費の効率化
等に資する我が国技術の国際
実証事業 ［平成５年度～平
成３２年度］ 
我が国が強みを有する省エ

ネルギー・再生可能エネルギ
ー、スマートコミュニティ等
の技術を対象に、相手国のニ
ーズ・要求スペックに即した
技術・システムを実証し、当
該技術の普及を推進する。平
成２９年度は、再生エネルギ
ー技術の進展等を踏まえた世
界の電力市場の大変化等を踏
まえた戦略に沿って、政策価
値の高い事業を実施する。具
体的には、フィリピン「新公
共交通システム実証事業」や
米国「電気自動車（ＥＶ）の
行動範囲拡大を目的とした実
証事業」で実証運転を開始す
る。また、協力協定を締結し
たロシアでは風力発電システ
ムに関する調査を開始すると
ともに、インドでは蓄電シス
テム導入を含む系統安定化に
関する調査を開始する。また、
個別テーマ毎の取組では、採
択時・フェーズ移行等の事前
評価に導入した経済性評価の
実効性を高めるとともに、事
後評価・追跡調査等のフィー
ドバックと併せ、技術普及を
促すためのノウハウ蓄積につ
なげていく。さらに、低炭素
社会の実現に向けた国際連携
の深化を図る国際会議とし
て、第４回“Innovation for 
Cool Earth Forum（ＩＣＥＦ）”
を実施する。過去３回の会合
を経て、産官学の第一人者が
イノベーションで温暖化問題
を解決する方法について議論
し、協力するためのプラット
フォームを提供するという基
盤は固まり、「人為的なＣＯ２

の Net Zero Emission」とい
う目指すべきテーマを共有し
たところである。今後、テー
マの深化を図るとともに、Ｉ
ＥＡなど様々な国際組織との

－ (ⅻ)国際展開支援 
１．エネルギー消費の効率化等に資する我
が国技術の国際実証事業 ［平成５年度～
平成３２年度］ 
平成２９年度は２０ヶ国において、３２

件の実証事業を実施した。累積で２５ヶ
国、９５件の国際実証事業を推進してお
り、着実に実証国・件数ともに拡大。 
 一方で、一部の事業において、相手国側
の事情等により、実証機器製作段階でプロ
ジェクトの中止及び事業終了後の資産処
分で問題が生じた。今後の再発の防止に向
け、海外実証事業の実施にあたっては、過
去の教訓例を集め、分析、その教訓を形式
知化した「リスクマネジメントガイドライ
ン（初版）」を策定。事業の採択や実施の
段階で、常に目標や目的に立ち返ってマネ
ジメントができるような制度を構築した。 
 実証事業のうち、ドイツ・シュパイヤー
市におけるスマートコミュニティ実証事
業では、市内の戸建て（想定）住宅及び集
合住宅各１６世帯に太陽光発電（ＰＶ）、
蓄電池、ヒートポンプ（ＨＰ）を導入し、
クラウドＨＥＭＳにより各機器を最適制
御することで、エネルギーコストを最小化
しつつ、集合住宅全体の年間電力自給率６
９％、１世帯あたりの年間平均電力自給率
６０％を達成。各国で蓄電池設置による自
己消費が経済的となる環境でのビジネス
モデルとして進展すると考えられる「エネ
ルギーの地産地消」モデルにおいて、本実
証事業の成果は、商用ベースでの普及に向
けた第一歩となった。 
 また、モスクワにおける高度交通信号シ
ステム実証では、モスクワの慢性的な渋滞
を改善すべく、リアルタイムで交通量を予
測し、信号サイクルを自律的に制御する、
日本の高度交通信号システムを導入し、最
大で４０％の大幅な渋滞削減を達成。移動
時間短縮による経済活動の活性化や、車の
燃費改善によるＣＯ２排出量の削減にも
貢献した。この実証成果により、ロシアの
ヴォロネジ市の１０交差点への本システ
ムの導入が決まる等、民間単独では参入の
難しいロシアのインフラ分野において日
本のシステムの普及展開に大きく貢献。安
倍総理からプーチン大統領に提案した８
項目の『協力プラン』の１つとして大きな
成果をあげることに成功し、現地ドライバ
ーの「移動時間が短くなって嬉しい」等の
肯定的コメントが国営テレビで放送され
る等、現地での評価も高い。 

＜自己評価の根拠＞ 
●新たに４件の実証事業を開始。エネルギー
に関する国際的な課題解決に貢献するこ
とで、我が国のエネルギーセキュリティの
確保を図るとともに、我が国エネルギー産
業の海外展開、市場開拓を促進。 

 
◇国際実証におけるリスクマネジメントガ
イドライン 

●リスクマネジメントガイドラインは、「全
体方針」「リスクチェックリスト」「リスク
対応計画」「リスク対応方針例」で構成。 

 
●個々の事業の採択時から実証の完了・普及
まで、さまざまな課題・リスクを想定し、
柔軟に対処できる体制を構築。（リスクの
特定→リスクの分析・評価→リスク対応計
画の作成→リスク対応計画の監視・評価） 

 
●さらに、国際実証において実際に起こった
事例を教訓として取りまとめ、ＮＥＤＯの
形式知とする仕組みを構築。必要に応じ
て、国際実証の制度に反映。 

 
●ＮＥＤＯ内だけでなく、広く一般にも活用
できるよう、ホームページでガイドライン
を公開。 

 
 
◇「ドイツ・シュパイヤーにおけるスマート
コミュニティ実証事業」［平成２６～２９
年度］ 

●今後、我が国が経験する２０１９年のＦＩ
Ｔ（固定価格買取制度）の買取期間終了や
蓄電池設置による自己消費が経済的とな
る環境でのビジネスモデルを先取りし、優
れた制御手法によりエネルギーコストを
最小化しつつ、実環境で「エネルギーの地
産地消」（電力自給率：集合住宅で６９％、
戸建住宅で６０％）を達成。 

 
●相手国のシュタットベルケは効果を高く
評価し、ドイツ国内で３００のシュタット
ベルケが加盟する団体で事業を自ら周知
宣伝。当該技術の普及展開が期待。 

 
 
◇高度交通信号システム（自律分散制御）実
証事業（ロシア国：モスクワ市）［平成２
６～２９年度］ 

●信号待ちの時間を４０％短縮、信号待ちの
車の台数を３０％削減、さらに移動時間を
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策（事業化可能性調査、人
材育成、共同研究、二国
間・多国間の政策対話等）
との連携を図りつつ、事業
内容に応じ相手国におけ
る普及支援策の新設や参
入障壁となっている制度
の改正等を働きかける。技
術の実証だけでなく、実証
後における我が国の技
術・システムによる売上獲
得を目指し、もって我が国
のエネルギーセキュリテ
ィの確保、環境対策の推
進、エネルギー産業等の海
外展開、市場開拓に結びつ
ける。 
 
(a)国際技術実証事業 

エネルギー・環境分野に
ついては、我が国が推進す
べき省エネルギー技術や
再生可能エネルギー技術
等の実証を行うとともに、
水循環やリサイクル、医療
機器等、我が国の産業技術
力の強化に資する国際研
究開発・実証事業を更に推
進する。加えて、実証事業
等における相手国での地
球温暖化問題への貢献を
定量的に評価し、我が国の
エネルギー・環境技術によ
る貢献とする仕組みの活
用につなげる。 

なお、これら事業の推進
に当たっては、相手国の地
域性、地理的要因、購買力
等の国情を踏まえた適切
な事業運営を行うととも
に、過去の事例分析又はビ
ジネスモデルの構築、国際
標準の獲得等を視野に含
め、得られた成果の当該国
及び第三国への普及・展開
の促進を図る。 
 
(b)スマートコミュニティ
実証事業 

ＩＴの活用によって、エ
ネルギー情報を供給側と
需要側の双方向で共有し、
コミュニティ全体でより
効率的にエネルギーを使
っていく新たなシステム
である「スマートコミュニ
ティ」の構築に関する取組
は、先進国のみならず新興
国を含めて世界的に取組
が広がっており、一時のブ
ーム期を過ぎて、現実の課
題として取組が進められ

連携を図り、温暖化問題解決
に向けた更なるイノベーショ
ンの促進に貢献していく。 

 ベトナムにおける産業廃棄物発電技術
実証事業においては、焼却炉（高温燃焼）
と排煙浄化装置、排熱回収ボイラーと蒸気
タービン発電装置を設置し、産業廃棄物の
無害化と減容化を両立。一日当たり７５ト
ンを衛生的に安全に焼却処分することで
約１０％（約７．５トン）までの減容化及
び排熱回収による１，９３０ｋＷ規模の発
電を達成、余剰電力は電力会社へ販売する
ことで周辺地域への電力供給に貢献した。
また、ベトナム初の廃棄物焼却発電システ
ムであり、許認可手続きや運用に関する実
証を併せて実施した。平成２９年３月にプ
ラントを竣工（試運転完了）し、平成２９
年４月には、ベトナム及び日本の政府関係
者とハノイ市内に産業廃棄物排出工場を
もつ企業関係者などが出席し、同プラント
のサイト内で竣工式を実施した。その後約
半年間の実証運転を経て、平成２９年１１
月にＮＥＤＯからハノイ人民委員会に装
置を無償譲渡した。本実証事業の結果、ベ
トナムのＴ＆Ｔグループと委託先との間
で、ゴミ処理発電案件での提携覚書の締結
につながり、技術の普及展開への道筋を確
立した。 
フィリピンマニラ市の「新公共交通シス

テム実証事業」においては、システムの最
適化を図るため、電動三輪車による運行・
充電のデータ取得を行い、その成果を実証
サイトでの広報イベントで発信した。 
米国における電気自動車（ＥＶ）の行動

範囲拡大を目的とした実証事業において
は、カリフォルニア州内に２５カ所・５５
基の大規模な急速充電ステーションネッ
トワークを完成させ、実証事業を本格的に
開始した。 
ロシアサハ共和国における風力発電シ

ステムにおいては、実証事業に係る協力協
定書（ＭＯＣ）を締結し、実証事業を開始
した。 
インドでは蓄電システム導入を含む系

統安定化に関する調査を実施した。 
 その他、地球温暖化問題の解決に向けた
エネルギー・環境技術分野のイノベーショ
ンを促進する方策を議論する「Innovation 
for Cool Earth Forum（ＩＣＥＦ）」の第
４回年次総会を開催。「ＣＯ２のネットゼ
ロエミッションに向けたイノベーション
の深化」をテーマとし、約８０ヶ国から１，
０００人を越える参加者が集い活発な議
論を行った。また、エネルギー・環境分野
の優れた技術開発、ビジネスモデル等のイ
ノベーション事例を選定するＴｏｐ１０
イノベーションを実施し、世界のイノベー
ション先進事例の認知度向上を図った。ま
た、ＩＥＡ、ＩＲＥＮＡと共にサイドイベ
ントを実施し国際機関との連携を図った。
さらに年次総会の議論を踏まえ、ＩＣＥＦ
ロードマップ（「ＣＯ２利用 ２．０」「エ
ネルギー貯蔵」）を作成し、ＣＯＰ２３の
サイドイベントで年次総会の成果ととも
に発表した。 

最大で４０％短縮を達成。 
 
●ＮＥＤＯの実証成果により、ロシアのヴォ
ロネジ市の１０交差点への本システムの
導入が決まる等、民間単独では参入の難し
いロシアのインフラ分野において日本の
システムの普及展開に大きく貢献。 

 
●安倍総理からプーチン大統領に提案した
８項目の『協力プラン』の１つとして大き
な成果をあげることに成功。 

 
●実証完了式では、２０社以上のメディアか
ら取材があり、現地ドライバーの「移動時
間が短くなって嬉しい」等の肯定的コメン
トが国営テレビで放送される等、現地での
評価も高い。 

 
 
◇産廃発電技術実証事業（ベトナム）［平成
２２～２９年度］ 

 
●ベトナム初の廃棄物焼却発電プラントと
して運転開始。 

 
●一日当たり７５トンを衛生的に安全に焼
却処分することで約１０％（約７．５トン）
までの減容化、及び排熱回収により１，９
３０ｋＷ規模の発電を達成。 

 
●有害廃棄物を含むさまざまな種類の産業
廃棄物への適用可能性を確認。 

 
●ベトナムのＴ＆Ｔグループと委託先との
間で、ゴミ処理発電案件での提携覚書の締
結につながり、技術の普及展開への道筋を
確立。 

 
 
◇Innovation for Cool Earth Forum（ＩＣ
ＥＦ） 

 
●第４回年次総会を開催。約８０ヶ国から約
１，０００名が参加。ホーセン・リー気候
変動に関する政府間パネル（ＩＰＣＣ）議
長等、世界各国の産学官の著名人約１００
名が講演。ＩＣＥＦロードマップ（「ＣＯ２

利用 ２．０」「エネルギー貯蔵」）を作成
し、ＣＯＰ２３（ドイツ）のサイドイベン
トで年次総会の成果とともに発表。 
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ている状況にある。第３期
中期目標期間においては、
日本の優れた技術を核に
現地国ニーズにマッチし
たソリューションを組み
上げ、システムとして展開
していく端緒を拓くべく、
我が国のエネルギーセキ
ュリティ上重要な国での
実証事業を引き続き展開
していく。また、これまで
の電力技術的側面を中心
とした取組に加え、産業競
争力強化の視点から、我が
国経済を牽引する産業を
実証に加えていくととも
に、他省庁や関係機関とも
連携し、取組の幅と深さを
加えつつ、より上流から事
業を展開する取組を強化
する。加えて、実証参加企
業と国際標準化推進企業
の整合化を図り、標準化の
視点を組み込んだ展開を
進める。これにより、実証
したスマートコミュニテ
ィ関連技術を、実証サイト
以外の地域への普及展開
につなげるべく、事業を展
開する。 

２．環境・医療分野の国際研
究開発・実証プロジェクト 
[平成２３年度～平成２９年
度］ 
 我が国の優れた技術を、潜
在市場を有する世界各国に展
開すべく、相手国における具
体的なニーズを把握し、現地
の実情に合った研究開発・実
証事業を推進する。具体的な
対象技術としては、機械シス
テム、電子･材料、バイオ・医
療、省エネルギー、新エネル
ギー、スマートコミュニティ、
環境等とする。 

－ ２．環境・医療分野の国際研究開発・実証
プロジェクト [平成２３年度～平成２９
年度］ 
医療分野のうち、平成２６年度より開始

した「人工関節・手術支援システム構築に
係わる研究開発・実証（タイ）」では、タ
イ人の骨形態に適した人工関節及び手術
器械を製作すると共に、各種強度試験、摩
耗試験等によりデザインの妥当性及び安
全性を評価した。 

  

３．二国間クレジット制度（Ｊ
ＣＭ）に係る地球温暖化対策
技術の普及等推進事業 [平
成２３年度～平成２９年度] 
 二国間合意によって、我が
国が世界に誇る低炭素技術や
製品、インフラ、生産設備等
の普及や移転による温室効果
ガス排出削減・吸収への貢献
を定量的に評価するととも
に、我が国の削減目標の達成
に活用する「二国間クレジッ
ト制度」（ＪＣＭ）の推進に向
けた政府の取組を踏まえ、我
が国の低炭素技術・製品等の
導入による具体的な排出削減
効果等を確認・実証する技術
実証等を実施する。 
 平成２９年度は当該事業の
最終年度に該当することか
ら、現行の実証事業について、
削減効果の計測、報告、検証
を着実に実施できるように、
推進する。（平成２８年度に採
択した実証前調査については
事業化評価を実施して、事業
化を判断した場合には、速や
かにプロジェクトＭＯＵを締
結し、同様に実証事業を実施
する。） 
 さらに、本事業の制度評価
を実施し、今後のＪＣＭ事業
に係る円滑な推進や改善に資
する。 

－ ３．二国間クレジット制度（ＪＣＭ）に係
る地球温暖化対策技術の普及等推進事業 
[平成２３年度～平成２９年度] 
 平成２５年度採択案件では、「グリーン
ホスピタル実証事業」は平成２９年６月３
０日に事業終了、「ベトナム版Ｖ－ＢＥＭ
Ｓ開発によるホテル省エネ促進実証事業」
は平成３０年２月２８日に事業終了し、
各々クレジット発行申請済で、合同委員会
による承認を経て発行する見込み。モンゴ
ルでの実証事業については、事業再開を果
たし、平成２９年１１月１６日にＪＣＭプ
ロジェクト登録済。インドネシアでの実証
事業２件についてはＪＣＭプロジェクト
登録中。 
 平成２６年度に採択したラオスでの実
証事業については、平成２９年７月３１日
にＪＣＭプロジェクト登録済。 
 平成２７年度に採択したベトナムでの
実証事業は、平成２９年１０月１０日に方
法論が承認され、プロジェクト登録手続
中。平成３０年２月２８日に事業終了。イ
ンドネシアでの実証事業は、平成２９年１
２月４日に方法論が承認され、現在プロジ
ェクト登録手続中。 
 平成２９年度公募を実施し、戦略的案件
組成調査６件を採択し、事業を実施した。 
 

●ベトナム沿岸漁業用船舶に設置されてい
るメタルハライド灯や水銀灯等に代わり、
新技術チップオンボードモジュールを搭
載した特殊ＬＥＤ漁灯システムを導入し、
対象船舶の省エネ化（７０％以上の省エネ
効果）及び船上作業改善を実現。 

 
●これにより、ベトナムにおける低炭素技術
（ＬＥＤ漁灯システム）の普及による温室
効果ガスの削減、日ベトナム間に構築され
たＪＣＭ下の事業として実施することに
伴う我が国の地球温暖化対策に貢献。 

 
●ベトナム政府の第一次産業ハイテク化政
策に連動。本政策に基づく同国のハイテク
技術導入支援制度に適用できるよう「漁灯
用ＬＥＤ照明に関する品質ガイドライン
（案）」を作成し、ベトナム側関係省庁等
に説明、提出。ベトナム国内で技術の規格
化／認証制度が確立されれば、高品質な日
本製システムの普及が期待される等、マー
ケットの開拓を推進。 

 

４．国際研究開発／コファン
ド事業 [平成２６年度～平
成３２年度] 
 我が国企業の産業競争力を
強化するため、優れた技術を
持つ海外企業との国際共同研
究開発を通じて、海外の優れ
た技術や知識等を活用し、研
究開発のスピード等を高め、
先端的な技術を創出する。対
象分野としては、新エネルギ
ー、省エネルギー、スマート

 ４．国際研究開発／コファンド事業 [平
成２６年度～平成３２年度] 
平成２９年度は、対象国のイスラエルに

おいて１件、フランスにおいて１件の新規
案件を採択した。また、平成２９年３月に
経済産業省とともにドイツ連邦経済エネ
ルギー省（ＢＭＷｉ）との間で「研究・開
発及びイノベーションに関わる相互協力
に係る共同声明」を調印し、インダストリ
ー４．０やＩｏＴ分野で世界をリードして
いるドイツと初の公募を実施し、２件の新
規案件を採択した。なお、同共同声明は、

●イスラエル、フランス、ドイツとで計４件
の事業を採択。 

 
●平成２９年度末終了事業の内、イスラエル
案件で音響分野、フランス案件で先端薬効
イメージング分野の世界初となる技術開
発を達成。 
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コミュニティ、環境、ロボッ
ト、機械システム、電子（Ａ
Ｉ・ＩｏＴ含む）・情報、材料・
ナノテクノロジー、バイオテ
クノロジー等とする。本事業
は、ＮＥＤＯと相手国機関等
との間で調整・協議の上実施
することとし、ＭＯＵ等を締
結した国を対象とし、政策的
ニーズや予算の状況を踏まえ
つつ、新たに公募を実施する。 

ＣｅＢＩＴ２０１７の会場内にて、日独経
済産業大臣、古川理事長間で調印され、日
独政府間合意文書である「ハノーバー宣
言」の中にも本事業を推進していく旨記載
されているところである。 
 既存の実施事業の内、フランスとの「蛍
光ナノイメージングを用いた創薬支援シ
ステムの開発事業」では、蛍光ナノ粒子を
用いた最先端顕微鏡によるバイオイメー
ジング技術によって、新薬の薬効メカニズ
ムを正確に評価することを目標とし、世界
初となる先端薬効イメージング技術開発
を成功した。これは、細胞内で候補薬が設
計通り作用しているかを分子レベルで可
視化することができる世界でも例のない
技術であり、今後の臨床試験の成功率向上
に寄与することが期待される。 
 また、イスラエルとの「光学マイクロフ
ォンを利用したヘッドフォンを用いた高
騒音下でも使用可能な音声認識システム
の研究開発」では、イスラエルの共同研究
先が開発した光学マイクと、音響マイクを
組み合わせた世界初の雑音抑圧技術を開
発した。当該技術を導入したヘッドセット
の性能評価の結果、従来の音響マイクのみ
で構成されるヘッドセットと比べ、高い雑
音抑圧性能及び音声認識性能が得られた。
また、実際の騒音環境にて実証実験を実施
した結果、当初の目標である音声認識率９
５%を超える認識率を達成し、実使用下で
の利用性に目途が立った。 

５．先進的な火力発電技術等
の海外展開推進事業 [平成
２９年度～平成３３年度] 
 我が国の火力発電等におけ
る優れた技術力を強みに、海
外実証等を実施し、これらの
技術を積極的に展開・普及を
図る。 
（１）石炭高効率火力利用技
術等共同実証事業 
 ウクライナにおいてスチー
ムタービンの効率向上のため
の実証事業を実施するための
実証前調査を実施し、その後、
スチームタービンの設計及び
製作を進める。 
①実証前調査 
 実証事業を実施する上での
適切なプランニング、ＣＯ２

排出削減効果等について調査
する。 
②実証事業 
 事業計画やサイト・設備等
の詳細調査を行うとともに、
設備の設計及び製作等を実施
する。 
（２）石炭高効率利用システ
ム案件等形成調査事業 
 日本のクリーンコール技術
（ＣＣＴ）を利用したシステ
ムを対象とし、海外への普及

 ５．先進的な火力発電技術等の海外展開推
進事業 [平成２９年度～平成３３年度] 
（１）石炭高効率火力利用技術等共同実証
事業 
 ウクライナにおいてスチームタービン
の効率向上のための実証事業を実施する
ための実証前調査を実施した。ＭＯＵ及び
ＩＤの調整奈並びにウクライナ側が実施
している技術審査の対応を行った。 
 
（２）石炭高効率利用システム案件等形成
調査事業 
 日本のクリーンコール技術（ＣＣＴ）を
利用したシステムを対象とし、海外への普
及の促進により我が国の経済成長と世界
のＣＯ２削減の同時達成を図ることを目
的として、案件発掘調査を２件、案件形成
調査を２件実施した。 
 
（３）先進的な火力発電技術等に係る導入
促進事業 
 新興国・途上国等におけるエネルギーセ
キュリティーの向上や低炭素化の促進、環
境負荷低減への貢献を目的に、日本の先進
技術に対する相手国政府、電力事業者等の
理解促進を図るため、相手国政府、電力事
業者等との技術交流等を１０か国１９回
行った。 
 ウクライナにおいてスチームタービン
の効率向上のための実証事業を実施する
ための実証前調査を実施した。ＭＯＵ及び
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の促進により我が国の経済成
長と世界のＣＯ２削減の同時
達成を図ることを目的とし
て、案件発掘調査を２件、案
件形成調査を２件実施する。 
（３）先進的な火力発電技術
等に係る導入促進事業 
 専門家・政策立案者等の招
聘・派遣等を実施することに
より、官民一体となって、日
本の先進技術に対する相手国
政府、電力事業者等の理解促
進を図る。また、当該技術等
の普及に係る実施可能性に関
する調査等を実施する。 

ＩＤの調整並びにウクライナ側が実施し
ている技術審査の対応を行った。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
以上の内容を踏まえ、顕著な成果が出てい

ることから、本項目の自己評価をＡとした。 
 

     
＜課題と対応＞※独立行政法人通則法第二十八条の四に基づく評価結果の反映状況 

平成２８年度評価における指摘事項 平成３０年度計画等への反映状況 

 
○２０５０年までに８０％の温室効果ガ
ス排出量削減等、長期的な課題を解決
するため、従来の発想によらない革新
的技術の発掘手法を創出するととも
に、ＩＣＥＦ(Innovation for Cool 
Earth Forum)等の国際的な取組への貢
献、先進諸国との連携を着実に進める
べきでないか。 

（平成２９年度における取組・平成３０年度計画等への反映） 
○また、ＩＣＥＦは、地球温暖化問題解決のための世界的なイノベ
ーションを引き起こす起爆剤になりうると考えており、ＮＥＤＯ
は引き続き、ＩＣＥＦの議論を積極的にリードすることを通して、
長期的な課題の解決に今後とも貢献していく。 
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様式２－１－４－２ 国立研究開発法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅱ 業務運営の効率化 

当該項目の重要度、難易

度 
－ 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
０３９７国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構一般管理費 
０４０４国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構一般管理費

（エネルギー需給勘定） 
 
２．主要な経年データ 
 評価対象となる

指標 
達成目標 基準値等 

（前中長期目標期間最終

年度値等） 

２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 （参考情報） 
当該年度までの累積値等、必要な

情報 
各種表彰制度での
受賞数 
 

- - 25 件 21 件 44 件 53 件 34 件 
 

新規の研修コース
設置数 
 

中期目標期間中に 5
コース以上 

－ 2 コース 3 コース 1 コース 3 コース 2 コース 
 

一般管理費・業務
経費の合計（一部
を除く）の効率化
の実績値 

平成 24 年度を基準と
して毎年度平均で前
年度比 1.08％の効率
化 

－ 
毎年度平均で 27.6％
の効率化 

毎年度平均で 13.8％
の効率化 

毎年度平均で 17.5％
の効率化 

毎年度平均で 19.4％
の効率化 

毎年度平均で 15.4％
の効率化 

 

  
ラスパイレス指数 
 

－ － 104.1 103.7 105.8 106.4 106.4 
 

 競争性のある契約
の割合 

－ － 
件数ベース 91.0％ 
金額ベース 99.8％ 

件数ベース 96.4％ 
金額ベース 99.9％ 

件数ベース 95.6％ 
金額ベース 99.9％ 

件数ベース 97.4％ 
金額ベース 99.9％ 

件数ベース 95.9％ 
金額ベース 99.7％ 

 

 
職員に対するコン
プライアンスに関
する研修の回数 

年 4回以上 － 

コンプライアンス研
修 1回（延べ 17 回） 
新規入構職員向けコ
ンプライアンス基礎
研修 13 回 

コンプライアンス研
修 1回（延べ 2回） 
新規入構職員向けコ
ンプライアンス基礎
研修 13 回 

コンプライアンス研
修 1回 
新規入構職員向けコ
ンプライアンス基礎
研修 11 回 

コンプライアンス研
修 1回 
新規入構職員向けコ
ンプライアンス基礎
研修 13 回 

コンプライアンス研
修 1回 
新規入構職員向けコ
ンプライアンス基礎
研修 13 回 
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様式２－１－４－２ 国立研究開発法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

Ⅱ（１）機動的、効率的な組織・人員体制 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中長期目標 中長期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
     ＜主要な業務実績＞ ＜評定＞ Ｂ 評定  
 （１）機動的・効率的な組

織・人員体制 
関連する政策や技術動向

の変化、業務の進捗状況に
応じ機動性・効率性が確保
できるような柔軟な組織・
人員体制を整備することと
する。その際、人員及び財
源の有効利用により組織の
肥大化の防止及び支出の増
加の抑制を図るため、事務
及び事業の見直しを積極的
に実施するとともに、人員
及び資金の有効活用の目標
を設定し、その達成に努め
るものとする。 
 

（１）機動的、効率的な組
織・人員体制 

近年における産業技術分
野の技術開発を巡る変化
や、国際的なエネルギー・
環境問題の動向の推移に迅
速かつ適切に対応し得るよ
うな、柔軟かつ機動的な組
織体制を構築し、意思決定
及び業務執行の一層の迅速
化と効率化を図る。その際、
人員及び財源の有効利用に
より組織の肥大化の防止及
び支出の増加の抑制を図る
ため、事務及び事業の見直
しを積極的に実施するとと
もに、人員及び資金の有効
活用の目標として、下記を
設定し、その達成に努める。 

（１）機動的、効率的な組
織・人員体制 
 近年における産業技術分
野の技術開発を巡る変化
や、国際的なエネルギー・
環境問題の動向の推移に迅
速かつ適切に対応し得るよ
うな、柔軟かつ機動的な組
織体制を構築し、意思決定
及び業務執行の一層の迅速
化と効率化を図る。その際、
人員及び財源の有効利用に
より組織の肥大化の防止及
び支出の増加の抑制を図る
ため、事務及び事業の見直
しを積極的に実施するとと
もに、人員及び資金の有効
活用の目標として、下記を
設定し、その達成に努める。
また、「働き方改革」の実現
に向けた政府の取組を踏ま
え、機構内においても「働
き方改革宣言」として具体
的な取組を決定し、実施し
ていくとともに、機構の業
務運営の効率化等を進めて
いくため、業務改善に向け
た取組を進めていく。 

－ （１）機動的、効率的な組織・人員体制 
 近年における産業技術分野の技術開発を
巡る変化や、国際的なエネルギー・環境問
題の動向の推移に迅速かつ適切に対応し得
るような、柔軟かつ機動的な組織体制を構
築し、意思決定及び業務執行の一層の迅速
化と効率化を図った。その際、人員及び財
源の有効利用により組織の肥大化の防止及
び支出の増加の抑制を図るため、事務及び
事業の見直しを積極的に実施するととも
に、人員及び資金の有効活用の目標として、
下記を設定し、その達成に努めた。 

＜自己評価の根拠＞  

  （ア）効率的な業務遂行体
制を確保するため、各部門
の業務に係る権限と責任を
規程等により明確化すると
ともに、プロジェクト基本
計画等により業務の進捗及
び成果に関する目標を明確
に設定し、組織内部におい
てその達成状況を厳格に評
価する。 

（ア）効率的な業務遂行体
制を確保するため、各部門
の業務に係る権限と責任を
規程等により明確化すると
ともに、プロジェクト基本
計画等により業務の進捗及
び成果に関する目標を明確
に設定し、組織内部におい
てその達成状況を厳格に評
価する。 

－ 産業技術開発関連業務及び新エネルギ
ー・省エネルギー関連業務等については、
全ての事業について、各部門が責任を持っ
て策定した基本計画又は実施方針により業
務の進捗及び成果に関する目標の達成度の
把握に努めた。そのうち、平成２９年度は、
ナショナルプロジェクトについて、機構外
部の専門家・有識者を活用した中間評価１
４件及び事後評価８件の分科会を実施し
た。 

  

 特に、プログラムマネー
ジャー等、高度の専門性が
必要とされる役職について
は、産学官からの優れた人
材の登用を行うこととす
る。また、外部人材の登用
等に当たっては、利害関係
者排除の措置を徹底するな
ど、更なる透明性の確保に
努めるものとする。 

（イ）関連する政策や技術
動向の変化、業務の進捗状
況に応じ、機動的な人員配
置を行う。また、産業界、
学術界等の専門家・有識者
等の外部資源の有効活用を
行う。特に、プログラムマ
ネージャー等、高度の専門
性が必要とされるポジショ
ンについては、積極的に外
部人材を登用する。なお、
外部人材の登用等にあたっ
ては、利害関係者排除の措
置を徹底する等、引き続き

（イ）業務の改善を図りつ
つ、関連する政策や技術動
向の変化、業務の状況に応
じ、外部人材も含め適切な
人員配置を行い、人員の増
強を図る。また、産業界、
学術界等の専門家・有識者
等の外部資源の有効活用を
行う。特に、ＰＭ等、高度
の専門性が必要とされるポ
ジションについては、積極
的に外部人材を登用する。
なお、外部人材の登用等に
当たっては、利害関係者排

－ 外部有識者を積極的に登用し、アドバイ
ザーとして５名、プログラムマネージャー
として７名、技術戦略の検討等を担うフェ
ローとして１４名が活躍している。 
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更なる透明性の確保に努め
る。 

除の措置を徹底する等、引
き続き更なる透明性の確保
に努める。 

 また、ＮＥＤＯ職員の民
間企業への派遣も含め、人
材の流動化を促進するとと
もに、ＮＥＤＯのマネジメ
ント人材の育成に努め、Ｎ
ＥＤＯのマネジメント能力
の底上げを図ることとす
る。 

（ウ）機構職員の民間企業
への派遣も含め、人材の流
動化を促進するとともに、
機構のマネジメント人材の
育成に努め、機構のマネジ
メント能力の底上げを図
る。 

（ウ）機構職員の民間企業
への派遣も含め、人材の流
動化を促進するとともに、
機構のマネジメント人材の
育成に努め、機構のマネジ
メント能力の底上げを図
る。 

－ ・国の政策や民間企業の開発戦略等の策定
にかかる知見・経験を深めるべく、他機
関へ１６名の職員を派遣した。 

・機構内職員の技術経営力の強化を図るた
め「出口戦略強化セミナー」（１５講座）
及びプロジェクトマネジメント力強化の
ための「プロジェクトマネージャー育成
講座」（１５講座）を実施した。 

  

 さらに、常に時代の要請
に対応した組織に再編を行
い、本部、国内支部、海外
事務所についても、戦略
的・機動的に見直しを行う
こととする。 

（エ）各部門の業務が相互
に連携して効率的な運営が
行われるような体制になる
よう、更なる随時見直しを
図る。 

（エ）社会情勢、技術動向
に迅速に対応できる組織体
制となるよう、更なる随時
見直しを必要に応じて図
る。 

－ 蓄電池技術及び水素技術への世界的な注
目度の高まりに鑑み、蓄電池、燃料電池及
び水素関連の技術開発並びに社会実装を一
層推進する体制を強化するため、平成３０
年４月１日付けで新エネルギー部の燃料電
池・水素グループ及びスマートコミュニテ
ィ部の蓄電技術開発室を統合し、「次世代電
池・水素部」を新設する組織の見直しを決
定した。 

 
 

 

  （オ）本部、地方支部、海
外事務所間における双方の
円滑な流通、有機的連携を
一層図るとともに、業務の
状況を踏まえ必要に応じ組
織の見直しを図る。特に国
内支部、海外事務所につい
ては、既往の政府決定等を
踏まえ、戦略的、機動的に
見直しを行う。 

（オ）本部、地方支部、海
外事務所間における双方の
円滑な流通、有機的連携を
一層図るとともに、業務の
状況を踏まえ必要に応じ組
織の見直しを図る。なお、
引き続きＮＥＤＯ分室につ
いては、他の独立行政法人
とそれぞれの会議室を共有
する運用を継続する。 

－  海外事務所間の円滑な業務連携及び各所
の機動力の向上に向け、ニューデリー事務
所の移転並びに関西支部及びワシントン事
務所の所在地の見直し検討を行った。 
 経済産業省所管の独立行政法人間におけ
る事務所スペースの集約化、共有化に向け
た取組として、海外事務所については、他
の独立行政法人との事務所近接化及び会議
室の相互利用環境を整備・継続し、ＮＥＤ
Ｏ分室は他の独立行政法人とそれぞれの会
議室を共有する運用を継続している。 

  

   （カ）「働き方改革」を積極
的に推進するため、実現に
向けた「働き方改革宣言」
として具体的な取組を決定
するとともに、その環境整
備を進めるためテレワーク
の導入検討、プレミアムフ
ライデーの実施などの取組
を着実に実行していく。 
また、機構の業務運営の

効率化等を進めていくた
め、業務改善ヒアリングと
して機構内から業務改善に
関する意見聴取を行い、改
善方策の検討を行うととも
に、業務改善に向けた取組
を進めていく。 
その他、業務改善の一環と
して、以下の取組を実施す
る（再掲）。 
・技術開発プロジェクトの
研究員の範囲を学生（大
学院後期博士課程）まで
拡大（再掲） 

・中小企業等においては研
究委託費の間接経費の上
限を１５％から２０％

 「働き方改革」を推進するため、以下の取
組を実施した。 
・テレワーク制度の導入に向けてテレワー
クの試行を実施。試行参加者へのアンケ
ート調査等による課題抽出を行い、次年
度以降本格実施のための実施要領の検討
を行った。 

・プレミアムフライデーの定着のため、事
前周知とともに該当日の数日前には一斉
放送による呼びかけを行い、計画的な休
暇取得の推奨を行った。 

・職員間のコミュニケーションの活性化を
推進するため、技術戦略研究センターに
おいて、オフィスのフリーアドレス化を
導入した。 

●プレミアムフライデーの取組を通じた
計画的な休暇取得の推奨やテレワーク
制度を試行し、育児など事情のある職員
のワークライフバランスの向上に寄与。 

 
●機構内から業務改善に関する意見聴取
を行い、改善方策を検討。 

 
●技術戦略研究センターにおいて、オフィ
スのフリーアドレス化を導入。職員間の
コミュニケーションの活性化を推進。 

 
●会議等に使用する液晶ディスプレイを
各部の要望に合わせて設置。機構の用紙
発注量の削減（平成２９年度：前年度比
－２７％）に大きく貢献。 
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に、国立研究開発法人等
においては１０％から最
大１５％に拡大（再掲） 

・事業実施者からの提出物
について、ウェブ上での
手続きを用いた電子シス
テム化等の検討に着手
（再掲） 

・産業革新機構など事業化
促進に資する機能を有す
る外部機関との積極的な
提携（再掲） 

・研究開発プロジェクトの
マネジメントを支援する
業務アプリケーションシ
ステムの開発（２．（４）
に記載） 

・情報セキュリティマネジ
メントシステムの国際規
格の取得部署の拡大を進
めるとともに、セキュリ
ティマネジメントの定着
化（２．（９）に記載） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
以上の内容を踏まえ、着実な業務運営が

なされていることから、本項目の自己評価
をＢとした。 
 

     
＜課題と対応＞※独立行政法人通則法第二十八条の四に基づく評価結果の反映状況 

平成２８年度評価における指摘事項 平成３０年度計画等への反映状況 

 
○「一億総活躍社会の実現」など政府方
針を踏まえ、女性の活躍、男女共同参
画に関する取組を一層積極的に推進す
べきでないか。 

 
 

（平成２９年度における取組・平成３０年度計画等への反映） 
○ＮＥＤＯでは、「次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画」
を策定し、「仕事と育児の両立支援ガイド」と称し、妊娠段階
から職場復帰後までにおける支援制度を網羅的にまとめた資
料を作成し、配布することで制度の利用を積極的に働きかけて
いる。加えて、男性職員の育児支援制度の利用率向上にも目を
向け、意識調査の結果ニーズの高かった「男性職員向け育児支
援制度ガイドブック」の作成を平成２８年度までに行った。平
成２９年度は、育児支援制度の拡充として、時短勤務の対象を
「子の小学校就学前」から「子の中学校就学前」へ拡大すると
ともに、育児・介護等により時間に制約がある職員の通勤に係
る負担の軽減を図るため、テレワークを試行的に実施した。 

○また、女性が積極的に活躍できる職場として当機構の認知度を
より高める必要があることに鑑み、「女性活躍推進法に基づく
行動計画」を策定し、採用活動において当機構における育児支
援制度等について説明。新卒採用において、男子学生に比べ女
子学生は当機構に対する注目度や理解度がやや低い傾向にあ
ることから、新たな取組として、女子学生向けの説明会を平成
３０年３月に開催し女性職員が直接説明することで、女性職員
の働き方をイメージしやすくすることや、女性専用の採用問合
わせ窓口を開設し、質問することへの抵抗感を引き下げること
で、女子学生も積極的にチャレンジできる雰囲気を醸成してい
く。 
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様式２－１－４－２ 国立研究開発法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

Ⅱ（２）自己改革と外部評価の徹底 
 

 
 
  

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標 中長期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

     ＜主要な業務実績＞ ＜評定＞ Ｂ 評定  
 （２）自己改革と外部評価

の徹底 
全ての事業につき厳格な

評価を行い、不断の業務改
善を行うこととする。また、
評価に当たってはＮＥＤＯ
外部の専門家・有識者を活
用するなど適切な体制を構
築することとする。その際、
評価は、技術評価と事業評
価の両面から適切に実施
し、その後の事業改善へ向
けてのフィードバックを適
正に行うこととする。 

また、ＰＤＣＡサイクル
により、マネジメント・サ
イクル全体の評価が可能と
なるような仕組みを深化さ
せ、「成果重視」の視点を貫
くこととする。 

（２）自己改革と外部評価
の徹底 

全ての事業につき、厳格
な評価を行い、不断の業務
改善を行う。また、評価に
あたっては産業界、学術界
等の外部の専門家・有識者
を活用する等、適切な体制
を構築する。評価は、技術
評価と事業評価の両面から
適切に実施し、その後の事
業改善へ向けてのフィード
バックを行う。 
評価の実施に際しては、

事業のＰＤＣＡサイクル全
体の評価が可能となるよう
「成果重視」の視点を貫き、
技術開発マネジメントに係
る知見、教訓の一層の活用
を図る。 
また、機構の成果のうち

優れたものについては、内
外の各種表彰制度に機構自
らが応募し、又は事業実施
者における応募を促す。 

（２）自己改革と外部評価
の徹底 
平成２９年度に中間評価

を行う全ての事業について、
不断の改善を行う。また、評
価に当たっては産業界、学術
界等の専門家・有識者を活用
するなど適切な体制を構築
する。 
評価は、技術評価と事業評

価の両面から適切に実施し、
事業の加速化、計画の変更等
の事業改善へ向けてのフィ
ードバックを行う。  
 また、機構の成果のうち優
れたものについては、内外の
各種表彰制度に機構自らが
応募し、又は事業実施者にお
ける応募を促す。 
 

－ （２）自己改革と外部評価の徹底 
 平成２９年度はプロジェクト評価につ

いては１４件の中間評価、８件の事後評価
を、制度評価については４件の中間評価、
４件の事後評価を、事業評価については４
件の中間評価、２件の事後評価を実施した。
特にプロジェクト評価だけでなく制度評
価、事業評価についても、一元的に評価部
が事務局となり外部性を取り入れた厳格な
評価について、平成２８年度から本格的に
実施。それにより、評価確定後に、事業改
善に向けたフィードバックや機構のマネジ
メント機能全体の更なる改善・強化に向け
て取り組んだ。 
また、産学官連携功労者表彰での経済産

業大臣賞や厚生労働大臣賞等を含め合計３
４件を受賞した。 

＜自己評価の根拠＞ 
●プロジェクト成果の受賞実績について
は、産学官連携功労者表彰で内閣総理大
臣賞、経済産業大臣賞など、計３４件受
賞。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
以上の内容を踏まえ、着実な業務運営が

なされていることから、本項目の自己評価
をＢとした。 
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様式２－１－４－２ 国立研究開発法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

Ⅱ（３）職員の意欲向上と能力開発 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標 中長期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

     ＜主要な業務実績＞ ＜評定＞ Ｂ 評定  
 （３）職員の意欲向上と能

力開発 
個人評価においては、適

切な目標を設定し、その達
成状況を多面的かつ客観的
に適切にレビューすること
により、評価結果を賞与や
昇給・昇格に適切に反映さ
せるとともに、職員の勤労
意欲の向上を図ることとす
る。また、職員の能力開発
を図るため、業務を行う上
で必要な知識の取得に向け
た研修の機会を設ける、技
術開発マネジメントの専門
家を目指す職員に外部の技
術開発現場等の経験を積ま
せる、内外の技術開発マネ
ジメント機関との情報交換
を実施する、技術開発マネ
ジメント関係の実践的研究
発表を行うなど、当該業務
実施に必要な知識・技能の
獲得に資する能力開発に努
めるものとする。 

（３）職員の意欲向上と能
力開発 

個人評価においては、適
切な目標を設定し、その達
成状況を多面的かつ客観的
に適切にレビューすること
により評価する。また、個
人評価の運用にあたって
は、適切なタイミングで職
員への説明や研修等を行う
ことにより、職員に対する
人事評価制度の理解度の調
査を行い、円滑な運用を目
指す。さらに、評価結果の
賞与や昇給、昇格への適切
な反映を行うことにより、
職員の勤労意欲の向上を図
る。 

（３）職員の意欲向上と能
力開発 
職員の意欲向上と能力開発
に関し、平成２９年度は
以下の対応を行う。 

・人事評価制度の定着と円
滑な運用を図る。 

・人事評価制度に対する理
解度向上のための研修に
加え、管理職に対し、評
価者の視点の統一と部下
の管理・育成能力強化の
ため、評価者向け研修を
実施する。 

 

 （３）職員の意欲向上と能力開発 
 新規入構者に対する評価制度の理解促進
を図るべく、研修を７回実施するとともに、
目標設定の際には「目標設定手引き」等を
周知することにより、人事評価制度の定着
と円滑な運用を図った。 
また、評価者の視点の統一と部下の管

理・育成能力強化のため、管理職向け研修
を３回実施した。 

＜自己評価の根拠＞ 
 

 

  現行の研修について、効
果等を踏まえ必要に応じ見
直しを行い、業務を行う上
で必要な研修の充実を図る
ため、第３期中期目標期間
中に新規の研修コースを５
コース以上設置する。 

・現行の各階層別研修、技
術開発マネジメント能力
の向上に資する研修、専
門知識の向上に関する研
修、語学研修他、各種業
務を行う上で必要な研修
を継続的に実施するとと
もに新規の研修コースを
１コース以上設置する。 

 

 ・固有職員に対し、各階層別研修を実施し
た。 

・将来のＰＭ人材育成に向けて、若手職員
の基礎力向上を目的とした「ヤングリー
ダーズゼミナール」を引き続き実施した。 

・機構内職員の技術経営力の強化を図るた
め、「出口戦略強化セミナー」 （１５講
座）を実施した。うち６回はディスカッ
ションに重点を置き、オープン＆クロー
ズ戦略に関する深堀を行った。 

・職員に対し、文書管理、契約・検査、知
財管理、システム操作等、各種業務を行
う上で必要な研修を実施した。 

・国際関連業務の円滑化を図るため、新卒
入構職員に対するビジネス基礎英語の研
修を実施した。 

・平成２９年度新規研修として「英語ミー
ティング研修」及び「英語リスニング力
＆スピーキング力強化研修」の２コース
を実施した。 

●業務を行う上で必要な研修の充実を図
るため、２コースの新規研修コースを設
置（目標：１コース以上）。 

 

  技術経営力に関する産業
界、学術界等の外部の専門
家・有識者のネットワーク
を構築し、このネットワー
クを活用し、技術経営力に
関する機構内職員の研修を
毎年度１コース以上実施す

・産業界、学術界等の外部
の専門家・有識者等との
ネットワークを活用する
などして、技術経営力に
関する機構内職員の研修
を８回以上実施する。 

－ ・民間企業等で豊富なプロジェクト・マネ
ジメントの経験を有する者やその体系的
知識を保有する者を講師とし、プロジェ
クト・マネジメントの手法について学ぶ
「プロジェクトマネージャー育成講座」
（１５講座）を実施した。 

 

●技術経営力に関する機構内職員の研修
として、プロジェクトマネージャー育成
講座など２コース、計３０回実施（目
標：毎年度１コース以上、８回実施）。 
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る。 ・機構内職員の技術経営力の強化を図るた
め、「出口戦略強化セミナー」 （１５講
座）を実施した。うち６講座はディスカ
ッションに重点を置き、オープン＆クロ
ーズ戦略に関する深堀を行った 

  技術開発マネジメントの
専門家を目指す職員を外部
の技術開発現場等に毎年度
１名以上派遣し、その経験
を積ませるとともに、大学
における技術経営学、工学
等の博士号、修士号等につ
いて、第３期中期目標期間
中に５名以上の取得を行わ
せる等、技術経営力の強化
に関する助言業務実施に必
要な知識、技能の獲得に資
する能力開発制度を充実す
る。 

・職員の技術開発マネジメ
ント能力の更なる向上の
ため、１名の職員を外部の
技術開発現場等に派遣し、
その経験を積ませる。 

・プロジェクト・マネジメ
ントに必要な専門知識を
習得させるため、２名の職
員を大学のＭＯＴコース
等に派遣し、博士号、修士
号等の取得を目指す。 

 

－ ・国の政策や民間企業の開発戦略等の策定
にかかる知見・経験を深めるべく、他機
関へ１６名の職員を派遣した。 

・経営・マネジメント等の知見や語学の更
なる習得、深化を図るため、海外大学院
の修士課程等に３名を派遣し、うち２名
が修士号を取得した。 

●外部の技術開発現場等での技術開発マ
ネジメント能力のさらなる向上や国の
政策・民間企業の開発戦略の策定にかか
る知見を深めるべく、平成２９年度は５
機関へ計１６名の職員を派遣。 

 
●海外大学院の修士課程等に職員を派遣
し、２名が修士号を取得 

 

  内外の技術開発マネジメ
ント機関との情報交換を実
施するとともに、イノベー
ション、技術開発マネジメ
ント及びプロジェクトマネ
ジメント関係の実践的研究
発表として、セミナー、学
会、シンポジウム、内外の
学会誌、専門誌等に機構自
身として第３期中期目標期
間中に１００本以上の発表
を行う。 

・内外の技術開発マネジメ
ント機関との情報交換を
実施するとともに、イノ
ベーション、技術開発マ
ネジメント及びプロジェ
クト・マネジメント関係
の実践的研究発表とし
て、セミナー、学会、シ
ンポジウム、内外の学会
誌、専門誌等に機構自身
として２０本程度の発表
を行う。 

 

－ ・イノベーション、技術開発マネジメント
及びプロジェクト・マネジメント関係の
実践的研究発表として、セミナー、学会、
シンポジウム、内外の学会誌、専門誌等
に機構自身として２０本の発表を行っ
た。 

  

  技術開発マネジメントへ
の外部人材の登用に際して
は、機構における業務が「技
術の目利き」の能力向上の
機会としてその後のキャリ
ア・パスの形成に資するよ
う、人材の育成に努める。 

・技術開発マネジメントへ
の外部人材の登用に際し
ては、機構における業務
が「技術の目利き」の能
力向上の機会としてその
後のキャリア・パスの形
成に資するよう、人材の
育成に努める。 

－ ・技術開発マネジメントを担当する外部登
用人材に対し、新規着任時にプロジェク
トマネジメントに関する研修を受講させ
ることで、技術の目利きの能力向上に動
機付けを行った。 

・プロジェクトマネジメント人材を育成す
るため、外部有識者を講師として、シナ
リオプランニングやマーケティング、知
財戦略、組織論などの１５講座から構成
される「プロジェクトマネージャー育成
講座」を開催した。昨年度の実施を踏ま
え、より効果的なプログラムとなるよう
に一部を再構成した。また、 NEDO 
Technology Startup Supporters Academy
（ＳＳＡ）と連携し、初めて外部からの
受講生受け入れ、講座としての有用性を
高めた。 

  

  技術開発マネジメント、
契約、会計処理の専門家等、
機構職員に求められるキャ
リア・パスを念頭に置き、
適切に人材の養成を行うと
ともに、こうした個人の能
力、適性及び実績を踏まえ
た適切な人員配置を行う。 

・技術開発マネジメント、
契約・会計処理の専門家
等、機構職員に求められ
るキャリア・パスを念頭
に置き、適切に人材の養
成を行うとともに、こう
した個人の能力、適性及
び実績を踏まえた適切な
人員配置を行う。 

 

－ ・マネジメント業務を担う者に対しては、
技術開発マネジメント力を養成する「プ
ロジェクトマネージャー育成講座」及び
「出口戦略強化セミナー」、管理事務業務
を担う者に対しては、契約・会計処理力
の養成に向けた各種事務処理研修、また
関連する各省主催の研修等、業務に求め
られる能力を向上させる研修を受講させ
ることで、職員の人材育成を図るととも
に、適材適所に配置している。 

 
 
 
 
 
 
 
以上の内容を踏まえ、着実な業務運営が

なされていることから、本項目の自己評価
をＢとした。 
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様式２－１－４－２ 国立研究開発法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

Ⅱ（４）業務・システムの最適化 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中長期目標 中長期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
     ＜主要な業務実績＞ ＜評定＞ Ｂ 評定  
 （４）業務の電子化の推進 

電子化の促進等により事
務手続きの一層の簡素化・
迅速化を図るとともに、Ｎ
ＥＤＯの制度利用者の利便
性の向上に努めることとす
る。また、幅広いネットワ
ーク需要に対応できるＮＥ
ＤＯ内情報ネットワークの
充実を図ることとする。 

（４）業務の電子化の推進 
ホームページの利便性の

確保、電子メールによる新
着情報の配信等を通じ、機
構の制度利用者の利便性の
向上に努めるとともに、既
に行っている各種申請の電
子化の範囲を拡大し、その
有効活用を図る。 
幅広いネットワーク需要

に対応しつつ、職員の作業
を円滑かつ迅速に行うこと
ができるよう、機構内情報
ネットワークの充実を図
る。 
 

（４）業務の電子化の推進 
ホームページの利便性の確
保、電子メールによる新着
情報の配信等を通じ、機構
の制度利用者の利便性の向
上に努めるとともに、既に
行っている各種申請の電子
化の範囲を拡大し、その有
効活用を図る。 
 幅広いネットワーク需要
に対応しつつ、職員の作業
を円滑かつ迅速に行うこと
ができるよう、機構内情報
ネットワークの充実を図
る。 
 また、業務の効率化、高
度化の観点からセキュリテ
ィに十分配慮した上で研究
開発プロジェクトのマネジ
メントを支援する業務アプ
リケーションシステムの開
発に取り組む。 
 

－ （４）業務の電子化の推進 
 ホームページについて、海外事務所情報
へのアクセス改善等、アクセシビリティに
配慮したページ作成を開始した。 
新プロジェクトマネジメントシステムの

開発に関する政府調達（公告期間：平成２
９年４月５日～５月２６日）を実施し、総
合評価方式により当該システムの開発ベン
ダーを決定した。また、当該システムのイ
メージがわかる画面モックを利用して機能
要件の確定、基本設計及び詳細設計を予定
どおり完了した。さらに、当該システムと
連携する既存業務システム改修の準備と、
データ移行計画及び移行ツール設計の準備
をスタートさせた。併せて、当該システム
の利用を念頭においた業務運用設計と新た
に当該システムの利用者となる外部事業者
に向けたアナウンスを開始した。 
文書決裁手続きの電子化により、機構内

業務の効率化、ペーパーレス化をさらに進
めるべく、新たな文書管理システムの導入
に向けた手続きを実施した。新プロジェク
トマネジメントシステムとの連携を含め
た、全法人文書の適切な管理を実現すべく
調達仕様書を取りまとめ、総合評価方式に
より開発ベンダーを決定した。 
また、ユーザーから寄せられたシステム

関連の改善要望に対応すべく出張・外勤管
理支援サービスの機能改修等に関する検討
を進め、決裁の早期化と更なる利便性向上
に努めた。 

＜自己評価の根拠＞ 
●新プロジェクトマネジメントシステム
の基本設計と詳細設計を完了。新システ
ム導入に向けた取組を着実に実施。 

 

 情報システム、重要情報
への不正アクセスに対する
十分な強度を確保するとと
もに、震災等の災害時への
対策を確実に行うことによ
り、業務の安全性、信頼性
を確保することとする。 
このため、「独立行政法人

等の業務・システム最適化
実現方策（平成１７年６月
２９日各府省情報統括化責
任者（ＣＩＯ）連絡会議決
定）に基づきＮＥＤＯが作
成した業務・システム最適
化計画を実施するものとす
る。 

情報システム、重要情報
への不正アクセスに対する
十分な強度を確保するとと
もに震災等の災害時への対
策を行い、業務の安全性、
信頼性を確保する。 

「独立行政法人等の業
務・システム最適化実現方
策」に基づき策定した「Ｎ
ＥＤＯ ＰＣ－ＬＡＮシス
テムの最適化計画」を踏ま
え、効率的な情報システム
の構築に努めるとともに、
ＰＤＣＡサイクルに基づき
継続的に実施する。 

 情報システム、重要情報
への不正アクセスに対する
十分な強度を確保するとと
もに震災等の災害時への対
策を行い、業務の安全性、
信頼性を確保する。 
 「独立行政法人等の業
務・システム最適化実現方
策」に基づき策定した「Ｎ
ＥＤＯ ＰＣ－ＬＡＮシス
テムの最適化計画」を踏ま
え、情報セキュリティの強
化及び職員の利便性向上に
主眼をおいて、継続的に改
善を行いながら情報基盤サ
ービスの安定的なサービス
提供を実施する。 
 

  「ＮＥＤＯ ＰＣ－ＬＡＮシステムの最適
化計画」を踏まえ平成２７年１１月から提
供を開始した新情報基盤サービスでは、新
たに振る舞い検知や常駐者による監視等に
より出口対策を強化。また、データのバッ
クアップを新たにオンラインで取得し遠隔
地に蓄積するなど、災害時への対策にも配
慮。さらに、新たに標的型攻撃への対応や、
ＭＤＭ（モバイルデバイスマネジメント）
の導入等情報セキュリティ対策を一層強化
するとともに、ノート型シンクライアント
ＰＣの採用・柔軟かつセキュアな印刷環境
の構築など、役職員の利便性を向上。 
 昨年度のサービスに関するアンケート等
により抽出された事項について、検討を行
い、改善に努めた。例えばサービスサイト
の見直しを行い、ユーザにわかり易い構成
するとともに、ＦＡＱを充実させ利便性向
上に努めた。 
 また、働き方改革の一環としてテレワー
クに対応するため一部のシンクライアント

●ノート型シンクライアントＰＣを会議
等で積極的に活用し、複合機使用量を
前年次より２６％削減。 
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ＰＣを機構外でも利用できるように設定変
更し、７月から試行を開始した。平成３０
年度から本格運用を開始予定。 
 さらに、引き続きペーパーレス活動の推
進にも寄与し、複合機使用量（枚数）を前
年同期間（平成２７年１１月～２８年１０
月）より２６％（１６３万枚）削減した。 

 
 
 
 
以上の内容を踏まえ、着実な業務運営が

なされていることから、本項目の自己評価
をＢとした。 
 

 
  



Ⅱ－10 

様式２－１－４－２ 国立研究開発法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

Ⅱ（５）外部能力の活用 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標 中長期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

     ＜主要な業務実績＞ ＜評定＞ Ｂ 評定  
 （５）外部能力の活用 

費用対効果、専門性等の
観点から、ＮＥＤＯ自ら実
施すべき業務、外部の専門
機関の活用が適当と考えら
れる業務を精査し、外部の
専門機関の活用が適当と考
えられる業務については、
外部委託を活用するものと
する。 
なお、外部委託を活用す

る際には、ＮＥＤＯの各種
制度の利用者の利便性の確
保に最大限配慮するものと
する。 

（５）外部能力の活用 
費用対効果、専門性等の

観点から、機構自ら実施す
べき業務、外部の専門機関
の活用が適当と考えられる
業務を精査し、外部の専門
機関の活用が適当と考えら
れる業務については、外部
委託を活用するものとす
る。特に、機構の技術開発
成果等を外部発信する活動
の一環として設置している
科学技術館の常設展示ブー
スについては、今後も引き
続き外部委託により保守、
運営業務を効率的に実施す
る。 

なお、外部委託の活用の
際には、機構の各種制度の
利用者の利便性の確保に最
大限配慮するものとする。 

（５）外部能力の活用 
費用対効果、専門性等の

観点から、機構自ら実施す
べき業務、外部の専門機関
の活用が適当と考えられる
業務を精査し、外部の専門
機関の活用が適当と考えら
れる業務については、外部
委託を活用するものとす
る。特に、機構の技術開発
成果等を外部発信する活動
の一環として設置している
科学技術館の常設展示ブー
スについては、今後も引き
続き外部委託により保守、
運営業務を効率的に実施す
る。 
 なお、外部委託の活用の
際には、機構の各種制度の
利用者の利便性の確保に最
大限配慮するものとする。 
 

－ （５）外部能力の活用 
引き続き、「中途採用事務局支援業務」、

「関連公益法人等調査業務」等において、
外部の専門機関を活用することにより業務
の効率化を推進。 
 
 

＜自己評価の根拠＞ 
●引き続き、「中途採用事務局支援業務」、
「関連公益法人等調査業務」等において、
外部の専門機関を活用することにより業
務の効率化を推進。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
以上の内容を踏まえ、着実な業務運営が

なされていることから、本項目の自己評価
をＢとした。 
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様式２－１－４－２ 国立研究開発法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

Ⅱ（６）省エネルギー及び省資源の推進と環境への配慮 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中長期目標 中長期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
     ＜主要な業務実績＞ ＜評定＞ Ｂ 評定  
 － （６）省エネルギー及び省

資源の推進と環境への配慮 
環境に調和して持続的に

発展可能な社会に適応する
ため、毎年度環境報告書を
作成、公表するとともにそ
の内容の充実を図ることに
より、日常の業務推進に当
たりエネルギー及び資源の
有効利用を図るものとす
る。また、政府の方針を踏
まえて機構の温室効果ガス
排出抑制等のための実施計
画を策定し、これに基づき
不断の削減努力を行う。 

（６）省エネルギー及び省
資源の推進と環境への配慮 
機構の「温室効果ガス排

出抑制等のための実施計
画」に基づき、日常の業務
における環境配慮・省資
源・省エネルギーの取組を
一層高い意識を持って進め
るとともに、これまでの取
組を環境報告書に総括し、
積極的に公表する。 

－ （６）省エネルギー及び省資源の推進と環
境への配慮 
 平成２９年度においては、「政府がその事
務及び事業に関し温室効果ガスの排出の抑
制等のため実行すべき措置について定める
計画」（平成２８年５月１３日閣議決定）に
基づき、「国立研究開発法人新エネルギー・
産業技術総合開発機構における温室効果ガ
ス排出抑制等のための実施計画」の策定し、
環境保全及び温室効果ガス排出抑制に資す
る取組を実施。 
 平成２９年度排出量実績（暫定値）は２
８万３,８３３ｋｇ-ＣＯ２となり、基準年度
（平成２５年度）比１３．８％削減を達成
（平成３０年６月公表予定）。 
 コピー用紙の使用量は１万５,１５０ｋ
ｇ（Ａ３用紙４８０ｋｇ、Ａ４用紙１万４,
６７０ｋｇ）となり、基準年度比５２．３％
削減を達成。 
 平成２８年度の環境配慮に向けた取組及
び排出量実績について、環境報告として“ア
ニュアルレポート２０１７”に総括し公表
（平成２９年６月）。 

＜自己評価の根拠＞ 
●温室効果ガス排出抑制等のための実施
計画を新たに策定。２０２０年度までに
１０％削減を掲げた国の実行計画を上
回る２０％削減の目標を設定。 平成２
９年度のＣＯ２ 排出量実績（暫定）に
ついては２８万３８３３ｋｇ-ＣＯ２と
なり当初の目標である基準年度比（平成
２５年度）１３．８ ％削減を達成。 

 
●平成２９年度のコピー用紙の使用量は、
１万５１５０ｋｇとなり、前年度から２
７．１％削減。 

 
 
 
 
 
 
 
以上の内容を踏まえ、着実な業務運営が

なされていることから、本項目の自己評価
をＢとした。 
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様式２－１－４－２ 国立研究開発法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

Ⅱ（７）業務の効率化   役職員の給与等の水準の適正化 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中長期目標 中長期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
     ＜主要な業務実績＞ ＜評定＞ Ｂ 評定  
 （６）業務の効率化 

中期目標期間中、一般管
理費（退職手当を除く）及
び業務経費（特殊要因を除
く）の合計について、新規
に追加されるものや拡充さ
れる分を除き、平成２４年
度を基準として、毎年度平
均で前年度比１．０８％の
効率化を行うものとする。
新規に追加されるものや拡
充される分は翌年度から
１．０８％の効率化を図る
こととする。 
 

（７）業務の効率化 
中期目標期間中、一般管

理費（退職手当を除く）及
び業務経費（京都メカニズ
ムクレジット取得関連業
務、基盤技術研究促進事業
及び競争的資金等の特殊要
因を除く）の合計について、
新規に追加されるものや拡
充される分を除き、平成２
４年度を基準として、毎年
度平均で前年度比１．０
８％の効率化を行うものと
する。新規に追加されるも
のや拡充される分は翌年度
から１．０８％の効率化を
図ることとする。 

（７）業務の効率化 
一般管理費（退職手当を

除く）及び業務経費（クレ
ジット取得関連業務、基盤
技術研究促進事業及び競争
的資金等の特殊要因を除
く。）の合計について、新規
に追加されるものや拡充さ
れる分を除き、平成２４年
度を基準として、毎年度平
均で前年度比１．０８％の
効率化を行うものとする。
新規に追加されるものや拡
充される分は翌年度から
１．０８％の効率化を図る
こととする。 
 

 （７）業務の効率化 
一般管理費（退職手当を除く。）及び業務

経費（京都メカニズムクレジット取得関連
業務、基盤技術研究促進事業及び競争的資
金等の特殊要因を除く）の合計については、
新規に追加される分及び拡充される分を除
き、平成２９年度までの期間中、毎年度平
均で１５．４％の効率化を達成。 

＜自己評価の根拠＞ 
●毎年度平均で１５．４％の効率化を実
現し、目標を達成。 

 

 また、総人件費について
は、政府の方針に従い、必
要な措置を講じるものとす
る。 

総人件費については、政
府の方針に従い、必要な措
置を講じる。 

総人件費については、政
府の方針に従い、必要な措
置を講じる。 

  総人件費については人事院勧告に基づき
給与改定を行うことにより、総人件費は６，
５９７百万円となった。 

  

 さらに、給与水準につい
ては、ラスパイレス指数、
役員報酬、給与規程、俸給
表及び総人件費を引き続き
公表するとともに、国民に
対して納得が得られるよう
説明することとする。また、
給与水準の検証を行い、こ
れを維持する合理的な理由
がない場合には必要な措置
を講じることにより、給与
水準の適正化に取り組み、
その検証結果や取組状況を
公表することとする。 

給与水準については、ラ
スパイレス指数、役員報酬、
給与規程、俸給表及び総人
件費を引き続き公表すると
ともに、国民に対して納得
が得られるよう説明する。
また、以下のような観点か
らの給与水準の検証を行
い、これを維持する合理的
な理由がない場合には必要
な措置を講じることによ
り、給与水準の適正化に取
り組み、その検証結果や取
組状況を公表する。 

給与水準については、ラ
スパイレス指数、役員報酬、
給与規程、俸給表及び総人
件費を引き続き公表すると
ともに、国民に対して納得
が得られるよう説明する。
また、以下のような観点か
らの給与水準の検証を行
い、これを維持する合理的
な理由がない場合には必要
な措置を講じることによ
り、給与水準の適正化に取
り組み、その検証結果や取
組状況を公表する。 

  平成２９年度の給与水準については、ラ
スパイレス指数、役員報酬、給与規程、俸
給表及び総人件費を公表するとともに、以
下の観点から給与水準の検証を行った。 

  

  ・法人職員の在職地域や学
歴構成等の要因を考慮し
てもなお国家公務員の給
与水準を上回っていない
か。 

・高度な専門性を要する業
務を実施しているためそ
の業務内容に応じた給与
水準としている等、給与
水準が高い原因につい
て、是正の余地がないか。 

・国からの財政支出の大き
さ、累積欠損の存在、類
似の業務を行っている民
間事業者の給与水準等に
照らし、現状の給与水準
が適切かどうか十分な説

・法人職員の在職地域や学
歴構成等の要因を考慮し
てもなお国家公務員の給
与水準を上回っていない
か。 

・高度な専門性を要する業
務を実施しているためそ
の業務内容に応じた給与
水準としているなど給与
水準が高い原因につい
て、是正の余地がないか。 

・国からの財政支出の大き
さ、累積欠損の存在、類
似の業務を行っている民
間事業者の給与水準等に
照らし、現状の給与水準
が適切かどうか十分な説

  在職地域及び学歴構成を考慮したラスパ
イレス指数は１０６．４となっており、国
家公務員の給与水準を上回っているが、当
機構は技術的知見を駆使した専門性の高い
技術開発マネジメント業務を実施している
ことから、大学院卒が高い割合（全体の約
４割）を占めており、国家公務員に比べて
高い給与水準となっている。 
平成２９年度支出予算の総額に占める国

からの財政支出額は約９８．５％と高い割
合を占めているが、当機構が実施している
日本の産業競争力強化、エネルギー・地球
環境問題の解決のための産業技術開発関連
事業、新エネルギー・省エネルギー関連事
業等は、いずれも民間単独で行うことが困
難であり、国からの財政支出によって実施
されることを前提としていることによるも
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明ができるか。 
・その他、法人の給与水準

についての説明が十分に
国民の理解の得られるも
のとなっているか。 

明ができるか。 
・その他、法人の給与水準
についての説明が十分に
国民の理解の得られるも
のとなっているか。 

 

のである。従って国からの財政支出の割合
の高さは給与水準と直接結びつくものでは
ないと考えられる。また、当機構の支出総
額１，６９１億円に占める給与、報酬等支
給総額５９億円の割合は約３．５％であり、
割合としては僅少であることから給与水準
は適切であると考えられる。 

 また、既往の政府の方針
等を踏まえ、組織体制の合
理化を図るため、実施プロ
ジェクトの重点化を図るな
ど、引き続き必要な措置を
講じるものとする。 

また、既往の政府の方針
等を踏まえ、組織体制の合
理化を図るため、実施プロ
ジェクトの重点化を図るな
ど、引き続き必要な措置を
講じるものとする。 

また、既往の政府の方針
等を踏まえ、組織体制の合
理化を図るため、実施プロ
ジェクトの重点化を図るな
ど、引き続き必要な措置を
講じるものとする。 

  また、既往の政府の方針等を踏まえ、事
業全体の抜本的改善やテーマの一部の中止
等を行い、実施プロジェクトの重点化を図
るなど、必要な措置を講じた。 

 
 

 
以上の内容を踏まえ、着実な業務運営

がなされていることから、本項目の自己
評価をＢとした。 
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様式２－１－４－２ 国立研究開発法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

Ⅱ（８）随意契約の見直しに関する事項   入札・契約の適正化,官民競争入札等の活用   公益法人等に対する支出の適正化 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標 中長期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

     ＜主要な業務実績＞ ＜評定＞ Ｂ 評定  
 （７）随意契約の見直しに

関する事項 
契約の相手方及び金額に

ついて、少額のものや秘匿
すべきものを除き、引き続
き公表し、透明性の向上を
図ることとする。 

また、「調達等合理化計
画」に基づく取組を着実に
実施するとともに、その取
組状況を公表するものとす
る。 

（８）随意契約の見直しに
関する事項 

契約の相手方、金額等に
ついて、少額のものや秘匿
すべきものを除き引き続き
公表し、透明性の向上を図
る。また、既往の政府決定
に基づき策定された「調達
等合理化計画」に基づく取
組を着実に実施するととも
に、その取組状況を公表す
る。具体的には、物品調達
等の契約については、競争
入札の厳格な適用により透
明性、公平性を確保すると
ともに、国に準じた随意契
約によることができる限度
額の基準を厳格に運用す
る。一方、技術開発関連事
業等の委託契約について
は、選定手続きの透明性、
公平性を十分に確保しつ
つ、企画競争、公募の方法
により効率的な運用を行
う。 

（８）随意契約の見直しに
関する事項 
契約の相手方、金額等に

ついて、少額のものや秘匿
すべきものを除き引き続き
公表し、透明性の向上を図
る。また、「調達等合理化計
画」に基づく取組を引き続
き着実に実施するととも
に、その取組状況を公表す
る。具体的には、物品調達
等の契約については、競争
性のない随意契約を原則廃
止し、競争入札の厳格な適
用により透明性、公平性を
確保するとともに、国に準
じた随意契約によることが
できる限度額の基準を厳格
に運用する。一方、技術開
発関連事業等の委託契約に
ついては、選定手続の透明
性、公平性を十分に確保し
つつ、企画競争、公募の方
法により効率的な運用を行
う。 

－ （８）随意契約の見直しに関する事項 
 随意契約の見直し状況及び月別の契約締
結内容について、機構のホームページ上で
公表を行い、引き続き透明性の向上を図っ
た。また、「独立行政法人における調達等合
理化の取組の推進について」に基づき調達
等合理化計画を策定し、物品調達等の契約
については随意契約によることが真にやむ
を得ないものを除き、引き続き一般競争入
札等による契約を行い、契約の透明性・公
平性を図った。一方、技術開発関連事業等
の委託契約については、選定手続きの透明
性・公平性を十分に確保しつつ、企画競争・
公募の方法により効率的な運用を行った。 
 さらに、調達等合理化計画による点検、
見直しを行い自律的かつ継続的な取組を行
った。 
 これらの取組により、平成２９年度の全
契約に占める競争性のある契約の割合は件
数ベース：９５．９％、金額ベース：９９．
７％となり、そのうち、公募（入札）案件
に対する一者応募（応札）の割合は件数ベ
ース：１５．２％、金額ベース：２０．７％
となった。競争性のない随意契約について
は、調達等合理化計画に基づき、全ての案
件について契約・助成審査委員会において
事前点検を実施した。 

＜自己評価の根拠＞ 
●毎年度、入札・契約の透明性及び適正性
を確保するためメール配信サービス登
録の推奨、研究開発事業等公募において
一者提案だった場合、公募期間の延長に
取り組んでいる。また、競争性のない随
意契約については、契約監視委員会や契
約・助成審査委員会において事前点検を
徹底。 

 
 

 

 

  さらに、全ての契約に係
る入札、契約の適正な実施
がなされているかどうかに
ついて、監事等による監査
を受ける。 

また、契約監視委員会に
よる契約の点検・見直しの
結果を踏まえ、過年度に締
結した競争性のない随意契
約のうち可能なものについ
ては競争契約に移行させる
とともに、一者応札・応募
についても、これまでに取
り組んできた仕様書の具体
性の確保、参加要件の緩和、
公告期間の見直し、情報提
供の充実等を通じて、引き
続き競争性の確保に努め
る。さらに、入札、契約の
適正な実施がなされている
かどうかについて、監事等
による監査及び契約監視委
員会による点検を受ける。 

  入札・契約の透明性及び適正性を確保す
るためメール配信サービス登録の推奨、技
術開発等公募において一者提案だった場
合、公募期間の延長等に取り組むとともに、
「独立行政法人の契約状況の点検・見直し
について」に基づき、毎年度、外部有識者
及び監事による契約監視委員会を開催し、
契約等の点検・見直しを受けた。 
 さらに、全ての契約に係る入札・契約手
続きに関し、契約プロセスの適切性及び透
明性の観点から定期的に監事による点検を
行った。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
以上の内容を踏まえ、着実な業務運営が

なされていることから、本項目の自己評
価をＢとした。 
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様式２－１－４－２ 国立研究開発法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

Ⅱ（９）コンプライアンスの推進 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標 中長期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

     ＜主要な業務実績＞ ＜評定＞ Ｃ 評定  
 （９）コンプライアンスの

推進 
内部統制については、更

なる充実・強化を図るもの
とする。その際、総務省の
「独立行政法人における内
部統制と評価に関する研究
会」が平成２２年３月に公
表した報告書（「独立行政法
人における内部統制と評価
について」）、及び総務省政
策評価・独立行政法人評価
委員会から独立行政法人等
の業務実績に関する評価の
結果等の意見として各府省
独立行政法人評価委員会等
に通知した事項を参考にす
るものとする。 
また、法令遵守や法人倫

理確立等コンプライアンス
の取組については、今後更
なる徹底を図るべく、管理
部門の効率化に配慮しつ
つ、ＮＥＤＯが果たすべき
責任・機能との関係でプラ
イオリティをつけながら、
事業部との連携強化等の内
部統制機能の強化を図ると
ともに、講じた措置につい
ては全て公表することとす
る。特に、コンプライアン
ス体制については、必要な
組織体制・規程の整備によ
り、ＰＤＣＡサイクル確立
の観点から体系的に強化す
ることとする。 
 

（９）コンプライアンスの
推進 

内部統制については、更
に充実、強化を図るものと
する。その際、総務省の「独
立行政法人における内部統
制と評価に関する研究会」
が平成２２年３月に公表し
た報告書（「独立行政法人に
おける内部統制と評価につ
いて」）、及び総務省政策評
価・独立行政法人評価委員
会から独立行政法人等の業
務実績に関する評価の結果
等の意見として各府省独立
行政法人評価委員会等に通
知した事項を参考にするも
のとする。 
法令遵守や法人倫理確立

等コンプライアンスの取組
については、今後更なる徹
底を図るべく、管理部門の
効率化に配慮しつつ、機構
が果たすべき責任、機能と
の関係でプライオリティを
つけながら、コンプライア
ンスや情報公開、情報管理
に関して事業部との連携強
化、迅速対応等、内部統制
機能の強化を引き続き図る
とともに、講じた措置につ
いては全て公表する。特に、
コンプライアンス体制につ
いては、必要な組織体制、
規程の整備により、ＰＤＣ
Ａサイクル確立の観点から
体系的に強化を引き続き図
る。 
具体的には、機構職員に

対するコンプライアンス研
修を年４回以上実施すると
ともに、外部有識者を研修
講師とする等、研修の質的
向上も図る。さらに、事業
者側に不正に関するリスク
管理等についての啓蒙の徹
底を図る等、不正事案の発
生を抑制するための不断の
取組を一層強化する。また、
情報セキュリティ対策につ
いては、情報セキュリティ
管理規程に則り、引き続き

（９）コンプライアンスの
推進 
機構におけるコンプライ

アンスの取組については、
事業部との連携を強化しつ
つ、迅速な対応が可能とな
るよう必要な組織体制を構
築・維持するとともに、組
織全体でコンプライアンス
意識の向上が図られるよ
う、内部職員研修は年１３
回以上（うち、外部有識者
を研修講師とする研修を年
１回以上）実施し、その質
的向上を図る。 

－ （９）コンプライアンスの推進 
内部統制・リスク管理推進委員会及び内

部統制担当者会議の開催等により、機構内
に平成２９年度内部統制・リスク管理推進
行動計画の徹底等を図るとともに、機構職
員を講師とするコンプライアンス基礎研修
（１３回）及び外部有識者を講師とする研
修（１回）を実施して役職員のコンプライ
アンス意識向上を図った。 
さらに、内部統制強化の観点から、内部

統制・リスク管理推進委員会において、リ
スクコントロールマトリックス及び業務フ
ロー図を更新し、内部統制担当者会議を通
じて周知を図った。 
また、さらなるコンプライアンス意識向

上のため、引き続き営業秘密官民フォーラ
ムが配信しているメールマガジン「営業秘
密のツボ」を機構内全役職員に対して配信
した。 

＜自己評価の根拠＞ 
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情報セキュリティレベルに
応じた取扱いの徹底を行う
とともに、機構職員に対す
る研修を年１回以上実施
し、情報セキュリティに対
する意識の向上を図る。 

 さらに、不正事案につい
ては、事業者側に不正に関
するリスク管理等について
の啓蒙の徹底を図るなど、
不正事案の発生を抑制する
ための不断の取組を、一層
強化するものとする。 

さらに、事業者側に不正
に関するリスク管理等につ
いての啓蒙の徹底を図る
等、不正事案の発生を抑制
するための不断の取組を一
層強化する。 

さらに、事業者における
不正事案の発生を抑制する
ため、事業者説明会等（全
国延べ１５回以上）におい
て不正行為に対する措置や
発生事例等の説明及び関連
資料の配付により周知を図
ることなどにより、事業者
のリスク管理等に関する意
識向上に係る取組を行う。 
 

  事業者における不正事案の発生を抑制す
るため、事業者説明会等において不正行為
に対する措置や発生事例等の周知を図るこ
となどにより、事業者のリスク管理等に関
する意識向上に係る取組を行った。 
 事業実施者に対する検査に係る説明会を
全国で延べ１６回開催し、検査研修につい
ては４９８人の事業実施者に対して説明を
行った。機構内では契約・検査担当主幹会
議及び検査統括室会議を２５回程度開催
し、契約検査事務に関する事項、不正等情
報の共有やその対応等の周知徹底に取り組
んだ。 

  

  また、情報セキュリティ
対策については、情報セキ
ュリティ管理規程に則り、
引き続き情報セキュリティ
レベルに応じた取扱いの徹
底を行うとともに、機構職
員に対する研修を年１回以
上実施し、情報セキュリテ
ィに対する意識の向上を図
る。 

また、情報セキュリティ
対策については、機構職員
に対する研修（年３回以上
実施）等を通じ、情報セキ
ュリティレベルに応じた取
扱いの徹底と情報セキュリ
ティに対する意識向上を図
るとともに、情報セキュリ
ティマネジメントシステム
の 国 際 規 格 で あ る
ISO/IEC27001 の認証取得部
署の拡大を進めるととも
に、セキュリティマネジメ
ントの定着を図る。 
 

 また、情報セキュリティレベルに応じた
情報管理を徹底するとともに、情報セキュ
リティに対する意識向上への取組として、
情報セキュリティ動向や対策等について外
部講師及びＣＩＯ補佐による研修等を５回
実施した。また、情報セキュリティｅ－ラ
ーニング及び自己点検に加え、標的型メー
ル攻撃訓練を実施した。さらに、情報セキ
ュリティマネジメントシステム（ＩＳＭＳ）
の国際規格である ISO/IEC27001 の認証取
得部署の拡大を達成するとともに、セキュ
リティマネジメントの定着に向けた取組を
行った。 

●情報セキュリティマネジメントシステ
ムの国際規格である ISO/IEC27001（Ｉ
ＳＭＳ）の認証について、平成２９年度
にその対象範囲を１４部署に拡大。 

 

 また、監査については、
独立行政法人制度に基づく
外部監査の実施に加え、内
部業務監査や会計監査を、
毎年度必ず実施することと
する。 

監査については、独立行
政法人制度に基づく外部監
査の実施に加え、内部業務
監査や会計監査を毎年度必
ず実施する。なお、監査組
織は、単なる問題点の指摘
にとどまることなく、可能
な限り具体的かつ建設的な
改善提案を含む監査報告を
作成する。 

監査については、独立行
政法人制度に基づく外部監
査の実施に加え、内部業務
監査や会計監査を実施す
る。その際には、単なる問
題点の指摘にとどまること
なく、可能な限り具体的か
つ建設的な改善提案を含む
監査報告を作成する。 

－  内部監査規程に基づき、内部監査計画及
び内部監査実施計画を作成し、監査を実施
した。 
 監査については、業務の適正かつ効率的
な運営及び業務改善の観点から重点項目を
定め実施するとともに、過去に実施した監
査のフォローアップ等についても業務監
査・会計監査を適切に実施した。 

  

 上記に加え、個人情報等
の適切な保護・管理を行う
ため、個人情報へのアクセ
ス権限の強化、研修の充実、
マニュアルの充実等を図
る。 

上記に加え、個人情報等
の適切な保護・管理を行う
ため、個人情報へのアクセ
ス権限の強化、研修の充実、
マニュアルの充実等を図
る。 
具体的には、機構職員に

対する個人情報保護研修を
年１３回以上（うち、外部
有識者を研修講師とする研
修を年１回以上）実施して
研修の質的向上を図るとと
もに、アクセス権限の付与
状況やマニュアルの内容に
ついて、毎年１回定期的に
点検を実施して、個人情報
等の適切な保護、管理を行

上記に加え、機構職員に
対する個人情報保護研修を
年１３回以上（うち、外部
有識者を研修講師とする研
修を年１回以上）実施する
とともに、アクセス権限の
付与状況やマニュアルの内
容について、毎年１回定期
的に点検を実施して、個人
情報等の適切な保護、管理
を行うための不断の取組を
継続する。 

－ 機構職員を講師とする個人情報保護研修
（１３回）及び外部有識者を講師とする研
修（１回）を実施して役職員の個人情報保
護の意識向上を図るとともに、個人情報管
理状況点検（１回）を実施して管理状況を
着実なものとした。 
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うための不断の取り組みを
継続する。 

   関連法人については、関
連法人への再就職の状況及
び機構と関連法人との間の
取引等の状況について情報
を開示する。 
 また、再委託先企業も含
め利益相反排除のための取
組を実施する。 

関連法人については、関
連法人への再就職の状況及
び機構と関連法人との間の
取引等の状況について情報
を開示する。 
また、再委託先企業も含

め利益相反排除のための取
組を実施する。 

－  関連法人については、関連法人への再就
職の状況及び機構と関連法人との間の取引
等の状況について情報を開示した。 
 また、再委託先企業も含め利益相反排除
のための取組を実施した。 

  

  事業実施者における経費
の適正な執行を確保するた
め、機構内の検査専門部署
を中心に、不正行為を行っ
た事業実施者に対しては新
たな委託契約及び補助金交
付決定を最大１０年間停止
するといった厳しい処分並
びに不正事項を処分した場
合の公表及び機構内部での
情報共有等の取組を、政府
の動向等を踏まえつつ徹底
する。 

事業実施者における経費
の適正な執行を確保するた
め、不正行為を行った事業
実施者に対しては新たな委
託契約及び補助金交付決定
を最大６年間停止（研究者
には最大１０年の応募制
限）するといった厳しい処
分並びに不正事項を処分し
た場合の公表及び機構内部
での情報共有等の取組を、
政府の動向等を踏まえつつ
徹底する。 
 

－  事業実施者における経費の適正な執行を
確保するため、事業者に対する各種説明会、
機構内説明会で不正・不適切行為に対する
措置について研修を行った。 
平成２９年１２月に発覚した研究費の不

正使用事案については、引き続き該当事案
の原因調査を進めるとともに、以下の内容
を軸とした再発防止策の検討を開始した。 
①外注先への調査の実施（外注費が一定割
合・一定金額以上の事業であって、外注
先が研究助成先と関係が深い会社である
場合等） 

②検査時に必要に応じて、当該事業に関連
する専門家を参加させる 

③抜き打ち検査の頻度を高める 
さらに、研究費の不正使用の防止を図る

ため、制度の強化・改善に向けた検討を開
始した。 
なお、本件の不正を行った事業実施者に

対しては、平成２９年１２月２５日付けで
補助金等の停止措置を講じ、さらに、平成
３０年２月２０日付けで助成事業の交付決
定の一部（合計約６億５千万円）を取り消
すとともに、加算金（約２億９千万円）を
付して請求し、返還を受けた。 
 

●機構全体の信頼性確保に向け、再発防止
策の検討を開始した。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
以上の内容を踏まえ、各業務において着

実に業務運営を行ってきたものの、特に事
業実施者における経費の適正な執行確保
について、適正、効果的かつ効率的な業務
運営に向けてより一層の工夫、改善等が必
要であることから、本項目の自己評価をＣ
とした。 

 

     
＜課題と対応＞※独立行政法人通則法第二十八条の四に基づく評価結果の反映状況 

平成２８年度評価における指摘事項 平成３０年度計画等への反映状況 

 
○平成２８年度に一部の部署において取
得した情報セキュリティマネジメント
シ ス テ ム の 国 際 規 格 で あ る
ISO/IEC27001（ＩＳＭＳ）については、
更なる情報セキュリティ対策の強化に
向けて、全部署への適用を進めるべき
でないか。 

（平成２９年度における取組・平成３０年度計画等への反映） 
○ＩＳＭＳの認証取得部署については、順次その範囲を拡大し、
平成２９年度までに１４部署に拡大したところ。平成３０年度
までに全部署の認証取得を目指すとともに、既に認証を取得し
た部署についてもセキュリティマネジメントの定着を図り、情
報セキュリティ対策の強化を進めていく。 
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様式２－１－４－２ 国立研究開発法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅲ 財務内容の改善  

当該項目の重要度、難易

度 
－ 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
０３９７国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構一般管理費 

０４０４国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構一般管理費

（エネルギー需給勘定） 

 
２．主要な経年データ 
 

評価対象となる指標 達成目標 
基準値等 
（前中長期目標期間最

終年度値等） 
２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 

（参考情報） 
当該年度までの累積値等、必要な

情報 
基盤技術研究促進事
業の売上納付額 － － 23 百万円 28 百万円 30 百万円 14 百万円 9 百万円 

 

期末における交付金
債務残高 － － 345 億円 588 億円 472 億円 316 億円 134 億円 

 

利益剰余金額 － － 43.4 億円 82.7 億円 106.8 億円 120.6 億円 301.0 億円 
 

リスク管理債権残高 － － 15.6 億円 15.6 億円 15.1 億円 12.6 億円 12.5 億円 
 

鉱工業承継業務にお
ける貸付債権残高 － － 70 百万円 67 百万円 0 円 － － 
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様式２－１－４－２ 国立研究開発法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

Ⅲ（１）繰越欠損金の増加の抑制 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標 中長期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

     ＜主要な業務実績＞ ＜評定＞ Ｂ 評定  
 （１）繰越欠損金の増加の

抑制 
基盤技術研究促進事業に

ついては、管理費の低減化
に努めるとともに、資金回
収の徹底を図り、繰越欠損
金の減少に努める。具体的
には、技術開発成果の事業
化や売上等の状況について
報告の徴収のみならず技術
開発委託先等への現地調査
を励行するとともに、必要
に応じ委託契約に従った売
上等の納付を慫慂すること
により、収益・売上納付の
回収を引き続き進めること
とする。 
また、終了評価において

所期の目標が達成されなか
った事業については、その
原因を究明し、今後の技術
開発に役立たせることとす
る。 

（５）繰越欠損金の増加の
抑制 

基盤技術研究促進事業に
ついては、管理費の低減化
を図るとともに、収益・売
上納付の回収を引き続き進
めることにより繰越欠損金
の減少に努める。 
具体的には、技術開発成

果の実用化・事業化の状況
や売上等の状況について報
告の徴収のみならず技術開
発委託先等への現地調査を
励行し、必要に応じ委託契
約に従った売上等の納付を
慫慂するとともに、該当年
度において納付される見込
みの総額を年度計画におい
て公表する。また、終了評
価において所期の目標が達
成されなかった事業につい
ては、その原因を究明し、
今後の技術開発に役立たせ
る。 

（５）繰越欠損金の増加の
抑制 
基盤技術研究促進事業に

ついては、資金回収の徹底
を図るために技術開発成果
の事業化の状況や売上等の
状況について報告の徴収の
みならず技術開発委託先等
への現地調査を励行し、必
要に応じ委託契約に従った
売上等の納付を慫慂する。
平成２９年度において納付
される総額については、２，
０００万円程度を見込んで
いる。 
 

－ （１）繰越欠損金の増加の抑制 
 基盤技術研究促進事業については、研
究成果の事業化の状況や売上等の状況
について５４件の報告書を徴収し、研究
委託先等への現地調査を１８回実施し、
売上等の納付の慫慂を行った。その結
果、１０件の収益実績を確認し、総額約
９２５万円の収益納付があった。 

＜自己評価の根拠＞ 
●委託契約に基づく売上等の納付を求め
るため、報告書徴収（５４件）及び現
地調査（１８回）を実施し、約９百万
円の納付を達成。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
以上の内容を踏まえ、着実な業務運営

がなされていることから、本項目の自己
評価をＢとした。 
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様式２－１－４－２ 国立研究開発法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

Ⅲ（２）自己収入の増加へ向けた取組、資産の売却等 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標 中長期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

     ＜主要な業務実績＞ ＜評定＞ Ｂ 評定  
 （２）自己収入の増加へ向

けた取組 
独立行政法人化すること

によって可能となった事業
遂行の自由度を最大限に活
用し、国以外から自主的か
つ柔軟に自己収入を確保し
ていくことが重要である。
このため、補助金適正化法
における研究設備の使用の
弾力化、成果把握の促進に
よる収益納付制度の活用な
ど、自己収入の増加に向け
た検討を行い、現行水準以
上の自己収入の獲得に引き
続き努めることとする。 
 

（６）自己収入の増加へ向
けた取組 

独立行政法人化すること
によって可能となった事業
遂行の自由度を最大限に活
用して、国以外から自主的
かつ柔軟に自己収入を確保
していくことが重要であ
る。このため、補助金適正
化法における研究設備の使
用の弾力化、成果把握の促
進による収益納付制度の活
用、利益相反等に留意しつ
つ寄付金を活用する可能性
等、自己収入の増加に向け
た検討を行い、現行水準以
上の自己収入の獲得に努め
る。 

（６）自己収入の増加へ向
けた取組 
 補助金適正化法における
研究設備の使用の弾力化、
成果把握の促進による収益
納付制度の活用、利益相反
等に留意しつつ寄付金を活
用する可能性等、自己収入
の増加に向けた検討を行
う。 
 

－ （２）自己収入の増加へ向けた取組 
 算定基準を見直した価格算定に基づき取
得財産の有償譲渡を行うなど自己収入の獲
得に努めた。 

＜自己評価の根拠＞ 
●算定基準を見直した価格算定に基づき
取得財産の有償譲渡を行うなど自己収
入の獲得に努めた。 

 

 － また、収益事業を行う場
合は、法人所得課税に加え、
その収益額に因らず法人住
民税の負担が増大するた
め、税法上の取扱の見直し
を含め税に係る制約を克服
する方法を検討し、その上
で、技術開発マネジメント
ノウハウを活用した指導や
出版を通じた発信等によ
り、そこから収益が挙がる
場合には、さらなる発信の
原資として活用する。 

また、収益事業を行う場
合は、法人所得課税に加え、
その収益額に因らず法人住
民税の負担が増大するた
め、税法上の取扱の見直し
を含め税に係る制約を克服
する方法を検討する。 

－ － －  

 （３）資産の売却等 
ＮＥＤＯが保有する資産

については、既往の政府決
定等を踏まえた措置を、引
き続き講じるものとする。 

（７）資産の売却等 
機構が保有する資産につ

いては、既往の政府決定等
を踏まえた措置を引き続き
講じるものとする。 

（７）資産の売却等 
 (記載事項なし） 

－ （３）資産の売却等 
－ 

 
 
以上の内容を踏まえ、着実な業務運営が

なされていることから、本項目の自己評価
をＢとした。 
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様式２－１－４－２ 国立研究開発法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

Ⅲ（３）運営費交付金の効率的活用の促進 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標 中長期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

     ＜主要な業務実績＞ ＜評定＞ Ｂ 評定  
 （４）運営費交付金の適切

な執行に向けた取組 
各年度期末における運営

費交付金債務に関し、その
発生要因等を厳格に分析
し、減少に向けた努力を行
うこととする。 

（８）運営費交付金の効率
的活用の促進 

機構においては、その資
金の大部分を第三者への委
託、助成等によって使用し
ていることから、年度末の
確定検査によって不適当と
認められた費用等について
は、費用化できずに結果と
して運営費交付金債務とし
て残ってしまうという仕組
みとなっている。しかしな
がら、運営費交付金の効率
的活用の観点からは、費用
化できずに運営費交付金債
務となってしまうものの抑
制を図ることが重要であ
る。 
このため、独立行政法人

化における運営費交付金の
メリットを最大限に活用す
るという観点を踏まえ、各
年度期末における運営費交
付金債務に関し、その発生
要因等を厳格に分析し、減
少に向けた努力をしてい
く。 

（８）運営費交付金の効率
的活用の促進 
事業を効率的に実施し、

成果の最大化を図るととも
に、年度末における契約済
又は交付決定済でない運営
費交付金債務を抑制するた
めに、事業の進捗状況の把
握等を引き続き実施しつ
つ、国内外の状況を踏まえ、
平成２９年度は第３期中長
期計画の最終年度であるこ
とから、特に緻密な予算の
執行管理を行う。また、年
度期末における運営費交付
金債務に関し、その発生要
因等を厳格に分析する。 
 

－ （３）運営費交付金の効率的活用の促進 
 事業を効率的に実施し、成果の最大化を
図るとともに、年度末における契約済又は
交付決定済でない運営費交付金債務を抑制
するために、事業の進捗状況の把握等を引
き続き実施しつつ、国内外の状況を踏まえ、
平成２９年度は第３期中長期計画の最終年
度であることから、特に緻密な予算の執行
管理を行い、予定していた業務を完了させ
た。具体的には、以下の取組を実施。 
・昨年度策定した予算管理/配賦方針等に基

づき平成２９年度予算配賦を実施。滞り
なく配賦を完了した。 

・推進部の予算執行状況調査を毎月実施。
予算から見た事業の進捗確認や予算の効
率的活用の観点から事業毎に執行状況等
を確認し、その結果を運営会議等で報告
した。 

・概算要求状況のとりまとめを実施し、適
宜関係者に報告した。 

・「予算執行担当者チーム会議」を５回開催
した。 

・開発成果創出促進制度を適宜実施した。 
 
以上の取組等により、平成２９年度末の

運営費交付金債務は１３４億円となった。 

＜自己評価の根拠＞ 
●運営費交付金債務について、前年度の３
１６億円から１３４億円に減少。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
以上の内容を踏まえ、着実な業務運営が

なされていることから、本項目の自己評価
をＢとした。 
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様式２－１－４－２ 国立研究開発法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

Ⅲ（４）剰余金の適正化 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標 中長期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

     ＜主要な業務実績＞ ＜評定＞ Ｂ 評定  
   剰余金の適正化 

●当期総利益等の発生要
因、業務運営の適正性を
図る。また、利益剰余金
の計上を業務運営上適切
性のあるものとする。 

 

－ （４）剰余金の適正化 
 機構の主たる業務である研究開発関連業
務は、運営費交付金等を財源として着実に
実施しており、第三期中長期目標期間の最
終年度に達するまでの間は、費用相当額を
収益化することから、これにより利益剰余
金が発生することはない。 
平成２９年度末の利益剰余金は、３勘定

（一般勘定、電源利用勘定、エネルギー需
給勘定）で主に研究開発資産売却収入等で
計上された１６６．８億円に加え、運営費
交付金債務の全額収益化に伴う１３４．２
億円の計３０１．０億円を計上。 
 なお、これらの利益は、総務省の示す認
定基準に合致しないことから、目的積立金
の申請はしていない。 

＜自己評価の根拠＞ 
●平成２９年度末の利益剰余金は３勘定
（一般勘定、電源利用勘定、エネルギー
需給勘定）で主に研究開発資産売却収入
等で計上された１６６．８億円に加え、
運営費交付金債務の全額収益化に伴う
１３４．２億円の計３０１．０億円を計
上。 

 
 
 
 
 
以上の内容を踏まえ、着実な業務運営が

なされていることから、本項目の自己評価
をＢとした。 
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様式２－１－４－２ 国立研究開発法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

Ⅲ（５）債務保証経過業務、貸付経過業務、リスク管理債権適正化 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標 中長期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

     ＜主要な業務実績＞ ＜評定＞ Ｂ 評定  
 （２）クレジット取得関連

業務 
ＮＥＤＯは、引き続き、

政策当局と緊密な連携の
下、クリーン開発メカニズ
ム（ＣＤＭ）・共同実施（Ｊ
Ｉ）・グリーン投資スキーム
（ＧＩＳ）プロジェクトに
よる京都メカニズムクレジ
ットの取得業務に、最大限
努力するものとする。 
 

（２）クレジット取得関連
業務 

クレジット取得関連業務
は、京都議定書における我
が国の目標達成に資するた
め、基準年総排出量比１．
６％分の京都メカニズムク
レジットの取得を、費用対
効果を考慮しつつ確実に行
うことを目的として、経済
産業省及び環境省（以下「政
府」という。）が機構に委託
したものである。 

第１期及び第２期中期目
標期間中は、京都議定書目
標達成計画等に基づき、ク
レジット取得契約の締結を
行い、着実に政府への移転
を進めてきた。 

第３期中期目標期間は、
平成２５年度が予算上の国
庫債務負担行為の最終年度
となることから、引き続き
政府との緊密な連携の下、
委託契約の履行に必要なク
リーン開発メカニズム（Ｃ
ＤＭ）・共同実施（ＪＩ）・
グリーン投資スキーム（Ｇ
ＩＳ）によるクレジットの
取得及び政府への確実な移
転を行う。業務の実施にあ
たっては、以下に留意し、
リスクの低減を図りつつ費
用対効果を考慮し、また、
地球規模での温暖化防止及
び途上国の持続可能な開発
への支援を図ることに努め
る。 

（２）クレジット取得関連
業務 
クレジット取得関連業務

については、ＮＥＤＯ法の
改正による当該業務終了
後、当該業務に係る債権の
回収が終了するまでの間、
当該債権の管理及び回収並
びにこれらに附帯する業務
を行う。 
 

－ （５）債務保証経過業務、貸付経過業務、
リスク管理債権適正化 
平成２９年２月１日、契約相手先のウク

ライナ環境・天然資源省は、未完工での違
反を認め、違反金額等の返還に係る合意書
(ＭＯＵ)のテキストに合意していたとこ
ろ、８月９日付で、１１月３０日を返還日
とするＭＯＵに署名がなされた。本ＭＯＵ
に基づきウクライナ側は返金の準備を進
め、１２月１日付及び１２月２８日付で総
額約４８８百万円の返金があり、平成３０
年２月１６日までに、同額を国庫に返納し
た。 

＜自己評価の根拠＞ 
●本合意に基づき、ウクライナ側から返
還期限後の平成２９年１２月１日に一
部返金があり、同年１２月２８日に残
額及び遅延金利額が支払われ、平成３
０年２月１６日までに国庫に返納し全
ての業務を完了。 

 

 業務の実施に当たって
は、費用対効果を考えつつ
必要な量のクレジットを確
実に取得するため、契約の
相手先等を原則として公募
するとともに、国際交渉上
の観点や政策的な観点から
プロジェクトの種類や契約
相手について選択的な条件
を付して取得することも検
討することとする。また、
原則として随時の応募受付
と速やかな審査・採否の決
定を行うとともに、審査に

（ア）企画・公募段階 
クレジット取得に係る契

約の相手先となる事業者等
（以下、「契約相手先」とい
う。）の選定は原則公募と
し、客観的な審査基準に基
づき公正な審査を行うとと
もに、国際交渉上の観点や
政策的な観点からプロジェ
クトの種類や契約相手につ
いて選択的な条件を付して
取得することも検討する。
また、契約相手先等が国際
ルール等を踏まえて行っ

－ － － －  
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おいて適正に評価する体制
を構築し、クレジットの取
得に伴うリスクの低減を図
ることとする。なお、国際
ルール等を踏まえ、クレジ
ットを生成するプロジェク
トに係る環境に与える影響
及び地域住民に対する配慮
を徹底することとする。 
 

た、クレジットを生成する
プロジェクトに係る環境に
与える影響及び地域住民に
対する配慮について確認を
行う。 
クレジットの取得において
は、個々のクレジット取得
におけるリスクを厳正に評
価し、取得事業全体として
のリスク低減を図る。 

 効率的かつ効果的な業務
管理・運営のため、クレジ
ット取得に係る事業を取り
巻く環境の変化等を踏まえ
て柔軟かつ適切に対応する
とともに、個々のプロジェ
クトの進捗状況の把握、Ｎ
ＥＤＯ内の関係部門との連
携等を行うこととする。 
 

（イ）業務実施段階 
クレジット取得に係る契

約の締結に際しては、費用
対効果を考慮し、必要に応
じて取得契約額の一部前払
を行うこととし、この場合、
原則前払額の保全措置を講
じる。また、契約相手先か
らの進捗状況等に関する報
告及び必要に応じた現地調
査等を行うとともに、ＧＩ
Ｓにおける早期のグリーニ
ング完了を図るため、必要
に応じて契約相手先と協議
し、適切な指導を行って、
契約が遵守されるよう管理
する。 

効率的かつ効果的な業務
管理・運営のため、クレジ
ット取得等業務を取り巻く
環境の変化等を踏まえ、柔
軟かつ適切に対応する。 

－ － － －  

 また、外部の専門家・有
識者による、クレジットの
市場動向等を踏まえた検証
及び評価を受けるととも
に、その結果を基に必要な
見直しを行うこととする。 
なお、契約相手先の名称、
取得契約に係るクレジット
量並びに毎年度の取得量及
び取得コストの実績につい
て、我が国が不利益を被ら
ないよう公表時期・内容に
ついて十分留意した上で、
可能な限り公表することと
する。 

（ウ）評価及びフィードバ
ック・情報発信 

当該業務は、京都議定書
の目標達成という国際公約
や、国民の関心の高い地球
温暖化防止に直結している
ため、外部有識者による取
得事業全体の検証及び評価
を毎年度実施し、その結果
を事業に反映させる。 

クレジットの取得状況に
関する情報発信について
は、原則として、契約相手
先の名称、取得契約に係る
クレジット量並びに取得コ
スト、及び毎年度の取得量
の実績について、できる限
り速やかに公表（注）する。
ただし、クレジットの取得
コストについては、我が国
及び契約相手先がクレジッ
ト取得事業を実施するにあ
たって不利益を被らないも
のに限定する。 
注：我が国及び契約相手先
が不利益を被らないよう公
表時期・内容について十分
留意しつつ実施する。 

－ － － －  



Ⅲ－8 

 （３）債務保証経過業務、
貸付経過業務 

新エネルギーの導入に係
る債務保証業務について
は、制度の安定運用を図り
つつ、新エネルギーの導入
目標達成に向け、適切な実
施に努めることとする。 

鉱工業承継業務に係る貸
付金の回収については、債
権の管理を適切に行い、回
収額の最大化を計画的に進
め、約定回収等を終了した
時点をもって廃止するもの
とする。 

（３）債務保証経過業務、
貸付経過業務 
新エネルギーの導入に係

る債務保証業務について
は、制度の安定運用を図り
つつ、新エネルギーの導入
目標達成に向けて適切な実
施に努める。 
鉱工業承継業務に係る貸

付金等の回収については、
債権の管理を適切に行い、
回収額の最大化に向けて計
画的に進め、平成２７年度
末までの業務終了に努め
る。 

（３）債務保証経過業務、
貸付経過業務  
新エネルギー債務保証業

務については、平成２２年
度に新規引受を停止してい
るが、債務保証先を適正に
管理し、代位弁済の発生可
能性を低減させるととも
に、財務状況が改善された
保証先については繰上弁済
を求める。なお、既に発生
した求償権については、回
収の最大化に努め、必要な
措置を講じていく。 
 

－ 新エネルギー債務保証業務については、
債務保証中の４社について代位弁済リスク
低減のため、事業の実施状況の確認及び財
務状況の把握に努め、うち１社については
保証先との調整に努めたこと等により平成
３０年２月末日に繰上償還（完済）し、２
５百万円の保証減となった。（平成２９年度
末保証残額 ３社 １１億円） 
 また、求償権債権についても適切なリス
ク管理に努め、求償先３社から求償先より
の弁済並びに強制執行手続きによる配当等
により計５７３万円を回収した。 
 

●平成２９年度末において債権残高は総
額１２．５億円（対前年度９百万円の
減）。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
以上の内容を踏まえ、着実な業務運営

がなされていることから、本項目の自己
評価をＢとした。 
 

 

 
 
 


